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   議事日程第１号       第１回定例会 

   令和６年２月２９日（木）  午前９時３０分開議 

 

   開  会 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

 〃  ２ 会期決定 

 〃  ３ 諸般の報告 

      （１）定例監査結果等報告について 

 〃  ４ 行政報告 

      （１）市政の概況について 

      （２）新第６次寒河江市振興計画行動計画（令和３年度～令和７年度）について 

 〃  ５ 質疑 

 〃  ６ 議第 １号 寒河江市教育委員会教育長の任命について 

 〃  ７ 議案説明 

 〃  ８ 委員会付託 

 〃  ９ 質疑・討論・採決 

 〃 １０ 議第 ２号 寒河江市醍醐財産区管理会財産区管理委員の選任について 

 〃 １１ 議案説明 

 〃 １２ 委員会付託 

 〃 １３ 質疑・討論・採決 

 〃 １４ 報告第１号 損害賠償の額の決定についての専決処分の報告について 

 〃 １５ 報告第２号 損害賠償の額の決定についての専決処分の報告について 

 〃 １６ 報告第３号 損害賠償の額の決定についての専決処分の報告について 

 〃 １７ 質疑 

 〃 １８ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和５年度寒河江市一般会計補正予

算（第８号）） 

 〃 １９ 議案説明 

 〃 ２０ 委員会付託 

 〃 ２１ 質疑・討論・採決 

 〃 ２２ 議第 ３号 令和５年度寒河江市一般会計補正予算（第９号） 

 〃 ２３ 議第 ４号 令和５年度寒河江市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 〃 ２４ 議第 ５号 令和５年度寒河江市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 〃 ２５ 議第 ６号 令和５年度寒河江市水道事業会計補正予算（第２号） 

 〃 ２６ 議第 ７号 令和６年度寒河江市一般会計予算 

 〃 ２７ 議第 ８号 令和６年度寒河江市国民健康保険特別会計予算 

 〃 ２８ 議第 ９号 令和６年度寒河江市後期高齢者医療特別会計予算 

 〃 ２９ 議第１０号 令和６年度寒河江市介護保険特別会計予算 

 〃 ３０ 議第１１号 令和６年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計予算 
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日程第３１ 議第１２号 令和６年度寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）予算 

 〃 ３２ 議第１３号 令和６年度寒河江市下水道事業会計予算 

 〃 ３３ 議第１４号 令和６年度寒河江市立病院事業会計予算 

 〃 ３４ 議第１５号 令和６年度寒河江市水道事業会計予算 

 〃 ３５ 議第１６号 寒河江市立病院事業の設置等に関する条例及び寒河江市監査委員条例の一部

改正について 

 〃 ３６ 議第１７号 寒河江市課制条例の一部改正について 

 〃 ３７ 議第１８号 寒河江市情報公開条例の一部改正について 

 〃 ３８ 議第１９号 寒河江市行政手続における個人番号の利用に関する条例の一部改正について 

 〃 ３９ 議第２０号 寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 〃 ４０ 議第２１号 寒河江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び寒河江市職

員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 〃 ４１ 議第２２号 佐藤文庫図書購入基金条例等の廃止について 

 〃 ４２ 議第２３号 寒河江市都市計画税条例の一部改正について 

 〃 ４３ 議第２４号 寒河江市高齢者寿賀祝品等支給条例の一部改正について 

 〃 ４４ 議第２５号 寒河江市医療費支給に関する条例の一部改正について 

 〃 ４５ 議第２６号 寒河江市市民浴場に関する条例の一部改正について 

 〃 ４６ 議第２７号 寒河江市介護保険条例の一部改正について 

 〃 ４７ 議第２８号 寒河江市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部改正について 

 〃 ４８ 議第２９号 寒河江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 〃 ４９ 議第３０号 寒河江市水道給水条例及び寒河江市水道事業に係る布設工事監督者の配置基

準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正に

ついて 

 〃 ５０ 議第３１号 屋内型児童遊戯施設、キャンプ場、グランピング場、ＲＶパーク及び国際チ

ェリーパークに係る指定管理者の指定について 

 〃 ５１ 議第３２号 寒河江市立にしね保育所に係る指定管理者の指定について 

 〃 ５２ 議第３３号 寒河江市いこいの森に係る指定管理者の指定について 

 〃 ５３ 議第３４号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一部変更について 

 〃 ５４ 議第３５号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一部変更について 

 〃 ５５ 請願第１号 健康保険証を廃止せず存続を求める意見書の提出に関する請願 

 〃 ５６ 施政方針説明 

 〃 ５７ 議案説明 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 
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   議事日程第１号に同じ 

 

 

 

   開    会    午前９時３０分 

 

○柏倉信一議長 おはようございます。 

  ただいまから令和６年第１回寒河江市議会定

例会を開会いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  なお、報道機関及び企画創成課より本定例会

における写真撮影及び録音の申出があり、議長

においてこれを許可しております。 

  本日の会議は、議事日程第１号によって進め

てまいります。 

 

会議録署名議員指名 

 

○柏倉信一議長 日程第１、会議録署名議員指名

を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定に

より議長において、３番野口康一郎議員、８番

佐藤耕治議員、13番太田芳彦議員を指名いたし

ます。 

 

会 期 決 定 

 

○柏倉信一議長 日程第２、会期決定を議題とい

たします。 

  本定例会の会期など議事日程につきましては、

議会運営委員会で協議を願っておりますので、

その結果について委員長の報告を求めます。荒

木議会運営委員長。 

   〔荒木春吉議会運営委員長 登壇〕 

○荒木春吉議会運営委員長 おはようございます。 

  議会運営委員会における協議結果について御

報告申し上げます。 

  本日招集になりました令和６年第１回寒河江

市議会定例会の運営につきましては、去る２月

26日、委員６名全員出席並びに関係者出席の下、

議会運営委員会を開催し、協議いたしました。 

  会期につきましては、提案されます議案数と

一般質問通告数などを勘案し、本日から３月22

日までの23日間と決定しました。その間の会議

等につきましては、示しております第１回定例

会日程表のとおり決定しました。 

  以上、よろしく取り計らいくださいますよう

お願い申し上げ、報告といたします。 

○柏倉信一議長 お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、議会運営委員長報告のと

おり決定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から３月22日までの23日

間と決定いたしました。 

 

第１回定例会日程                       令和６年２月２９日（木）開会 

月  日 時  間 会      議 場  所 

２月２９日（木） 午前９時３０分 本  会  議 

開会、会議録署名議員指

名、会期決定、諸般の報

告、行政報告、質疑、教育

長任命議案上程、同説明、

委員会付託、質疑・討論・

採決、醍醐財産区管理会財

議   場 
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産区管理委員選任議案上

程、同説明、委員会付託、

質疑・討論・採決、報告、

質疑、承認議案上程、同説

明、委員会付託、質疑・討

論・採決、議案・請願上

程、施政方針説明、議案説

明 

３月 １日（金） 休   会 （ 議 案 調 査 ） 

３月 ２日（土） 休               会 

３月 ３日（日） 休               会 

３月 ４日（月） 休   会 （ 議 案 調 査 ） 

３月 ５日（火） 午前９時３０分 本  会  議 一  般  質  問 議   場 

３月 ６日（水） 休   会 （ 議 案 調 査 ） 

３月 ７日（木） 午前９時３０分 本  会  議 一  般  質  問 議   場 

３月 ８日（金） 

午前９時３０分 本  会  議 
質疑、予算特別委員会設

置、委員会付託 
議   場 

本会議終了後 予算特別委員会 
開会、議案説明、質疑、分

科会分担付託 
議   場 

予算特別委員会 

終  了  後 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 

議   会 

第 2 会議室 

厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 

議   会 

第 4 会議室 

３月 ９日（土） 休               会 

３月１０日（日） 休               会 

３月１１日（月） 休   会 （ 議 案 調 査 ） 

３月１２日（火） 

午前９時３０分 予算特別委員会 
分科会委員長報告、質疑・

討論・採決、閉会 
議   場 

予算特別委員会 

終  了  後 
本  会  議 

議案上程、委員長報告、質

疑・討論・採決、議案・請

願上程、質疑、予算特別委

員会設置、委員会付託 

議   場 

本会議終了後 予算特別委員会 
開会、議案説明、質疑、分

科会分担付託 
議   場 

予算特別委員会 

終  了  後 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 

議   会 

第 2 会議室 

厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 

議   会 

第 4 会議室 

３月１３日（水） 午前９時３０分 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 

議   会 

第 2 会議室 

厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 

議   会 

第 4 会議室 
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３月１４日（木） 午後１時００分 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 

議   会 

第 2 会議室 

厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 

議   会 

第 4 会議室 

３月１５日（金） 午前９時３０分 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 

議   会 

第 2 会議室 

厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 

議   会 

第 4 会議室 

３月１６日（土） 休               会 

３月１７日（日） 休               会 

３月１８日（月） 休   会 （ 事 務 処 理 ） 

３月１９日（火） 休   会 （ 事 務 処 理 ） 

３月２０日（水） 休               会 

３月２１日（木） 休   会 （ 事 務 処 理 ） 

３月２２日（金） 

午前９時３０分 予算特別委員会 
分科会委員長報告、質疑・

討論・採決、閉会 
議   場 

予算特別委員会 

終  了  後 
本  会  議 

議案・請願上程、委員長報

告、質疑・討論・採決、閉会 
議   場 

 

 

諸 般 の 報 告 

 

○柏倉信一議長 日程第３、諸般の報告でありま

す。 

  （１）定例監査結果等報告については、お示

ししております文書によって御了承願います。 

 

行 政 報 告 

 

○柏倉信一議長 日程第４、行政報告であります。 

  （１）市政の概況について、（２）新第６次

寒河江市振興計画行動計画（令和３年度～令和

７年度）について、市長から報告を求めます。

佐藤市長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  令和６年第１回定例会の開会に当たりまして、

令和５年第４回定例会以降、今定例会までの主

な市政の概況について御報告申し上げます。 

  初めに、元日、１月１日に発生した能登半島

地震への対応について申し上げます。 

  まず、能登半島地震で亡くなられた方々に心

から哀悼の意を表しますとともに、被災された

方々にお見舞いを申し上げる次第であります。 

  寒河江市では震度３を観測いたしましたが、

被害は特に確認されておりませんでした。 

  市としては、被災地への支援といたしまして、

職員を派遣する意向を県などを通して伝えてお

りましたが、現在までに本市への応援要請はな

い状況でございます。また、被災された方々向

けに市営住宅の提供も申し出ているところであ

ります。 

  引き続き、応援要請などがある場合は速やか

に対応できるよう体制を整えておきたいと考え

ているところであります。 

  改めて、一刻も早い被災地の復旧・復興をお

祈り申し上げる次第であります。 

  次に、ふるさと納税事務に係る収賄事件にお

ける関係職員の処分について申し上げます。 
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  ふるさと納税事務に係る収賄容疑で元職員が

逮捕、起訴された事件で、元職員が有罪判決を

言い渡され、昨年11月16日に刑が確定したとこ

ろでございます。 

  退職した元職員は職員処分の対象外となりま

すが、当時業務上で関係した在職中の職員につ

いて、２月27日に職員審査委員会が開かれ、処

分審査が行われました。同委員会の審査結果の

報告を受けまして、昨日28日に、事件当時、元

職員の上司に当たる３名の職員に対し懲戒処分

を言い渡したところであります。 

  本件につきましては、現在、職員のコンプラ

イアンスの徹底や監査体制の強化、管理監督者

のマネジメント能力の向上を図る研修の実施な

ど、再発防止対策に鋭意取り組んでいるところ

でありますが、今後におきましても引き続き皆

様の信頼回復に向け最善の努力を尽くしてまい

る所存であります。 

  次に、チェリーランドの再整備について申し

上げます。 

  現在、整備を進めておりますチェリーランド

の屋内型児童遊戯施設について、多くの方に親

しみを持っていただくため、広く愛称を募集し

たところ、全国から611点の応募をいただきま

した。 

  その中から、市内在住の髙橋拓也さんの「Ｃ

ＬＡＡＰＩＮ ＳＡＧＡＥ（クラッピン サガ

エ）」が採用されたところであります。アルフ

ァベットで表す「ＣＬＡＡＰＩＮ」は、コンセ

プトに掲げている施設の特徴と、その施設で育

んでほしい子供たちの能力の頭文字を組み合わ

せた造語であります。 

  これから４月のオープンに向け、皆様から満

足いただける施設になるよう準備を鋭意進めて

まいります。 

  次に、物価高騰による負担増の影響を強く受

けている住民税非課税世帯を対象とした寒河江

市住民税非課税世帯物価高騰対策支援事業の実

施状況でございますが、２月26日現在で2,392

世帯に給付金を支給しております。 

  同様の住民税均等割課税のみの世帯を対象と

した低所得者支援及び定額減税補足給付金事業

につきましては、２月26日現在で328世帯に支

給しております。 

  また、同事業の18歳以下の児童への子ども加

算給付の状況でございますが、２月26日現在で

非課税対象世帯103世帯に対し171人分、均等割

対象世帯40世帯に対し84人分を支給しておりま

す。 

  なお、２月15日に国が開始したマイナンバー

カードを活用したオンライン申請（給付支援サ

ービス）を全国に先駆けて運用し、対象者の利

便性向上に努めているところでございます。 

  今後も速やかな給付のため、迅速に書類審査

を進めるとともに、未申請者への働きかけを行

ってまいります。 

  次に、今年度、第２弾となるプレミアム商品

券事業について御報告申し上げます。 

  スマートフォンのチェリンＰａｙアプリを活

用し、１セット5,000円でプレミアム率30％、

6,500円分の買物ができる電子商品券３万セッ

トを２月15日から販売をいたしましたが、おか

げをもちまして20日に完売をいたしました。商

品券の使用期限は４月15日までとしているとこ

ろであります。 

  引き続き、物価高騰等の経済情勢を踏まえ、

市内事業者の経営状況に留意しながら、関係機

関と連携を図り、地域経済の活性化に向けた施

策を推進してまいります。 

  次に、やまがた音と光のファンタジア2023に

ついて御報告申し上げます。 

  やまがた音と光のファンタジアにつきまして

は、開催期間を昨年11月25日から２月12日まで

の80日間に延長し、12万人を超える多くの方々

から来場いただきました。 

  この間、メイン会場におきましては、イルミ
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ネーションのほか、冬花火や西村山のグルメな

どにより来場者の皆さんに楽しんでいただいた

ところでございます。 

  今後も、来場者の皆さんの声を反映しながら、

冬のイベントとして実施できるよう取り組んで

まいります。 

  以上、12月定例会以降の主な市政の概況を申

し上げましたが、今後とも議員各位の御理解と

御協力を賜りながら市政運営に努めてまいりま

すので、よろしくお願い申し上げる次第であり

ます。 

  続きまして、新第６次寒河江市振興計画行動

計画（令和３年度～令和７年度）について御報

告申し上げます。 

  内容につきましては、去る２月20日開催の議

会全員協議会におきまして、令和７年度までの

行動計画の見直しについて御協議いただいてお

りますので、それにより御報告に代えさせてい

ただきたいと存じます。 

  以上でございます。 

 

質     疑 

 

○柏倉信一議長 日程第５、行政報告についての

質疑でありますが、後日行われます一般質問の

通告内容等と重複しないよう、議員において配

慮されますようお願いいたします。 

  ただいまの行政報告中、（１）市政の概況に

ついて質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、（２）新第６次寒河江市振興計画行動

計画（令和３年度～令和７年度）について質疑

はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 日程第６、議第１号寒河江市教

育委員会教育長の任命についてを議題といたし

ます。 

  この際、佐藤志津男教育長の退席を求めます。 

   〔佐藤志津男教育長 退席〕 

 

議 案 説 明 

 

○柏倉信一議長 日程第７、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 議第１号寒河江市教育委員会教

育長の任命についてを御説明申し上げます。 

  本年３月31日をもって佐藤志津男教育委員会

教育長が任期満了となりますので、引き続き同

氏を任命いたしたく御提案するものでございま

す。御同意くださいますようよろしくお願い申

し上げる次第であります。 

  以上であります。 

 

委 員 会 付 託 

 

○柏倉信一議長 日程第８、委員会付託でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第１号につ

いては、会議規則第37条第３項の規定により委

員会付託を省略したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しま

した。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第９、これより質疑・討論
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・採決に入ります。 

  議第１号について、質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第１号寒河江市教育委員会教育長

の任命についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第１号につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第１号についてはこれに同意する

ことに決しました。 

  ここで、佐藤志津男教育長の着席を求めます。 

   〔佐藤志津男教育長 着席〕 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 日程第10、議第２号寒河江市醍

醐財産区管理会財産区管理委員の選任について

を議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○柏倉信一議長 日程第11、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 議第２号寒河江市醍醐財産区管

理会財産区管理委員の選任についてを御説明申

し上げます。 

  醍醐財産区管理会財産区管理委員に欠員が生

じましたので、補欠員の選任について、議会の

同意を求めるものでございます。御同意くださ

いますようよろしくお願い申し上げます。 

 

委 員 会 付 託 

 

○柏倉信一議長 日程第12、委員会付託でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第２号につ

いては、会議規則第37条第３項の規定により委

員会付託を省略したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しま

した。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第13、これより質疑・討論

・採決に入ります。 

  議第２号について、質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第２号寒河江市醍醐財産区管理会

財産区管理委員の選任についてを採決いたしま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第２号につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第２号についてはこれに同意する

ことに決しました。 
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報     告 

 

○柏倉信一議長 日程第14、報告第１号損害賠償

の額の決定についての専決処分の報告について

から、日程第16、報告第３号損害賠償の額の決

定についての専決処分の報告についてまでの３

案件を一括議題といたします。 

  市長から報告を求めます。佐藤市長。 

〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 報告第１号から報告第３号損害

賠償の額の決定についての専決処分の報告につ

いてまでの３案件を一括して御説明申し上げま

す。 

  報告第１号は、令和５年９月14日に寒河江市

本町三丁目地内において発生した擁壁の一部を

破損した事故でございます。 

  報告第２号は、令和５年９月25日に寒河江市

大字田代字清水山地内の農道において発生した

車両破損事故でございます。 

  報告第３号については、令和６年２月９日に

寒河江市大字八鍬地内において発生した車両破

損事故でございます。 

  以上３案件について、示談書を取り交わすに

当たり、地方自治法第180条第１項の規定によ

り専決処分を行いましたので、御報告申し上げ

るものでございます。 

  なお、賠償金につきましては、報告第１号及

び報告第３号は全国市有物件災害共済金、報告

第２号は道路賠償責任保険から全額補塡される

ものでございます。 

  以上でございます。 

 

質     疑 

 

○柏倉信一議長 日程第17、これより質疑に入り

ます。 

  初めに、報告第１号損害賠償の額の決定につ

いての専決処分の報告についてに対する質疑は

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、報告第２号損害賠償の額の決定につい

ての専決処分の報告についてに対する質疑はあ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、報告第３号損害賠償の額の決定につい

ての専決処分の報告についてに対する質疑はあ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 日程第18、承認第１号専決処分

の承認を求めることについて（令和５年度寒河

江市一般会計補正予算（第８号））を議題とい

たします。 

 

議 案 説 明 

 

○柏倉信一議長 日程第19、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 承認第１号専決処分の承認を求

めることについてを御説明申し上げます。 

  国の交付金事業である低所得者支援及び定額

減税補足給付金について、住民税均等割のみ世

帯と低所得者の子育て世帯への給付を速やかに

行うため、令和５年度寒河江市一般会計補正予

算（第８号）について、議会を招集する時間的

余裕がなく、急を要しましたので、地方自治法

第179条第１項の規定により専決処分を行った

ものでございます。 

  詳細につきましては、財政課長より御説明申

し上げますので、よろしく御審議の上、御承認

くださいますようお願い申し上げる次第であり
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ます。 

○柏倉信一議長 小泉財政課長。 

   〔小泉 尚財政課長 登壇〕 

○小泉 尚財政課長 おはようございます。 

  私から、承認第１号の詳細につきまして御説

明申し上げます。 

  初めに、第１表についてですが、物価高騰の

影響を受けた方に対する国の交付金が追加され、

低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯

を対象に10万円を給付するものでございます。 

  また、これに合わせて当該均等割世帯並びに

前回の給付金対象者であった非課税世帯に扶養

されている18歳以下の子供１人当たり５万円を

加算して給付するものでございます。 

  歳入について御説明申し上げます。 

  補正予算書（第８号）の５ページ、事項別明

細書を御覧ください。 

  14款２項１目の物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金は、低所得者支援及び定額減税補

足給付金事業に対する補助金で、事業費の全額

が国から交付されるものでございます。 

  次に、歳出について申し上げます。 

  ６ページを御覧ください。 

  ３款１項１目の低所得者支援及び定額減税補

足給付金事業になりますが、今回の業務に従事

する会計年度任用職員２名分の報酬や共済費、

旅費のほか、消耗品費、そして封筒やはがき等

の印刷製本費、郵送料や振込手数料などの役務

費などの事務的経費、そして均等割のみ課税世

帯780世帯に対する10万円の給付金に、子ども

加算として、均等割のみ課税世帯と非課税世帯

合わせた380人の子供たちに５万円を支給する

ための扶助費9,700万円を加えまして、合計

9,883万2,000円を計上し、専決処分をさせてい

ただいたところでございます。 

  続きまして、第２表繰越明許費について御説

明申し上げます。 

  ４ページを御覧ください。 

  ７款１項の地域経済緊急対策事業であります

けれども、現在実施しているチェリンＰａｙに

よるプレミアム商品券事業の実施期間が２月15

日から４月15日までと、年度をまたいで実施す

ることとなったために、繰越明許費の設定を行

ったものでございます。 

  以上、よろしく御審議くださいますようお願

い申し上げます。 

 

委 員 会 付 託 

 

○柏倉信一議長 日程第20、委員会付託でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第１号に

ついては、会議規則第37条第３項の規定により

委員会付託を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しま

した。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第21、これより質疑・討論

・採決に入ります。 

  承認第１号について、質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより承認第１号専決処分の承認を求める

ことについて（令和５年度寒河江市一般会計補

正予算（第８号））を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 
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   〔賛成議員 起立〕 

  賛成多数であります。 

  よって、承認第１号は原案のとおり承認され

ました。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 日程第22、議第３号令和５年度

寒河江市一般会計補正予算（第９号）から、日

程第55、請願第１号健康保険証を廃止せず存続

を求める意見書の提出に関する請願までの34案

件を一括議題といたします。 

 

施政方針説明・議案説明 

 

○柏倉信一議長 日程第56、施政方針説明及び日

程第57、議案説明について、市長から一括して

説明を求めます。佐藤市長。 

〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 本日、令和６年第１回寒河江市

議会定例会が開催されるに当たり、令和６年度

の市政運営に臨む基本方針と施策の大要を申し

上げます。 

  これから迎える令和６年度は、新第６次振興

計画の４年目に当たり、目標の達成に向け着実

な成果を求められる年であるとともに、市制施

行70周年を迎える大きな節目の年でございます。 

  これから先、10年、20年、そして30年後の

100周年に向かい、我が寒河江市が持続可能で、

さらに成長していくまちとするためには、今こ

そしっかりとした発展の基盤をつくっていく必

要があります。 

  新年度、未来に向けた確かな成長を形成して

いくために、「100年都市寒河江への新たなスタ

ート」という大きなコンセプトの下、３つの柱

を立てて施策を推進してまいります。 

  第１の柱は、「元気な「さがえっこ」を育む

全国最高水準の子育て環境のまちへ」でありま

す。 

  これまでも子育て支援については、他自治体

に先んじて様々な施策を行ってまいりましたが、

令和６年度も新たな取組や事業の拡充などを進

め、引き続き子育てしやすい環境づくりを積極

的に展開してまいります。 

  まず、新たにこども家庭センターを設置し、

切れ目ない支援を行っていくとともに、育児講

座や５歳児相談、独り親家庭等の子供に対する

学習支援事業など、子育ての不安解消に向けた

取組を行ってまいります。 

  また、４月29日に屋内型児童遊戯施設がオー

プンをいたします。子供たちが生き生きと学び、

遊べる場を提供していくほか、３歳から５歳児

の副食費無料化と小中学校の給食費の無料化に

ついても引き続き実施してまいります。 

  さらに、小中学校の全ての普通教室への電子

黒板の配置を完了させるとともに、熱中症対策

として、各小学校にも可動式冷風機を設置いた

します。 

  新しい中学校の整備については、用地選定や

基本構想、基本計画等の策定を行ってまいりま

す。 

  第２の柱は、「あらゆる世代が豊かさを実感

できる付加価値創造のまちへ」であります。 

  まちが活性化するには人の交流が欠かせませ

ん。インバウンドに対応するための施設整備や

観光客に対するおもてなし研修会の補助などの

観光振興、新たに移住体験ツアーや「おてつた

び」の活用による移住定住対策の取組、さらに

地域おこし推進員を２名から４名へと増員し、

農業の活性化を図りたいと考えております。 

  また、若者の新たなスタイルの働き場を市内

に確保していくために、スタートアップやリス

キリングへの支援などを展開していきます。 

  第３の柱は、「安全安心で快適さや利便性を

実感できるまちへ」であります。 

  いつまでもこの地で暮らしていくためには、
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安全安心はもちろんのこと、利便性や快適性も

重要となってまいります。平塩橋をはじめとす

る橋梁整備、ほなみ団地陵東中学校線などの道

路整備、大雨などの災害対策などのインフラ整

備を進め、住みやすいまちづくりを目指してま

いります。 

  また、住民票等の発行に必要な申請書につい

て、「書かない窓口」を導入するほか、デジタ

ル庁が提供する給付支援サービスの活用など、

ＤＸさがえの実現に向けた取組を進め、住民サ

ービスの向上に努めてまいります。 

  ＪＲ左沢線につきましては、欠くことのでき

ない公共交通でありますので、沿線自治体と連

携し、利用促進、活性化の取組を行ってまいり

ます。 

  さらに、市制施行70周年に当たり、さくらん

ぼに関するまちづくり推進条例の制定や、８月

１日の記念式典をはじめ、姉妹都市締結50周年

となる大韓民国安東市との記念事業、ＳＡＧＡ

Ｅまちなか芸術祭の開催、また、旧幸生小学校

体育館を本格的なスケートパークとして活用す

るための整備開始などの記念事業も実施してま

いります。 

  令和６年度は、これから未来に向かって活気

あふれる寒河江市をつくり上げていく第一歩の

年でありますので、こうした記念事業を通して、

市民の皆様と一緒に盛り上がりを見せていきた

いと考えているところであります。 

  以上の結果、令和６年度の一般会計当初予算

の規模は217億6,000万円と相なりました。これ

まで進めてきました子育て支援、人口減少対策、

安全安心で活力あるまちづくりなどについてし

っかりと取り組み、目標達成へ着実に前進して

まいります。 

  以下、新第６次寒河江市振興計画の５つの基

本政策に沿って大要を申し上げます。 

  第１章の「子どもがすくすく育つまち」であ

ります。 

  「安心して生み育てられる環境づくり」につ

いては、婚活イベントを実施する婚活支援団体

や婚活事業を利用する個人などへの補助を継続

して実施するとともに、令和５年度に全国発の

試みとして取り組んだＰＦＳ成果連動型民間委

託方式を令和６年度も継続し、事業の成果を重

視した結婚支援を行います。 

  医療保険が適用にならない不妊治療につきま

しては、令和４年度から市が独自に助成を行っ

ておりますが、補助額を拡充して、妊娠、出産

の希望実現を支援してまいります。 

  妊娠期から育児期までの相談支援体制の充実

を図る産後ケア事業については、利用時間を延

長するとともに、新たに授乳に特化した通所型

の母乳ケア事業を実施し、メニューを増やして、

個人の状況に応じたケアを選択することができ

るよう進めてまいります。 

  年々相談件数が増加する発達支援を要する子

供に関しましては、新たに５歳という社会性な

どが発達する時期に相談事業を開始し、就学に

向けた基本的な生活習慣の確立に向けて、助言、

指導を行ってまいります。 

  また、令和６年度から、子ども家庭総合支援

拠点と子育て世代包括支援センターの機能を一

体化した、こども家庭センターを新設し、全て

の妊産婦、子育て世帯等に対して切れ目のない

相談に応じてまいります。 

  「きめ細かな保育環境の整備」については、

保護者がさらに仕事と家庭を両立しやすい保育

環境の充実を図るため、令和７年度から認定こ

ども園移行を目指す市内幼稚園に対して、国の

交付金を活用し、支援してまいります。 

  南部小学校区の放課後児童クラブにおいては、

南部小学校の空き教室に移設して、保護者が安

心して子供を預けることができる体制を整備し

てまいります。 

  「子育てを支える環境づくり」については、

子育て世帯の負担軽減のため、３歳から５歳児
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までの保育料と第３子以降の３歳未満児の保育

料、同時入所第２子についての保育料を全額無

料、同時入所以外の第２子についての半額減免

を継続して行います。 

  さらに、県と市が連携した年収470万円未満

相当世帯の保育料の無料化と、保育所、幼稚園

等に通う３歳児以上の副食費の所得制限を設け

ない無料化も引き続き実施してまいります。 

  また、さがえっこの健やかな成長支援を目的

として、引き続き高校入学年齢に達した児童に

10万円を支給いたします。 

  児童手当につきましては、令和６年10月分か

ら国の制度に基づき、拡充して経済的支援をし

てまいります。 

  独り親家庭等の子供については、経済的理由

から塾通いを断念している家庭もあることから、

新たに基本的な生活習慣の習得支援や学習支援

を実施し、独り親家庭等の子供の生活の質の向

上に努めてまいります。 

  工事を進めてきました屋内型児童遊戯施設、

さくらんぼこどもキャンパスＣＬＡＡＰＩＮ 

ＳＡＧＡＥは４月29日にグランドオープンを予

定しておりますが、多くの子供たちのみならず、

保護者の皆さんにも御利用していただきたいと

思っているところであります。 

  「豊かな心と健やかな体の育成」については、

全ての児童生徒にとって学校が安心して楽しく

通える魅力ある環境になるよう、課題未然防止

教育に取り組んでまいります。 

  具体的には、児童生徒を対象としたＳＯＳの

出し方教室、教職員を対象としたＳＯＳの受け

止め方研修会を実施してまいります。 

  また、学校、家庭、地域が一体となり、「さ

がえっこの育み10か条」の啓発、各学校におけ

る特別の教科、道徳の充実を図り、命や生き方

を大切にする教育を一層推進してまいります。 

  学校、家庭、地域が連携した教育の推進とし

ては、全ての小中学校に設置されたコミュニテ

ィ・スクールを推進し、地域全体で学校の教育

活動を支援し、社会に開かれた教育課程の実現

を目指します。 

  「未来を切り拓く学ぶ力の育成」については、

基礎的な学力となる読解力の育成を図るために、

小学校２年生から４年生を対象とした、まるぐ

ランド及び中学校１、２年生を対象にしたリー

ディングスキルテストを活用しながら、市教育

研究所の課題研究部会を中心に研究を進めてま

いります。 

  さらに、教育相談の充実を図るために、寒陵

スクールの運営、児童生徒、保護者への教育相

談を担当する教育相談員、並びに市内３つの中

学校に別室登校の生徒の指導、支援を行う教育

相談員を配置し、全ての児童生徒の学びの場を

保障し、学びたいと思ったときに学べる環境を

整備してまいります。 

  特別教育支援員を配置し、特別な配慮を必要

とする児童生徒への早期からの適切できめ細や

かな支援を引き続き実施してまいります。 

  情報化や社会のグローバル化に対応した教育

の推進については、１人１台タブレットを導入

し、ＩＣＴの活用の日常化を図るとともに、Ｉ

ＣＴの効果的な活用による授業改善を推進する

ため、普通教室に１台の電子黒板等を設置して

まいります。 

  発達に応じた学びを育む教育の推進について

は、学校、企業、地域から成る、さがえ未来コ

ンソーシアム事業により、主体的に進路決定し

ていけるよう、将来を見据えたキャリア教育を

充実させてまいります。 

  教育環境の整備については、継続して照明器

具のＬＥＤ化や施設改修を進めるとともに、熱

中症対策として可動式冷風機を新たに小学校体

育館へ設置し、児童や生徒の快適な学習環境づ

くりに努めてまいります。 

  また、市学校施設整備計画に基づき、新中学

校施設整備に向けた用地選定、基本構想及び基
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本計画策定を進めてまいります。 

  中学校の部活動改革については、生徒が主体

的に参加できるスポーツや文化活動環境の構築

と教員の働き方改革の実現に向けて、引き続き

検討を進めてまいります。 

  第２章の「活力と交流を創成するまち」であ

ります。 

  「魅力と希望のある農業振興」については、

農業生産の維持や農業経営の安定化を図るため、

農地中間管理事業を活用して担い手への農地集

積を進め、農業経営の規模拡大や法人化による

経営効率の向上を持続的に推進するとともに、

将来の農地活用と集落営農の在り方を地域と一

体となって協議してまいります。 

  昨年急増した農作物の鳥獣被害を防止するた

め、寒河江市鳥獣被害防止計画に基づき、寒河

江市鳥獣被害対策実施隊による有害鳥獣捕獲や

電気柵等の整備を推進するとともに、地域住民

と共に鳥獣被害の軽減に向けた体制が強化され

るよう支援してまいります。 

  頻発する大雨などの気象災害より農地を守る

ため、農村地域防災減災事業により営農環境の

改善を図ってまいります。 

  さくらんぼ生産振興については、県等と連携

した省力樹形の導入を推進し、生産体制強化を

支援してまいります。紅秀峰については、さら

なるブランド力の強化と生産拡大を進めるとと

もに、昨年本格デビューしたやまがた紅王につ

いても生産体制を強化してまいります。 

  水田農業の振興については、米価安定に向け

て関係団体等と連携し、需要に応じた米生産を

推進し、経費削減と所得確保を目指しながら、

つや姫ヴィラージュをはじめとした高品質米生

産に必要な支援を行ってまいります。 

  また、寒河江ブランド魅力発信協議会を中心

に、農・商・工の連携を強化し、子姫芋のＧＩ

登録を目指すとともに、本市が誇るブランド農

産物の販路拡大や加工品開発等の６次産業化に

向けた取組を支援してまいります。 

  新規就農者の確保については、都内で開催さ

れる新・農業人フェアなどへの積極的な出展や、

農業体験ツアーへの招聘などを実施するととも

に、サポート体制の充実と農業経営の安定に必

要な生産技術の習得や設備投資の支援などによ

り新規就農者の育成に努めます。 

  また、地域おこし推進員第２期生を採用し、

農業に関する活動を通して、地域農業の魅力発

進に力を入れてまいります。 

  「新しい生活様式に沿った観光振興」につい

ては、昨年策定した寒河江市振興計画に沿って、

本市の観光戦略の柱とした体験型観光について、

新たなメニューの開発を図り、年間を通して観

光誘客を進めていくとともに、市内を訪れた観

光客がより便利に周遊できるワンコインタクシ

ーなどの二次交通をさらに充実、強化してまい

ります。 

  また、インバウンドの受入れ体制を強化する

ため、施設や受入れ環境の整備を進めるほか、

効果的な情報発信や誘客施策を検討、展開して、

関係市町と連携した取組を進めてまいります。 

  「賑わいを生む商工業振興」については、中

心市街地のみならず市内全域の空き店舗解消の

ために、店舗の誘致や新規創業者の育成、支援

に努めるとともに、空き店舗を利用して創業す

る際の店舗改装などの市独自の支援制度の利用

を促進し、魅力あるまちづくりに向けた中心市

街地の活性化を図ってまいります。 

  寒河江市創業支援等事業計画に基づき、さら

なる起業、創業の支援充実に努めるとともに、

魅力ある個店づくりの支援として、既存店舗改

装や、新商品、新サービス開発に関する支援、

さらには、にぎわい創出のための共同事業や環

境整備事業などについて支援してまいります。 

  また、国及び県と連携しながら、新たな市場

ニーズに対応するための新規事業や生産性向上

のための設備投資に対する支援、地元の特産品
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などの市産品や伝統工芸品の国内外への販路拡

大に対する支援を行うとともに、店舗改装やデ

ザイナーの活用等による企業ホームページや商

品パッケージの改良など、販売力強化に向けた

支援に努めてまいります。 

  また、物価高騰等の影響を受け、厳しい経営

環境下にある地元企業の資金繰りを支援するほ

か、新たな分野への挑戦やキャッシュレス決済

導入の支援など、ポストコロナ時代を踏まえた

支援策を推進していくとともに、インバウンド

の動向に対応した支援策など適宜検討してまい

ります。 

  寒河江中央工業団地については、残りの分譲

区画への企業誘致を進めるとともに、新たな工

業団地造成への多角的な検討を進め、本市産業

の活性化と魅力的な就労の場の確保に努めてま

いります。 

  「雇用の安定と就労環境の充実」については、

関係機関、企業及び学校等と連携を強化し、若

者の地元企業への就職や定着及び首都圏からの

ＵＩＪターンなどによる市内への回帰に取り組

むとともに、再就職を希望する高齢者や子育て

などで離職した人が希望する職業に就くことが

できるように、就職面接会の開催や相談体制の

充実を図ってまいります。 

  「質の高い居住環境づくり」については、定

住人口の拡大、また子育て世代、転入者の経済

的負担の軽減を図るため、住宅取得支援を充実

するとともに、住宅リフォーム支援の充実によ

り住環境の整備を推進いたします。 

  また、今後も見込まれる住宅需要に対し、良

好な住宅地の確保を図るため、民間などの宅地

開発に対し積極的に支援を行います。 

  空き家に関しましては、寒河江市空き家等対

策計画に基づき、関係団体と連携しながら空き

家相談会を開催するとともに、空き家の流動化

を促進するため、引き続き空き家バンクの登録

時の要件緩和、また中古住宅購入時や空き家解

体についての支援を行います。 

  「移住者をはじめとした新たな活力の創出」

については、これまでＵターン若者夫婦を対象

とした奨学金の返還支援やアパートの家賃助成

などについて、奨学金の返還支援をＵターンの

単身者まで拡充するほか、家賃補助については

ＩＪターンまで対象を拡大し、さらなる支援の

充実を図ってまいります。 

  また、移住定住の支援と併せて、子育てしや

すいまちのイメージを県外まで広げてＰＲする

取組を強化してまいります。 

  また、さくらんぼの収穫作業など農作業の人

手不足となる時期に、地域の関係人口に結びつ

く取組である「おてつたび」を実施するほか、

若者が魅力を感じて集うまちづくりを官民連携

で推進することなど、新たなつながり創出によ

る市の活性化を積極的に図ってまいります。 

  「多文化共生社会の実現」については、令和

６年が大韓民国安東市との姉妹都市締結から50

年を迎えた節目の年となることから、姉妹都市

締結50周年を記念した諸事業を展開し、さらな

る交流拡大と理解促進を図ってまいります。 

  第３章の「元気に安心して暮らせるまち」で

あります。 

  高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の

初年度として、「高齢者になっても住み慣れた

地域の中で、健康で安心して生きがいを持って

暮らせる地域社会の実現」を基本理念に掲げ、

地域包括ケアシステムの推進と地域共生社会の

実現を目指してまいります。 

  認知症になっても本人の意思が尊重され、安

心して地域で暮らし続けられるよう、認知症の

理解を広げ、見守り支え合う体制づくりを進め

るとともに、住民自らが認知症予防の取組がで

きる、アプリを使った認知症予防事業を昨年度

に引き続き進めてまいります。 

  「共生社会の実現」については、障がい児・

者への相談支援として、基幹相談支援センター



 - 17 - 

の相談支援専門員を２名から３名に拡充し、各

関係機関相互の連携をより密に行い、幅広い相

談支援体制の強化を図ってまいります。 

  令和６年度も引き続き、障がいなどに関する

市民の関心と理解を深めるための啓発や知識の

普及、福祉に関する教育の推進、意思疎通手段

の確保、地域生活の支援、雇用、就労の促進、

社会参加活動の推進など、共に生きる社会の実

現に向けた施策を推進してまいります。 

  「健康長寿のまちづくり」については、がん

検診において、検診を受けやすい環境づくりと

して、新たに胃エックス線検査と胃内視鏡検査

のいずれかを選択できるよう、体制を整備して

まいります。 

  また、市健康増進計画の最終年度であること

から、健康に関する現状把握をするための市民

アンケートの結果を基に、評価、見直しを行っ

てまいります。 

  心の健康づくりとしましては、策定した「い

のち支える寒河江市自殺対策計画第２期」の初

年度として、４つの重点施策である「子ども・

若者対策」「高齢者対策」「生活困窮者対策」

「勤務・経営者対策」に取り組んでまいります。 

  「いのちを守る地域医療体制の充実」につい

ては、現在、西村山地域医療提供体制検討会に

おいて検討が進められておりますが、令和６年

度は基本構想や基本計画の策定業務に進んでい

くものと考えております。 

  引き続き、市といたしましては寒河江西村山

地域の住民が安心して暮らしていける医療提供

体制が早期に実現できるよう、関係機関と協議

を重ねてまいります。 

 「地域防災力の強化」については、自主防災

組織が地域防災力の強化を図るために行う防災

訓練や資機材の整備などの事業に対する補助を

継続して実施するとともに、登録防災士や防災

対策アドバイザーを活用した取組を強化し、各

家庭での防災意識を高め、災害時の適切な防災

行動を取れるよう促してまいります。 

  また、能登半島地震を踏まえ、指定避難所の

快適で円滑な利用を確保できるよう、備蓄品の

充実や民間企業との協力協定による支援体制の

強化を図ってまいります。 

  さらに、寒河江市消防団ビジョンに基づき、

団員の負担軽減を図りながら、災害対応や人命

救助のための効果的な研修、訓練を行うととも

に、山形県代表として出場する全国消防操法大

会に向けて充実した訓練ができるよう、必要な

支援を行ってまいります。 

  「交通事故や犯罪のない地域づくり」につい

ては、市民一人一人の交通安全に対する意識の

高揚を図るため、「第11次寒河江市交通安全計

画」に基づき、人優先の交通事故のない社会を

目指し、子供や高齢者等の交通弱者の安全確保

や自転車利用者の交通安全対策、交通安全教室

や交通環境の整備等に関する施策の充実を図り

ます。 

  交通事故の減少を目指し、引き続き高齢者運

転免許証自主返納支援事業の利用促進や、関係

団体及び地域住民と一体となった交通安全対策

を講じてまいります。 

  市民が、犯罪のない安全で安心して暮らせる

地域社会の実現を図るため、市防犯協会等と連

携した青色防犯パトロール活動などの防犯対策

や公共空間の安全を図るため、新たな住宅地な

どへの防犯街路灯の設置や道路等屋外への防犯

カメラの設置等を推進し、地域の防犯や通学路

の安全確保に努めてまいります。 

  消費者保護の推進につきましては、全国的に

多発している特殊詐欺の被害防止に重点的に取

り組むため、消費生活センターを中心に関係各

機関と連携し、市民に対する情報提供や、特に

高齢者が被害に遭わないために出前講座等を積

極的に開催していくほか、若年層の消費者被害

防止を図る観点から、中高生に対し、被害防止

啓発と併せて消費者教育を実施してまいります。 
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  第４章の「一人ひとりが力を発揮するまち」

であります。 

  「市民一人ひとりが主役の地域づくり」につ

いては、公民館やコミュニティセンターなどを

拠点とした地域活動について、今後の方向性や

在り方を地域で話合いを進め、事業化を進めて

いただくため、地域づくりに対する補助制度を

大幅に拡充してまいります。 

  「豊かな人生の生きがいづくり」については、

生涯学習の拠点施設となる地区公民館分館に対

し、引き続きエアコン設置等の施設整備を支援

してまいります。 

  図書館につきましては、令和６年度から指定

管理者制度を導入し、ノウハウを生かした、よ

り魅力的な運営が図られるよう期待していると

ころであります。 

  芸術文化の振興につきましては、ＳＡＧＡＥ

まちなか芸術祭や若者層の活性化を図るための

音楽事業の実施、美術館においては、郷土が誇

る写真家である鬼海弘雄氏の未公開写真を含む

写真展などを実施いたします。 

  市民文化会館につきましては、舞台機構設備

の改修工事を実施して、利用者への安全な文化

施設の提供を図ります。 

  スポーツ環境の整備と充実については、子供

や若い世代が楽しめる新たなスポーツニーズへ

の対応が求められており、旧幸生小学校の体育

館をアーバンスポーツの拠点施設となる本格的

なスケートパークとして活用するための整備を

進めてまいります。 

  歴史文化関係事業につきましては、令和６年

度までの３年間で実施されている本山慈恩寺本

堂のかやぶき屋根全面ふき替え事業に対し補助

金を引き続き交付するとともに、県指定文化財

の修復事業等についても継続して支援してまい

ります。 

  「男女ともに活躍できる環境づくり」につい

ては、令和３年度に策定した第３次寒河江市男

女共同参画計画に基づき、４つの基本目標を達

成すべく全庁的な取組を進めております。令和

６年度は、男性を対象としたパパ育休講座を実

施し、男性の育児休業取得率アップと家事スキ

ルの向上を図り、男女が安心して子育てできる

環境づくりを進めてまいります。 

  「市民のニーズを捉えた行財政運営」につい

ては、新たに市役所窓口で利用者が申請書など

を手書きで記入することなく、専用端末でマイ

ナンバーカードなどを読み取り、申請手続を簡

素化する「書かない窓口」システムを導入して

まいります。 

  加えて、パソコンで行っている事務作業を自

動化できるソフトウエアロボット技術（ＲＰ

Ａ）の導入を進め、申請受付事務の迅速化、省

力化に取り組み、デジタル化を推進し、窓口利

用者の利便性向上と行政サービスの効率化を図

ってまいります。 

  人口減少などによる公共施設の利用需要の変

化に対応するため、寒河江市公共施設等総合管

理計画の見直しを行うとともに、総合管理計画

で定めた基本的な考え方や施設ごとの管理に関

する方針を踏まえ、施設ごとの改修、更新等の

実施計画となる個別施設計画の策定を進めてま

いります。 

 第５章の「便利で快適に生活できるまち」で

あります。 

  「心地よい都市空間づくり」については、人

口減少や少子高齢化、大規模な自然災害の発生

など、本市を取り巻く状況の変化を捉え、新た

な視点で都市づくりのビジョンを検討すべく、

新たな都市計画マスタープランの策定を進めて

まいります。 

  あわせて、居住機能や福祉、医療、商業等の

都市機能の立地、公共交通の充実など、マスタ

ープランの高度化版となる立地適正化計画につ

いて、令和７年度末を目標として策定作業を加

速化してまいります。 
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  また、寒河江川堤防の桜回廊の整備やチェリ

ー・クアパーク周辺の水辺環境の整備につきま

しても引き続き進めてまいります。 

  「人と自然が共生するまちづくり」について

は、令和５年度に改定した市ごみ処理基本計画

に基づき、廃棄物の発生を抑制するための情報

提供を行うとともに、子供会、ＰＴＡなどの集

団資源回収実施団体を支援し、廃棄物の再資源

化を推進してまいります。 

  山形県と連携し実施している不法投棄箇所の

原状回復事業に引き続き取り組んでいくととも

に、廃棄物の不法投棄を撲滅するために啓発や

広報に努め、環境衛生組合連合会各支部との連

携による不法投棄パトロールを定期的に行い、

監視の強化に努めてまいります。 

  猫の不妊・去勢手術費に対し、引き続き助成

を行うとともに、動物愛護と適正飼養に関する

普及啓発活動を行う団体を支援し、市民の動物

に対する愛護精神と適正飼養知識の普及啓発に

取り組んでまいります。 

 「地球温暖化防止に取り組むまちづくり」に

ついては、令和４年３月に寒河江市ゼロカーボ

ンシティ宣言を採択し、2050年まで温室効果ガ

ス排出量を実質ゼロにすることを目指しており、

令和４年度に改定した市環境基本計画に基づき、

市民、事業者を対象にした省エネルギー活動の

セミナーや、小学生を対象にした、こどもエコ

チャレンジを実施し、省エネルギー活動への意

識啓発を推進してまいります。 

  また、次世代自動車導入事業費補助金により

電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の

普及促進を図るとともに、再生可能エネルギー

設備導入事業費補助金により、木質バイオマス

燃焼機器及び住宅と電気自動車の相互充放電を

可能にするＶ２Ｈ設備の普及促進を図ってまい

ります。 

  今後とも再生可能エネルギーに関する情報の

提供などを行い、環境負荷の少ない再生可能エ

ネルギー利用設備の普及拡大に努めてまいりま

す。 

  「交通ネットワークの整備」については、町

会からの各種要望に対して、寒河江市公共事業

整備優先順位基準を踏まえながら、計画的に道

路、橋梁の維持補修や整備を行い、道路施設等

の長寿命化に取り組んでまいります。 

  広域道路ネットワークの取組として、現在整

備中の都市計画道路落衣島線西根工区の進捗を

図るほか、自転車ネットワーク計画に基づき、

安全で快適な自転車通行帯の整備を計画的に取

り組んでまいります。 

  また、冬期間における生活道路の維持管理に

つきましては、除雪車運行管理システムを活用

するとともに、老朽化した散水消雪施設の更新

により、スムーズできめ細かな除雪を実施して

まいります。 

  ＪＲ左沢線の利用拡大につきましては、ＪＲ

と連携した観光情報の発信等により観光利用者

の増加を引き続き図っていくほか、イベント列

車の試験運行や駅前周辺の店舗と連携したキャ

ンペーンなど、新たな路線利用者増に向けた取

組をＪＲ左沢線対策協議会で実施してまいりま

す。 

  次に、「生活を守る上下水道の整備」につい

てであります。 

  上水道については、配水池や老朽化した配水

管の長寿命化と強靱化を図り、安全で安心な水

道水の安定供給に努め、新水道ビジョンによる

持続可能な経営基盤の確立を目指します。 

  また、洪水ハザードマップによる浸水想定区

域となっている水道施設について、耐水化を進

めてまいります。 

  公共下水道事業では、未整備箇所の継続的な

整備を行い、合併浄化槽整備事業とともに、水

洗化の普及促進に向けた取組を強化し、併せて

下水道ストックマネジメント計画に基づく汚水

管渠等の点検、調査と、浄化センター施設の計
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画的な改修及び修繕を行ってまいります。 

  近年多発する局地的な大雨による内水氾濫に

備え、雨水排水整備計画に基づき、日田地内な

どの冠水箇所の解消を図るため整備を進めてま

いります。 

  以上、ここまで令和６年度の市政運営に臨む

所信の一端を申し上げたところであります。 

  近年、激甚化、頻発化している大雨や地震な

どの自然災害に対する備えや人口減少対策など、

課題は山積しているわけでありますが、市民の

皆様が、このまちで、寒河江で安心して暮らし

ていける基盤づくりには、これからも誠心誠意

取り組んでまいりますので、市議会議員各位並

びに市民の皆さんの御理解と御協力を賜ります

ようお願い申し上げる次第であります。 

  次に、本定例会に上程いたします議案につい

て御説明申し上げます。 

  初めに、議第３号令和５年度寒河江市一般会

計補正予算（第９号）について御説明申し上げ

ます。 

  このたびの補正予算は、将来の市有施設整備

に向けた積立てを行うため、基金管理事業費の

追加等を行うものでございます。 

  その結果、歳入歳出それぞれ４億7,299万

9,000円を追加し、予算総額を246億4,391万

6,000円とするものでございます。 

  次に、議第４号令和５年度寒河江市国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）について御説

明申し上げます。 

  このたびの補正予算は、前年度決算に伴う基

金積立金及び保険給付費等交付金の精算に伴う

償還金等を追加するものでございます。 

  その結果、予算総額を歳入歳出それぞれ40億

6,369万5,000円とするものでございます。 

  次に、議第５号令和５年度寒河江市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）について御

説明申し上げます。 

  このたびの補正予算は、後期高齢者医療広域

連合納付金のうち、後期高齢者医療保険料納付

金を追加するものでございます。 

  その結果、予算総額を歳入歳出それぞれ５億

7,950万1,000円とするものでございます。 

  次に、議第６号令和５年度寒河江市水道事業

会計補正予算（第２号）について御説明申し上

げます。 

  このたびの補正予算は、生活基盤施設耐震化

等交付金の追加内示に伴うものでございます。 

  その結果、資本的収入の予算総額を１億

8,935万円、資本的支出の総額を９億 187万

4,000円とするものでございます。 

  次に、議第７号令和６年度寒河江市一般会計

予算について御説明申し上げます。 

  施政方針説明でも申し上げましたが、令和６

年度は発展の基盤をつくり、未来に向けた確か

な成長を形成していくために、積極的な予算編

成を行ったところでございます。 

  その結果、予算総額は歳入歳出それぞれ217

億6,000万円となったところでございます。 

  次に、議第８号令和６年度寒河江市国民健康

保険特別会計予算について御説明申し上げます。 

  国民健康保険税の収納率の向上や医療費適正

化対策を強化するとともに、保健事業を充実し、

健全財政の維持と効率的な事業運営を図るべく

予算編成を行ったところであります。 

  その結果、予算総額は歳入歳出それぞれ40億

2,947万2,000円となったところであります。 

  次に、議第９号令和６年度寒河江市後期高齢

者医療特別会計予算について御説明申し上げま

す。 

  後期高齢者医療に係る納付金や保険料徴収と

各種申請などの窓口業務を行うための経費を計

上するものでございます。 

  その結果、予算総額は歳入歳出それぞれ６億

2,933万4,000円となったところであります。 

  次に、議第10号令和６年度寒河江市介護保険

特別会計予算について御説明申し上げます。 
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  第９期介護保険事業計画に基づき、介護予防

や認知症施策を進めるとともに、地域の実情を

踏まえた各種支援事業の実施と安定した財政運

営を行うべく予算編成を行ったところでありま

す。 

  その結果、予算総額は歳入歳出それぞれ44億

7,643万1,000円となったところであります。 

  次に、議第11号令和６年度寒河江市介護認定

審査会共同設置特別会計予算について御説明申

し上げます。 

  被保険者の介護の必要性の有無及びその程度

を審査判定するための介護認定審査会に係る経

費を計上するものでございます。 

  予算総額は歳入歳出それぞれ2,423万9,000円

となったところであります。 

  次に、議第12号令和６年度寒河江市財産区特

別会計（高松、醍醐、三泉）予算について御説

明申し上げます。 

  各財産区とも、管理運営のための経費を計上

するものでございます。 

  その結果、予算総額は歳入歳出それぞれ71万

2,000円となったところであります。 

  次に、議第13号令和６年度寒河江市下水道事

業会計予算について御説明申し上げます。 

  公共用水域の水質保全と快適で文化的な生活

環境の改善を目指し、適切かつ効果的な整備促

進に努め、水洗化率の向上と雨水浸水対策に重

点的に取り組み、下水道の維持可能な経営基盤

の確立をテーマとして予算編成をしたところで

あります。 

  収益的収入及び支出については、収入総額15

億5,690万3,000円、支出総額15億4,309万2,000

円とし、資本的収入及び支出については、収入

総額７億8,818万4,000円、支出総額13億4,625

万6,000円とするものであります。 

  次に、議第14号令和６年度寒河江市立病院事

業会計予算について御説明申し上げます。 

  地域の医療ニーズに的確に応え、回復期機能

の充実を図り、市民がいつでも安心して受診で

きる病院づくりを進めながら、病院経営の健全

化に向けた予算編成を行ったところでございま

す。 

  収益的収入及び支出については、収入総額20

億1,700万円、支出総額21億400万円とし、資本

的収入及び支出については、収入総額を２億

3,015万2,000円、支出総額を２億6,430万円と

するものでございます。 

  次に、議第15号令和６年度寒河江市水道事業

会計予算について御説明申し上げます。 

  水道施設の耐水化と長寿命化、水道の有収率

の向上及び経営の効率化に重点的に取り組み、

安全で安心な水道水の安定供給体制の構築及び

災害に強い上水道の維持可能な経営基盤の確立

をテーマとして予算編成を行ったところであり

ます。 

  収益的収入及び支出については、収入総額10

億8,062万4,000円、支出総額10億3,599万7,000

円とし、資本的収入及び支出については、収入

総額１億 1,875万円、支出総額６億 5,715万

3,000円とするものでございます。 

  次に、議第16号寒河江市立病院事業の設置等

に関する条例及び寒河江市監査委員条例の一部

改正についてを御説明申し上げます。 

  地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

い、所要の改正をしようとするものでございま

す。 

  次に、議第17号寒河江市課制条例の一部改正

についてを御説明申し上げます。 

  公共施設整備の在り方とまちづくりに関する

業務を重点的に担うため、みらい協働課を創設

することに伴い、所要の改正をしようとするも

のでございます。 

  次に、議第18号寒河江市情報公開条例の一部

改正についてを御説明申し上げます。 

  磁気ディスク以外の記録媒体やクラウドサー

ビス等の新たな技術の活用を明確化するため、
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所要の改正をしようとするものであります。 

  次に、議第19号寒河江市行政手続における個

人番号の利用に関する条例の一部改正について

を御説明申し上げます。 

  行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律等の一部を改正す

る法律の施行に伴い、所要の改正をしようとす

るものでございます。 

  次に、議第20号寒河江市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部改正についてを御説明

申し上げます。 

  職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向

けた取組として、夏季休暇の使用可能期間を拡

大し、計画的な休暇取得を推進するため、所要

の改正をしようとするものであります。 

  次に、議第21号寒河江市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例及び寒河江市職

員の育児休業等に関する条例の一部改正につい

てを御説明申し上げます。 

  会計年度任用職員に勤勉手当を支給するため、

所要の改正をしようとするものであります。 

  次に、議第22号佐藤文庫図書購入基金条例等

の廃止についてを御説明申し上げます。 

  基金の取崩しが終了したことに伴い、本条例

を廃止しようとするものであります。 

  次に、議第23号寒河江市都市計画税条例の一

部改正についてを御説明申し上げます。 

  字の区域及び名称の変更に伴い、所要の改正

をしようとするものであります。 

  次に、議第24号寒河江市高齢者寿賀祝品等支

給条例の一部改正についてを御説明申し上げま

す。 

  寒河江市に居住する高齢者の長寿を祝い、長

寿祝い金等の支給対象を拡大するため、所要の

改正をしようとするものであります。 

  次に、議第25号寒河江市医療費支給に関する

条例の一部改正についてを御説明申し上げます。 

  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等

に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

い、所要の改正をしようとするものであります。 

  次に、議第26号寒河江市市民浴場に関する条

例の一部改正についてを御説明申し上げます。 

  東日本大震災の被災者等に対し、市民浴場の

使用料を市民と同額とする期間を１年間延長す

るため、所要の改正をしようとするものであり

ます。 

  次に、議第27号寒河江市介護保険条例の一部

改正についてを御説明申し上げます。 

  第９期介護保険事業計画における令和６年度

から令和８年度までの保険料率の設定及び介護

保険法施行令等の一部改正に伴い、所要の改正

をしようとするものでございます。 

  次に、議第28号寒河江市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部改正についてを御説明申

し上げます。 

  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準等の一部を改正する省令等の

施行に伴い、所要の改正をしようとするもので

あります。 

  次に、議第29号寒河江市水道事業及び下水道

事業の設置等に関する条例の一部改正について

を御説明申し上げます。 

  地方自治法の一部を改正する法律の施行、字

の区域及び名称の変更等に伴い、所要の改正を

しようとするものであります。 

  次に、議第30号寒河江市水道給水条例及び寒

河江市水道事業に係る布設工事監督者の配置基

準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基

準に関する条例の一部改正についてを御説明申

し上げます。 

  生活衛生等関係行政の機能強化のための関係

法律の整備に関する法律の施行等に伴い、所要

の改正をしようとするものであります。 

  次に、議第31号屋内型児童遊戯施設、キャン

プ場、グランピング場、ＲⅤパーク及び国際チ



 - 23 - 

ェリーパークに係る指定管理者の指定について

から、議第33号寒河江市いこいの森に係る指定

管理者の指定についてまでを一括して御説明申

し上げます。 

  この３案件につきましては、公の施設に係る

指定管理者の指定を行うため、議会の議決を得

ようとするものであります。 

  次に、議第34号辺地に係る公共的施設の総合

整備計画の一部変更についてを御説明申し上げ

ます。 

  幸生辺地の公共的施設整備につきましては、

新たに道路整備を行う必要があるため、辺地に

係る公共的施設の総合整備のための財政上の特

別措置等に関する法律第３条の規定により、第

10期幸生辺地総合整備計画を変更しようとする

ものであります。 

  次に、議第35号辺地に係る公共的施設の総合

整備計画の一部変更についてを御説明申し上げ

ます。 

  田代辺地の公共的施設整備につきまして、新

たに林道整備、観光施設整備及び電気通信施設

整備を行う必要があるため、辺地に係る公共的

施設の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律第３条の規定により、第10期田代辺

地総合整備計画を変更しようとするものでござ

います。 

  以上、33案件を御提案申し上げましたが、御

審議の上、御可決くださいますようよろしくお

願い申し上げる次第であります。 

  以上であります。 

 

   散    会    午前１０時５４分 

 

○柏倉信一議長 本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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令和６年３月５日（火曜日）第１回定例会 

 

○出席議員（１６名） 

   １番  柏  倉  信  一  議員     ２番  佐  藤  政  人  議員 

   ３番  野  口  康 一 郎  議員     ４番  児  玉     崇  議員 

   ５番  月  光  裕  晶  議員     ６番  安 孫 子  義  徳  議員 

   ７番  太  田  陽  子  議員     ８番  佐  藤  耕  治  議員 

   ９番  後  藤  健 一 郎  議員    １０番  渡  邉  賢  一  議員 

  １１番  伊  藤  正  彦  議員    １２番  古  沢  清  志  議員 

  １３番  太  田  芳  彦  議員    １４番  沖  津  一  博  議員 

  １５番  荒  木  春  吉  議員    １６番  阿  部     清  議員 

○欠席議員（なし） 

○遅刻議員（なし） 

○早退議員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  齋 藤 真 朗  副 市 長 

佐 藤 志津男  教 育 長  東海林   恒  企画創成課長 

小 泉   尚  財 政 課 長  菊 地 正 博  
防災危機管理 
課 長 

武 田 新 二  建設管理課長  伊 藤   孝  上下水道課長 

猪 倉 秀 行  
農林課長（併） 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

 小 林 弘 之  福祉国保課長 

寺 西 里 衣  健康増進課長  志 鎌 重 美  子育て推進課長 

今 野 育 男  学校教育課長     

○事務局職員出席者 

東海林 茂 美  事 務 局 長  柏 倉 勝 郎  局 長 補 佐 

堀   和 敏  総 務 係 主 任  古 谷 駿 幸  総 務 係 主 事 
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   議事日程第２号      第１回定例会 

   令和６年３月５日（火）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○柏倉信一議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第２号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○柏倉信一議長 日程第１、これより一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。質問時間は、１議

員につき答弁時間を含め60分以内となっており

ますので、要領よくかつ有効に進行されますよ

うお願いいたします。 

  この際、執行部におきましても、質問者の意

をよく捉えられ、簡潔にして適切に答弁される

よう要望いたします。 

 

 一般質問通告書   

 令和６年３月５日（火）                         （第１回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１ 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

大地震を経験し、

本市の備えは 

 

 

 

 

多様性を認め合う

社会の実現を目指

して 

 

（１）避難所の設営について 

（２）備蓄品の状況について 

（３）二次避難所について 

（４）要支援者の現状と対応について 

（５）福祉避難所の現状について 

（６）木造住宅の耐震化について 

（１）本市のパートナーシップ制度の導

入について 

（２）性的少数者の不安解消などどのよ

うに考えていくか 

７番 

太 田 陽 子 

市 長 

 

 

 

 

 

市 長 

教 育 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）性的少数者への差別解消のための

啓発活動は 

（４）教育現場における啓発などについ

て 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

フレイルチェック

事業について 

 

 

 

 

 

 

 

中学生の部活動改

革について 

（１）「フレイル」とはどういうことな

のか、その定義について伺いたい。 

（２）本市ではフレイル予防としてどの

ような活動を行っているのか伺いた

い。 

（３）本市でも東大式「フレイルチェッ

ク」を導入しフレイルの予防に力を

入れるべきと考えるがご所見を伺い

たい。 

（１）どのような背景から部活動改革に

至ったのかを伺いたい。 

（２）部活動改革の目的を伺いたい。 

（３）任意加入について詳しく伺いた

い。 

（４）地域クラブ活動に移行してどんな

メリット・デメリットが考えられる

のか伺いたい。 

（５）私はソフトボールに関係している

のでソフトボールを例に挙げて、西

村山の部活動の枠組みはどうなるの

か伺いたい。 

（６）各種大会への参加について伺いた

い。今までのように単独の学校では

出にくくなり、選抜チームのように

なるのではないかと心配するが、そ

の部分に関してどのように変わって

いくのかを伺いたい。 

（７）本市の部活動改革の進捗状況につ

いて伺いたい。 

１３番 

太 田 芳 彦 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

５ 

 

 

保育施設のこれか

らについて 

 

（１）入園希望者と保留児童の数につい

て 

（２）入園判定の優先事項について 

５番 

月 光 裕 晶 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

 

 

６ 

 

 

 

児童虐待について 

（３）保育士増員について 

（４）人口減少への対応について 

（１）早期発見の重要性について 

（２）被害者や家族のケアについて 

（３）増加傾向への対策について 

 

 

市 長 

 

７ 能登半島地震の教

訓と今後の取組に

ついて 

（１）本市の水道管耐震化の現状につい

て 

（２）本市の水道管耐震化の考え方につ

いて 

（３）災害発生時の職員の参集について 

（４）消防団の更なる充実について 

（５）能登半島地震から得られた教訓と

今後の取組について 

１１番 

伊 藤 正 彦 

市 長 

 

８ クマから市民の生

命と農作物を守る

ために 

（１）昨年の出没状況を踏まえて、どの

ように捉えているか 

（２）猟友会について 

（３）農作物被害対策について 

（４）人的被害対策について 

（５）ドローンを活用した被害防止策に

ついて 

８番 

佐 藤 耕 治 

市 長 

 

 ※表内の文字表記は実際の通告書に基づき掲載しております。 

 

 

太田陽子議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号１番、２番について、

７番太田陽子議員。 

○太田陽子議員 おはようございます。日本共産

党の太田陽子です。 

  この元旦に発災した能登半島地震で亡くなら

れた方々に心から哀悼の意を表しますとともに、

被災された方にお見舞いを申し上げます。自ら

も被災しながら懸命の救助活動をしている地元

自治体をはじめ、関係者の方々に心からの敬意

と感謝を申し上げます。 

  議会において、私は何度も災害についての質

問をしてきましたが、その後の備えはどうなっ

ているのかなどなど不安が募ってきました。時

間帯、季節など、何から何まで不安が大きくな

る現状です。備蓄品の点検、ローリングストッ

クの状況など、家庭における対策だけでなく、

自治体の役割など、全ての面での点検が必要で

あろうと感じました。能登半島地震は、その機

会を与えてくれたものと信じています。 

  毎回毎回、災害により多くの方々が犠牲にな

り、なぜ救えなかったのかなど、本当に心が痛

みます。今回、Ｘ（旧ツイッター）で多くの

方々が当日に書き込みをしておりました。住所、

氏名、電話番号などを明確にして、今、建物の

下敷きになっているなどというものが書き込ん

でありました。本当に何もできませんが、無事

救助されることを祈ることしかできませんでし
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た。 

  東日本大震災のとき、メールが活用され、海

外にいる親族に連絡が取れて、屋上で子供たち

と避難しているということが連絡がついて、そ

の親族から東京消防庁に連絡が入り救助された

などという話があり、私の職場も、家族のメー

ルアドレスを聞いて、連絡先をお願いしたなど

ということがありましたが、それよりも進んで

いるというのを感じました。それを利活用して

救える命は救えるように整備していかなければ

ならないということを感じました。 

  避難所の生活の長期化、住まいやなりわいを

奪われた被災者は、生活再建への不安でさいな

まれているのではないでしょうか。希望を持っ

て安心して暮らせる支援策を示し、実行するこ

とが政府の役割であり、責務ではないでしょう

か。 

  私は、日本共産党と、この質問に関心を寄せ

る市民を代表して質問します。誠意ある答弁を

お願いいたします。 

  通告番号１番、大地震を経験し本市の備えは

です。 

  避難所の設営についてであります。 

  水害の避難を経験して、その反省、新しいこ

とが出てきたということで、避難計画や浸水地

域へのわが家の防災タイムラインの配布などを

行ってきました。浸水の雨量の想定なども質問

してきました。防災士の役割などを勉強し、力

を借りてはという提言には、すぐに動いていた

だき、防災士さんの登録や研修など実施してく

ださっていることに感謝申し上げます。 

  能登半島地震のように、市全体が被災するよ

うな中で、市の職員のほとんどが被災すること

も想定されます。寒河江川、最上川に挟まれた

地域への移動が困難になった場合など、どれほ

どの職員が、自分の担当の避難所に駆けつける

ことができるでしょうか。 

  そんな中で、避難所の設置や運営、本市のふ

だんの訓練など、どのように行っているのかお

伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  太田陽子議員から避難所の設置や運営などに

ついて御質問いただきましたが、地震などを含

めて、災害が発生しますと、また、発生するお

それがある場合などは、市が指定避難所を開設

していくことになるわけでありますが、市民の

皆さんがスムーズに避難していただけるように

していかなければなりませんので、避難所の業

務を担当する職員を対象とした、指定避難所開

設訓練などを実施をしているところであります。

やはり訓練というのが、何事においても大事か

なというふうに思います。 

  今年度は、より実践的な訓練となるように、

市の防災訓練において、担当職員と住民の皆さ

んが参加して、それから、参加しての避難所へ

の誘導とか受付訓練、それから、実際、避難所

において段ボールベッドの組立てなどをして訓

練をさせていただいたところであります。 

  また、避難所の生活が長期化していく場合は、

その運営について、自主防災組織などの地域の

皆さんの協力がどうしても不可欠になってまい

ります。先ほど太田議員からありましたけれど

も、登録防災士、今17名の方に登録をしていた

だいておりますけれども、その方などを中心に

して自主防災組織への支援、あるいは協力、連

携を図っていくための防災士の方の研修会など

もさせていただいているところであります。 

  いずれにしても、地域の自主防災組織との連

携というものを十分図っていかなければなりま

せんので、先日は避難所運営の体制づくりなど

に取り組んでいる柴橋地区の自主防災会連絡会

などに、講師など派遣させていただいて支援を

させていただいているところであります。 

  我々としては、引き続き、各避難所の設置運

営などが円滑に行われるように、様々な有事を
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想定した訓練などを実施をして、支援してまい

らなければならないというふうに考えておりま

す。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 まだまだ足りないと私も思いま

す。ぜひ組織していただきたいなと思います。 

  自治体における防災関連部についての山新な

どでの報道がありました。女性職員が少ないと、

備蓄品の整備状況に影響があるということでし

た。そういうことについて、本市では、女性目

線での避難所の設営とかそういうことは考えて

いるのかお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 近年の災害における避難所の生

活では、プライバシーに関することが大きな課

題になっております。また、女性に対する十分

配慮した避難所運営というのが求められている

ところでございます。 

  市においては、防災会議委員の中に女性委員

もいらっしゃるわけでありますので、そうした

方々から、女性目線での意見などを出していた

だいております。 

  ちなみに、令和４年度の市地域防災計画の見

直しの際にも、指定避難所における保健衛生対

策について、乳幼児を持つ親御さんと妊産婦の

健康状態に、特に特段の配慮を行うことなどと

いうことについて、追記、付け加えていただい

たところでございます。 

  指定避難所には、授乳とか更衣室として使用

するテントや、それから生理用品、乳児用液体

ミルクなど備蓄をしているわけでありますけれ

ども、もちろん適切な備蓄量を確保していく必

要がありますので、今後も女性目線からの配慮

というものを重視しながら、少しでもストレス

のない避難所運営の体制づくりというものを進

めていきたいというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 防災会議への女性委員がいると

いうことで、ちょっと安心しました。この震災

でも、避難所で女性の関わりがなかったのか、

ナプキン１人２枚とか、そういう避難所もあっ

たということなので、それはとんでもないこと

だということなので、ぜひもう少し深く掘り下

げた目線での参加をしていただきたいなと思い

ます。 

  ジェンダーの問題は大きいと思います。あと

プライバシー、あと女性の更衣とか授乳室の問

題とか、まだまだこれから備蓄品のほうでも質

問させていただきますが、ぜひそういう細かい

目線を取り入れていただくようにしていただき

たいと思います。 

  備蓄品についてでありますが、避難時、３日

分の食事を自分で用意しておくようにというこ

とが言われていますが、大地震など建物の倒壊

などある場合、冷静に食料を持って逃げること

ができますか。これも疑問です。身一つで逃げ

出すのがやっとではないでしょうか。 

  この能登半島地震は津波も来ていたわけです。

そういうのは、寒河江では想定はないと思いま

すが、避難するときに、備蓄品を持って地震な

ど逃げられるかというのも、一つの点ではない

でしょうか。 

  頭を隠してなど、訓練時は冷静に考えること

ができますが、いざ震度７の地震があった場合、

訓練のようにいくのか心配です。 

  以前、私が夜勤勤務をしていたときは、地震

が来たらどうしようと、最初考えて夜勤に入り

ます。とにかく命を守るためにはどうするかな

ど考え、毎回不安な思いをした経験があります。

このとき、備蓄品の持ち出しなど、到底及びも

よりませんでした。 

  家庭では、取りあえず自分だけなので、ここ

にあると分かるので、それを持って逃げるとい

うことはできると思いますが、各避難所に避難

して、備蓄されているものを食べ、自分が持っ

ているのを食べても、３日、４日では避難所が
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閉鎖できない。県が動くまで何日も御飯が食べ

られないのではと、ちょっと不安になります。

能登半島では、おにぎり１人１個などという避

難所もあったということでした。 

  まず、本市として、備蓄品の整備や管理など、

どのように考えているのかお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほどから申し上げております

が、備えというのは大事ですね。備え。それと

訓練ですね、それは大事だというふうに思いま

す。 

  寒河江市の備蓄品整備の考え方としては、ま

ず震度６強から震度７を想定した、県による山

形盆地断層帯地震被害想定調査結果を参考にし

て、指定避難所における避難者数などを、最大

5,320人と想定をしております。 

  過去のいろんな地震からの教訓で、我々はい

ろんな装備を、備えをしているわけですけれど

も、阪神・淡路大震災の際は、２日目、３日目

には食料などの救援物資が届き始めたというこ

とを踏まえて、発災から３日間を想定した備蓄

計画というものを定めていることになっており

ます。 

  避難所などにおける物資の確保については、

先ほど来ありましたが、家庭内備蓄であります

とか、災害協定を結んだ民間事業者、それから

他市町村からの供給、そして国や県からのプッ

シュ型支援などを見込みつつ、市では食料品、

それから毛布等の生活必需品、感染症対策品、

段ボールベッドなどを備蓄しているところであ

ります。食料品については、定期的に更新して

いくと、こういうことになっているところであ

ります。 

  本市の備蓄計画では、避難者の方の７割が非

常用持ち出しを行うということを想定していま

すので、市民の皆さんには、日頃から最低３日

間程度の備蓄を心がけていただくということを

お願いしているところであります。 

  今般の能登半島地震の被災の実態があるわけ

であります。これまでも東日本大震災、それか

ら阪神・淡路大震災の教訓をして、いろんな災

害対策をしてきましたけれども、今回の能登半

島地震の実態などを踏まえていく必要もあるわ

けですね。そういう意味では、今申し上げたよ

うな、市の備蓄すべき品目でありますとか量な

どについては、果たしてそれで十分なのか、適

切なのかということを、改めて検証していく必

要もあるというふうに思います。必要に応じて、

備蓄計画の見直しなどについても検討していか

なければならないというふうに考えているとこ

ろであります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 具体的に３日分ってどのくらい

なんだろうという疑問もあります。それで、必

ず誰しもが備蓄しているかというと、そうでも

ない。米があれば何とかなるとか、私たちはそ

ういうふうに考えて、米の備蓄とか考えており

ますが、具体的にどういうのだかというのが分

からない市民の方もいらっしゃるのでないかと

いうことを感じます。そういうときに、どうい

うものかというのを、防災士の方の講演とかで、

何とか皆さんに周知していくということも大事

であろうと思います。 

  段ボールベッドなども、仕切りのついたもの

とか、液体ミルクなどもきちんと備蓄している

ということは、ほかの市町村に比べれば進んで

いるのではないかと思います。ぜひ見直しをし

ていただいて、市民の皆さんが安心していられ

るようにしていただきたいと思います。 

  避難所のほうでも、女性の目線についてお聞

きしましたが、備蓄品などの点でも女性の考え

などを反映することが大事であると思います。

山形新聞の記事でありましたが、妊産婦や乳児

用備蓄品進まずという、（資料を示す）この記

事でした。全国的な問題として指摘しました。

そのときは持ち出しても、使用すればなくなり
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ます。おむつとか。当然、乳児であれば、３時

間、２時間置きぐらいに使っていれば、１日12

枚ぐらい。うんちがいっぱい出れば、もう20枚

近くなる。そんなような状況です。そうなれば、

やっぱりそういうときにどうするかなどという

ことも考えていかなければなりません。 

  この記事の中では、生理用のショーツや女性

用下着、乳幼児用の下着や着替えなど、そうい

うのも備蓄している自治体もあります。ぜひそ

ういうところの目線も入れていただければと思

います。 

  私が考えたんですけれども、１日分を１パッ

ケージにしておく。例えば、60サイズの乳児の

ロンパースとおむつ何枚と液体ミルクとか、そ

ういうふうにパッキングして、すぐ渡せるよう

なことをしてはどうかなと、ちょっと先ほどあ

そこで思いながら考えておりました。ぜひそう

いう、今育てている人の考えとか、これがあっ

たら便利とかというのを、ぜひこのほかの自治

体の計画なども見習って、新たに計画にしてい

ただきたいと思います。 

  次に、避難が長期化になると、炊き出しなど、

避難所間の格差が出てくるという問題が言われ

ています。長期になったときの食事提供など、

どのように考えているのかお伺いしたいと思い

ます。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市の防災計画の中の食料供給計

画というのがあるんですけれども、その中で、

避難が長期化した場合などは、市が関係機関と

連携して、炊き出しなどを実施することになっ

ております。 

  市では、食料品や日用品等を扱う市内の12事

業者のほうと必要物資の供給協力協定というも

のを結んでいます。そういったところから調達

していくという体制がつくられているわけであ

ります。そういう場合には、当然のことながら、

食料の安定的な供給計画とか、栄養バランスな

ども勘案して供給していただくということにな

っているわけでありますが。 

  また、寒河江市のほうでは、令和２年度より、

国が運用している物資調達・輸送調整等支援シ

ステムというものに加入しておりまして、市の

避難所情報とか備蓄情報などを登録しておりま

す。 

  国や県と連携して、迅速かつ円滑な物資支援

を受けるということが可能になっているという

ふうに、我々は思っているところでありますが、

今、議員御指摘のような避難所間の格差などが

生じることがないようにしていかなければなり

ませんし、とりわけ食事の提供などは、そうい

うことがないように、いろんな面で配慮をして、

我々も準備をしていかなきゃならないというふ

うに考えているところであります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 能登半島地震でも、１月末に炊

き出しがなくなり、また、アルファ米とカップ

麺などの食事になったなどと報道されていまし

た。長期避難になった場合の食事の計画など、

本当に必要だと思います。 

  山形盆地断層帯、全部動いたら、山形市もこ

の地域全域が被災するということなので、やっ

ぱりシステムが本当に動くのかとか、本当に一

度、きちんともう一度再検討する必要があるの

ではないでしょうか。 

  先ほども、柴橋地区の自主防災連絡協議会の

ことを市長も言っておりましたが、指定避難所

運営に関する理解と組織体制をテーマとした講

師を招きワークショップなどを実施してきたと

いうことを、昨年の質問でお伺いしました。避

難所開設時の体制や役割、市との連携など話合

い、地域の方々との防災意識の向上と災害時に

備えた取組を紹介していただいたのですが、今

後、やっぱりどの地域でも、このような取組を

広げて、避難所の運営など、みんなのものにし

ていくことが大事なことではないでしょうか。 
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  市の職員も被災している中、一生懸命住民の

ために働いてくださる避難所に関わる職員など

も、やっぱり一緒になって協力して運営できる

組織の構築が急務なのではないでしょうか。 

  柴橋地区でうまく運営されているその方式を

使って、高松地区や寒河江地区、そういう地区

でも広げていき、自主防災組織が運営に関わっ

て、きちんと動けるという確信をつくっていく

必要があるのではないでしょうか。 

  次、２次避難所についてお伺いいたします。 

  ホテルなどへの２次避難が必要になったとき

の対応はどのようになっているのかお伺いいた

します。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 体育館とか公民館などの指定避

難所に避難をしておられる高齢者の方、あるい

は障がい者の方、妊産婦の方などのうち、避難

生活において特に配慮が必要な方を支援してい

くために、ホテルなどの宿泊施設を２次避難所

として活用できるようにしていかなければなり

ません。 

  市では、寒河江温泉協同組合と協定を結ばせ

ていただいて、宿泊の提供、それから各施設の

空き室の調整などについて、協力をいただくこ

とにしているところであります。 

  能登半島の地震のような大規模な災害になる

と、市内の宿泊施設だけでは受入れが足りない、

困難だという場合も想定されます。市外への広

域避難を考えていかなければなりませんので、

そういった場合は、もちろん寒河江だけが被害

を受けることでなくて、周辺のところも被害を

受けるということになりますから、そういった

場合などは、特に県などのほうからですね、関

係機関などのほうから連携をしながら、避難者

に配慮した円滑な運用が図られるように対応し

ていって、協力していかなければならないとい

うふうに考えているところであります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 ２次避難、ホテルなどには公費

が投入されるということを聞いております。ぜ

ひ本当に必要な人、もうストレスを感じて、い

られないような場合。地震で亡くなるのでなく

て、関連死で亡くなる方が多く出てくるという

のが、これまでの地震災害での被害の状況のよ

うです。熊本地震などでは、直接に死亡した人

の４倍が関連死で亡くなっているということで

した。 

  この２次避難所、何か1.5次避難所とかいろ

いろ言われていますが、取りあえずこういうも

のを早急に動かして、後からの死者をなくすと

いうことに取り組んでいただきたいと思います。 

  次に、要支援者の現状と対応についてお伺い

いたします。 

  現在、在宅で自力での避難が困難な方など、

要支援者の現状はどうなっているのかお伺いし

たいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市におきましては、高齢

者の方、障がい者の方、さらには町内会などで

支援の必要性を認めた方を避難行動要支援者と

いうことで定義をさせていただいて、個別避難

支援プラン、個別計画と呼んでいますけれども、

策定しているところであります。 

  この支援プランは、毎月異動確認をさせてい

ただいて、民生・児童委員の方を通して、年１

回見直しを行っております。常に最新の情報を

保つように心がけているところであります。 

  ２月26日現在の登録者数は652名となってお

ります。この支援プランに登録していただくこ

とによって、災害時において、避難行動の支援、

それから安否確認、救助等を迅速に対応できる

ように備えているというところであります。 

  要支援者の方々を災害から守っていくには、

地域の方々がお互いに助け合う機運の醸成とい

うのは、やっぱり何よりも必要でございます。

日頃から見守り、それから地域における顔の見
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える関係づくりを進めていただいて、町会長さ

ん、それから民生・児童委員の方との連携とい

うものを、さらに一層築いていっていただけれ

ばなというふうに考えているところであります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 652名の方が登録しているとい

うことですが、ちょっと意外に少ないなという

感じがしました。 

  やっぱり避難時など、支援の必要な方、支援

をしてくれる人など、大事なことだと思います。

私の地域などでは、子供の頃から知っているお

んちゃん、おばちゃんがほとんどなので、暗黙

の了解で助け合うことができますが、事前にき

ちんとしておくことがやっぱり大事だと思いま

す。何かあったら駆けつける、心の準備をして

おけるということも、この登録制度はよいので

ないかなと思いますが、町場の関係性など、そ

ういうところをどうしていくかというのが、や

っぱり大事ではないかと思います。 

  あと、この登録者に関してですが、家族とか

そういう方、登録している人の支援をすると決

めてくださった方なんかでも、避難所の環境な

ど、あと防災訓練など、どういうところにどう

いうふうに行くのかなど、一度確認しておくこ

とも大事なことではないかなと。先ほど市長が

おっしゃるように訓練、どうやってこの人を、

どうやって、どこに連れていくかなど、やっぱ

りそういうところまで想像して動けるようにし

ておくことも重要でないかなと思います。 

  次に、福祉避難所についてであります。 

  高齢者や障がい者に対しての福祉避難所の施

設の数の問題など、以前質問しました。その後

どのようになっているのか、進展はあったかな

どお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市におきましては、平成

27年11月に、平時より24時間体制で要介護者の

対応が可能な特別養護老人ホームや認知症対応

型グループホームなど、それぞれの専門分野に

おいて協力をいただける事業所、９法人13施設

でありますが、そこと災害時における福祉避難

所の指定などに関する協定というものを結ばせ

ていただいているところであります。前回も御

答弁申し上げたかというふうに思いますが。 

  御案内のように、その後、新たな介護施設な

ども設置をされているわけでありますけれども、

比較的小規模な施設が多くて、緊急時に入所者

以外の方を受け入れる体制が整わないなどとい

う理由から、協定の締結を行うまでには至って

いないわけでございますけれども、我々として

は、今後も、今申し上げた協定の締結に向けて、

引き続き協力要請を行っていかなければならな

いというふうに考えているところであります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 やっぱり家庭で介護しているな

ど、やっぱり安心の材料が必要です。何かあっ

たら行くところがある、利用できるというお守

りが必要だと思います。 

  今後も障がい者の方などは、２次避難所の活

用なども併せて福祉避難所の充実を求めていき

たいと思います。望みます。やっぱり重度の自

閉症など、環境変化に対応できない方など、特

別な支援が必要です。何かある前に、適切な対

応を考えていくことを要望したいと思います。 

  次に、木造住宅の耐震化についてです。 

  能登半島地震での犠牲者の死因は、家屋倒壊

などによる圧死が41％ということでした。低体

温症・凍死も14％に上りました。 

  寒河江市においても、山形盆地断層帯が走っ

ており、地震被害も、大きな地震が来るという

ことも想定されております。 

  大地震に備えて、安全で安心な住まいができ

るよう、木造住宅耐震と耐震補強改修が求めら

れています。木造住宅の耐震診断など、本市で

の現状はどのようになっているのかお伺いしま

す。 
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○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市の住宅の耐震化率、こ

れは総務省のほうで５年ごとに実施する住宅土

地統計調査を基に推計しているわけであります

けれども、直近の調査で、平成30年、ちょっと

古いんですけれども、86.0％というふうになっ

ております。県全体の住宅の耐震化率は83.3％

でございます。 

  我々としては、引き続き、この耐震化率を高

めていくということで、支援制度なども設けさ

せていただいております。 

  昭和56年５月30日以前に建てられた一戸建て

の木造住宅について、耐震診断士を派遣する事

業などを実施しておりまして、申請者から１万

円を御負担いただいて、耐震改良の計画を策定

をして、計画に基づき改修する工事については

120万円を限度として補助させていただいてい

るということであります。 

  この制度によって耐震診断を受けた件数は、

令和元年度から今年度まで６件ございます。全

て地震の震動及び衝撃に対して、倒壊または崩

壊する危険性がある住宅というふうに診断され

ております。 

  その６件のうち３件について、耐震改良工事

をしていただいて、補助金を交付している。残

りの３件のうち２件については、令和６年度に

改修工事を行う見込みというふうになっている

ところでございます。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 86％の耐震化率というのは、す

ごい高いなと思います。ただ、あと14％の方が

危険と隣り合わせで暮らしていらっしゃるのか

なと思うと、ちょっと心が痛みます。 

  耐震化の補助金が出るなどということは、本

当に分かる人しか分からないのでないかなと思

います。その理解とか推進のための啓発をどう

していくかなどお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 我々としては、啓発活動を実際

やっているというふうにも理解しておりますけ

れども、建設管理課の中に耐震相談窓口という

ものを設置をして、いろんな情報提供させてい

ただいておりますし、また、市報とかホームペ

ージなどに掲載をして、耐震化への啓発を行っ

ておりますほか、住宅フェアなどのイベントに

おいても無料相談などもさせていただいている

ところであります。 

  また、御案内の住宅建築推進事業補助金とい

うのがございます。いわゆるリフォーム補助で

ありますけれども、今年度は補助対象工事費の

20％、補助上限額を24万円というふうにしてお

りますが、能登半島地震における家屋倒壊など

による人的被害を踏まえて、緊急対策として、

鋼鉄製の防護フレームがベッド上部を覆う防災

ベッドというのがあるそうですが、それを設置

する工事でありますとか、部屋の中に頑丈な耐

震シェルターなどを設置する工事などについて、

緊急対策として、令和６年度、補助率を80％、

補助上限額を30万円に引き上げる予定にしてい

るところであります。この事業は県との連動の

事業でありますけれども、積極的に御利用いた

だければなというふうに思っているところであ

ります。 

  そういったことも含めて、引き続き耐震化の

必要性について、さらに市民の皆さんに御理解

をいただいて、補助制度なども活用していただ

けるように、これからも啓発をしていかなけれ

ばならないというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 県のほうでも補助金を出すなど

というのはお伺いしておりましたが、この鋼鉄

製防災ベッドとかシェルターとか、具体的にど

のようなものなのかというのが、ちょっとやっ

ぱり想像がつかない。なので、ぜひこういうの

ですというのを、何か分かるように展示すると

か、何か住宅フェアとかも大事なんですけれど
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も、これから寒河江市防災訓練とか、そういう

ときに誰の目にも見えるような形でひとつ展示

するとか、そういうことも考えてはどうでしょ

うか。 

  やっぱり私たちも自主防災組織とか、頑張れ

るところは、自治体、地域で頑張らなければな

らないと思っております。しかし、やっぱり自

治体が万全の防災に力を入れるということは、

そういうことが市民の皆さんの自分たちも頑張

らなければならないんだという意識につながっ

ていくのではないでしょうか。 

  公助がしっかりしているから、自助も共助も

できるのだと思います。ぜひ寒河江市としても、

今後とも備蓄や訓練、そういう市民の安心のた

めに備えを万全にしていただきたいと思います。 

  次の質問、通告番号２番、多様性を認め合う

社会の実現を目指してという質問に入ります。 

  レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トラ

ンスジェンダーなど、性の在り方が少数者の

方々は、社会生活の中で周囲の好奇な目にさら

され、賃貸住宅の入居が困難であることなど、

偏見や差別に苦しんでいる状況がうかがわれま

す。一緒に暮らしたいと思っても、ハードルは

まだまだ高いと思われます。 

  性的指向や性自認は、自らの意思に基づいて

選択・変更できないものであり、これを理由と

した差別や偏見は、基本的人権に関わる問題だ

と思います。 

  山形県は、１月４日、ＬＧＢＴＱプラスなど、

性的少数者のカップルに婚姻と同等の関係性を

認める県パートナーシップ宣誓制度を導入しま

した。この制度は、全ての県民が性別に関わり

なく個人として尊重され、社会や地域において

個性や能力を発揮できる山形県を目指したもの

です。双方、またはいずれか一方が性的マイノ

リティーのカップルが、お互いの人生において、

お互いに協力して、継続的に生活を共にするこ

とを約束した関係であることを宣誓したことを

証明する受領証を交付する制度で、利用できる

サービスは、公営住宅の入居、公立病院の面会

などの手続、生命保険の受取人、携帯電話の家

族割引の適用などです。交付第１号は河北町の

方と山形新聞は報道していました。 

  性的少数者のパートナーシップを証明する法

律がない日本では、カップルの不安を和らげる

ために、自治体が制度を導入する意義は大きい

と言われています。県内市町村での導入拡大や

多様な性への理解を深めることが重要です。そ

こで、本市のパートナーシップ宣誓制度の導入

についてお伺いします。 

  県の制度を受け、市としてどのように制度を

導入していくのかお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 県のパートナーシップ宣誓制度

でありますが、先ほど議員おっしゃいましたか

ら、目的はそういうことでありますが、手続な

どについてちょっと申し上げますと、このパー

トナーシップ宣誓をされた方は、山形県のパー

トナーシップ宣誓制度実施要綱に基づいて、申

請書及び確認書に必要な事項を記載して、住民

票等の関係書類を添えて県の担当課に提出をし

ていただくことになっております。県において

提出された書類及び本人確認などを行って、要

綱に定める要件を満たしていると認めた場合に、

申請書受領証を交付するということになってい

るわけであります。交付を受けた方は、受領証

を提示することによって、該当するサービスを

受けていただくということになっているわけで

ありますね。 

  この宣誓制度、県内市町村では、御案内かと

思いますが、県の制度の前に、令和５年４月に

酒田市のほうで導入しているわけであります。

これまで酒田市で２件、県で３件、受領証の交

付を行っているというふうに聞いております。 

  現在、寒河江市においては、県の制度を受け

て、市営住宅入居申込み、それから保育所等の
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利用申込み、それから市立病院における面会や

手術の同意などの手続において、県のパートナ

ーシップ宣誓制度により宣誓書の受領証交付を

受けている方に対して、その受領証によってパ

ートナーを家族として取り扱うということにし

ているところであります。 

  御質問は、寒河江市において宣誓制度、独自

に導入してはどうかということでありますので、

今、県の制度のこれからの利用状況などと、そ

れから他の市町村の取組状況などを参考に検討

していく必要があるというふうに考えていると

ころであります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 寒河江市にもいらっしゃるので

はないかと思います。ぜひ寒河江市でも、前向

きな制度導入を考えていただきたいと思います。 

  コロナ禍の中、生活を共にしているのに家族

として認められていない事実を痛感し、不安を

募らせるカップルが増えたということでありま

す。入院や手術の同意など、家族としての関係

性を求められる場面が身近になったことも要因

ではないかと指摘されています。家族であって

も面会に行けず、荷物を置いてくるだけなどと

いうのも、私も経験しました。 

  本市への移住など、県や他県などのパートナ

ーシップ宣誓を受けているカップルには、県や

市町村と同等の生活、不安を解消できるのか。

先ほどお伺いしたのにお答えはあったと思いま

すが、再度お伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 不安解消のための取組というこ

とでありますが、先ほど申し上げましたとおり、

各種サービスなどの申請において、パートナー

シップの宣誓書受領証の提示によって、スムー

ズに手続が行われるような環境整備というもの

を整えていかなければならないというふうに思

っております。 

  現在、市役所では性的少数者に対して配慮な

どが必要なサービスについて、全庁的に検討を

行っているところであります。今後、運用指針

などの策定を行って対応してまいりたいという

ふうに考えているところであります。 

  他県などにおいて、パートナーシップ宣誓受

領証の交付を受けている方が本市に転入した場

合などの取扱いについてでありますけれども、

それは転入前の自治体と十分連携を取りながら、

また、県の指導などもいただきながら、適切に

対応していきたいというふうに思っているとこ

ろであります。 

  寒河江市としては、引き続き、各種情報など

を十分収集をしながら、性的少数者の方が不安

なく生活できるようなサービスの充実について

努めていきたいというふうに考えているところ

であります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 性的少数者への差別解消のため

の啓発活動など、まず必要なのは啓発活動や相

談窓口の設置だと思いますが、どのようにお考

えでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 差別解消については、国・県な

どから情報をいただきながら、我々としても適

宜市報やホームページなどで啓発を行っていき

たいというふうに考えているところであります。 

  それから、窓口でありますけれども、現在は

県の多様性・女性若者活躍課に設置をされてい

るということであります。また、厚生労働省に

おいてもホットライン相談を行っているわけで

ありますが。市における相談窓口の設置につい

ては、先ほど申しましたけれども、今後の運用

の指針など策定の際に、相談の状況であります

とか、他の自治体の対応事例などについて、十

分見極めながら検討していきたいというふうに

考えているところであります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 早急に考えていただけることを
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期待しております。 

  次に、教育現場における啓発についてです。 

  以前、学校教育の中で、ＬＧＢＴＱについて

の啓発や理解について、取組など重要であり、

実施してほしいと質問いたしました。 

  令和５年６月、ＬＧＢＴＱ理解増進法が施行

されました。トランスジェンダーの方への差別

的な面が強調され、入浴やトイレの問題が国会

でも議論されていました。トイレは全て個室に

すれば問題ない。温泉なども個室化すれば特に

問題ないなど、国会中継を見ていて思いました。

強烈な差別意識があるのだと感じました。 

  このような差別をなくせるよう、寒河江市と

しては学校で取り組んできた差別をなくす取組

などお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 おはようございます。 

  様々な差別をなくし、多様性を認め合う社会

の実現を目指すために、市内の小中学校におい

ても取組を行っております。 

  具体的には、これまで学校教育の中で、当然

のように性別を想定、前提にしてきた、例えば、

男女別の名簿やげた箱、ロッカー等について、

令和４年度から男女混合のものに移行いたしま

した。 

  また、女子生徒の制服についても、女子生徒

はスカートを着用するという制限をなくして、

新入生向けのオリエンテーションや年度当初に

生徒への説明を行っております。 

  さらに、生徒会等の役員の選出についても、

性別にとらわれることのない選出方法を実践し

ている学校もあります。 

  また、学校教育全般において、偏見や差別の

ない社会を構築できるように、子供たちの資質、

能力の醸成に努めております。 

  例えば、中学校の社会科の公民の授業では、

男性も女性も対等な立場で活躍できる社会をつ

くることが求められていること、また、性の意

識は人によって様々であり、性的マイノリティ

ーの方々が生活する上で不利益を受けることが

あるけれども、こうした差別は許されないとい

うことなども学んでいるところです。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 随分進んできたなと思います。

ぜひこれを継続していっていただきたいんです

けれども、今後の取組、これからどうしていく

かなどお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 学校においては、お互いの

個性や多様性を認め合って、安心して授業や学

校生活が送れるような風土を、教職員の支援の

下で児童生徒が自らつくり上げるというふうに

することが大切です。そのためには、教職員と

児童生徒が互いに意見を述べたり、他者との対

話や議論を通じて考える機会を持ったりするこ

とが大変重要なことだと捉えております。 

  そうした中で、例えば、今年度は陵西中学校

において、生徒会、そして教職員が話合いを重

ね、頭髪についてのルールの見直しを行いまし

た。これまでは、前髪、後ろ髪、耳にかかるな

どの項目で、男女ごとに細かく規定されていた

ものを、中学生らしく学校生活に適した髪型と

いうふうにして、生徒会、教職員の話合いの後

には保護者へのアンケート調査も実施しました。

また、今後は下着や靴下等の服装についても、

見直す予定であるようです。 

  教育委員会として、このような取組が他の小

中学校にも広がるよう周知してまいりたいとい

うふうに思います。 

  また、教育現場における性的少数者への差別

解消のためには、教職員が性的少数者について

知識をしっかり持ち、正確な知識を基に様々な

場面で柔軟な対応が必要です。 

  先日、文化センターで開催された西村山地区

学校保健大会では、「色々な性と安全な学校」

というテーマで山形大学の池田先生から講演い
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ただきました。私も大変勉強になりましたけれ

ども、市内の小中学校の養護教諭の皆さんも参

加していますので、各学校でそのときの資料を

配付し、伝達講習等を行うよう指導していきた

いというふうに思います。 

  性的少数者の児童生徒が何か困ったときに、

この先生ならば相談しても大丈夫だというふう

に、信頼されるような教職員を増やしていくこ

とが大切であるというふうに考えます。 

  文部科学省が発行している、生徒指導に関す

る基本書である生徒指導提要が令和４年に改訂

されました。その中では、新たに性的マイノリ

ティーに関する課題と対応についても書かれて

います。これまでも何度か寒河江市校長会で生

徒指導提要の活用について話をしてきましたけ

れども、今後とも引き続き指導してまいりたい

というふうに思います。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田陽子議員 大変進んできているということ

を実感しました。しかし、まだ頭髪の問題なの、

まだ下着の問題なのというの、ちょっとびっく

りしました。もう学校に行かなくなって何十年

なので。私の子供たちが学校に通っている頃の

がまだちょっと残っていたのかなど、ちょっと

がっかりしたところもありますが、しかし、前

向きに考えれば進むということなので、ぜひ学

校の現場では、あなたはあなたのままでいいん

だということとか、もう性自認が自分は女のあ

れだけれども、やっぱり男なのかなとか、そう

いうことがオープンにできるような環境づくり。

アメリカとか進んでいる私立の学校などでは、

もうそういうことがオープンにできる環境がで

きているというところもあるようです。 

  ぜひ私たち地域とか、地域の住民とか、高齢

者の方なんかは、やっぱりまだまだ偏見があっ

て、男らしく、女らしくと押しつけているとい

う環境、家庭でもあるのでないかなというのは

思います。ぜひ、そういうところから醸成して

いって、国全体、市全体がそういう方を受け入

れる。１人も取り残さないと市長がいつもおっ

しゃってくださっているので、そういうところ

も考えながら、ぜひ教育の現場でも進めていた

だきたいと希望します。 

  あと２分ありますので、実は、このたび学校

統廃合の問題について、全国集会に参加してま

いりました。寒河江市で行っているようなこと

は、全国的にあるというのを大変実感してまい

りました。 

  文科省は、本当に田代と幸生が４つも５つも

あるような岐阜県恵那市で１校にまとめようと

しておりました。しかし、片道１時間以上かか

るバス通学、やっぱり子供も大人も大変だ、子

供が大変だと声を上げているなど、いろいろな

事例が報告されておりました。次回、それにつ

いてまた質問させていただきますことを予告し

て、今回の質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

 

太田芳彦議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号３番、４番について、

13番太田芳彦議員。 

○太田芳彦議員 おはようございます。さわやか

・立憲クラブの太田でございます。よろしくお

願いいたします。 

  令和６年たつ年で、今年こそはすばらしい年

であってほしいなとの願いもむなしく、１月１

日の夕刻に能登半島地震が発生し、津波や火災

で多くの方が被災されました。亡くなられた方、

けがをされた方には、お悔やみとお見舞いを申

し上げるとともに、皆様方の一日も早い復興を

お祈りいたします。 

  それでは、通告番号３番、フレイルチェック

事業について質問をさせていただきます。 

  令和５年10月16日から18日まで、厚生文教常

任委員会で、千葉県の松戸市、東京都昭島市、
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神奈川県大和市、埼玉県富士見市と、４つの県

で視察をさせていただきました。主に子育て、

高齢者に関した内容で、いずれも中身の濃い視

察でありましたが、その中でも埼玉県富士見市

のフレイルチェック事業に関心を持ったことか

ら、今回の一般質問に取り上げたところでござ

います。今回の視察を通して、高齢者が健康で

長生きするためには必要不可欠な事業と思い、

質問をさせていただきます。 

  皆さん、フレイルという言葉を御存じでしょ

うか。フレイルは虚弱という意味で、健康と介

護の間に位置して、人は健康から直接要介護に

はいかないのです。多くはフレイルを経て介護

になると言われています。しかし、フレイルと

いう言葉は、まだ一般的に知られていません。

まずは啓発することが必要ではと考えます。 

  東京大学高齢社会総合研究機構の飯島勝矢教

授の下でフレイルについて調査をしております。

その調査から、栄養、運動、社会参加という３

つの柱があること、身体が衰える最初の入り口

になりやすいのは社会参加への減少であること

などが明らかになっています。 

  厚生労働省も、フレイルについて重点改革事

項としたとのことでありました。健康長寿社会

を実現するための重要なキーワードであります。 

  まずは、フレイルとはどういうことなのか、

また、その定義について伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 フレイルでありますけれども、

定義については太田議員御指摘のとおりだとい

うふうに思いますが、英語のＦｒａｉｌｔｙが

語源となった日本語訳であります。虚弱を意味

する言葉であります。 

  そして、御指摘のとおり、高齢者の多くの人

は、健康な状態からフレイルの段階を経て要介

護状態に陥るというふうに考えられているとこ

ろであります。 

  このフレイルというのは、単に筋肉の量や機

能が低下する身体の衰えだけではなくて、心や

認知の衰え、社会性の衰えなど、多面的な複数

の要素が絡み合い、負の連鎖を起こす特徴があ

るというふうになっております。 

  しかし、フレイルは自立した状態を保持する

予備能力と低下した機能を戻すことができる可

逆性があることから、加齢とともに悪化する一

方ではなくて、予防や状態に応じて適切に対応

していくことによって、心身状態の維持改善が

できるというふうに言われているところであり

ます。 

  以上です。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ただいま答弁をいただきました。

ありがとうございます。 

  今回、質問するに当たりまして、本市の高齢

者数をはじめとする人口に関して調査しており

ますので、報告いたします。数字は令和５年４

月１日現在です。 

  まず、本市の高齢者数が１万2,930人で、本

市の人口の約32.3％です。次に、要支援認定者

数は330人で、要介護認定者数が1,774人、そし

て、独り暮らし高齢者数ですが1,604人で、本

市の高齢者数の約12.4％を占めております。最

後に、本市の100歳以上の人数でありますが、

34人おるということでございました。 

  国連の推計によれば、2050年までに、日本の

100歳以上の人口は100万人を突破する見込みだ

との学説もあるそうです。今、50歳未満の人た

ちは、100年生きるつもりでいたほうがよいと

思います。 

  我が国は、世界で高齢化が最も進んでいます

ので、日本のこれからの経験を他の国々が見守

っていると言われています。高齢化が最も進ん

でいるということは、裏を返せば、対応するた

めには残された時間が少ないということにもな

ります。今すぐ新しい行動に踏み出し、高齢化

時代への対応策を始める必要があります。 
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  高齢化により老いて衰えて生きる年数が長く

なるのではなくて、大半を健康に生きる、若々

しく生きる年数を長くしなければいけないと思

いますし、だからこそフレイル対策、フレイル

予防が必要だと私は考えます。 

  そこで、本市ではフレイル予防としてどのよ

うな活動を行っているのかお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市におきましては、広く

市民の皆さんに伝えるフレイル、介護予防に関

する啓発、普及啓発活動というものをこれまで

も実施をしております。 

  毎年、介護予防市民公開講座というものを開

催させていただいておりますが、令和５年度は、

講師として、介護費用の減少や令和３年度の健

康長寿日本一の実績のある大分県の担当者の方

から、フレイル対策の必要性について、市内３

会場つないでのリモート研修会を開催をしてい

ただいて、多くの市民の皆さんから参加をして

いただいたところであります。 

  御案内のように、市内には元気広場、高齢者

サロンでありますとか、百歳体操グループなど

の集いの場というのが40か所ございます。自主

的に介護予防の取組を継続しているところであ

りまして、定期的な、市としても必要に応じて

支援を行っているところであります。 

  また、個人の介護予防活動を支援する仕組み

として、元気づくりポイント制度なども実施を

しておりますし、また、令和５年度よりは、議

会でも御報告申し上げましたが、認知症アプリ

での介護予防なども実施をしているところであ

ります。早期に適切な支援につなぐための効果

的なアプローチとして、基本チェックリストと

いうものを活用して、フレイル改善の必要性の

高い対象者を把握をして、個別支援あるいは健

康教室などを提案して実施をしているというこ

とであります。 

  今後とも、心身の健康状態あるいは生活状態

に応じた様々な介護予防、自立支援のための事

業展開などを進めていきたいというふうに考え

ているところであります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 答弁をいただきましたけれども、

活動としては、フレイルの研修をリモートで行

ったり百歳体操を行っている、健康ポイント制

度なども導入しているということで、多くの活

動はやっているのかなと思ったところでござい

ます。 

  富士見市では、自分では気づきにくい衰えを

客観的な手法により自覚し、自ら介護予防活動

に取り組むきっかけをつくるとともに、虚弱層

を発見し早期に介入できる仕組みをつくり、ま

た、高齢者がフレイルサポーターになることで、

社会参加と地域での活躍の場を新たに設け、健

康長寿を実現するまちを目指していくことを目

的にしているとのお話でございました。私の年

代の方たちが先輩たちをサポートして、健康長

寿に貢献することは、一市民として大切なこと

だと思いますので、まだまだ啓発が必要と感じ

ています。 

  高齢期には心身に様々な変化が生じるものの、

自分自身で気づき対策を取ることは難しいのが

現状です。心身を衰えさせやすい生活について

の認識を持ち、予防対策を取ることで健康を維

持できるというフレイル予防の考え方を普及啓

発することが、大変大事なのではないでしょう

か。 

  質問の最後になりますが、視察地の富士見市

でも取り入れている東大式フレイルチェックの

導入について伺いたいと思います。 

  東大式フレイルチェックとは、東京大学高齢

社会総合研究機構がプログラムを開発し、住民

による住民のためのフレイル予防を全国に展開

している。開発したフレイルチェックのシート

を使って、というのは、こういうものでありま

すけれども、（資料を示す）これは東大さんで
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出しているフレイルチェック表でございます。

あとアンケートなども、同じく東大で出してい

るというものでございます。フレイルチェック

のシートを使って、同じ測定、同じアンケート

等を実施し、健康の輪を全国で広げようとして

いる事業でございます。 

  全国26都道府県、101市区町村が導入してい

るということでございますが、山形県はゼロ件

と聞いています。 

  最後の質問になりますが、本市でも東大式フ

レイルチェックを導入し、フレイルの予防に力

を入れるべきと考えますが、御所見を伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま議員から御指摘ありま

した、東大式フレイルチェックに基づき作成さ

れております東京大学高齢社会総合研究機構の

フレイルサポーターによる地域活動であります

が、本市の場合は介護予防サポーターによる地

域活動として実施をしているところでございま

す。 

  本市の場合、平成27年度より介護予防サポー

ター養成講座を実施をして、フレイル予防に関

する運動、栄養、口腔機能、認知機能などを学

び、講座修了後は、介護予防サポーターとして

様々な介護予防活動に取り組んでいただいてい

るところであります。 

  現在、60歳から70歳代を中心に82名の方が登

録をしており、令和５年度は、新たに老人福祉

センターやフローラ・ＳＡＧＡＥを会場に、地

域介護予防活動を実施するなどの活動の輪を、

幅を広げているところであります。 

  また、高齢者のフレイル兆候への気づきを促

す客観的数値として、握力測定、それから５メ

ートル歩行、タッチアンドゴーなどの体力測定

を実施をして、参加した高齢者が自分自身の身

体の状況をチェックすることで、改善への意識

や行動を変えていくきっかけとなるよう働きか

けを行っております。 

  市が実施をしておりますのは、国の介護予防

・日常生活支援総合事業のガイドラインという

のがありまして、これに沿った取組をしている

ところであります。 

  これは東大式のイレブンチェックと同様なフ

レイルチェックの内容を含んで、さらに運動機

能、食生活等栄養状態、それから口腔機能、閉

じ籠もり、認知機能、抑鬱気分項目を加えた25

項目から構成をされて、こういうチェックリス

トがあるんでありますが、（資料を示す）構成

されている基本チェックリストを活用して、総

合的な生活機能全般の機能低下を把握するもの

になっているところであります。我々としては

東大式フレイルチェック同様の効果が得られて

いるというふうに考えているところであります。 

  ちなみに、本市の令和４年度末における65歳

以上の要介護認定率というのは16.5％、要介護

認定者数というのは2,163人になっております。

この事業開始当時の平成27年度は、要介護認定

率19.7％、要介護認定者数2,399人で、それが

令和４年度の数字になりますと、どちらも減少

傾向になっているところであります。 

  これは日頃の介護予防に関する取組でありま

すとか、本市の介護予防対策の成果なのではな

いかというふうに考えているところであります

ので、今後とも引き続き、これらの介護予防事

業推進をして、健康寿命の延伸を図っていきた

いというふうに考えているところであります。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 フレイルサポーターも82名おる

ということで、いろんな事業もやっているとい

うことで安心はしましたけれども、ただ、やは

り、私、東大式を導入したらということは、や

っぱり健康の輪を全国的に広げる、同じ目線で、

目標がここということでやっていくというのも

非常に大切なことのような気がします。 

  そして、早くから介護予防活動に取り組むに

は、心身の機能低下に対して、早期に介入する
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仕組みづくりが求められています。また、富士

見市では、予算的にも76万円程度ででき、何よ

りも我々のような少々元気さが残っている高齢

者がサポーターになって、フレイルの心配があ

る高齢の方の手助けをして健康の一助となれば、

お互いに健康に対する意識が上がるのではない

か。そのためにも、ぜひ東大式を導入して、健

康で長生きできる寒河江市であっていただきた

いとお願い申し上げ、フレイルに関する質問は

終わります。 

  次に、通告番号４番、中学生の部活動改革に

ついてお尋ねをしたいと思いますが、質問に入

る前に、１月の30日、議会広報委員会と寒河江

高校生徒会19名の生徒さんによる意見交換会を

開催しましたので報告いたします。 

  今回の意見交換会は、ワールドカフェ方式で

の開催で、私たちが昨年の８月に２日間研修を

受けての初の実践でございましたが、太田陽子

委員の司会で、それなりにできたのではとの感

想でございます。 

  中身に関しましては、１つには寒河江のよい

ところ、２つには寒河江の悪いところ、３番目

が寒河江の10年後について話合いが行われまし

た。政策提言や要望に結びつけたらとの意見も

ありましたが、そこまで仰々しくしなくてもと

の話もありましたので、私の一般質問の中で、

特に市長と教育長に、ぜひ５月号のＬｅｔｔｅ

ｒを読んでいただきたいとお願いするというこ

とでございましたので、ぜひ読んでいただくよ

うお願いをしたいと思います。 

  それでは、質問に入ります。 

  令和５年度より、休日の部活動を段階的に地

域のクラブ活動に移行していく。この取組に関

して、過去にはなかった大きな改変であり、地

域や子供たち、保護者からも不安の声が上がっ

ているのが実情です。 

  部活動改革については、国のほうも何度も方

針を変更するなど、教育委員会も含め、本当に

大変だったろうと思っております。 

  私は、現在、寒河江市ソフトボール協会の会

長を務めておりますので、部活動改革につきま

しては何回か説明を受ける機会があって、大体

のところは理解できましたが、多くの市民の方

は理解ができていないのではないかと思い、部

活動改革について一般質問をさせていただきま

す。 

  私は、今まで、中学校は勉強と部活をすると

ころと思っておりましたので、学校が休日の場

合は部活も休みとのことでございますが、どの

ような背景から部活動改革に至ったのかを伺い

たい。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 部活動改革の背景ですけれ

ども、これまでの部活動は、顧問の教師の指導

の下に、そして教師の献身的な支えにより学校

教育の一環として行われてきました。また、部

活動は、体力や技能の向上以外にも、異年齢の

生徒同士の交流、そして生徒と教師の好ましい

人間関係の構築を図って、学習意欲の向上や自

己肯定感、責任感、連帯感の涵養など、多様な

学びの場として教育的意義を有してきました。 

  しかし、少子化の進展、教員数の減少、部活

動数の減少等により、部活動をこれまでのよう

に持続することが大変難しくなってまいりまし

た。加えて、生徒側から言えば、単一の学校で

チームを組むことができないということ、それ

から、学校に入りたい部活動がないこと、専門

的な指導を受けることができない場合があるこ

となどの課題があります。教師側から見ても、

時間外勤務時間の理由の多くが部活動指導であ

ること、競技や種目の経験のない教師が指導せ

ざるを得ない場合が多いこと、休日でも部活動

の指導を求められることなどの課題が挙げられ

ます。 

  こうした状況を受けて、文部科学省から、持

続可能な部活動と教師の負担軽減、この両方を
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実現できる改革が必要というふうな観点から、

休日に教科の指導を行わないのと同様に、休日

に教師が部活動の指導に携わることが必要ない

環境を構築すべきであること、また一方で、休

日の部活動に対する生徒の希望に応えるため、

休日において部活動を地域の活動として実施で

きる環境を整えることが重要であるというふう

な方向性が出されました。 

  子供たちが将来にわたってスポーツ、文化芸

術活動に継続的に親しむ機会が確保できるよう

に、学校と地域が連携して、持続可能な活動環

境の整備が求められています。 

  また、教師の働き方改革の面からも、部活動

改革が進められている状況です。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 答弁をいただきました。 

  これまで教育活動の一環として考えられてき

ました部活動の運営が、少子化など昨今の様々

な状況により難しくなってきたようです。そん

な状況を改善するために、部活動の地域移行を

推進することが文部科学省の方針で決まったと

のことでございますが、そこでお尋ねします。 

  部活動改革の目的はどういったものか伺いた

い。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は11時10分とします。 

 休 憩 午前１０時５６分  

 再 開 午前１１時１０分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 部活動改革の目的について

は、山形県としては、生徒にとって望ましいス

ポーツ、文化芸術環境の構築と教師の働き方改

革の推進の両立を挙げています。 

  これは、先ほども申し上げましたように、少

子化が進展する中、学校の部活動をこれまでと

同様に、同様の体制で運営していくことが難し

くなってきており、学校や競技等によっては存

続が厳しい状況にあるためです。 

  また、専門性や意思にかかわらず、教師が顧

問を務め指導するこれまでの指導体制を継続す

ることは、学校の働き方改革が進む中、より一

層厳しくなってきています。 

  そこで、将来にわたり生徒がスポーツや文化

芸術活動に継続して親しむことのできる環境づ

くりが求められています。 

  寒河江市におきましても、生徒の主体性を育

む活動を支援するため、生徒自身が選択し、参

加できるスポーツや文化活動環境を整えること、

また、教員の時間外勤務時間の削減を目的とし

ているところです。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 確かに、我々も教職員の働き方

改革と言われますと、一概に反対なんだという

ことも言っていられないのかな。何か先生に成

り手がないなんていう、そっちこっちから聞こ

えてきております。そんな意味からも、部活動

改革も必要なのではないかなと思っているとこ

ろでございます。 

  令和５年５月31日に行われました寒河江市中

学校部活動改革検討委員会の資料を見て質問を

させていただいておりますが、寒河江市の方針

として、令和５年度の新中学１年生から学校部

活動は任意加入とすると書いてありましたが、

寒河江市の中学校部活動の任意加入の状況につ

いてお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 部活動の任意加入について

ですけれども、活動は生徒の自主的・自発的な

参加により行われる活動であり、任意加入が前

提であります。しかし、これまでは学校の方針

として、全生徒が原則として部活動に加入する

というふうにしていました。 

  今年度より、寒河江市内の中学校では、新入

生の部活動への加入は任意とし、２・３年生に
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ついても部活動の継続について意思確認をした

ところです。 

  その結果、令和５年６月末の状況としては、

市内の中学校の生徒1,050名のうち、運動部文

化部に加入している生徒は919名で約87％、外

部の地域クラブ等に加入している生徒は93名で

約９％、無所属の生徒は38名で約４％というふ

うになっております。 

  なお、１年生では、既存の部への加入が約

82％、外部のクラブ等への加入が約11％、無所

属の生徒は約７％となっています。 

  これまでは何らかの部に籍を置きながら外部

で活動していた生徒もいたわけですけれども、

今年度からは、すっきりとした形で外部での活

動に集中できる状況というふうになっておりま

す。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ただいま任意加入の状況につい

て伺いましたけれども、部活動に入部しないで

高校受験に打ち込むんだというようなことであ

れば分からなくもないんでありますが、ゲーム

に没頭したり非行に走ったりしたら本末転倒で

ありますので、その辺は十分気をつけていただ

きたいと思います。 

  次に、休日の生徒の活動が地域クラブに受け

入れられることにより生じるメリットとデメリ

ットについて伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 休日の生徒の活動が地域ク

ラブに受け入れられることにより生じるメリッ

トについては、生徒が学校にある部活動の種目

に限らず、自分の好きな競技や活動を選択する

ことができること、また、平日は学校での部活

動に参加して、休日は別のスポーツや文化活動

に参加することも可能となること、生徒が専門

の技術を持つ指導者から指導を受けることがで

きること、また、教師の働き方改革が進み、ゆ

とりが生まれることなどが挙げられます。 

  一方、デメリットとしては、生徒が活動でき

る地域クラブの指導者や受皿の確保が容易でな

いこと、地域クラブ等へ加入すると、指導者へ

の謝金、会場使用料、保険の加入などで活動費

用が必要となり、保護者の経済的負担が出てく

ること、活動場所への移動手段が課題となるこ

と、また、地域クラブの指導者側としては、生

徒への指導について不安を感じるというふうな

ことなども考えられます。 

  なお、教育委員会としましては、デメリット

の解消のため、各種競技団体や芸術文化団体へ

の受皿としての働きかけを行っています。また、

会場使用料等の減免の検討や、指導者講習会の

開催等の計画をしているところです。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 やはりデメリットとしては親御

さんの経済的な負担、この辺があるようでござ

いますけれども、でも、大リーガーの大谷翔平

さんを見ていますと、10年で1,000億円、こん

な選手が育つわけでございますので、親御さん

が、やっぱり経費を使ってもこういう選手を育

てるんだというんであれば、それもやっぱり地

域クラブに移行するというのもうなずけるとい

うところでございます。 

  私はソフトボールに関係しておりますが、ソ

フトボールを例に挙げると、現在の部活動との

違いや西村山の枠組みはどのようになるかにつ

いてお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 現在、部活動は、基本的に

は学校ごとに活動しており、練習や練習試合を

行い、各種大会等へも参加しています。しかし、

部員数の減少により、今年度の中体連の大会で

は単独校での出場ができない状況も見られまし

た。ソフトボール部に関しても、合同チームで

出場したチームが複数ありました。 

  今後、西村山の枠組みがどのようになるかに

ついてですけれども、地域クラブができた場合
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には、生徒は学校の部活動と地域クラブの両方

に所属することもできます。 

  ただ、中体連主催の大会に参加する場合は、

どちらから出場するかをあらかじめ決める必要

があります。１人１競技、１つの所属からの出

場となります。そのほかの各種大会の場合には、

それぞれの大会要綱に従っての出場になると思

います。 

  学校の部活動に所属している生徒数や地域ク

ラブの人数、生徒の考え方、また、地域クラブ

の県中体連への登録の有無等によっても枠組み

は変わっていくというふうに想定されます。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 コロナ禍で開催されなかったこ

ともありましたが、西村山ソフトボール協会主

催による中学生のソフトボール大会を郡大会の

前哨戦として行っておりましたが、近年、ソフ

トボールのチーム数が大幅に減っています。廃

部が朝日中と西川中、単独でチームをつくって

いるのが陵西中のみでありまして、混成チーム

が陵東中プラス大江中、陵南中プラス河北中で

ありまして、今年度、郡大会に出場予定チーム

は３校とのことでございました。近い将来は１

校になることも考えられると指導者が言ってお

りましたが、これからどうなっていくのか心配

であります。 

  次に、各種大会への参加についてでございま

すが、各競技の部員数が減り、今までのように

単独の学校では出場しにくくなる、選抜チーム

のようになるのではないかと心配しております

が、その部分に関しては、どのように変わって

いくのか伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 現在は、中体連主催の大会

の団体競技では、部員数の減少により単独校で

の出場ができない場合は、各競技の専門部で、

学校同士をつないで調整して、合同チームを組

んで大会に出場することもあります。 

  また、今年度より、地域クラブが中体連主催

大会に出場することが可能となり、出場する際

には、県中体連に地域クラブとして登録をする

ことが必要になりました。 

  地域クラブが中体連主催大会へ団体競技で参

加する場合は、現状では地区大会からの参加で

はなく、県大会からの出場となります。県大会

の出場枠に地域クラブの出場枠が新たに設けら

れました。地域クラブが県内に複数ある場合は、

地域クラブの出場権を獲得するために、地域ク

ラブ同士で予選会を行う必要があります。また、

地域クラブ所属であっても、個人種目について

は地区大会からの出場を認められています。そ

して、先ほども申し上げましたが、生徒は中体

連主催大会に出場するに当たり、５月中旬に学

校の部活動と地域クラブのどちらで出場するか

を決めなければなりません。 

  今後も、地域クラブに加入しなくても、学校

単位や合同チームとしての大会への参加は可能

ですし、地域クラブから他校の生徒と一緒にチ

ームを組んで出場することもできます。ただし、

それぞれどれくらいの生徒が加入するかは分か

りませんので、どのような形での大会への参加

となるかは、予測し難いといったところでござ

います。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 皆さんが心配しておられるのは、

これからの大会が素人の大会でなくて、プロチ

ームの支配下にあるジュニアチームの大会にな

るのではとの懸念からのようでございます。 

  次が最後の質問になりますけれども、本市の

部活動改革の進捗状況について伺いたいと思い

ます。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 スポーツ庁では、令和５年

度から令和７年度の３年間を部活動改革の推進

期間として、部活動において地域連携、地域移

行に取り組みつつ、地域の実情に応じて可能な
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限り早期の実現を目指すというふうにしており

ます。 

  寒河江市においては、令和４年度より部活動

改革検討委員会を設置し、令和４年度に４回、

令和５年度には５回会議を開催しました。主に

生徒の休日の活動場所となる地域クラブの創設

や、指導者の確保と質の保証などについて協議

してまいりました。 

  検討委員の働きかけや、市教育委員会として

の説明や依頼を行い、受皿となることを検討し

ている競技団体や芸術文化団体は少しずつ増え

まして、地域クラブ化を目指して、実際に活動

を始めている団体も見られる状況です。 

  来年度は、そうした団体の運営体制を整備で

きるよう、スポーツ庁の実証事業への参加を検

討していきたいというふうに考えております。 

  これから地域クラブの活動が盛んになると、

教育委員会と部活動、地域クラブの間で連絡調

整が大切になってきます。その連絡調整を専門

的に行う部活動コーディネーターの配置も併せ

て進めていきたいというふうに考えております。 

  また、寒河江市の方針や今後のスケジュール、

学校、地域クラブ、市教育委員会の役割等を明

らかにした寒河江市における部活動改革のガイ

ドラインを、令和６年３月、今月ですけれども、

今月に策定する予定となっています。 

  今後については、令和７年６月までは、休日

の部活動の活動日数を段階的に減らし、令和７

年７月からは、休日の部活動は行わないことと

しているところです。 

  生徒の主体性を育み、生徒のよりよいスポー

ツ、文化芸術活動環境を構築するとともに、教

師の働き方改革の実現につながるよう、着実に

部活動改革を進めていきたいというふうに考え

ております。 

○柏倉信一議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 この部活の地域移行というのは、

また、この課題というのは、もちろん舞台は学

校だと思うんでございますが、これは学校だけ

の課題ではなくて、地域全体の課題というふう

に捉えることで、前向きな期待、変化がもたら

されるし、地域にももたらされる非常によい機

会になるというふうに認識しておりますので、

ぜひ教育課だけで抱え込むというよりは、まち

づくりの中にどういうふうにそれを生かしてい

くのかというところまで発想しながら進めてい

っていただきたいと思います。 

  ぜひ大変な問題でありますが、子供たちのた

めに頑張っていただくようお願いして、私の一

般質問を終わります。ありがとうございました。 

 

月光裕晶議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号５番、６番について、

５番月光裕晶議員。 

○月光裕晶議員 月光裕晶です。よろしくお願い

いたします。 

  通告番号５番、保育施設のこれからについて

質問をさせていただきます。 

  １年ほど前に、新聞に山形県は４年連続待機

児童ゼロと書かれておりました。ぱっと見はと

てもすばらしいことだと感じますが、続く文章

に、そのうち203人は申し込んだものの、入所

を保留したとありました。その保留した203人

は統計から除外されているそうです。 

  それから２か月後の新聞に、県外から移住し

た子育て中の親に関する投書がありました。移

住するに当たり、待機児童ゼロということを調

べた上で移住したが、近くに空きのある預けら

れる保育園がなかった。県庁や市役所に聞いて

みたところ、待機児童のほかに保留児童という

カテゴリーがあり、希望する園に預けられない

のは保留ということであり、待機児童には当た

らないということでした。市内のどこかには空

きがあるのかもしれないですが、その保護者や

家族にとっては現実的に通えないから、預けら
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れないのと一緒だということでありました。こ

れは寒河江市のお話ではないのですが、全国的

にこういった事例が多くあるようでございます。 

  こうして見ますと、待機児童ゼロとは、単に

入園の申込数がトータルでの受入れ可能な数を

下回っただけと取れます。 

  令和４年12月の議会において、後藤議員が新

しい保育園に入園希望者が増加する傾向にある

と発言しており、私も同じように感じておりま

す。 

  今、本市では、なか保育所、南部ひまわりこ

ども園、柴橋おひさまこども園、そして、来年

度に完成予定の寒河江にしねこども園と、新し

い園が多くできている状況にあります。 

  そこで、ここ数年の入園希望者数の推移と、

希望する保育園に内定をもらえなかった保留児

童の人数と、併せて、その児童はどのような選

択をしたかお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市が入所を決定する保育

施設の入園希望者でありますけれども、令和４

年度は332人、令和５年度は357人、令和６年度

は294人でございまして、各年度の４月１日現

在における待機児童数はゼロということでござ

います。 

  御質問の令和６年度において希望する保育施

設に内定をもらえなかった児童は37人でござい

ます。うち22人が希望外の保育施設に入所、14

人が幼稚園や認可外保育施設に入所、残り１名

については家庭内保育を選択したと聞いている

ところでございます。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 やはり希望外の方が結構いらっ

しゃるようで。実は私も、２年連続ですが、希

望のところに入ることができず、それはそれで

仕方ないことでございますし、私のこの市役所

に来る途中の保育園に入れさせていただいてお

るので、特に私のほうでは全く不便は感じては

いないのですが、中には結構特殊な事情を持っ

た方もいらっしゃるようでございます。 

  そこで、入園に関わる入園判定の優先事項に

ついてお聞きしたいと思います。 

  私は柴橋地区の在住であるため、どうしても

柴橋地区の保護者の方の声を多くいただく機会

があります。ですので、柴橋地区のことを例に

お話しするのは情報に偏りがあるかもしれませ

んが、市民の切実な声と思って受け止めていた

だければと思います。 

  去年もそうでしたが、また今年も、柴橋おひ

さまこども園がございますが、入れなかったと

いう声が数件寄せられました。先日、担当課か

ら頂いた資料によりますと、現在、おひさまこ

ども園には、柴橋地区の子供より寒河江地区の

子供のほうが多く通っているという状況にあり

ます。そして、その地元の地区の子供は通うこ

とができていない。こういった状況を知った保

護者や地区民はどう思うでしょうか。 

  そうなってしまったことにはいろんな要因が

あるとは思うのですが、例えば、自宅から職場

の間にその保育園があるというのは、希望する

理由にしっかりなるとは思います。しかし、お

ひさまこども園がある場所は、寒河江の地区で

も、大江町寄り、朝日町寄りのちょっと離れた

ところでございます。そういった市町村に通勤

する場合であれば、理解はできるのですが、全

てがそういうわけではないと思います。やはり

施設が新しいから希望する方が増えた結果では

ないかと思います。 

  担当課の職員の方も御存じかと思いますが、

入園できずに、隣の市町村の幼稚園に行く子供

がいるような状況であります。先ほどの新聞の

投書も、最後は、市や県は待機児童ゼロを宣言

しているが、このように保留とされている人や

不便を我慢して送迎している人がいることをど

う受け止めているのだろうかと締められていま

した。 
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  こういった新しい施設に希望者が多くなり、

地元の希望する子供たちが通えないという状況

は、地元に住む住民はもちろん、転入を検討し

ている小さな子供を持つ家族などには、かなり

重大な問題ではないかと思います。保育士の方

も、やはりこのような状況は少しおかしいので

はないかと感じているようです。 

  この件に関しまして、前回、後藤議員が質問

されたことと同じ内容になってしまうかもしれ

ませんが、改めて御所見をお伺いしたいと思い

ます。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 子育てと仕事の両立を支援して

いくために、保育施設の果たす役割というのは

大変重要なわけであります。 

  入所施設の決定ということについてでありま

すけれども、月光議員御指摘のとおり、令和４

年第４回の定例会で後藤議員からの御質問に回

答しているのでありますが、重複するところも

あるわけでありますけれども、改めてお答えを

したいというふうに思います。 

  入所施設の決定に当たっては、保護者の状況

というものを点数化させていただいているわけ

であります。細かく申し上げますと、一月の就

労時間数によって点数が異なってまいります。

また、疾病や障がい、介護や看護を行っている

という状況によって基本点数が決まってくると

いうことであります。また、申請児童や兄弟な

どの方に障がいがある場合には、その状態に応

じた点数が基本点数に加算されるということも

ありますし、また、家庭の状況、例えば一例を

申し上げますと、兄弟が現在利用している保育

施設と同じ保育所の入所を希望する場合には、

調整点数として基本点数に加算をするというこ

とになっておりまして、その点数に基づいて入

所決定を行っているところでございます。 

  ただ、保育施設というのは、おおむね各小学

校単位に満遍なくあるわけで、大体均等にある

んでありますけれども、御案内のとおり、地域、

地区ごとに人口には偏りがある、均等ではない

ところがありまして、新しい保育施設や通勤に

便利な市の中心部にある施設に希望が集中する

傾向が見られるところであります。そういった

ことから、厳しい御指摘をいただいております

けれども、必ずしも自宅や職場の近くの保育施

設に通うことができる状況にはない場合もある

ということでございます。 

  市としては、保育に欠けるお子さんを預かる

ということでありますから、基本的に、あくま

で保育の必要性を第一として、点数が高いほう

から決定をしていくということになりますが、

ただ、希望との兼ね合いもあるわけであります。 

  先ほどお話ありましたが、多くの宅地が分譲

された内の袋とか小和田地区というのは、柴橋

おひさまこども園に比較的近いということで、

現在、希望施設の上位に柴橋おひさまこども園

が選ばれているというふうにも我々は思ってい

るところでございます。 

  保育施設の希望は、現在、第５希望まで受け

付けさせていただいております。そういったと

ころで、先ほど点数化をして、同一点数になる

場合も出てくるわけでありますね。その際は、

複数の判断項目などを設定して判断をしていく

ということになりますけれども、学区内にある

ということについても判断項目の一つとして活

用させていただいているというふうに思います。 

  月光議員からもありましたが、学区内の保育

施設に通わせたいという保護者の皆さんの希望

というものは、切実な希望というのは、大変

我々としても理解できるところでありますし、

大変苦しい選択をしなければならないというこ

とになりますけれども、引き続き、提出された

申請書の内容などを丁寧に丁寧に審査をして、

精査をして、御家族様の状況ですとか家庭環境

などを考慮して、誠意をもって入所決定をして

まいりたいなというふうに考えているところで
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あります。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 前向きな御答弁をありがとうご

ざいます。どうしても保育園や幼稚園から小学

校に上がるときに、人間関係があまり大きく変

わってもらいたくないという保護者がやはり多

くいますので、どうしても小学校のある地区の

保育園などに入れたい保護者の方というのが、

そういった希望が多く出てくるかと思いますの

で、今後も御検討のほうお願いしたいと思いま

す。 

  それに関連はするんですけれども、ちょっと

今回は特殊なお話をいただいておりますので、

ちょっと御紹介をさせていただきたいと思いま

す。 

  中郷地区のお住まいの方で、職場がこの市役

所の近くにあるんですけれども、上の小学生の

お子さんが軽度の障がいがあるために、朝は必

ず学校まで送っていっているそうです。御主人

は単身赴任中であるということで。したがって、

柴橋のおひさまこども園となか保育所でないと、

特に冬場などは始業に間に合わないために、そ

の２つを希望したそうです。しかし、結果は別

の保育所への内定でした。状況を説明するため

に子育て推進課のほうに行ったそうですが、状

況が変わることがなく、おひさまこども園の教

育枠で通う決断をしたそうです。しかし、教育

枠では土曜の保育が午前中のだけのため、土曜

も出勤のある職場で働くその方は、正社員にな

るということを諦めざるを得なかったとのこと

でした。 

  こういった特殊な事情をお持ちの方もいらっ

しゃいます。このような状況の方には、しっか

りと面談などをしてお話を聞くという措置が必

要となってくるかと思います。 

  今後、そのような体制を整備していかなけれ

ばならないのではないかと考えますが、御所見

をお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 実際、入所の受付の際には、基

本的に障がいの有無などの、それだけではあり

ませんが、特殊な事情について、保護者の方々

から直接確認をさせていただいているところで

ございますが、今回、御質問もいただきました

ので、改めて特殊な事情などをしっかりと酌み

取ることができるように、聞き取り方法などの

体制についても検討していきたいというふうに

考えているところであります。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 お願いいたします。 

  提出書類には、軽度の障がいですと、障がい

の手帳ですとかそういったものがないために、

書類にはそういったもの、証明できるものがあ

れば添付してくれというような内容があります

ので、ぜひ、そういった手帳がない方もいらっ

しゃいますので、軽度の障がいの方もいらっし

ゃいますので、そういった方たちも救えるよう

な制度をつくっていただければと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

  次に、保育士の増員についてお聞きしたいと

思います。 

  先日、政府は、国の基準より保育士を増やし

た保育所に対する運営費を加算し、支援を強化

する方針を決めました。県でも保育士の人材確

保には取り組んでいるようで、保育士養成校の

学生向け修学資金の貸付けや中高生対象の保育

士の魅力発信セミナーなどを実施しているよう

です。裏を返せば、それだけ今、保育士の人材

確保が難しい、喫緊の課題になっているという

ことではないでしょうか。 

  さて、本市では、国の基準よりも多くの保育

士がもう既に配置されているようで、本当にあ

りがたいことだと思っております。ということ

は、保育士の数は変わらず、単純に該当するケ

ースの運営費だけが支給されるということにな

る状況かと思いますが、私は、保育士の人材確
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保は難しい今、まずは現在働いてくださってい

る保育士の待遇を改善するのが最優先ではない

かと感じております。 

  世の中には、保育士の資格は持っていても違

う職業に就いているという方がたくさんおりま

す。その原因としては、責任の重さ、事故の不

安、保護者との関係が難しい等が挙げられます。 

  現役の保育士さんが離職を考える理由として

は、実際賃金が希望と合わない、自分自身の体

力、健康の不安、休暇が少ない、取りにくいな

どが言われております。 

  そこで、その加算された運営費の一部でも保

育士の待遇の改善等に使用するべきと考えます

が、御所見をお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 月光議員から御指摘ありました

が、国のほうでは、令和６年４月から３歳以上

児の保育士の配置基準というものを、３歳児に

ついては20人に１人を15人に１人に、４歳以上

児については30人に１人を25人に１人というこ

とに見直しをして、この基準以上に保育士を配

置している保育施設などに対しては、運営費の

加算を行う方針を示しているところであります。 

  この配置基準の見直しには、保育に影響があ

る場合には、この配置基準を適用しないとの経

過措置が設けられる予定となっているわけであ

りますけれども、市内の保育施設などでは、現

時点でこの新しい配置基準を満たしているもの

と理解をしております。 

  しかし、保育施設などにおいては、配慮が必

要な児童への対応など、保育士が不足している

という声も聞いております。 

  保育士確保のため、保育士の労働環境の改善

とともに、議員御指摘のような賃金等の処遇改

善も必要ではないかというふうに考えていると

ころであります。 

  そういった関係で、加算された運営費の使途

については、現時点で示されているわけではあ

りませんが、保育士の希望者が増加するよう、

各保育施設などにおいて、ぜひ設置者の方から

は、中長期的な視点に立って、保育環境の改善、

さらには処遇改善に活用していただければと考

えているところであります。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 ありがとうございます。ぜひよ

ろしくお願いいたします。 

  次に、人口減少への対応についてお伺いいた

します。 

  政府は異次元の少子化対策と言っております

が、要するに少子化が異次元なレベルで大変な

ことになっているわけでございます。 

  先ほどの質問で、保育士の増員が喫緊の課題

と言いましたが、近い将来には子供が少なくな

り過ぎて、保育施設や保育士が余ってしまう状

況が訪れるのは間違いないと思っております。 

  では、そういった状況になってしまったら、

多過ぎる保育施設や保育士はどうすればいいの

でしょうか。 

  日本政府は、何十年も前から少子高齢化にな

ることが分かっていたにもかかわらず、有効な

対策を行ってこなかった結果、今の大変な少子

高齢化があるわけであります。 

  本市でそういったことにならないよう、保育

施設の統廃合や、保育士の新たな受皿となるよ

うな職業を模索するなど、今のうちから、保育

施設や保育士に対して検討していくべきことが

あるのではないかと考えておりますが、御所見

をお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市立の保育所の場合ですけれど

も、御案内のとおり施設も老朽化が進んでいる

などということで、そういった施設については、

施設の統廃合を考える時期も来ているわけであ

ります。 

  なか保育所を除く、みいずみ分園、しらいわ

保育所、たかまつ保育所については、出生数の
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動向などを慎重に見極めながら、その在り方を

検討していく必要性があろうかというふうに思

っているところであります。 

  一方、民間の保育施設などの在り方について

は、各施設の設置者の方のほうで考えていただ

くということになるわけでありますけれども、

保育士の有資格者については、学校保育の指導

員、あるいは障がい児通所施設職員など、様々

な職場での需要が見込まれております。 

  市といたしましては、必要に応じて、保育士

の新たな受皿となるような情報を、適時適切に

提供していけるように努めていきたいというふ

うに考えております。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 もう考えてくださっているよう

で、そして保育士さんは至るところで需要があ

るというお言葉を聞いて、少し安心しました。

ぜひこれからも検討のほう、よろしくお願いい

たします。 

  では、次に、通告番号６番、児童虐待につい

てお伺いいたします。 

  先日、令和４年度中の児童相談所が児童虐待

の相談を受けて対応した件数が、過去最多の21

万9,170件、32年連続で増加したことが、こど

も家庭庁のまとめで分かりました。その中で、

暴言や態度などで心を傷つける心理的虐待が

59.1％、身体的虐待が23.6％、ネグレクトが

16.2％の順でありました。本県でも近年増加傾

向にあり、本市でも虐待の実態は少なからずあ

るということでした。 

  先日、人口は減っているが世帯数は増えてい

るという統計が出ました。それに加え、保育施

設を利用する保護者も増えております。これは

核家族化がかなり進んでいることではないかと

考えます。そういった核家族化が進行していく

と、児童虐待の実態が表面化しないという弊害

があります。 

  ここ最近では、児童虐待のニュースも頻繁に

やっております。日本で生まれた全ての子供に

は、適切な教育を受け、健やかな成長、発達や

自立が図られることを保障される権利があるは

ずです。そういった虐待を受けている子供たち

をいち早く救うには、早期発見が重要になって

きます。早期発見はとても難しく、解決してい

くのは困難なことかもしれませんが、やれるべ

きところはあるかと思います。 

  先日、歯医者さんとお話をさせていただく機

会がありました。そのときに、歯科健診などで

虐待を発見することはあるのかとお聞きしまし

たら、やはり歯科医師さんが見ると、すぐに分

かることも多々あるようで、例えば、長い間虫

歯が治療されていない状況であれば、ネグレク

トを疑うですとか、口腔内に殴られなければつ

かないような傷痕が多数あれば、身体的な虐待

を疑うそうです。 

  保育士さんにもお話を聞きますと、着替えを

させたときに、服で隠れているところにだけあ

ざができていたりですとか、毎回違う場所にあ

ざがあったりですとか、自然につかないのでは

ないかという傷があったりですとか、そういっ

たケースがあるようです。 

  そのようにして見つかる虐待も多いようです

ので、やはり早期発見には各機関との連携が重

要であるため、本市でもより一層強化していく

必要があると考えますが、御所見をお伺いいた

します。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 児童虐待の早期発見、そのため

には関係機関の連携というのは大変大事だとい

うふうに思います。 

  本市における児童虐待の早期発見に向けた関

係機関との連携でありますけれども、養育を支

援することが特に必要と認められる児童及びそ

の保護者等を早期に発見し、適切な支援につな

げていくことを目的として組織をつくっており

ます。県の児童相談所、県の村山保健所、それ
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から警察署、それから寒河江市の医師会、寒河

江市幼児教育連絡協議会、寒河江市ＰＴＡ連合

会、教育委員会などで構成する子育て支援ネッ

トワークでありますが、要保護児童対策地域協

議会というふうなネットワークをつくっており

ます。 

  先ほど来、お話にありますと、医師会の先生

だけじゃなくて歯科医師会の先生も入ったほう

がいいというふうにも思うわけでありますが、

そういうネットワークにおいて情報を共有して、

適切な支援の検討を実施を行っているところで

あります。 

  中でも子供と日常的に接する保育所、それか

ら認定こども園、幼稚園、中小学校などとは連

携を密にして、迅速に情報を共有しているとこ

ろでありますし、さらには乳幼児健康診査、あ

るいは育児相談などの関わりの中で、虐待リス

クの予兆を早期に発見をして、支援につなげて

いくことができるよう努めているところであり

ます。 

  また、令和６年度からは、施政方針などでも

申し上げましたが、虐待の未然防止と個々の家

庭に応じた切れ目のない支援ということを目的

にして、子ども家庭センターを設置をすること

にしております。母子保健機能と児童福祉機能

の一体化を図って、相談体制を強化していく、

そしてネットワークとの連携強化もさらに進め

て、児童虐待の未然防止及び早期発見の体制づ

くりを進めていきたいというふうに考えている

ところであります。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５８分  

 再 開 午後 １時００分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  月光議員。 

○月光裕晶議員 では次に、被害者や家族のケア

についてお伺いいたします。 

  虐待が発生する家庭は、保護者の性格や経済

問題、すみません、早期発見の重要性について

ですね、虐待通告についてお伺いいたします。 

  虐待が発生する家庭は、保護者の性格や経済

問題、夫婦関係、近隣関係など多様な問題が、

複合的、連鎖的に作用し、何らかの支援を必要

としている家庭である可能性があり、育児不安

や生活のいらいら、孤立感などから始まること

が多いとされています。 

  虐待の早期発見には、地域の方々の気づきが

必要です。しかし、なかなか通報することがで

きないというのが現状のようです。通報しない

理由としては、やはり緊急性がないと通報しに

くい、単に泣いているだけかもしれない、単に

がみがみ言っているだけかもしれない、そうい

ったことで、はっきり虐待と分からないケース

が多いそうです。 

  そのほかにも、自分が通報したということが

周りに知れると嫌だ、近所での付き合いが悪く

なる、その家の人と人間関係が悪くなるという

ものがありました。 

  そして、実際に通告しても、虐待でなかった

ことも多くあるようです。全国の児童相談所の

データを調査したら、身体的虐待でも、実際半

分はそうでなかったということがあったようで

す。 

  しかし、誤報は多いから駄目だということで

はありません。虐待を本当に防ごうと思ったら、

現時点では誤報は半分ぐらいあってもいいとい

うくらいにやっていかないと、本当の家庭内の

虐待はなかなか見つからないのではないでしょ

うか。 

  そういった事実と相談・連絡を受けた機関で

は、誰が通告してきたのかなど、個人情報や秘

密を守る義務があるなどの情報はもっと周知し、

虐待の早期発見につなげていかなければならな

いと考えますが、御所見をお伺いいたします。 
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○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 虐待通告についてお答えをした

いと思いますが、山形県において虐待と認定さ

れた件数、長期的には増加傾向にあります。平

成30年度に500件を超えて、令和元年度以降は

600件を超える高い水準で推移をしているとこ

ろであります。 

  寒河江市における認定件数でありますけれど

も、過去５年間では平成30年度が10件、令和元

年度が37件、令和２年度が25件、令和３年度は

24件、令和４年が14件というふうになっており

ます。 

  令和元年度に認定件数が大きく増加している

背景でありますけれども、その当時、東京都目

黒区や千葉県野田市で死亡事例などがあって、

社会の児童虐待への関心が高まって、保育施設、

それから学校、住民からの虐待通告が増えたこ

と、また、警察から児童相談所への積極的な通

告などがあったことなどによるものと考えられ

ております。 

  本市におきましては、午前中申し上げました

子育て支援ネットワークを軸として、虐待が疑

われるような気がかりな段階から、積極的に関

係機関と情報共有をして、連携して子育て支援

を行っているところであります。 

  今後におきましても、虐待と認定される前の

段階から、相談や通告がしやすいように、虐待

防止に関する周知を広く行って、地域全体で子

供の安全安心を見守る体制づくりを、今後も進

めてまいりたいというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 確かに、痛ましい事故がニュー

スですとかそういったもので流れると、どうし

ても意識がそちらに向きますので、そういった

ことで通告の件数が多くなるというのは、とて

もいいことだと思いますし、やはりそういった

意識の醸成が必要になってくるのかなと思いま

すので、ぜひこれからもそういった周知のほう、

よろしくお願いしたいと思います。 

  では次に、被害者や家族のケアについてお聞

きします。 

  虐待を受けた子供の心を救うためには、保護

者の代わりに、大人が１対１の関係を築き直し、

愛着を結ぶ関係をつくる育て直しが必要なこと

があります。また、大人になっていく過程に寄

り添い、長期間相談に乗る人や相談先が必要で

す。 

  成長に伴って深く悩むのは、例えば、思春期、

恋愛をして結婚を考えるとき、結婚して子供を

つくろうかと考えたとき、そして、実際に子供

が生まれたときです。 

  虐待を受けた子供を支援することとは、早期

に発見して保護すること、そして、安全な生活

を保障し、必要なら治療的環境に置くこと、信

頼できる大人との１対１の関係をつくり上げる

ことから始まって、その子供が大人になり、結

婚、子育てまで継続して支えるということにな

ります。 

  子供虐待とは、少子化や家族崩壊と深いとこ

ろでつながっている社会問題です。虐待されて

いる子供を救おう、子育て中のお母さんを応援

しようという認識は共有されつつありますが、

虐待を受けた子供が大人になり、家庭を持つま

での一生を連続して支える応援策も、国や市町

村、地域社会でつくっていくべきではないでし

ょうか。 

  一方で、虐待をしてしまった親へのケアも必

要であります。支援策としては、精神症状の治

療等が代表的なものになるかとは思います。 

  今後も児童虐待は増加し続ける傾向にありま

すが、その中で、被害者やその家族のケアは、

より一層深い段階で必要となってくるかと思い

ますが、今後どのように対応していかれるのか、

御所見をお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 虐待を受けた子供さんとその保
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護者など、家族への支援やケアということであ

りますけれども、虐待の内容によっては、子供

の安全を確保するため、迅速に児童相談所につ

なげていく必要がありますし、また、精神面に

おいて医療を必要とする保護者については、医

療機関につなげるなどの、専門機関と連携しな

がら継続的に支援を行う必要があるわけであり

ます。 

  どのケースにおきましても、保護者など家族

が子供の健やかな成長のために、良好な関係を

築いていくことができるように、子育てにおけ

る困り事や悩みを丁寧に酌み取って、解決方法

を一緒に考える、いわゆる伴走型の相談支援を

行っていかなければならないというふうに考え

ているところでありますし、そういうふうにで

きるだけ努めているところであります。 

  また、場合によっては、御指摘がありました

けれども、臨床心理士による専門相談につなげ

るなどして、子供と保護者等家族の心理面のフ

ォローも行う必要がございます。 

  これまでも、子供とのより望ましい関わり方

を学ぶことができるペアレントトレーニングな

どということを実施をしてきたわけであります

けれども、令和６年度からはさらに内容を充実

をさせながら、健全な親子関係の形成に向けた

支援体制をさらに整備充実してまいりたいとい

うふうに考えております。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 被害者の虐待を受けた傷という

のは、本当に後々まで残ることかと思いますが、

大人になっても継続してケアをしていただける

ようによろしくお願いしたいと思います。 

  次に、増加傾向への対策についてお聞きしま

す。 

  山梨県立大学に、児童虐待の問題に特化した

全国初となる大学院、人間福祉学研究学科が

2024年度に開設されるようです。日本を代表す

る子供虐待の研究者３人が特任教授を務め、理

論と実践を通して、虐待の早期発見、早期対応

に貢献する人材を養成し、同時に虐待やネグレ

クトを受けた子供への影響、虐待する親、家庭

の特徴などを専門的に学び、相談業務や子供の

ケアを担当できる高度な技能を持つ人材を育成

する機関を目指しております。 

  やはり、こういった専門の人材を育てなけれ

ばいけないほど、児童虐待はこれからもっとも

っと大きな問題になっていくのではないでしょ

うか。 

  それでは、最後に、今後も増え続けるであろ

う児童虐待について、安心して子育てをするな

ら寒河江市と、住んでいる人にも、これから移

住などを考えている人にも思ってもらえるため

に、専門的な人材の育成なども踏まえて、どの

ように取り組んでいかれるのか、御所見をお伺

いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市におきましては、御指

摘のとおり、これまでも妊産婦から子育て世代

まで、切れ目のない支援体制を推進してきたわ

けでありますけれども、令和６年度からは、先

ほども御説明申し上げましたが、子ども家庭セ

ンターというものを設置をして、相談支援体制

をより強化していくことにしているところであ

ります。 

  これは、母子保健機能と児童福祉機能を一体

化したセンターということで、保健師や社会福

祉士などの専門職による包括的な支援というも

のを実施していくことにしておりますし、また、

会計年度任用職員である子ども家庭支援員を含

めて、センター職員には継続的に専門的な研修

の機会というものを設けていくことにしており

ます。 

  さらには、日常的に県の児童相談所からの助

言・指導を仰ぎながら資質の向上に努めていく

ことにしております。 

  また、虐待やネグレクトへの対応に加えて、
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ヤングケアラーの実態調査などを実施をしてい

くということにしておりますので、より一層安

心して子育てができるような環境整備に、一層

努めていきたいというふうに考えているところ

であります。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 子ども家庭センターですね、期

待しておりますので、ぜひこういった問題を一

つ一つ解決していけるように、人材の育成など

も力を入れていっていただけるとありがたいと

思っております。 

  先ほども言いましたが、虐待のニュースが流

れるたびに、そういったニュースを見るだけで、

本当に私も小さい子供がいますので、心が痛む

といいますか、本当に聞くだけで嫌な気分にな

っております。そんな中で、少しでも救える子

供が増えるように、子供を持つ親として願って

おります。 

  子育て関係の質問をさせていただいておりま

すが、他市町村に比べて、本市の子育て環境は

すばらしいものだと感じておりますので、ぜひ

その強みをもっともっと前面に出していただい

て、子育て世代の人口増加を進めていっていた

だきたいと思っております。 

  これで一般質問を終わらせていただきます。 

 

伊藤正彦議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号７番について、11番伊

藤正彦議員。 

○伊藤正彦議員 寒政クラブの伊藤正彦でござい

ます。 

  元日のおとそ気分に浸る間もなく、16時10分

に能登半島を襲った最大震度７の地震発生から、

２か月余りがたちました。この地震は、３月１

日現在、災害関連死の疑い15人を含む241人の

方々の貴い命を奪い、損壊家屋は７万6,810棟

に上り、いまだ１万人以上が避難生活を送り、

輪島市や珠洲市など７市町では約１万8,000戸

で断水が続いている状況にあります。車中泊も

県で140人以上おられ、車内での寝泊まりが長

引けば、体調の悪化や命を落とす危険もあると

専門家は注意を呼びかけているそうです。 

  また、翌２日には、日本航空と海上保安庁の

航空機同士が衝突し、日航機の379人は全員が

無事脱出したものの、海保機の５人が亡くなる

という事故も発生しました。海保機は被災地に

支援物資を届ける任務を遂行する際の事故であ

り、事故原因はどうあれ、二次災害と言えるの

ではないでしょうか。 

  亡くなられた方々の御冥福と被災された方々

の一日も早い復旧・復興を心より御祈念申し上

げます。 

  先日の市政の概況において、市長は本市への

支援要請がないことや、市営住宅の提供を申し

出ているということをお話しされました。寒河

江市としても、機会があれば、ぜひ支援の手を

差し伸べていただきたいと思います。 

  では、一般質問に入ります。 

  今回は、能登半島地震に鑑みて、防災危機管

理について質問いたします。 

  通告番号７番、能登半島地震の教訓と今後の

取組について質問いたします。 

  能登半島地震を振り返ってみますと、被害の

状況は、先ほど述べたとおりですが、石川県内

の犠牲者１月31日現時点の238人のうち、検死

した222人の死因は、先ほど太田議員も言って

おりましたけれども、家屋倒壊などによる圧死

が41％、窒息・呼吸不全が22％、低体温症・凍

死が14％という状況です。 

  なぜこのような被害が出たのでしょうか。家

の造りにも一因があったようです。建設関係の

専門家に伺ったところ、家の造りが昔風の柱と

柱の間が広いという造りで、重い瓦屋根のため、

あのような被害になったのだろうということで

した。 
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  能登半島は海に面しているため、瓦屋根の家

が多く、重い瓦が残った家は潰れているケース

が目立ち、ある人は、瓦が落ちなかったら家は

潰れていたと話しているそうです。 

  そういう面では、本市の場合、被害形態は違

ったものになると考えられます。が、しかし、

安心するわけにはいきません。避難所の状況は

というと、環境改善が進まず、１か月がたって

も体育館の床に敷いたマットの上で、多くの人

が雑魚寝の状態だということでした。 

  災害関連死、これは、地震による建物倒壊や

津波などの直接の被害ではなく、避難所生活や

車中泊による持病の悪化や疲労、ストレスなど

で死亡することですけれども、今回は高齢者が

衰弱して関連死するケースを目の当たりにした

という記事がありました。 

  高齢者が多い地域では、災害関連死が増えや

すい。避難生活が長引けば、関連死のリスクは

さらに高まるとして指摘されています。奥能登

の高齢化率は50％前後で、全国平均よりも約20

ポイントも高く、寒河江市の令和５年９月30日

現在の高齢化率32.68％と比べても極めて高い

ことが分かります。 

  災害関連死を防ぐには、避難生活の環境をど

れだけ改善できるかが鍵を握るとも言われてい

ます。昨年９月30日現在の本市の高齢化率は、

白岩地区が約48％で最も高く、西部地区の各地

区と三泉地区は40％を超えています。私の住ん

でいる箕輪は約57％、醍醐地区は約45％ですの

で、関連死要注意地域ということになるのかも

しれません。 

  昨日の読売新聞には、独り暮らしの高齢者や

障がい者など、災害時に自力で逃げることが難

しい避難行動要支援者が、能登半島地震で、被

害が大きかった６市町で２万5,845人、寒河江

は650人という先ほどの答弁ありましたけれど

も、人数が全然違いますが、奥能登、能登半島

の地域人口全体の20.7％、５人に１人の割合が

避難行動要支援者だったという記事もありまし

た。支える側も高齢化しており、助け合いにも

限界がある、地域ぐるみの支援が困難になりつ

つあるということでした。 

  市長は、先ほどの太田陽子議員に対する答弁

で、自主防災組織との協力、連携を述べておら

れましたけれども、いわゆる自助、共助、公助

のうちの共助が、高齢化地域では成り立たなく

なってきているという大きな問題提起だと、私

は取りました。 

  他方、インフラに目を移すと、これまた悲惨

な状況で、発生から１か月の通行止め区間解消

は３割、脆弱水道管の復旧は進まないという状

況でした。 

  能登半島の断水状況はというと、６市町の断

水、最大約５万5,000戸、１か月後で約４万戸、

解消したのは３割にすぎない。２か月後でも、

先ほど申し上げたとおり、１万8,000戸で断水

が続いているという状況であり、最大約45万戸

が断水した2016年の熊本地震は、１か月程度で

ほとんどが解消したということですけれども、

大きな差があるようです。 

  その理由は、能登半島の６市町の水道管の耐

震化率は、軒並み全国平均の41.2％を下回って

いるということにあると考えられるということ

です。 

  山形県内では、導水管、送水管を含む主要な

水道管、基幹管路のうち、耐震性がある管路は

４割余りにとどまっており、県によると、2021

年度末時点で、県内の基幹管路のうち、大地震

でもつなぎ目が抜けない管や、地盤の固さなど

から、耐震性が認められた管の割合を示す耐震

適合率は43.6％、全国平均は41.2％ですけれど

も、であり、県内35市町村のうち５市町が20％

以下だということです。これらの状況を鑑みて

質問いたします。 

  水は飲料水やトイレ、洗濯、入浴等、人間が

生きていく上で欠かせないものです。地震によ
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る断水被害を想定する指標の一つとして、水道

管の耐震適合率があると思いますが、本市の水

道の現状についてお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市の水道管の更新に伴う

耐震化の現状についてお答えを申し上げたいと

思いますが、寒河江市におきましては、新第６

次振興計画及び新寒河江市水道ビジョンなどに

基づいて、水道管の耐用年数、重要度、漏水事

故の発生状況などを考慮して、計画的に整備を

進めているところでございます。 

  全国や県と比較できる直近の令和３年度末、

先ほど令和３年度末の数字ありましたが、３年

度末における本市の基幹管路の耐震適合率は

44.4％になっております。全国平均よりプラス

3.2ポイント、山形県平均よりもプラス0.8ポイ

ント上回っているという状況になろうかと思い

ます。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 本市の耐震適合率は高いという

ことが分かりました。 

  インフラの老朽化が進むほど地震の被害は大

きくなる、平時から優先順位をつけて、修繕や

見直しを検討する必要がある、人口が少ない地

域は真剣に考えないといけないと言う大学教授

もおられます。 

  市としては、水道ビジョン計画に基づき、計

画的に事業を進めていることと思いますが、こ

のたびの能登半島地震を踏まえて、耐震化の整

備を前倒しにすると方針変更した自治体もある

ようです。本市では、現時点において、今後の

整備方針の見直し等の考えはあるのかどうかお

伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ライフラインは大変重要であり

ます。寒河江市におきましては、自然災害等に

よる被災を最小限にとどめて、被災した場合で

あっても迅速に復旧できる強靱な水道施設を構

築するということで、水源や配水池などの水道

施設の耐震対策、それから浸水対策、老朽化対

策について計画的に取り組んでいるところでご

ざいます。 

  能登半島の地震を踏まえた水道管の耐震化の

整備の考え方ということでありますけれども、

能登半島地震を踏まえて、今後、被災地におい

て水道施設の専門家による検証が行われるとい

うふうに思いますので、計画の見直しについて

は、その結果を踏まえて、ライフサイクルコス

トなどを考慮しながら、将来にわたり水道施設

の安全性が確保されるように、耐震性、耐久性、

維持管理の容易性なども含めて検討してまいり

たいというふうに考えております。それまでは、

現在の計画に基づき、着実に耐震化を進めて、

併せて、浸水対策、老朽化対策についても取り

組んでまいりたいと考えているところでありま

す。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 寒河江市自体は、ほかの自治体

に比べても、かなりそういうところは、先ほど

の適合率を聞いてもしっかりしているという状

況が分かりましたので、確実に計画にのっとっ

て進めていただければなと思います。 

  新聞には、山形市から２トンの給水車ととも

に派遣された上下水道部の職員のコメントが載

っておりました。満タンにした給水車も約２時

間で空になるような状況であった。水は重く、

水が入った容器を運べない高齢者の代わりに、

山形市から派遣された職員が車まで運ぶことも

多く、高齢化が進む地域が被災した場合、より

マンパワーが必要になると痛感した。そもそも

水道設備の被害を減らすため、老朽化した設備

の更新や耐震化を計画的に進めていかなければ

ならないと語っております。こういったことも、

教訓事項として今後に生かすべきだろうという

ふうに考えます。 

  令和６年度の水道事業会計予算を、安全で安
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心な水道水の安定供給体制の構築及び災害に強

い上水道の持続可能な経営基盤の確立をテーマ

として編成したというふうに述べられました。

ぜひ所期の目的達成に向けてしっかりやってい

ただきたいと思います。 

  国交省によりますと、老朽化したインフラの

割合は、2020年で橋が30％、トンネル22％、港

湾施設21％、河川管理施設10％になるというこ

とであり、インフラの老朽化は全国で進んでお

り、災害時のリスクとなっていると言われてお

ります。多くは高度成長期の1960年から70年代

に整備され、建設から50年が老朽化の目安とさ

れ、2040年には、橋で75％、港湾の66％、トン

ネルの53％が該当するということです。 

  ここで、平塩橋を考えてみますと、平塩橋は、

耐震性の面では要件を具備しているのかもしれ

ません。しかし、あの橋は車同士が離合できな

い橋です。こういった橋が緊急時に動脈として、

果たして使いものになるのでしょうか。こうい

った観点からも、平塩橋の早期架け替えの必要

性があると言えるかと思います。 

  市長は、市政運営の要旨で、大雨などの災害

対策などのインフラ整備を進め、住みやすいま

ちづくりを目指すと述べられました。災害が発

生するたびに、インフラの重要性が焦点となり

ます。よろしくお願いいたします。 

  能登半島地震で、孤立集落の数をほぼ特定で

きたのは、生存率は急激に低下するとされる、

災害発生から72時間が迫った４日朝だったそう

です。今回は備えの甘さも問われているという

ことです。 

  石川県の地域防災計画は、能登半島北方沖の

地震が起きた場合、被害はごく局所的で、災害

度は低いと推定しておりました。人口約２万

3,000人の輪島市は、非常食を数千人分しか備

蓄しておらず、発災初日でなくなったというこ

とでした。 

  交通網が脆弱で、自衛隊の十分な配備が望め

ず、物資の備蓄も進んでいない地域は全国に多

いそうで、過疎化や高齢化が進む中、地震大国

日本が同様のケースに再び直面する可能性はあ

るということです。 

  備蓄と避難所に関しては、先ほど太田陽子議

員の質問への答弁でいただいておりますので、

現状はおおむね承知いたしました。備蓄計画の

見直し等、いろいろなケースを想定して、想定

外というようなことがないように、計画の見直

し、立案をお願いしたいと思います。 

  今回の地震では、情報、道路が寸断され、初

動が阻まれました。孤立集落ができた輪島市で

は、職員約280人のうち、元日に登庁できたの

は約50人だったそうです。市立輪島病院では震

度５強で、約200人いる全職員が参集する想定

でしたけれども、今回は職員も被災、崖を乗り

越えて４時間かけてやってきた看護師もいたが、

参集できたのは、元日出勤の医師・看護師を含

め約30人だけだったということです。 

  本市は大丈夫なのでしょうか。本市職員の災

害発生時の参集基準についてお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 災害発生時におきます職員の行

動マニュアルというのがありますが、それでは、

勤務時間外の参集については、自分や家族、そ

れから近隣住民の安全確保というものを最優先

にして、自分の家屋と周辺の建物に閉じ込めら

れた人の救出、それから初期消火を行った上で、

災害の規模に応じて、定めた基準によって登庁

するというマニュアルになっております。まず

自分の家族、周辺を優先するということでござ

います。 

  震度６弱以上の場合ですと、市では災害対策

本部を設置をいたします。それは全職員を挙げ

て応急対策に当たる体制を想定しているところ

でございますが、その際は、車での参集は、交

通渋滞でありますとか復旧活動の障害になるお

それがありますので、車での参集は避けて、公
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共交通機関でありますとか、バス、バイク、自

転車、徒歩などによって、安全を確認しながら

速やかに職場に参集してもらうということにな

っております。できない場合は、地区公民館な

ど最寄りの市有施設に参集して、指示を仰ぐと

いうふうになっているところでございます。 

  今、震度６弱以上の場合を申し上げましたが、

なお、震度３の場合は、防災危機管理課、ライ

フラインを担当する建設管理課、上下水道課及

び財政課の職員が参集をする。それから、震度

４の場合は各課の課長などが参集、震度５弱か

ら震度５強の場合は各課の係長以上の職員が参

集する基準になっております。 

  能登半島地震では御案内のとおり、道路寸断

などによってマニュアルどおりの登庁ができな

かった状況があるわけであります。そういった

ことを踏まえて、災害時の身の回りの状況を的

確に報告するとともに、ふだんから市有施設へ

の経路でありますとか、日常の通勤手段以外の

方法などについても、職員は考慮していくよう

指導しているところでございます。 

  いずれにしても、市の職員が震度７強の地震

があったときに、どの程度参集できるかという

のは、なかなか読めないところがあるわけであ

りますけれども、こういうマニュアルを事前に

周知しながら、そして、その場合に備えながら、

いろんな準備をしていくことによって、できる

だけそういう参集の可能性の高い職員を募って

いくというふうになろうかというふうに思いま

す。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 やはり何かあったときには、こ

の役所がしっかり対応するというのが基本にな

るかと思いますので、今、市長が述べられたよ

うな参集基準というものを、過去の事例等をよ

く参考にしながら、見直し等も含めてしっかり

詰めていっていただきたいと思います。役所に

来ても誰もいなかったという状況では、やっぱ

り市民の方が困るでしょうから、そこはよろし

くお願いしたいと思います。 

  次に、倒壊した家屋や家具などの災害廃棄物、

災害ごみについてです。 

  災害ごみは処理進まず、木造倒壊が大量で人

手も不足している。家屋倒壊が相次ぎ、ごみの

量は膨大だが、焼却施設の停止、道路の寸断、

人手不足が重なり、１か月がたっても瓦礫がま

ちを覆っている景色が変わっていない。処理の

遅れは復旧・復興を妨げる。他自治体との広域

連携による早期対処が望まれるとありました。 

  災害ごみの量を見てみますと、石川県で年間

ごみ排出量の約７年分に相当し、珠洲市は132

年分、輪島市は31年分、能登町は46年分、穴水

町は96年分という災害ごみの量だそうです。放

置されれば、復旧・復興の足かせになる。海上

輸送も実施して、県内外の処理施設でも処理す

ると石川県では言っております。本当にこの数

字を見ると、もう天文学的な数字というふうに、

私は驚きました。 

  こういったごみの件は、広域行政組合の所掌

になるのかもしれませんが、特に答弁は求めま

せんが、市でも災害廃棄物処理計画というのを

2021年に策定をしております。このような状況

を教訓として、見直す必要があるかもしれませ

ん。 

  次に、消防団充実の必要性についてです。私

は12月定例会でも消防団について質問いたしま

したが、改めて質問したいと思います。 

  本市消防団は、定員626人に対し、充足率は

97.9％と非常に高いことを確認いたしました。

しかし、今回の能登半島地震に際しての新聞の

見出しは、「過疎地、消防力に限界」として、

住民でつくる消防団は人手も機材も十分ではな

い。団員が、私らじゃ助けられないと消防署に

電話をかけたが一向につながらない。珠洲市の

ある地域の団員は定員割れの15人で、連絡も取

り合えない極限に近い状況下で、一緒に動けた
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のは数人だけで、消防にも頼れなかったとあり

ました。ある消防団員は、それでも何とか救え

なかったかと、今も無力感を拭えずにいるとい

うことです。あと１メートル、命救えず、道路

寸断、消防援助隊阻む、48時間後やっと現場に

といった言葉が強烈なインパクトをもたらしま

した。 

  奥能登広域圏事務組合の消防署長は、同組合

の消防署員は計166人であり、災害時は50分団

に計約1,000人いる消防団が頼みの綱と言って

います。救える命を救おうと必死だったが、人

も資機材も足りなかったと振り返っています。

発生当日、分署を含め39人で、３割超は参集で

きなかった。過疎地の消防力不足を露呈したと

指摘され、石川県と中部圏の援助隊の隊員は、

道路寸断で参集できない事態は思いもしなかっ

たと話しているそうです。 

  静岡県でも伊豆半島を抱えており、危機感を

持っているということでした。 

  本市の場合は、地理的に陸の孤島と化すよう

な可能性は低いと考えますが、やはり頼みの綱

は消防団です。私は、消防団の充実は、単なる

数字上のものではなく、実態を伴った精強な組

織にするべきだと考えます。 

  １月に寒政クラブと公明クラブで、愛媛県松

山市の消防団について行政視察する機会を得ま

したので、ここで概要を紹介いたします。私と

しては、特に以下の４つが印象的でした。 

  愛媛県松山市は人口50万人の都市ですが、14

年連続で団員数が増加しており、機能別消防団

の充実強化にも大変力を注いでいることが分か

りました。 

  松山市消防団の特性は、１つが女性消防団員

の積極的な活用。女性分団を組織し、また女性

副団長もいるということです。定員2,464人の

うち女性団員が212人、実に8.6％を占めており

ます。特に高齢化が進む過疎化島嶼部、要は離

れ小島ですね、では、アイランド・ファイヤー

レディースとして、平成24年４月から採用して

おります。 

  ２つ目は、郵政消防団員（ファイヤー・ポス

トマンチーム）です。郵政職員、要は郵便配達

をする職員の方ですけれども、郵便物の配達に

より地域の事情に精通していることから、活動

を災害情報の収集や本部への連絡、危険箇所の

巡視などに限定し、平成17年４月から採用を開

始しております。現在43人体制ということです。 

  ３つ目が、大学生等消防団員です。専門学校

生も含んでおり、避難所運営活動に従事し、未

来の防災リーダーになることを期待して募集を

しております。実際に消防署に入った者もいる

ということでした。寒河江市の場合、大学、専

門学校がありませんので、これはちょっと無理

なのかなという気もしますけれども、学生等消

防団員活動認証制度というのもあり、就職活動

を支援するという制度もありますので、考えて

もいいのかなと思います。 

  ４つ目が、事業所消防団員です。日中の消防

力低下を補完するため、就業時間中の活動に限

定した機能別消防団員を採用し、地域の防災力

の強化を図るというもので、松山市にある企業

の従業員でつくる消防団員です。作業服に企業

のロゴもついております。今２つありまして、

ネッツトヨタ瀬戸内チーム、これは平成18年12

月からで10名、フジファイヤーチーム、これは

スーパーマーケットで、平成21年12月から11名

といったところにあり、この４つは大変すばら

しいなと私は感じました。目のつけどころ、発

想もすばらしいなと感じました。 

  他方、６日、松本総務大臣が、減少が続く消

防団員の確保に向けた取組を強化するよう、全

国の都道府県知事と市区町村長に文書で要請い

たしました。能登半島地震で被災地の地元消防

団が重要な役割を果たし、地域住民同士の助け

合いがいかに重要か痛感したとしています。 

  文書では、能登半島地震の発生後、地元消防
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団員が消火や倒壊家屋からの救助に当たったと

指摘。南海トラフ地震などの大規模災害に備え、

消防団を中心とした地域防災力の強化を求めて

います。 

  団員確保を後押しするため、国としても、消

防団の活動を総務大臣が表彰する制度を新設し、

ドローンの活用など、団員の負担軽減につなが

る各消防団の事例集を作成したことも紹介して

います。 

  先ほど紹介した愛媛県松山市の消防団の充実

化への取組や総務大臣書簡を踏まえて、本市と

して、消防団のさらなる充実についてどのよう

に考えるかお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御案内のとおり、能登半島地震

では、被災地の消防団が地域住民の命と安全を

守るべく、懸命に活動されている姿が毎日映し

出されていることが印象的であるわけでありま

すけれども、そういう状況の中で、全国的に見

ると、依然として消防団員が減少しているとい

うことと、十分な体制を構築していくことが、

やっぱりどうしても、こういう状況を踏まえれ

ば不可欠だということで、先ほど議員からもあ

りましたが、２月の６日に入団の促進と消防団

員のモチベーション向上に取り組むよう、改め

て総務大臣から通知がなされたところでござい

ます。 

  寒河江市におきましても、消防団の充実強化

ということについては、これまでも様々な取組

を進めてきたわけでありますけれども、やはり

その中で重要なのは２つあるかと思います。基

本的には、やっぱり団員を、ある程度きちっと

した人数を確保していくということと、やはり

資質の向上をしていく、要するに訓練などを通

して資質を高めていくということが大きく２つ

重要なのではないかというふうに思っていると

ころであります。 

  日頃から西村山消防本部などと十分連携をし

ながら、災害対応や人命救助のための研修会、

訓練などを実施をしているわけでありますけれ

ども、本年度実施いたしました市の防災訓練の

中で、救出・救助訓練などをさせていただきま

したが、消防団員と消防署員が役割を分担して、

効率的に対応する。瓦礫の下敷きになった車両

からけが人の救出・救助などを行って、応急処

置訓練などをしていく、そういう取組をさせて

いただいているところであります。 

  やはり限られた団員、それから限られた人数

の中で、きちっと役割を果たしていくための連

携、消防団と消防署員が日頃からの訓練を充実

をして取り組んでいくということが大事かなと

いうふうに思います。 

  それから、もう一つの大きな課題であります

団員確保でありますけれども、なぜ団員が増え

ていかないのか、減っていくのかということが

言われるわけでありますけれども、一つはやっ

ぱり団員の負担が高い、大きいのではないかと

いうことがあります。そういった関係があって、

市のほうでも、消防団とも十分検討を加えて、

市の消防の操法大会を、実施をこれまでしてき

ましたけれども、その見直しを行ってやめて、

より実践的な研修会に切り替えております。そ

ういったことが団員からも好評を得ているとい

うふうになっております。 

  それから、なぜ若い人が消防団に目を向かな

いのかということを考えると、家族の方が、周

りの方が、なかなか消防団に子供を入れること

について、もろ手を挙げて賛成をしないという

ような状況もあるというふうに思います。そう

いった意味で、市民の皆さんに、この消防団の

役割というものを改めて理解をしていただくと

いうことが大変大事かなというふうに思います。 

  今回、柴橋地区で防災訓練と小学校の親子行

事を連携をして、消防団員が防災教育に当たる

などという行事をさせていただいたところ、子

供たちにとって、消防団の活動を知ってもらう
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ことについて、大変結果的によかったなどとい

うことを聞いているところであります。そうい

った地道な活動、消防団についての住民の皆さ

んの、市民の皆さんの理解をさらに深めていく

という取組を進めていかなければならないとい

うふうに思います。 

  議員からは、松山市の消防団の取組などお話

しをいただきましたが、例えば女性消防団の充

実、寒河江市でも女性消防団はいらっしゃるわ

けでありますけれども、さらに充実をしていく。

それから、事業所の消防団などということで、

機能別の消防団の確保・充実などということは、

大変我々としても参考になる内容だというふう

に思いますので、その点については、消防団の

ほうとも十分話合いをさせていただきながら、

寒河江市消防団のさらなる充実に向けて取り組

んでいかなければならないし、団員一人一人が

やりがいを持って活動できるような環境がつく

れるよう、体制の強化を図っていきたいという

ふうに考えているところであります。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 まさに市長が今答弁されたとお

りだと思います。団員をしっかり確保しないこ

とには、資機材を十分運用できないという状況

になりますし、資質の向上は当然必要です。や

っぱり一番問題なのは、家族の理解ということ

ですかね。この辺がどう対応していくかという

のは難しい問題かもしれませんけれども。ほか

に仕事を持ちながらの団員活動となりますので、

そこをしっかり理解してもらえるような形でＰ

Ｒして、家族の理解を得られるような方法を考

えていただきたいと思います。 

  私は、今、松山市の例を申し上げましたけれ

ども、ほかにもいろいろ成功している先進地が

あるのかと思いますので、その辺も参考にしな

がら、ぜひ今後取り組んでいただきたいと思い

ます。 

  最後に、今回の能登半島地震からは、3.11と

は違った教訓が得られたと考えますが、市長は

どのような教訓が得られ、今後どのように取り

組んでいきたいとお考えかお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほども申し上げましたけれど

も、能登半島地震については、災害の状況につ

いては、いまだ復旧途中であります。本格的な

検証はこれからという段階でありますので、教

訓というにはまだ早い状況かというふうに思い

ますが、現時点において認識しているところを

申し上げたいというふうに思います。 

  ２か月がたっておりますけれども、先ほど来

ありますが、いまだ１万8,000戸が断水をして

いる、１万1,000人以上が避難をしているとい

うのが大きい印象かなというふうに思います。

それはどういうことかというと、やはり避難者

が１万1,000人いるということは、家屋が倒壊

をしているわけでありますので、そういったと

ころをどうしていくのかということと、また、

断水などについても、どういう備えをしていく

のかということが大変重要になってくるんだと

いうふうに思います。 

  現在の本市の耐震化率、住宅の耐震化率は

86％と、ある程度高いわけでありますけれども、

まだまだ100％にまで至っていないわけであり

ますし、水道管の幹線管路の、基幹管路の耐震

適合率44.4％というわけでありますから、まだ

まだ十分ではないというふうにも思いますから、

そういうところをやっぱりきちっと備えていく

ということが、寒河江市にとって大変重要なこ

とかというふうに思います。 

  それから、先ほど来ありますけれども、関連

死をできるだけなくしていく、下げていく。ス

トレスのない避難所生活を送っていくために、

準備をしていく、備えていくということも大変

重要なことかというふうに思いますし、そのた

めには、今日いろいろ議論ありましたけれども、

備蓄品なども含めた必要物資の円滑な供給、そ
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れから、安全で安心して生活できるような避難

所の環境確保というのが大変重要かというふう

に思います。 

  テレビなんかで見ていると、断水によって避

難所でのトイレ使用が困難になった状況などが

ありますので、寒河江市では、先般、２月の19

日に、仮設トイレのレンタルを専門に扱う市内

の事業者と災害協定を結ばせていただきました。

そういったところで、いざというときに備えて

いければというふうに思っているところであり

ます。 

  ３つ目は、やっぱり孤立集落が発生をしてい

るわけでありますけれども、市内でも孤立化を

できるだけ防ぐような取組、例えばルートの確

保でありますとか、孤立する可能性のある地域

の住民の安否確認のための通信手段の充実、そ

れから、もちろん備蓄品の配備充実などという

ことについても、改めて検討していかなければ

ならないというふうに思っているところであり

ます。 

  本当に元日からということでありますけれど

も、我々としては災害時などを含めて、いつ発

生するか分からない状況でありますので、いざ

というときにしっかりと耐えるように備えてい

く、そして、寒河江市民の人命を守るというこ

とを最優先にして、防災・減災のためのハード、

そしてソフト両面での対策を講じていくこと、

それが我々行政の大変大きな役割ではないかと

いうふうに認識をしているところであります。 

○柏倉信一議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦議員 いろいろ考えておられるのが分

かりました。 

  仮設トイレのレンタル業者との協定なんかと

いうのは、非常にいいお話かなと思ってお伺い

しましたけれども、やっぱりトイレも非常に災

害とか起きた場合は重要になりますので、ぜひ

いろんな面から検討していただいて、前向きに

進めていただければと思います。 

  寒河江市は、能登半島とはまた地理的な状況

も違いますので、被害の形態も当然違ったもの

になってくると思いますけれども。しかも寒河

江市は本当に災害の少ないまちです。そういう

ことに慢心することなく、安全安心のためには

いろいろ進めていかなければいけないと思いま

すので、市長にはぜひ100年都市寒河江に向け、

４万市民の安全安心のための各種施策を、後顧

の憂いのないよう、国や県とタイアップして着

実に進めていただくことをお願いして、私の一

般質問を終わります。 

  改めて、能登半島地震の被災地の早期復旧・

復興をお祈りして、私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。 

 

佐藤耕治議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号８番について、８番佐

藤耕治議員。 

○佐藤耕治議員 寒政クラブの佐藤耕治です。本

日最後の一般質問となります。よろしくお願い

いたします。 

  能登半島地震で被災されました皆様に、心よ

りお見舞い申し上げます。被害を受けられまし

た皆様の安全と、一日でも早い平穏な生活に戻

りますことをお祈り申し上げます。また、ボラ

ンティア活動に御尽力をいただいている全ての

方々へ感謝とお礼を申し上げます。 

  早速、一般質問をさせていただきます。 

  通告番号８番、熊から市民の生命と農作物を

守るために。 

  このたびの一般質問は、散歩中、熊に遭遇し

た方の話や農作物被害に遭われた方々と、農作

業に怖くて畑に行きたくない、行かないでくれ

といったことなどの話をお聞きしまして、一般

質問に至ったものです。 

  昨年は、全国で熊の出没が過去最多となって

おり、人的被害も令和６年１月末現在、死傷者
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218人、うち死亡者６人となっております。 

  市内の出没状況では、白岩地区をはじめ、留

場、幸生、田代、谷沢、清助新田、慈恩寺、松

川地区と、西部地区が大半を占めております。 

  昨年11月14日現在で、ツキノワグマ22頭、イ

ノシシ31頭が捕獲されており、前年の３倍以上

となっております。寒河江市鳥獣被害対策実施

隊24名の皆様に感謝とお礼を申し上げます。 

  昨年の出没状況を踏まえて、寒河江市ではど

のように捉えているのか、市長の御所見をお伺

いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市の昨年のツキノワグマ

の出没状況でありますけれども、６月に中山間

地において、さくらんぼの樹体被害、それから

食害が発生いたしました。それを皮切りに、そ

の後、桃やリンゴなど、11月まで果樹の被害が

継続的に確認されているところであります。 

  こうした農業被害の報告を受けて、寒河江市

鳥獣被害対策実施隊に出動の要請をして、被害

現場を確認の上、有害鳥獣の捕獲を実施してき

たところであります。 

  この実施隊の出動件数でありますけれども、

昨年の４月から11月までで41件であります。前

年度は18件でありましたから、比較して２倍以

上の件数となっております。 

  また、この間の捕獲頭数、先ほどありました

が、22頭であります。これも前年度の７頭に比

べて３倍以上となる捕獲頭数となっているとこ

ろであります。 

  ツキノワグマの個体数については、寒河江市

では独自に調査を行っておりませんが、県全体

の推定生息頭数というのは、令和４年度で

2,053頭と公表されています。そういうことか

ら、寒河江市におきましても相当数が生息して

いるものと推定をされるところであります。 

  昨年の被害件数が増加して、急増しているわ

けでありますけれども、これには様々な要因が

あるというふうに言われております。県からは、

ツキノワグマの餌でありますブナの実が不作で

あるとの注意喚起が出されたところであります

し、また、中山間地におきましては、人口減少

による遊休農地の増加、それから、山の下刈り

などの除草管理が十分でない状況が増えている

ことなどから、緩衝地となる里山のエリアが減

少し、ツキノワグマの生息圏が人間の生活範囲

に近づいたことなども増加の一因ではないかと

いうふうに考えられているところであります。 

  議員御指摘のとおり、農業被害のみならず、

住宅地への出没による人的被害も増えているわ

けでありますので、今後も引き続き、有害鳥獣

に対する被害防止対策を実施していかなければ

ならないというふうに考えているところであり

ます。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 ただいま市長のほうから答弁を

いただきましたけれども、本当に個体数そのも

のが県全体というよりも、私が農業を始めても

う45年ほどなりますけれども、猟友会の方々、

さくらんぼシーズンには２回ほど猟友会を頼ん

で、火薬の臭いがすると１週間ほど熊が寄って

こないという話があった中で、１回から２回に

延びた経過もございます。今の仲間の方々も、

70代、若い人で69歳というふうな形になってお

りまして、山に登るのもすごく大変だなという

方々が実際猟友会の方にいらっしゃいます。 

  そんな中で、本当に耕作放棄地も出ながら、

どうやって対策を講じていけばいいかなという

ことからすれば、本当に山間地で農業できなく

なるおそれからすれば、まだまだ熊が増えてく

るのかなと。 

  当然、雪が降らなくなってしまえば、鹿の増

加も増えてきます。そうすれば熊はもっと里の

ほうに下りてくるというふうな生態的なことも

言われている中で、本当に大変だなと思ってい

ますので、ぜひ今後も県と連携をしながら、そ
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して、情報を的確にしていただきたいと思いま

す。 

  続きまして、通告番号の（２）になりますが、

先ほども言いましたけれども、猟友会につきま

しては、大変、寒河江市の鳥獣被害防止計画が

出されておりまして、その中で、鳥獣の捕獲活

動には、寒河江市鳥獣被害対策実施隊の24名の

方々がいらっしゃいますが、昨年の出没状況が

大変多いことから、猟友会の出動回数も多くな

り、猟友会の人員不足が問題になっていると私

は捉えておりますが、市長の御所見をお伺いい

たします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 実施隊、現在24名の隊員で構成

をされておりますけれども、この隊員の選出に

ついては、市の要綱に基づいて、山形県猟友会

西村山支部から推薦を受けた猟友会のメンバー

を隊員として任命をさせていただいております。 

  隊員の数が足りないんではないかというよう

な御質問でありますけれども、近隣の自治体の

状況を見ますと、本市の隊員数は決して少ない

わけではないようでありまして、昨年の出動状

況から見ても、それほど不足はないというふう

に認識をしているところでありますが、ただ、

今後これからまた有害鳥獣が増えていく、それ

からニーズが増えていくということを想定され

るんであれば、必ずしも十分なのかということ

は疑問に思うところがないわけではありません。 

  以上であります。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 現在のところ不足していないと

いうことでございますけれども、今年もそうな

んですけれども、今年がまれなのかどうか分か

りませんが、熊が休眠していないというデータ

もあって、１月も被害が出されておる中で、こ

れから熊の出没が多くなって、そして実施隊の

人数が増員するためには、どのようにしたらい

いかなというふうなことを考えれば、本当に高

齢者の方が山に登ること自体がまず難しい、体

力的に難しい。では、当然、視力関係も老眼が

関わってくれば、なかなか難しいということも

あります。実質そうなってくると、若い青年の

方々が、必要性が出てくると思われます。 

  当然、専門職ですることというのは、大変難

しいことだと、私は思っているところなんです

けれども、その中でも熊が増えて、そして人員

が足りなくなった場合には、狩猟免許取得経費

の全額免除や、そして猟友会等の現場の特別報

酬を手厚くすることで対応がなされると私は考

えますけれども、市長の御所見をお伺いいたし

ます。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 猟友会のほうからも、今御指摘

ありましたとおり、会員が高齢化している、そ

れから、新規会員の獲得に苦慮しているという

話は十分伺っているところであります。 

  市としても、将来の実施隊員確保を視野に入

れて、補助制度を設けて、新規狩猟免許取得等

補助金というのがありますが、新規会員増加に

向けた支援をしているわけでありますけれども、

ただ、お聞きをすると、猟銃の取得であります

とか、動物の捕獲などに抵抗がある方も結構い

らっしゃるということで、狩猟免許取得者が増

えないというような要因になっているというふ

うにも聞いているところでありまして、我々と

しては、有害鳥獣対策の重要性というものを引

き続き周知をしていく必要があるというふうに

認識をしているところでございます。 

  それから、出動の際の報償でありますけれど

も、実施隊が現地確認や見回り、捕獲等で出動

をした場合は、件数に応じて出動の報償を支出

させていただいております。 

  昨年中の延べ出動回数は1,222回というふう

になっております。それだけ隊員の皆さんには

御苦労をおかけしたわけでございます。 

  出動報償の額については、各自治体が定めて
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おりますけれども、寒河江市におきましても、

近隣の自治体の状況に考慮しても、比べて遜色

のない平均的なものになっているというふうに

考えております。 

  そのほか、市独自の取組として、猟友会に対

して、猟友会員の狩猟技術向上支援補助金とい

うものを設けております、射撃場などを使った

狩猟技術の向上への支援というものを行ってい

るところであります。 

  現在、活動中の事故や、けがなどに備えて傷

害保険に加入していただいておりますけれども、

来年度はこれに加えて、損害賠償保険の追加な

どをさせていただいて、補償面の充実を図って

いきたいというふうに考えているところであり

ます。 

  いずれにしても、隊員の確保については、今

後とも猟友会の皆さんとも十分相談をさせてい

ただきながら、取組を進めていきたいというふ

うに考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 今後猟友会の会員の皆さんと相

談をしながら進めていくということで、本当に

１年間で1,200回を超す回数というのがすごく、

当然、暑い、寒い、暗い、様々な条件下で働い

てくださいますので、手厚い支援をお願いした

いと思います。 

  市でも、熊に対しては、民家や国道付近の開

けた場所でも目撃が相次いでおり、市では地区

内での広報、巡回、注意喚起、看板設置、防災

無線による放送、学校等への注意喚起を行って

おると聞いております。 

  有害鳥獣の出没を防止するため、家の周りの

草刈りや樹園地、畑などへの電気柵の設置も進

めており、市では電気柵導入の補助金も整備し

ておるところであります。 

  続きまして、（３）農作物被害対策について

お伺いしたいと思います。 

  農作物を収穫するまでには長い年月がかかり

ますし、材料費や人件費などのコストもかかり

ます。せっかく手間暇かけて育ててきた農作物

を鳥獣によって荒らされるのは、生産者にとっ

ては大きな痛手であります。 

  現在の対策として、寒河江市鳥獣被害対策実

施隊と農家の方自ら、園地に電気柵を設置が実

施されている状況と認識しております。 

  電気柵を推進するために、説明会を通じて地

域ごとに実施するとの計画でありますが、区域

が広範囲に及ぶことから、寒河江市で公的に電

気柵設置を考えてはどうでしょうか。市長の御

所見をお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 電気柵の整備については、ツキ

ノワグマ、それからイノシシ、その他の有害鳥

獣にも防止効果が見込めるということで、先ほ

どお話ありましたが、市でも電気柵の導入に対

する支援、それから電気柵の設置運用方法を理

解していただくための研修会など行ってきたわ

けでありますけれども、議員からは、公的に整

備をしたらどうかと。要するに、市で全部整備、

補助ではなくて整備をしたらどうかと、こうい

うお話かというふうに思いますが、これは出没

頻度の高い地域などで、自治体が電気柵を整備

をして、そして地域の皆さんが維持管理を行う

ということなのではないかというふうに理解を

するわけでありますけれども、こうしたことを

進めていくには、設置場所とその効果などにつ

いて、専門家の御意見をいただきながら進める

必要があるというふうにも思いますし、地元組

織による維持管理、それから安全確保、漏電防

止のための除草作業でありますとか、感電防止

の注意喚起などが必要だというふうになります

ので、それから、設置場所の提供などについて

も了解をいただくなどということで、多くの皆

さんの協力が必要かというふうに思っていると

ころであります。 

  なかなか一朝一夕にはいかない場面もあろう
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かと思いますが、一方で、山形県のほうでは、

有害鳥獣被害防止対策推進事業というのを設け

ておりまして、この中では、地域がまとまって、

侵入防止柵、電気柵も含めて、侵入防止柵を設

置する場合、100％の支援を受けることができ

る事業があるということでございます。寒河江

市でも、２地区においてこの事業を活用した事

例があるわけでありますので、ぜひ地域がまと

まっていくと、こういう公的な整備が可能だと

いうことでありますので、その積極的な取組に

ついて、ぜひ御検討いただければなというふう

に考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 100％の補助ができるというこ

とで、地域の方々が、皆さんが同意することを

私もすごく願っています。 

  私がこれ公的にということで思ったのは、昔

は、このエリアまで、道路まで、こっちは畑、

ほとんどの方が耕作している。やっぱり耕作放

棄地が出たということは、無作為に残ってしま

う。じゃあ作っている人はみんなで協力するん

ですけれども、耕作放棄地の方々が同意するか

というこの問題があったり、もう寒河江市には

住んでいなくて、違うところにいるということ

などもございますので、その辺も含めて、地域

の方々と十分検討していただいて、できるだけ

100％の補助対象になるように推進していただ

きたいと思っているところであります。 

  続きまして、（４）になりますけれども、人

的対策につきましてお伺いしたいと思います。 

  今年は全国で熊の出没が相次いでいることか

ら、国は関係省庁による連絡会議を昨年10月に

開催し、熊の出没や被害の状況を共有してきま

した。 

  本市においても目撃情報があり、今後増える

ことが予想され、餌を探し求めて市街地に出没

するアーバンベアに対して、不安に思う市民を

安心させ被害を防止するために、人的対策の現

状についてお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 人的な被害への対策ということ

でありますが、現状を申し上げますと、住宅地

周辺でツキノワグマの目撃情報があったり、ま

た、足跡やふんなどを発見した場合には、付近

にまだ潜んでいるおそれが、可能性があります

から、警察署、消防署をはじめ、小中学校、そ

れから保育所、町会長など、関係各所に速やか

に連絡をさせていただいております。 

  あわせて、担当の職員が現場に向かって、

様々な情報収集を行っておりますし、また、状

況に応じて注意喚起の看板を設置をしたり、住

民の皆さんの安否確認などもその都度させてい

ただいているところでありますし、また、目撃

情報があった地域の町会長さんからの要請によ

って注意喚起の広報車を回すということもさせ

ていただいておりますし、必要に応じて、防災

行政無線なども使って広報を行っているところ

であります。 

  そのほか、有害鳥獣を誘引する、誘う原因と

なる生ごみなどもですね、その放置などもそう

いう要因になりますから、注意喚起をしていた

だく。それから、野菜とか果樹の取り残しなど

も、そこを目がけて来るということがあるわけ

でありますので、そういう取り残しをなくすよ

うにしていただくということを、市報あるいは

ホームページなどで注意喚起をお願いをしてい

るというふうになっております。 

  今、対策を申し上げましたが、非常に原始的

と申しましょうかね、アナログ的な対策であり

ますけれども、これが一番やっぱり効くという、

これをないがしろにしてはいかんというふうに

思っているところであります。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 本当に熊の生態、朝から晩まで、

夜行動する熊、日中も普通にしてしまう熊、昔

から今現在まで、本当に生態系が変わってきて
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いるのかなと。本当に万が一、人的被害が起き

たということからすれば、本当に誰しもが困る

わけですけれども。 

  これが果たして、万が一ですけれども、最悪

の場合、直接的な被害を受けてしまった場合、

あったとしましょう。野生動物ですから、一般

的な事件や犯罪とは異なります。被害を賠償し

てもらうとか、慰謝料を請求するだとかの責任

を追及することは、当然できません。被害を受

ける前に、まずは対策をすることが最重要であ

ります。 

  続きまして、通告の（５）に入りたいと思い

ます。ドローンを活用した被害防止対策につい

て。 

  平成30年第４回、イノシシの対策について一

般質問をさせていただきました。ＩｏＴを活用

した見守りによる負担低減の取組を提案させて

いただきました。 

  今まで熊に対してわなや電気柵などを土地に

設置することで、少しでも農作物被害を減らそ

うと努力してきましたが、大きな効果まで得ら

れていません。また、近年、住宅や市街地に熊

の出没が急増しており、野生動物による被害が

後を絶ちません。 

  そこで、より効率的、効果的な鳥獣対策を目

指し、ドローンを使った取組が行われておりま

す。ドローンを使って鳥獣被害から守る方法と

して、一つに、熊、鳥獣を監視する。土地が広

大なほど人力で調査を行う場合、多大な労力と

時間が必要です。ドローンを使えば、高所から

土地の撮影、監視が可能になります。 

  一つに、飛行音で熊、鳥獣を追い払う。ドロ

ーンは、プロペラが搭載されているので、プロ

ペラの回転する飛行音があります。ドローンが

接近するだけでも、野生動物にとっては未知の

音が聞こえるため、追い払うことができます。

さらに、ドローンに搭載されたサーチライトや

超音波装置などを照射することで、熊や鳥獣の

警戒心が高くなり、一目散に逃げていく可能性

があります。 

  一つに、空中からの農薬散布。農作物を育て

る過程で、農薬散布を実施することで、病虫害

防除が広く知られていますが、鳥獣を寄せつけ

ない用途もあります。無人ヘリコプターによる

農薬の空中散布やドローンによる空中散布があ

ります。 

  一つに、ドローンを使って自動巡回で威嚇す

る。ドローンにはＧＰＳが搭載できるため、飛

行中に現在位置の特定が可能です。そのため、

巡回、監視する場合、飛行ルートを設定して自

動飛行させることができます。自動巡回させる

ことで、操縦者の負担を軽減し、熊や鳥獣の威

嚇になるので、効率的、効果的な追い払いが期

待できるでしょう。 

  一つに、可視カメラや赤外線撮影で熊、鳥獣

の行動パターンを分析。赤外線センサーを搭載

した機体であれば、夜間撮影も可能です。その

ため、熊、鳥獣の監視を時間にとらわれずに行

うことができます。熊、鳥獣の行動パターンを

分析し、被害の防止につながるのではないでし

ょうか。 

  これまで対策では、わなや電気柵などを耕作

地に設置して、多大な労力、コスト、時間が必

要でした。ドローンを活用し普及していくこと

で、農作物被害の拡大防止と人的被害を起こさ

ないためにも必要と私は考えますが、市長の御

所見をお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 議員御指摘の、ドローンを使用

しての有害鳥獣の監視、それから追い払いなど

について御提案がありましたが、こうしたドロ

ーン技術の活用、それからＩＣＴの活用の可能

性などについて、寒河江市におきましても試験

的に実証事業を行ってきております。 

  ドローンによる赤外線カメラでの鳥獣生態調

査でありますけれども、昨年、幸生地区にて実
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施をさせていただきました。付近の森林に生息

する獣類を確認などをすることができたところ

であります。 

  それからまた、有害鳥獣捕獲用のわなを設置

をしてするわけですけれども、そのわなを監視

するための通信用のカメラを設置をして、わな

の有効性、運用状況など、それから、付近にど

ういった獣類が徘回しているかなどを、写真や

映像で確認もしたところであります。 

  こうした実証事業の結果としては、一定の有

効性が認められたところでありますが、例えば、

通信用のカメラなどについては、やっぱり有害

鳥獣の被害が多い中山間地周辺については、な

かなか電波が届きにくいなどというケースもあ

って、使用範囲が限られてしまうというような

こともあって、今後その技術的な進歩、それか

ら運用環境の整備状況などを見ながらですね、

注視しながら、その導入などについて検討して

いく必要があるなという感じをしておりますが、

いずれにしても、大変有効な方法、活用、ドロ

ーンの活用は有効だというふうに認識をしてお

りますので、今後もそういう導入についても検

討していきたいというふうに考えているところ

であります。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 ドローン活用で、１台、２台、

エリア的にするとやっぱり広範囲に及ぶので、

白岩地区、高松地区とか地区地区単位で使用で

きたら効率性も上がるのかなと思っているとこ

ろで、ぜひ検討しながら、予算のほうも組んで

いただきたいと思っているところであります。 

  本当に全国的に熊による人身被害が多発して

おり、今年、環境大臣が２月８日に、熊の捕獲

を支援対象とする指定管理鳥獣に追加すると発

表しました。指定管理鳥獣となれば、県が行う

捕獲などが国からのお金でできるようになりま

す。 

  令和６年度の県の山形県環境エネルギー部の

有害鳥獣被害防止対策の推進予算では、２億

1,968万円が計上されており、県と連携をして、

市民の安全と農作物被害に遭わぬよう願ってお

ります。市長の御所見をお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 佐藤議員御指摘のとおり、今年

の２月、環境省において、ツキノワグマを指定

管理鳥獣にしていくということになって、現在、

省令改正に向けての意見募集を行っているとい

うふうに聞いております。 

  あわせて、自治体に対して、ツキノワグマを

指定管理鳥獣にした場合、必要と見込まれる対

策事業のメニュー案を示して、意向調査を行っ

ており、この中には、生息分野に関するモニタ

リング調査や被害防除対策、現場の見回りや捕

獲なども含まれるというふうに聞いているとこ

ろであります。 

  市としては、今後、国の対策事業のメニュー

が決まった後、県で実施をする事業内容が示さ

れるというふうになろうかと思いますので、そ

ういった国や県の動向を注視しながら、そして、

県とも十分連携を図りながら、本市に必要な被

害防止対策の導入を進めていきたいというふう

に考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 大変力強いことで、ぜひ人的被

害と農作物被害が遭わぬように私も願っており

ます。そして農家の皆さん、そして子供たち、

お年寄りの方も、本当に熊には注意喚起をする

ということが、個人個人が頭の中に、体にしみ

ついていないと、誰かが助けてくれるだろうで

はやっぱり想定外になってしまいますので、ぜ

ひその辺も注意喚起をお願いいたしまして、私

の一般質問を終わります。ありがとうございま

した。 

 

   散    会    午後２時４１分 
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○柏倉信一議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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   議事日程第３号      第１回定例会 

   令和６年３月７日（木）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第３号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○柏倉信一議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第３号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○柏倉信一議長 日程第１、引き続き一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。 

 

 一般質問通告書   

 令和６年３月７日（木）                        （第１回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの地域づ

くりについて 

 

 

 

（１）本市の地域づくりの基本的な考え

方について 

（２）地域力が向上する具体的な取組に

ついて 

（３）今後の地域おこし協力隊の活用予

定は 

（４）今後の集落支援員の活用予定は 

（５）令和６年度における地域づくり推

進のための取組について 

２番 

佐 藤 政 人 

 

市 長 

 

１０ 

 

 

 

いのち支える寒河

江市自殺対策計画

（案）について 

 

（１）中学３年生の自殺報道について 

（２）児童生徒がつらい時や苦しい時に

は助けを求めてよいことを学ぶ教育

（ＳＯＳの出し方に関する教育）に

１０番 

渡 邉 賢 一 

市 長 

教 育 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

 

 

 

 

 

 

１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

物流業界のいわゆ

る「2024年問題」

とコロナ禍後の地

域公共交通等のド

ライバー不足に伴

う市民への影響に

ついて 

ついて 

（３）児童生徒が命の大切さを実感でき

る「いのちの教育」やいじめ防止対

策について 

（４）こころのサポーター（ゲートキー

パー）の養成講座について 

（１)流通体制見直しによるさくらんぼ

等の鮮度低下の懸念や物流コスト値

上げによる農業経営への影響につい

て 

（２）深夜営業を含むハイヤー業や運転

代行業のドライバー不足によるサー

ビス低下と運賃値上げによる市民へ

の深刻な影響について 

（３）第二種免許取得経費の補助による

人材確保について 

（４）いわゆる「白タク行為」で業界団

体から強く反対されている「ライド

シェア」問題について 

 

 

 

 

 

 

市 長 

 

 

１２ 

 

 

 

 

 

 

１３ 

令和６年度当初予

算における商工会

の要望について 

 

 

 

 

ＡＥＤ（自動体外

式除細動器）を夜

間も使用可能にす

ることについて 

（１）消費喚起策のプレミアム商品券発

行事業の継続実施について 

（２）当初予算における観光事業インバ

ウンド促進対策による商業活発化に

ついて 

（３）企業の人材育成に係る支援につい

て 

 ＡＥＤを24時間使用可能にすることに

ついて（24時間営業のコンビニに設置

を） 

６番 

安孫子 義 徳 

市 長 

 

 

 

 

 

 

市 長 

 

１４ 

 

学校教育 

 

（１）コミュニティ・スクールの活動現

況 

（２）学力向上支援員と特別支援教育支

援員の状況 

（３）不登校児童生徒への対応策 

１５番 

荒 木 春 吉 

教 育 長 

 

 ※表内の文字表記は実際の通告書に基づき掲載しております。 
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佐藤政人議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号９番について、２番佐

藤政人議員。 

○佐藤政人議員 壮風会の佐藤政人です。 

  この冬は、過去に例を見ないほど暖冬でした

が、なごり雪とでもいうのでしょうか、先日の

重い降雪にはいささか驚きましたが、着実に春

の足音が聞こえてまいりました。 

  春の足音とともに、野生動物の動きも活発化

しており、熊は冬眠を忘れたようで、各地で目

撃されております。本市でも注意が必要かと思

います。 

  また、先日、人生初野生のニホンジカを目撃

しました。近所の方の話では、つがいで見たな

どという情報もあり、繁殖をしていると思われ

ております。 

  鹿が増えると熊やイノシシが追いやられ、ま

すます人里に近づいてくるという話も聞いてお

ります。自然豊かということだけでは片づけら

れなくなってきているようで、非常に危機感を

覚えております。異常気象に鳥獣被害と、今年

も大いに悩まされてしまうのかなと危惧してお

ります。 

  さて、本市では、佐藤市長が初当選以来、地

域づくりを積極的に推進してまいりました。田

代、幸生地区から始まり、地域づくり事業への

助成などは継続され、市民にはある程度地域づ

くりの考えが根づいてきたのかなと思っており

ます。 

  私は、長年地域づくりの現場で活動させてい

ただきました。その中で、集落支援員や地域運

営組織の立ち上げ等も経験させていただきまし

た。しかしながら、まだまだ地域が自力で立ち

上がるには至っておりません。 

  以前より、地方分権や地方再生、地方創生と

叫ばれる中、加速度的に進む少子高齢化、人口

流出、様々なところで起きている後継者不足、

それに伴い農村部では耕作放棄地の増加、中山

間地域の荒廃、鳥獣被害の増加、限界集落、消

滅集落の危機、中心市街地では空き店舗や空き

家、更地の増加など、大変多くの課題を抱えて

おります。 

  また、全国的に町会長などの成り手不足から、

町内会の解散をするところや、新興住宅地や集

合住宅の住民の中には町内会不要論さえも唱え

られるようになりました。行政サービスが行き

届かなくなる地域が増えてくるという現実を突

きつけられてきております。疲弊していく地方

都市はどのように生き残り、存在し続けること

ができるのでしょうか。 

  国では、昨年、地域力の創造、地方の再生と

うたい、政策を打ち出しております。地域力と

いう言葉は、国をはじめ多くの自治体や組織で

既に使われており、その定義も様々です。 

  例えば北海道では、行政をはじめ、住民や自

治会、ＮＰＯ、企業など、地域の様々な人々が

協力し合いながら身近な課題を解決したり、地

域を活性化させる力のことを地域力と定義して

おります。 

  これからの地域づくり活動は、この地域力を

活用し、地域自らが稼ぐことが重要と私は考え

ております。 

  通告番号９番、これからの地域づくりについ

てお伺いしたいと思います。 

  まず初めに、本市の地域づくりの基本的な考

え方について市長にお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  佐藤政人議員から地域づくりということで御

質問をいただいておりますけれども、地域づく

りについては、御案内のとおり、本市のみなら

ず全国の自治体において大変重要な政策課題に

なっているわけであります。 

  地域づくりというのは、住みよい地域社会を
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構築するため、住民が主体となって地域課題を

解決していく活動や取組であるというふうに一

般的に言われているわけであります。 

  また、佐藤議員からは、地域力というお話を

いただきましたが、この地域力というのは、地

域における多様な人材のネットワークであって、

その絆によって育まれる前を向く力だというふ

うに私は思っているところであります。 

  近年、少子高齢化が進んで、人口減少社会と

いう進展があるわけでありまして、そういうこ

とによって社会経済の状況が大きく変化をして

いる。そういうことを背景にして地域の課題と

いうものも多様化しているわけであります。地

域住民、それから行政の力だけでは、課題を解

決していくことが大変難しくなっている状況に

あるわけであります。 

  そういうことで、行政や住民、それから企業、

様々な主体がお互い力を合わせて向かっていく、

協働していくというんですかね。それから、自

ら考えて決定をして実行していくという、言わ

ば住民自治の進化と再構築というのが必要な時

期になっているのではないかというふうに感じ

ているところであります。 

  そういう状況の中で、これからどうしていく

かということになると、その地域の課題という

ものを共有して解決方法を検討するための協議

機能と、それから実際取組を実践するための実

行機能というものを、２つの機能を併せ持つ地

域の運営組織の形成というものがやはり重要に

なってくるのではないかというふうに思います。 

  そういう意味で、市としては、引き続き地域

を運営していく、組織化も含めて、それぞれの

地域の実情に合った取組を支援していくことで、

さらに地域づくりを進めていきたいというふう

に考えているところであります。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 住民自治という、今お答え、言

葉を市長のほうから出していただきましたけれ

ども、やはり住民自ら考える力がないと地域づ

くりというのが進まないというのは、私自身も

実際に体験して考えておったところです。今後

は、そういった住民自治をしっかりとサポート

していただければと思っております。 

  さきにも申し上げましたが、地域力という言

葉には、様々な立場の人たちが力を合わせて身

近な課題を解決していくということを、今市長

もおっしゃられたとおり意味することと思いま

す。今こそ様々な枠組みを超えて横のつながり

を強化し、それぞれの地域に合った地域づくり

を目指すべきと考えております。 

  次の質問としまして、地域力が向上する具体

的な取組についてお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 まず基本は、地域の持つ力とい

うものを知ることだというふうに思います。具

体的な取組として、例を申し上げるならば、そ

れぞれの地域の状況というものを把握する。例

えば、若年人口でありますとか、生産年齢人口、

老年人口の将来の予測、さらには高齢化率、出

生率、高齢者の独り暮らしの世帯の割合、それ

から三世代同居率などという様々な観点からそ

れぞれの地域の特性というものを把握する。そ

れを数値化して、グラフ化して見えるようにし

ていく。見える化というんですかね、今で言え

ば。そして、その課題を把握できるような地域

のカルテなどを作成していく。そのカルテを基

にして、課題解決のための方策などについて、

それぞれの地域で話合いを進めてもらうという

ことが取り組む一つの方策としてあるのではな

いかというふうに思います。言わば、地域の健

康診断なのではないかというふうに思います。 

  そして、この話合いの中で、それぞれの地域

が目指すビジョンを地域の中で共有していただ

いて、ビジョンに沿って、まずは取り組みやす

い事業から始めていただく方法もあるのではな

いかというふうに思います。初めから高いとこ
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ろを目指すとなかなか士気が上がりませんから、

できるところからやっていく、そして士気を高

めていくということが必要なのではないかとい

うふうに思います。 

  前に、第６次振興計画をつくった際に、それ

ぞれの８つの地域ごとに、ワークショップなど

をしていろんな地域の課題、それから解決方法

などを地域の皆さんで話し合っていただいて、

それを振興計画の冊子の一番後ろのほうに、地

域ごとにそれをまとめたものを載せている、そ

ういう取組などというのは大変有意義な取組な

のではなかったかというふうに思います。 

  いずれにしても、地域づくりの推進、それか

ら地域力向上のためには、地域の中でそういう

機運を醸成し、地域づくりに関わっていく人を

増やしていくことが何よりも重要なのではない

かというふうに思います。 

  それぞれの地域、状況や課題も様々でありま

すので、市といたしましては、地域の皆さん自

らがそういう自分の地域をどういうふうに考え

ていくか、そしてどういう取組をしていくか、

決定し実行するということを最優先に重視をし

て様々な支援をさらに進めていきたいというふ

うに考えております。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 今市長のほうから地域のカルテ

というお言葉が出てきました。この地域カルテ、

非常に有効になるのかなと思っております。や

はり寒河江市内のいろんな地域で地域課題って

全て違うと思っております。その中で、何を優

先させるべきかということを地域の人たち自ら

が決めていくという、そのステップとしてこう

いった取組が必要なんではないかなと思ってお

ります。 

  地域力向上には、地域運営組織がキーポイン

トになってくると思います。そこで、私が注目

したいのが農村型地域運営組織、通称農村ＲＭ

Ｏというそうですが、山形県でも令和６年度の

予算要求で、農村地域の活性化に向けて農村型

地域運営組織形成の支援を決めているようです。

ぜひ、本市でも研究していただき、導入を目指

していただきたいと思います。 

  地域力の向上は、地域資源を活用すること。

その資源というのは、歴史、食、自然、人、文

化、そして様々な企業、組織を結びつけ、地域

力の向上を目指す。これが地域力の向上になっ

ていくのかなと思っております。 

  さて、地域づくりには以前からよそ者、若者、

ばか者が必要だと言われており、その代表格と

して地域おこし協力隊が重要な役割を果たして

きたと思います。本市においても、これまで採

用してきたと思いますが、どのような成果があ

ったでしょうか。 

  総務省の資料で、都道府県単位での地域おこ

し協力隊の定着率が発表されておりますが、令

和４年度の山形県における任期終了後定着率は

62％、全国平均でも65％となっているようです。

本市については、残念ながらここまでの定着率

ではないと思っております。 

  現在、本市には、農業分野に２名、教育分野

に１名、まちづくりに１名の協力隊が着任して

おりますが、いろんな分野でもっと多くの協力

隊がいてもよいのではないでしょうか。 

  次の質問としまして、今後の地域おこし協力

隊の活用予定をお願いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 地域おこし協力隊のお話があり

ましたけれども、御案内のとおり、地域おこし

協力隊の制度というのは、実際の協力隊員、そ

れから受け入れる地域、それから行政、それぞ

れが三方よしの取組であるというふうに言われ

ております。 

  具体的には、地域おこし協力隊の方は自身の

才能や能力を生かし、理想とする暮らしや生き

がい発見ができ、地域ではよそ者、若者の斬新

な視点を受け入れ、地域に大きな刺激を与える
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ことができ、また行政ではできなかった柔軟な

地域おこしを推進し、それに伴い、人が集うと

いうことによって地域の活性が図られるという

ことであります。 

  寒河江市では平成25年度に地域おこし協力隊

を初めて導入して、これまで16人の方が着任を

しております。現在、任期終了後も３名の方が

市内で活躍されておられるということでありま

す。 

  先ほど来、定着率というお話がありましたが、

そういう意味では若干低いのかなというふうに

思っているところであります。 

  現在は４名の方より活動をいただいていると

ころでありますが、来年の当初予算では農業分

野で２名の方を増員する予定としているわけで

あります。 

  今後においても、地域づくりをさらに進めて

いくためには、行政や地域の力のみならず、こ

れまでにない柔軟な発想や斬新なアイデアを持

つ地域おこし協力隊の力というのはどうしても

必要な場合が多々生じてくるというふうに思っ

ているところでありまして、その期待は大きい

ものがあるというふうに思っております。 

  そういう意味で、市としては引き続き地域お

こし協力隊の新たな分野での活動というものを

検討しながら、任期中の活動が充実し、任期終

了後も寒河江市に定着できるような環境づくり

というものも進めていきたいというふうに考え

ているところであります。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 現在４名の方で、次年度は２名

の方を採用予定ということのようでございます

が、国のほうでは全国的に１万名を目指してい

るということで、この地域おこし協力隊の活用

を促すような施策がされていると思われます。

ぜひ、多くの人材を確保して地域づくりに協力

していただければなと思っております。 

  せっかく縁があって地域おこし協力隊として

活動してもらうわけですので、やりがいのある

活動を最大限頑張ってもらって、任期が終わっ

ても活動ができる環境をしっかりと地域と共に

後押ししていただきたいと思います。 

  最近の地域づくりの成功事例では、必ずしも

よそ者、若者、ばか者ばかりが活躍しているわ

けではないそうです。地域づくりの成功の鍵は、

精神的な若者が地域のリーダーになるべきと言

われているようです。 

  地域には、人生経験豊かで若者の気持ちが分

かる方は、実はたくさんいるのではないかと思

います。精神的な若者を発掘して活躍の場を与

えることが地域力の向上につながり、地域づく

り成功の鍵となるのではないでしょうか。 

  そこで、重要な役割を持ってくるのが集落支

援員制度だと思います。当然ながら地域おこし

協力隊が任期を終え、定住した際の活動の一つ

ともなるとは思いますが、地域内にも対象とな

る人材がいると思います。 

  私自身、本市の集落支援員として活動させて

いただき、地域と行政の橋渡し役として関わら

せていただきました。その中で感じたことは、

地域の課題を住民と共有し、将来のあるべき姿

をしっかりと示し、実現に向けて活動すること

ができるのが集落支援員ではないかと思います。 

  本市では、現在１名の集落支援員が活動して

おりますが、地域づくりの核になる人材として

もっと配置すべきと考えております。 

  そこで、次の質問として、今後の集落支援員

の活用予定をお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま議員からは、集落支援

員、行政と地域の橋渡し役というお話をいただ

きましたが、まさにそのとおりというふうに思

いますし、集落支援員につきましては、地域の

実情に大変詳しく、集落対策の推進に関して知

見を持っている方が行政と連携し、集落の維持、

活性化に取組を進めていただくということにな
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っているわけであります。 

  全国では、令和４年10月末現在で、専任の集

落支援員の方が1,995名、それから自治会の代

表などその他の業務と兼ねて集落支援を行う兼

任集落支援員が、3,183名という方がいらっし

ゃるというふうになっております。 

  寒河江市におきましては、これまで佐藤議員

をはじめ、３名の方より御就任をいただいて地

域づくり活動の支援を行っていただきましたが、

先ほどお話のとおり、現在は醍醐地区の１名の

方のみというふうになっております。 

  先ほども申し上げましたけれども、今後地域

の特性、課題を解決していくためには、その特

性などを数値やグラフで見える化をして、地域

カルテを作成して、各地域で話合いを進めてい

ただきたいというふうに我々は考えているわけ

でありますので、集落単位で地域づくりのお手

伝いをしていただくということは、集落の維持

と活性化に大いにつながっていくというふうに

も考えられますので、集落支援員の積極的な活

用というものを今後まさに地域の皆さんと共に

考えて進めていければというふうに思っている

ところであります。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 集落支援員制度は、ボランティ

アではないので、やはりしっかりと働けるベー

スができていると思いますので、そういったと

ころも市民の方に知らせていくことがこの集落

支援員制度を理解していただける一つの方法か

なと思っております。 

  平成20年度に創設された集落支援員の活用は、

先ほどの市長のほうからもあったように、全国

では年々確実に増えております。ただ、残念な

がら、本市においては、まだそこまで増えてい

ないというのが現状です。せっかく活用できる

制度なので、もっと活用していただきたいと思

っております。 

  さて、地域が立ち上がるためにも地域力の向

上が必要です。地域おこし協力隊や集落支援員

といった旗振り役のほかに、断然必要な力が住

民力と思います。内閣府の資料では、住民自身

の自立的な力の発揮を住民力としております。 

  この住民力の発揮において、地域住民や民間

主体の意識改革、組織化を進める指導者といっ

たコアとなる人材が必要不可欠で、活動を継続

させるためには、リーダーを支え、事業運営を

行える専門家的人材をうまく活用できることが

必要と言われております。 

  地域おこし協力隊や集落支援員を活用し、地

域に様々な変化を起こし、それが地域に広がっ

ていき、地域が立ち上がり、稼ぐところまで到

達すると、本当の意味の地域づくりとなるので

はないでしょうか。 

  最後の質問として、令和６年度における地域

づくり推進のための取組についてお伺いしたい

と思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 佐藤議員から住民力というお話

をいただきましたけれども、地域づくりの推進

には、やっぱり住んでおられる方の意識改革、

それから、組織を進める上でコアとなるリー

ダー、さらには、そのリーダーを支え、事業に

関わっていただく方を増やしていくと。関わる

人を増やしていくということが大変重要だとい

うふうに思います。そういう意味で、御指摘の

とおり、地域づくりは人づくりであるというふ

うに考えているところであります。 

  このために、各地域において地域づくりの必

要性、そして地域でどういうことができるかと

いうことを理解していただくことが大変重要で

あって、先ほど申し上げましたけれども、いろ

んな情報を分かりやすくデータ化して見える化

をしていく、さらには御指摘のような外からよ

そ者の方、地域おこし協力隊の方、それから専

門的にやられる集落支援員の方などのノウハウ

なども生かしながら地域に活力を与えていくと
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いうふうにしていくことが大変重要だというふ

うに思いますし、また市役所においても、来年

度、これは前から設けている制度なんですけれ

ども、市職員が各地域の活動をサポートする地

域担当職員制度、担当職員制度というのを設け

ておりますから、ぜひ来年度はこの充実強化を

していくつもりでありますし、さらには地域づ

くり活動を支援するための地域コミュニティ活

性化推進事業費補助金というのもありますけれ

ども、その内容を拡充をしていくつもりであり

ます。 

  その拡充の一つでありますけれども、先ほど

お話がありましたが、専門的な地域づくりアド

バイザーなどの外部講師を招聘して、地域の

ワークショップなどを通して、地域コミュニテ

ィーの活性化、それから住民相互の交流促進を

図るための支援なども、その補助制度などを使

っていただいて取り組んでいただくようなこと

を来年度考えているところであります。 

  そういう意味で、今までの取組にさらにいろ

んな刺激を与えて地域を活性化していく、外部

の目から見た地域のよさなども発見していただ

く、そして住民の皆さんがやりがいを持って地

域づくりに取り組んでいただけるような環境を

つくっていくということを進めていきたいとい

うふうに思います。 

  それから今後、地域において地域づくり活動

を展開していく上での拠点というのは既存の地

区公民館があるわけでありますけれども、寒河

江市にはコミュニティセンターというものも設

置をしているわけであります。そういう意味で、

既存の公民館の枠組みでいくのか、コミセン、

コミュニティセンターに移行して地域づくりを

進めていくべきなのかなどということも、我々

としてはワークショップの中でいろいろ議論を

していただきたいなというふうに思っています。 

  そういう地域の話合いの結果を踏まえて、市

全体のコミュニティセンターの推進計画なども

取りまとめていきたいというふうに考えて、そ

ういう思惑も来年我々のほうでも持っているわ

けでありますけれども、ぜひ地域の中で様々な

話合いを進めていく年にしたいなというふうに

思います。 

  第６次振興計画も４年目に来年なるわけであ

りますけれども、その次は５年目、５年目とい

うのは最終年ですけれども、最終年は新たな計

画を準備する年になってきますから、そういう

意味で、地域ごとの様々な話合い、取組という

のは大変重要な意味を持つのではないかという

ふうに考えているところであります。 

○柏倉信一議長 佐藤議員。 

○佐藤政人議員 やはり地域づくりのベースとな

る、核となるのが、情報、データになるのかな

と思いますので、そのデータ化をいち早く見え

る化していただくことで、それぞれの地域がど

んな課題で、どういう方向に向かっていけばい

いのか、おのずと見えてくるのかなと思ってお

ります。 

  また、令和６年度では地域コミュニティ活性

化事業ということで、今までの事業をリニュー

アルするというようなイメージを受け取ったん

ですけれども、しっかりと地域の方向性を住民

自らが決められる組織づくりをぜひ進めていっ

ていただきたいと思います。 

  地域が元気になれば、それぞれの地域の魅力

が向上するはずです。我々の住んでいる地域を

自慢できることが、この先も残り続ける地域だ

と思います。ぜひ、多くの知恵と勇気と行動力

を発揮できる地域づくりの体制をつくっていた

だきたいと思います。 

  以上で私の一般質問を終わりたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

渡邉賢一議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号10番、11番について、
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10番渡邉賢一議員。 

○渡邉賢一議員 立憲民主党、さわやか・立憲ク

ラブの渡邉賢一でございます。 

  まず、能登半島地震によって亡くなられた

方々に改めまして哀悼の意を表しますとともに、

御遺族と被災された方々に心からお見舞い、お

悔やみを申し上げます。 

  東日本大震災から間もなく13年。仏教での十

三回忌にもなりますが、今回の能登半島地震で、

当時の悲痛、悲惨な状況を思い出しました。特

に、私は、宮城県女川原子力発電所同様、この

能登半島の原子力発電所事故が起きなかった奇

跡に胸をなで下ろしています。 

  震源地となった能登半島には、発災時には稼

働していなかった志賀原発、そして予定が覆さ

れて地元の住民から反対されて建設されなかっ

た珠洲原発の２つでございます。もしも原発が

再稼働していたら、もしも建設された原発が重

大な事故を起こしていたら、大量の放射線が一

気に拡散していたら、福島と同じ最悪の運命を

たどっていたと言われております。 

  さて、世界に目を向ければ、ロシアによるウ

クライナ侵略戦争から２年が経過し、またイス

ラエルとパレスチナ自治区ガザ地区のイスラム

組織ハマスとの終わりの見えない戦争によって

多くの市民の命が犠牲になりましたが、命の尊

厳を無視する大量虐殺に渾身の怒りを禁じ得ま

せん。 

  年末年始から今月まで、こうした非常な状況

にもかかわらず、岸田政権の政治不信のニュー

スがずっと続いています。自民党派閥の政治資

金パーティーに関わる裏金事件の報道、いわゆ

る政治と金の問題について、先日の政治倫理審

査会では説明責任を果たされず、同じことがま

た繰り返されるであろう。確定申告の今、開き

直って「税金は納税しません」と平気で答えて

いる安倍派の幹部にも市民が激怒しているのは

当然のことではないでしょうか。 

  国政選挙や地方選挙で裏金が使われたのでは

ないかと言われていますが、一刻も早い全容解

明と関係した自民党議員の政治責任を果たすこ

とが政治の信頼を取り戻すことの第一歩である

というふうに思います。 

  もう一つ、今日は公立高校の高校入試の日で

ありますが、若者の政治参加について企画した

議会広報委員会、私も所属しておりまして、委

員の申合せで、この場でその報告の一部もして

ほしいというふうなことでしたので、母校の県

立寒河江高等学校生徒会の皆さんと意見交換で

多くの貴重な御意見を拝聴いたしましたので、

それも御報告いたします。 

  寒河江高校は、最近のニュースでは、今日の

高校入試の倍率が２年連続定数割れと、今月の

１日ですか、卒業した生徒は148名という少な

さに驚き、嘆かずにはいられませんが、今回私

のグループでは、本市のよい印象の主なものと

して、「伝統行事やお祭りなどイベントがたく

さんある」、「自然が豊かで長岡山から見る景観

がすばらしい」、「人が優しくラーメンがおいし

い」などでした。 

  次に、よくない印象としては、「放課後に寄

り道したくなるところがない」、「祭り以外は静

かでフローラ・ＳＡＧＡＥにも図書館にも魅力

がない」、「天童や山形からのアクセスが不便」、

「暗い駅前の街灯をつけてほしい」、「レジャー

施設や宿泊できるところが少ない」、「つつじ公

園や公共施設など遊歩道の手すりがない。バリ

アフリーではない」などでした。 

  長陵タイムズという学校新聞が６年連続県で

最優秀に輝いていることもありまして、地方紙、

全国紙を読んでいる生徒が多く、本市の小中学

校統合についても高い関心を持っておられまし

た。特に、中学校１校統合計画について、「あ

り得ない」と驚いておりました。また、地元の

生徒が少ないのは、多数が、山形市内の新校舎

の私立高校の人気が高いこともありますが、
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「寒河江高校の冷暖房や照明の節電で学習環境

が劣悪」、「長陵亭という学生食堂が昨年からな

くなってしまったこと」、「学校周辺にコンビニ

エンスストアをはじめお買物できる店がないこ

と」、「トイレが今も和式で苦痛なこと」など不

満を持っておられました。 

  最後に、本市の未来について、７割くらいの

生徒さんが天童や山形から、市外から通学して

いるわけですけれども、左沢線やバスの通学時

に目に入る風景からの残念ながら傍観的・抽象

的な願望もありましたけれども、一方で、「本

市をしっかり探求し、ないものをねだって嘆く

よりも、今ある伝統文化や自然景観、さくらん

ぼなどの特産品やラーメン、そばの食文化など、

もっともっと磨き上げ、さらに広報宣伝すべき

だ」という核心をついた御意見もございました。 

  私は、45年前にこの母校の生徒会で議長させ

ていただいた経験もございますが、今回の意見

交換で、後輩たちの一言一句に当時の自分と重

ね合わせてとても心強く思った次第でございま

す。 

  今定例会におきまして、新年度予算、新年度

新規事業で、若者の声がどれだけ反映されてい

るか、本市の未来の礎となる若者にどれだけ先

行投資できているのかどうかの視点で、今回御

質問させていただきます。 

  通告番号10番について、今月は自殺対策強化

月間でありますが、本市の自殺対策について、

通告番号11番、過労死対策などで来月から時間

外労働時間の上限の短縮が行われる労働基準法

改正、ドライバーなどの労働力不足が叫ばれて

いる中で、いわゆる2024年問題の２点について、

通告順に御質問をさせていただきたいと思いま

す。 

  いのち支える寒河江市自殺対策計画（案）に

ついてでございます。 

  これは先日の県議会でも委員会で議論された

ようでございます。 

  １つ目、中学３年生の自殺報道についてでご

ざいます。 

  厚生労働省は、今月を自殺対策強化月間とし

て自殺防止に向けた集中的な啓発活動を実施し

ております。昨年の自殺者数は、暫定値で総数

が２万1,818人、小中高生の自殺者数が507人で

あり、いずれも高い水準となっているのでござ

います。 

  昨年12月19日に開催された本市の教育委員会

で、教育委員の皆さんの発言は全くなく、無言、

一言もなく、議論なしで学校施設整備計画が決

定された、まさにその日の３日後でございます。

12月22日に、２年前の2021年12月、市内の当時

中学３年生が自殺したとの記者会見が夕方のニ

ュースで放送されました。歳末の夜、市民の間

に驚愕の激震が走ったのでございます。極めて

重大な事件が２年前に発生し、この第三者委員

会の調査結果が昨年６月15日に報告されていた

ことも明らかになりました。 

  ここで、お亡くなりになった生徒の御霊に衷

心より哀悼の誠をささげますとともに、御遺族

の皆様に謹んでお悔やみ申し上げます。 

  ここでお尋ねしますが、なぜ半年も発表され

なかったのか。さらに、御遺族との対応に問題

はなかったのか。前軽部教育長の突然の辞任も

関係しているのかどうか。市民は、この報道を

受けてとても心配しているのでございます。 

  教育長の記者会見及びホームページの公開ま

での事実関係をお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 おはようございます。 

  市内の中学生が自ら命を絶つという痛ましい

出来事が起きてしまい、亡くなられた生徒さん

に謹んで哀悼の意を表しますとともに、御遺族

の方々には心からお悔やみを申し上げます。 

  今御質問にありました記者会見及びホーム

ページの公開までの経緯についてお答えいたし

ます。 
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  まずは、詳細調査委員会設置に至る経緯につ

いてです。 

  重大事態の発生に対し、当該中学校において

は背景調査を行い、令和４年２月23日に基本調

査報告書を作成し、教育委員会と御遺族に報告

しております。 

  この基本調査報告書では、当該生徒に対する

いじめの事実が認められていましたが、いじめ

と自死との関係についての記載はなく、いじめ

により自死したとの御遺族の訴えを検証するた

め、第三者による詳細調査委員会を令和４年６

月24日に設置したところです。 

  詳細調査委員会では、関係者全員の生命及び

人権の尊重を最優先とする方針を確認し、その

上で、再発防止に向けた提言を行うことを目的

としていじめに関する調査を行っております。 

  御遺族の御意向と調査を行う過程での生徒の

自殺の連鎖を起こしてはならないという詳細調

査委員会の方針により、非公開で進められてま

いりました。 

  令和５年１月に詳細調査委員会が実施した関

係者への聞き取り調査で確認した結果、調査報

告書を公表しても関係者の生命を危険にさらす

可能性がなくなったと判断し、また御遺族から

調査報告書の公表の同意を得られたことから、

記者会見及びホームページでの公開となりまし

た。 

  なお、公開版の調査報告書の内容について、

御遺族と慎重に検討を進めてきた結果、12月の

公開となったところであります。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 今、教育長のほうからございま

したけれども、この公開された調査結果では、

自殺した背景にいじめがあったと疑われたため、

学校が調査して、2021年の７月から10月まで、

亡くなった男子生徒とその生徒の交際相手、こ

のお二人に対して、２人の友人から無視された

り、「死ねばいいのに」などと２人が聞こえる

ところで話すなどのいじめがあったというふう

な記載でございました。 

  また、いじめがあり、法令に基づく重大事態

というふうに認定したんだけれども、死亡との

因果関係は認めず、いじめが解消されたとして

も抑止できたとは言えないというふうな結論で

ございました。 

  当初、御遺族は、自死の事実を周囲に知られ

たくないというふうな意向だったということで

すが、詳細調査委員会では、自殺の連鎖を起こ

してはならないという方針から慎重に、今御答

弁あったように、慎重に調査を進めてきたとい

うことは十分理解できることです。 

  ただ、これまでの経過を踏まえ、御遺族との

関係もあるわけですけれども、教育長は今後ど

のようになされるお考えかお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 詳細調査委員会の報告書で

は、いじめがあったことは確認されましたが、

いじめが重大事態につながったと言えるような

明確な因果関係が存在すると言えるような情報

は得ることができなかったというふうにされて

います。 

  ただし、友人関係のあつれきが孤立感につな

がっていった可能性は否定できないともされて

いるところです。 

  また、受験を控えた学年の生徒特有の学業に

おけるプレッシャーなど本来の自分自身の心情

や悩みを吐露することができない状態であった

可能性も考えられるというふうにされておりま

す。 

  自死については、個人の判断や責任の問題と

することなく、広く社会の問題として捉える必

要があるというふうに考えております。社会に

生きる私たち一人一人が自死対策の本質が生き

ることへの支援であるということを認識して命

を支え合い、誰も自殺に追い込まれることがな

いような、そういった社会の実現に向けて予防
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に取り組まなければならないというふうに思っ

ております。 

  今回の公表の目的は再発防止にあります。教

育委員会としましては、二度とこのような悲し

い出来事を起こさないよう、調査報告書におけ

るいじめの重大事態の予防、早期発見、対応に

ついての提言を踏まえ、学校等における具体的

な取組を進めてまいりたいというふうに考えて

いるところです。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 県内で起きた重大事態というと、

天童市、あと酒田市、今酒田市は係争中だとい

うふうにお聞きしているんですけれども、見舞

金とか補償のところなども市民はちょっと関心

を持っておられましたので、その辺もお伝えし

たいと思いますし、コロナ禍で、受験生、そし

てＳＮＳをふだん使っているというふうな状況

に置かれている中でのいじめとか、そういう交

友関係、複雑な交友関係などもあったかと思い

ますけれども、ぜひ、今教育長のほうからもあ

りましたけれども、今後に向けての取組をしっ

かりと強化していただきたいというふうなこと

が市民の願いでもございます。 

  そこで、市長にお伺いします。 

  教育現場で学ぶさがえっこたちが悩みを抱え、

誰にも相談できずに追い込まれ、二度とこうし

た悲劇が繰り返されないためにも、安全・安心

の学校生活を十分保障し、再発防止を徹底する

必要があると思います。市長はどのようにお考

えでしょうか。御所見をお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 このたびの件におきまして、か

けがえのない命を守ることができなかったこと

は大変痛恨の極みでございます。亡くなられた

生徒さんに謹んで哀悼の意を表しますとともに、

御遺族の方々には心からお悔やみを申し上げる

次第であります。 

  市としても、今後も教育委員会と連携をしな

がら、それから地域の皆さんと共に子供を守る

対策というものを改めてしっかりと講じていか

なければならないということを肝に銘じた次第

でございます。 

  先ほど、議員からもありましたが、寒河江市

では今年度策定中でありますけれども、いのち

支える寒河江市自殺対策計画の第２期の計画を

策定中でございますが、その重点施策の第１と

して、子ども・若者の自殺対策というものを位

置づけているところであります。 

  児童生徒のＳＯＳの出し方、どこにどう助け

を求めればいいのか。つらいときや苦しいとき

は助けを求めてもよいということを学ぶ教育を

推進していかなければならないということで進

めております。 

  そのことで、子ども・若者が問題の整理や対

処方法を身につけることができれば、それが生

きることへの促進要因となって、例えば学校で

直面する問題や、その後の社会人として直面す

る問題にも対処する力、生きていくための一生

の力、ライフスキルというものを身につけるこ

とにもつながっていくものというふうに考えて

いるところであります。 

  学ぶ教育を進めていくことで、ライフスキル

を身につけていけば、今後、皆が自分自身を大

切にして、そのことが相手を大切にする心を養

っていき、そしてひいては再発防止につながり、

お互いを思い合える寒河江市民に成長していく

のではないかというふうに考えているところで

あります。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 今佐藤市長からもありましたが、

児童生徒がつらいときや苦しいときは周りに助

けを求めていいんだよというふうに、いわゆる

ＳＯＳ教育というんだそうですけれども、ＳＯ

Ｓの出し方に関する教育、これをもっともっと

推進していくべきだというふうに思います。 

  先ほど触れました天童の重大事態については、
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中学１年生の女子生徒、ＳＯＳサインを４冊の

ノートに書き記していたというふうなことが御

遺族の公開した資料で明らかになりました。 

  ソフトボール部に所属していた彼女は、部活

動でキャッチボールをする友達がいない。もう

孤立していたというふうなことを天童の友人か

らもお聞きしました。いじめを受け、悩みを抱

えている児童生徒が教員や保護者に限らず、い

つでもどこでも相談できる環境をもっともっと

つくっていかなければならないというふうに思

います。 

  先日、11月18日、ハートフルセンターで、

「子どもからのＳＯＳの受け止め方講演会」、

これが開催されたというふうなこともお聞きし

ております。ぜひ、今回の重大事態を踏まえ、

ＳＯＳ教育のこれまでの検証、あとこれからそ

ういうふうに受け取る側の教職員や保護者、地

域の関係者の研修について、どのようにお考え

かお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 児童生徒が命や暮らしの危機に

直面したときに、誰にどうやって助けを求めた

らよいのかの具体的かつ実践的な方法を学ぶと

同時に、つらいときや苦しいときには助けを求

めてもよいということを学ぶＳＯＳの出し方に

関する教育というのは、令和４年度から準備期

間を経て、令和５年度に学校側と市の健康増進

課が連携をして、県のモデル事業として市内１

校において、専門講師によるＳＯＳの出し方・

受け止め方教育を実施したところであります。 

  それを皮切りにしてＳＯＳの出し方教育を希

望した小中学校に同様の講座を開催したところ

であります。 

  講座を受けた後のアンケートでは、「悩んだ

りつらい気持ちになったときには誰かに相談し

ようと思う」との答えが多くあったということ

でありますので、この講座の開催の成果はあっ

たのではないかというふうに考えているところ

であります。 

  こうしたことを受けて、引き続き学校側と連

携を図りながら、令和６年度におきましては、

今年度未実施の市内の全小中学校で、ＳＯＳの

出し方・受け止め方教育の開催を計画している

ところでありまして、こうした事業を通じて積

極的に取組を進めていきたいというふうに考え

ているところであります。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 今ほど新年度は未実施の全校に

ついて実施をするというふうなことでありまし

たので、ぜひ、これを推進していただきたいと

いうふうに思います。 

  もう一つ、児童生徒が命の大切さを実感でき

る「いのちの教育」についてでございます。あ

と、いじめ防止対策のさらなる推進です。 

  私の同級生が仙台でスクールカウンセラー兼

スクールソーシャルワーカーをしておりますけ

れども、最近の傾向をお聞きしながら先日意見

交換をしました。 

  経済開発機構ＯＥＣＤにおいて、生きる上で

の必要な３つの能力を定義していますけれども、

この３つの能力、キー・コンピテンシーという

んだそうですけれども、この育成が非常に重要

だというふうにおっしゃっていました。 

  その３つというのは、１つが状況に応じた

ツールの活用。いろいろ学んで自分の引き出し

からどうやって課題について解決するためとい

うことで、そのツールを活用できるかどうか。 

  ２つ目が、コミュニケーション能力。これは

やっぱり経験が蓄積していかないと駄目だとお

っしゃっています。 

  あと、最後の３つ目は、自律的活動について

です。言われたからやる、マニュアルに書いて

あるからやる、教えられたからやるんじゃなく

て、自分からどれだけ自律的に、自発的に活動

できるかどうかの、この３つなんだそうです。 

  これは、先日テレビでやっていました星 友
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啓スタンフォード・オンラインハイスクール校

長、哲学博士もコミュニケーション能力の重要

性、特にアメリカ大リーグ、ロサンゼルス・ド

ジャースの大谷翔平選手の後輩に当たる花巻東

高校野球部卒の佐々木麟太郎選手のすばらしい、

そうした人格形成、文武両道の姿を例に、これ

からの教育の在り方について、頭脳と心と体の

育成を力説されておりました。 

  そこで、私はいのちの教育についての検証を

踏まえ、今後の取組についてどのように進めら

れるのかお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 議員おっしゃられるように、

いのちの教育って本当に大事だと思います。各

学校でもいろんな取組が行われてきました。 

  その一つに、道徳の授業改善を挙げることが

できます。道徳の時間は、人間としての生き方

について考えを深める時間であって、いのちの

教育と直接的につながる時間でもあるというふ

うに思います。答えが１つでない道徳的な課題

について、児童生徒が自分自身の問題として捉

え、広い視野から多面的・多角的に考え、ほか

の人の考えや意見も参考にしながら自分の考え

をより深めていく。考え、議論する道徳、こう

した授業が求められていますけれども、こうし

た授業が各学校で行われ、各学校でも本当に意

欲的に取り組んでいる状況です。 

  私も学校に勤務しているときに、この考え、

議論する時間を確保するために、その道徳の時

間で、中心課題といいますけれども、課題につ

いては、家庭学習の一つとして、あらかじめ自

分の考えをまとめてきておいて、授業ではお互

いの考えを発表して、理解し合い、そして自分

の考えを深める時間とすると、そこに時間をた

っぷり取れるようにというふうな取組なども行

ってまいりました。 

  また、命や性について専門の先生方から学ぶ

機会を確保するため、これまで、さがえっこラ

イフデザインセミナー授業や現在のコミュニテ

ィ・スクール推進事業等で、産婦人科の先生や

助産師さんに講師をお願いして講演会を開催し

てまいりました。 

  講演会後の生徒の感想には、「私は自分を好

きになるという言葉に強く心を打たれました。

また、苦しいときや挫折しそうになったときは、

暗闇の中にある明るさをつかめるように自分を

強くしていきたいと思います」といった声など、

命や生き方について深く考えたことが感じられ

る感想が多数寄せられていました。 

  いのちの教育では、児童生徒の自尊感情や自

己肯定感を育み、よりよく生きようとする意識

の醸成が重要です。 

  全国学力・学習状況調査の児童生徒の質問紙

というのがあるんですけれども、それの集計に

よれば、「自分にはよいところがあると思いま

すか」という質問や「将来の夢や目標を持って

いますか」という質問に対して、「当てはまる」、

「どちらかというと当てはまる」という回答が

過去２年間、小中学校とも全国平均を上回る結

果が出ています。 

  こうしたことからは、いのちの教育への取組

の成果が感じられるところですが、今後とも、

児童生徒一人一人の心に響くいのちの教育を進

めていきたいというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 教育長からはライフデザインセ

ミナーやコミュニティ・スクールの例を出しな

がらこれまでの取組も御紹介いただきましたけ

れども、一方で、学校の先生方には、昨年11月

に施行された、寒河江市立学校の教育職員の業

務量の適切な管理等に関する規則が施行されて、

残業時間も月45時間までというふうに、年間

360時間までというふうに定められたわけであ

ります。 

  これまで私も連続８回の一般質問で、小学校、

中学校の再編による大規模化によって先生方の
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働き方が変わる。重労働がどのように軽減され

るのか、子供たちと触れ合えるゆとりの時間が

確保されるのかというふうな視点で教育長にも

御質問させていただいたわけですけれども、パ

ブリックコメントでも、多くの市民の皆さんが、

「いじめや不登校が減っていくとはちょっと考

えられない」というふうな疑問視されたコメン

トも多く出ているのであります。 

  先生方、どうなのかということで、先日、私

は村山市の旧県立楯岡高校をリノベーションし

たリンクむらやまというところで、映画とパネ

ルディスカッションのイベントに参加をしてま

いりました。 

  これですね、（資料を示す）映画「夢みる公

立校長先生 子どもファーストな公立学校の作

り方」。これは県内初の自主上映と、宿題の意

味をみんなで考え、宿題なしの学校を始めた新

庄市立日新小学校、全校生徒が517人だそうで

すけれども、浅井校長先生のお話もお聞きしま

した。 

  宿題をなくし、自主勉強にしたところ、考え

る力が育成され、子供たちも先生方にもゆとり

が生まれ、コミュニティ・スクールで地域の皆

さんも生き生きと学んでいる。こうした学校紹

介でございました。ＮＨＫでも、夕方のニュー

スの「やままる」でも特集で放送されたところ

でございます。 

  そこで御質問ですけれども、これまでのいじ

め防止対策を総括した上で、一般論でなく、具

体的な学校での対策、こうしたものをどのよう

に教育長はお考えか、御所見をお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 先ほど申し上げました全国

学力・学習状況調査の児童生徒の質問紙には、

「いじめはどんな理由があってもいけないこと

だと思いますか」という質問もあります。これ

に対して、毎回95％以上の児童生徒が「当ては

まる」、「どちらかというと当てはまる」という

ふうに回答しています。全国平均もほぼ同じぐ

らいです。ですから、子供たちはいじめって悪

いことだと分かっているわけですね。 

  しかし、国立教育政策研究所生徒指導・進路

指導研究センターのいじめ追跡調査によれば、

小学校４年生から中学校３年生までの６年間を

追跡すると、９割の子供がいじめた経験を持っ

ているという調査結果もあります。 

  このことからは、いじめはよくないことだと

頭で理解しているだけでは不十分で、行動レベ

ルでいじめをしないという態度や判断力、行動

力を身につけられるように、道徳を含む各教科

での学習や特別活動、体験的な学習を通じて継

続的に働きかけていくことが必要であるという

ふうに思います。 

  例えば、道徳の授業において、いじめに関し

て、あなたならばどうするかということを真正

面から問いかけ、自分自身のこととして様々な

面から徹底して議論する場を設けたり、いじめ

の場面のロールプレイを行ったりするなど、体

験的な学びの機会を設けることも効果的である

というふうに思います。 

  また、いじめが起きる原因の一つとして、先

ほど議員も指摘されましたように、心理的なス

トレスということ、それから自己肯定感の低下

なども挙げられると思います。ストレスの軽減

や自己肯定感、自己有用感を育む活動も、いじ

めの予防に大変重要だと思います。 

  そのための一つの方法としては、学級活動、

生徒会活動、学校行事等の特別活動の充実が大

事だというふうに思います。特別活動というの

は、なすことによって学ぶ、つまり実践的な活

動をすることによって様々なことを身につけて

いくものです。例えば、学級の課題について、

みんなで話し合って、解決に向けた取組を行っ

て、課題を解決することによって、目標達成の

喜びを味わうことができますし、その中で、お

互いに協力し合うことによって信頼関係も築か
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れていきます。 

  また、児童会や生徒会活動、学校行事等にお

いて、自分の役割を果たして行事等を成功させ

るといった活動の中で、自己肯定感や人の役に

立った、人から感謝された、人から認められた

というような自己有用感を育てることができる

と思います。 

  新型コロナ感染症の流行によって集団活動と

か体験活動の中止や縮小が続いたわけですけれ

ども、このコロナ禍の時期を過ごしてきて、こ

うした特別活動が子供たちの成長にとって、と

ても大切な活動であるということが再認識され

ました。 

  各学校の校長先生や教務主任の先生方には、

来年度の教育課程において配慮していただくよ

うにお願いしてきました。来年度については、

市内の２つの中学校で学校研究の柱に学級活動

の充実を据えて実践研究を行っていく予定であ

ります。 

  いじめや様々な課題について、子供たちが自

分自身の課題として捉え、活動していくことが

いじめ防止にもつながります。例えば、来年度

は、市内中学校の生徒会役員が集まって校則に

ついての話合いの場を設けてはどうかというふ

うな案が出ているということも聞いています。

こうした活動を支援し、広げていくことも大切

であるというふうに思います。 

  小さないじめが重大事態に発展するかもしれ

ないという教職員一人一人の危機管理意識の徹

底と組織的な対応、児童生徒の気になる言動や

訴えに対して、表面的な理解にとどまることな

く、その言動の背景とか問題の本質を踏まえた

対応の実施、そして情報共有だけにとどまらな

い、組織的に、具体的にすぐ動くといったこと

によって、いじめ防止に様々な面から取り組ん

でいきたいというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 今教育長からありましたけれど

も、それをやっていくのは、まさに学校経営者

である校長先生だというふうに思いますし、先

ほど加害者経験９割というのにちょっとショッ

クなんですけれども、やはり集団心理として、

学校という閉鎖的な中で、なかなか自分だけそ

こから抜けられないというふうなところも当然

あるというふうに思うのです。そこをしっかり

と、マンモス校とかそういったところでできる

のかどうか、先生方の、特に校長先生の責任と

いうのは重大だというふうに思います。 

  続いて、こころのサポーター（ゲートキー

パー）の養成講座について、これは、この計画

の中に示されたものでございます。 

  これまでの対象として、青少年育成推進員や

障害者支援専門員、介護支援専門員、相談支援

事業を実施する事業者、地域で高齢者に関わる

方、会社経営者など、市民に対しましてこころ

のサポーター養成講座というのを2018年から23

年までの５年間で累計1,000人という数値目標

を設定し進められてきたというふうなことでご

ざいますけれども、これまでの実績を踏まえ、

認知症サポーターと同じくらいの多くの市民に

こうしたこころのサポーター（ゲートキー

パー）の趣旨を広げていく必要があると思いま

すけれども、今後の拡大の方向性などについて

お伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ゲートキーパーの状況でありま

すけれども、子供たちを守るのは学校の先生、

あるいは地域の方など、全ての皆さんから守っ

ていただかなきゃならんというふうに思います。 

  そういう意味で、このゲートキーパーという

のは、悩んでいる人に気づき、声をかけてあげ

られる人のことだということであります。役割

としては、変化に気づき、じっくり耳を傾ける、

支援先につなげる、温かく見守るという４つの

役割があります。 

  寒河江市では、市民に分かりやすく伝えるた



 - 90 - 

めにゲートキーパーというのをこころのサポー

ターというふうにしているわけであります。先

ほど来ありましたけれども、第１期のいのち支

える寒河江市自殺対策計画を策定した元年度か

らこの養成講座を開催しております。令和５年

の12月末現在までで432名の方に受講していた

だいているところであります。 

  コロナ禍もあって、令和２年、３年、市民を

対象にした養成講座を開催できなかったわけで

ありまして、目標1,000人ということにはまだ

まだ達していないわけでありますけれども、令

和４年度からは講座を再開しているところであ

ります。 

  これまで市の職員のほか、介護保険関係事業

所の職員、民生・児童委員、それから地域福祉

推進員や美容組合など地域で活動しておられる

方を中心にして講座を開催してきたところであ

りますけれども、第２期の次年度から、より身

近な相談者となり得る、家族、友人などを含む

一般住民の方に広く養成講座を開設して、ここ

ろのサポーターの役割を十分理解していただき、

支える地域づくりを推進し、ぜひ目標の1,000

人を達成してまいりたいなというふうに考えて

いるところであります。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひ、これから広げていただき

たいというふうに思います。 

  さて、大き過ぎる、そして重過ぎる課題で、

もう残り時間が少なくなりましたけれども、通

告番号、次の、物流業界のいわゆる「2024年問

題」とコロナ禍後の地域公共交通等のドライ

バー不足に伴う市民への影響について、ちょっ

と駆け足で御質問させていただきます。 

  １つ目は、流通体制見直しによるさくらんぼ

等の鮮度低下の懸念や物流コスト値上げによる

農家経営への影響についてでございます。 

  贈答用さくらんぼの輸送については、昨年か

ら大幅に料金が値上げされ、サービスも低下し

ています。現在、航空便の廃止と陸路への変更、

午前早出し便の廃止、翌日配達から２日以上の

輸送日数、あと運賃の値上げ、農協も運賃値上

げに伴う手数料の値上げ、下請業者の集荷時間

が17時から16時と１時間早くなる。 

  また、様々な合理化によって問題が山積して

いるというふうに思いますし、農家は顧客に対

し、料金が転嫁しにくい、値上げできないとい

うことで、まさに農家泣かせの運賃値上げとい

うふうに思います。 

  本市のふるさと納税などで築き上げたブラン

ド力が維持されず、さくらんぼの鮮度保持が本

当に喫緊の課題となっているわけですけれども、

運送費の一部、クール代の補助、冷蔵庫等の

リース料や新規補助、値上げによる経過措置と

しての独自の補助制度で農家経営への救済など

をすべきだというふうに思いますし、先般意見

交換した担い手の会の皆さんなどもやる気満々

でありますけれども、担い手の確保についても

つながると思いますけれども、市長の御所見を

お伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 本市を代表する農産物でありま

すさくらんぼについては、鮮度を落とさない状

態でお客様の元へ届ける必要がありますから、

流通能力の低下というのは大変大きな問題でご

ざいます。 

  議員から運送費、それから冷蔵庫に関する支

援などについて要望いただきましたが、現在、

物流業界、今までもこうした働き方改革に対応

するため、従来の荷受けから配送に至る流通体

制の見直しでありますとか、荷主となる生産者

側との対話を通じて相互に取引環境を構築して

いくといった動きがあるというふうにも聞いて

おります。 

  また、地元ＪＡにおきましても、生産者やさ

くらんぼに影響の出にくい流通体制の構築のた

めに鋭意検討中であるというふうに聞いており
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ます。 

  市といたしましては、これらを注視しながら

必要な支援を講じてまいりたいというふうに考

えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 いよいよ寒河江の時代が来たな

というふうに思います。紅秀峰で、ぜひ日もち

のする、そして贈答用には最高の贈答品を全国

に送る絶好の機会ではないかなというふうに思

いますし、今ほど市長からありましたけれども、

ぜひ農家経営に対する、大きなこの落ち込みを

補うべく、ぜひ対応を取っていただきたいなと

いうふうに思います。 

  ２つ目、深夜営業を含むハイヤー業や運転代

行業のドライバー不足によるサービス低下と運

賃値上げによる市民への深刻な影響についてで

ございます。 

  バスやタクシー、ハイヤー事業所で、私は先

日実態を伺ってまいりました。公共交通を担っ

ている業界にしては給料が高くない。運賃は国

が決めるため自社の裁量では値上げできない。

二種免許のハードルがあり、募集に応募がない。

変形労働時間のため体がきつい。16時間勤務も

ある。夜間に酒に酔った客の対応で非常にスト

レスが多い。そして、若い人ほど土日祝日の休

暇を希望するんだけれども、休日出勤を余儀な

くされる。離職、若年退職者の増加、冬期間の

季節労働にも募集が少ない。あと、さくらんぼ

の収穫最盛期も、土日勤務に限界があり、今行

っていただいているワンコインタクシーの需要

に追いつかない。そして駅で待たせてしまう。 

  ぜひ、これは半分冗談なんですけれども、深

刻な話で、市職員の副業に公用車による運転も

ぜひ検討していただきたいと。そうしないと待

たせてしまうというふうな声もございました。 

  ２月29日の朝日新聞17面に、地域版の東北の

企業倒産件数なども掲載されておりましたけれ

ども、山形県は54件で、負債総額が東北で最大

の186億2,000万円、コロナ関連の融資の返済が

本格化する今、事業継続を諦めるケースが中小

企業で大きくなっているというふうなことです。 

  そこで、御質問ですけれども、緊急経済対策

の一般旅客自動車運送業者の支援策として、こ

の運転代行業も含め、コロナ禍のような事業用

車両台数による補助などは改めてできないもの

でしょうか。このままでは人材確保ができない

ばかりか、公共交通の関係事業の現状維持も厳

しいというふうに思います。市長の御所見をお

伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 いわゆる2024年問題で、事業主

の方の経営努力のみではなかなか対応が難しく

なっているのではないかというふうに思ってお

ります。 

  しかし、一方で、タクシーなどの運送業につ

きましては、地域の足であります。重要な交通

インフラの一部というふうにも考えております

ので、市といたしましては、こうした状況に対

してどのような支援の方法があるか、過去の事

例などもあるわけでありますので、市民の皆さ

んへの影響を踏まえながら検討していきたいと

いうふうに考えているところであります。 

  一方、この問題については、寒河江市のみの

問題ではありません。県、さらには国全体とし

ても対策を講じていくべき課題というふうにも

思いますので、必要に応じて市長会などを通じ

て要請・要望していく必要があるというふうに

考えているところであります。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひ検討していただきたいとい

うふうに思います。 

  次に、第二種免許取得経費の補助による人材

確保について、これもございました。新年度予

算に取得費用の補助ということで、新規事業、

出されています。先進自治体の例を参考に、い

かに推進していくべきか、現場における問題点
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なども御紹介しますと、費用が25万から30万円

かかると。国や自治体の補助がないと高額過ぎ

る。短期合宿でも２週間で、普通は１か月間の

取得期間になると。会社において補助制度もあ

りますけれども、土日祝日や深夜・早朝勤務に

若い人材が嫌になって、せっかく取得しても、

資格を持って離職、中途退職してしまうという

ふうなことが悲鳴として挙げられておりました。 

  新年度予算も含め、人材確保に向けて、さら

に補助を増やし、実質自己負担ゼロにすべきだ

というふうに思いますが、市長の御所見をお伺

いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御案内のように、来年度当初予

算に第二種免許取得に係る支援事業費を計上さ

せていただいております。 

  バス、タクシー業界での運転手不足の解消の

支援ということでありますが、これは従業員の

方が二種免許を取得する場合に経費の２分の１

を助成するというものでございます。 

  一方、県において、令和５年度の補正予算で、

同様の２分の１の補助制度を設けているところ

でありますので、来年度、市と県の制度を活用

するということになれば、実質的に事業者負担

をほぼゼロという形で、事業者の運転手の皆さ

んの確保に大いに後押ししていけるのではない

かというふうに考えているところであります。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 了解しました。画期的なやっぱ

り施策だというふうに思いますし、ぜひ寒河江

のドライバーを確保する、人材確保するために

も、これをさらに宣伝していただいて、この募

集に応じていただくような若い人材に届けてい

ただきたいなというふうに思います。 

  それでは最後の質問になります。 

  いわゆる「白タク行為」で、業界団体から強

く反対されている「ライドシェア」問題につい

てでございます。国の法律が制定されようとし

ている中で、業者の方は大変な危機感を持って

いらっしゃいます。 

  ライドシェアとは、簡単に言うと一般のドラ

イバーが自家用車を使って有料で人を運ぶこと

で、もともと白ナンバーでタクシー営業するい

わゆる白タク行為として禁止されていたのが、

タクシー会社とかドライバーが確保できないと

いうことから規制緩和の動きで、御案内のとお

り、秋の臨時国会においても俎上に上がってき

たのでございます。 

  タクシー業界がなぜ反対しているかというと、

現状より２割から３割安いことも多く、多くの

客が取られる。安全性が担保されない。無資格

なので事故の対応もできない。女性などが犯罪

に巻き込まれる。女性ドライバーも狙われる。

万一の場合の補償、事業用自動車保険による賠

償とはならないため、同乗者に対して十分な補

償ができなくなる。あるいは、無保険車も出て

くるのではないかというふうに言われておりま

した。 

  こうした問題を踏まえ、本市のハイヤー業界

の防衛策について、市長に基本的な考え、御所

見をお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ライドシェアの問題であります

けれども、現在、道路運送法の規定によって、

自家用自動車で有償運送というのは、福祉有償

運送などの例外を除いては禁止されているわけ

であります。 

  一方、全国的にはライドシェアの実証実験な

どを行っている自治体もあるというふうに聞い

ているわけでありますけれども、先ほど御指摘

ありましたとおり、日本においてライドシェア

を導入する場合は、ドライバーの運転技術、そ

れから安全性、タクシー事業者への影響など

様々問題・課題があるという意見もありますの

で、国の動向などを注視していく必要があると

いうふうに思います。 
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  また一方で、地域交通の充実確保というのも、

我々にとっては喫緊の課題、守っていかなきゃ

ならんということもあります。 

  いずれにしても、我々としては、地域の事業

者、なりわいというものを大事にしていかなけ

ればなりませんので、タクシー事業者など関係

者の皆様の声なども十分お聞きをしながら、適

切な対応をしていかなければならないというふ

うに考えているところであります。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 能登半島地震で明らかになった

災害時の対応、運送ということでいうと、ライ

ドシェアとかカーシェアは貴重な移動手段、代

替手段というふうになっている場合もございま

す。一概に、だから駄目とは言えないというふ

うに思います。緊急時の本市のそうした特例な

ども今後何らかの形で規定しておいたほうがい

いのではないかというふうに思っております。 

  さて、時間もなくなりましたけれども、結び

であります。 

  昨年秋の山形新聞に、山形新聞連載の「タイ

ムスリップ」というコーナーで、今から50年前

の1974年、まだ高松から間沢まで三山電鉄の電

車が走っていた頃ですけれども、西根小学校の

６年生児童有志による寒河江駅清掃ボランティ

ア活動、これが紹介され、大変すばらしい活動

だと。市民はもとより県内外の皆さんから称賛

され、当時国鉄・秋田鉄道管理局長の表彰を受

賞した記事が掲載されました。 

  この年は自転車の県指定安全教育優良校とし

て文部大臣賞も受賞しています。本市の玄関口、

ゲートウェーである羽前寒河江駅の清掃を10年

以上続けてきたことが受賞理由です。 

  私も先輩から受け継いだこの自主ボランティ

アを６年生で１年間続けてまいりましたけれど

も、今でも自信と誇りになっているわけであり

ます。 

  さて、御案内のとおり、第48回の歴史を数え

る“さがえ”さくらんぼマラソンが今年は市制

施行70周年の記念の特別な大会として、市長が

本当に頑張るというふうな御決意で、スペシャ

ルゲストに箱根駅伝第100回大会優勝の青山学

院大学陸上部原 晋監督と大学生ランナーをお

迎えして、来る５月26日に盛大に開催される予

定でございます。私も実行委員の役員をさせて

いただいておりますが、全国から参加されるラ

ンナーや応援に来ていただく観光客の皆様を温

かいおもてなしの気持ちでお迎えし、初夏の寒

河江を快走していただき、心地よい汗を流して

いただき、本市のさくらんぼをはじめ、特産の

そばやラーメン、寒河江やきとりや山形牛など

を堪能していただく、そして温泉につかって地

酒で乾杯していただく、まさに市民を挙げての

ビッグイベントでございますが、ぜひ小中高校

生からのランナーの参加、またはボランティア

での参加などをいただき、ぜひ盛り上げていた

だきたいというふうに強く思っている次第でご

ざいます。 

  最後になりますけれども、本市の特産さくら

んぼが凍霜害による被害に遭わず、豊作となり

ますよう、そして“さがえ”さくらんぼマラソ

ンの第48回の成功と、そして予定されています

市制施行70周年記念事業の大成功を願って、私

の一般質問を終わらせていただきます。御答弁

ありがとうございました。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は11時15分といたします。 

 休 憩 午前１１時０２分  

 再 開 午前１１時１５分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 

安孫子義徳議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号12番、13番について、

６番安孫子義徳議員。 
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○安孫子義徳議員 壮風会の安孫子でございます。

よろしくお願いいたします。 

  早速、通告番号に従い質問させていただきま

す。 

  通告番号12、令和６年度当初予算における商

工会の要望についてです。 

  消費喚起策のプレミアム商品券発行事業の継

続実施について質問させていただきます。 

  私は市内商工業者の一人として、この課題に

関心を寄せている商工業者として質問させてい

ただきます。 

  寒河江市商工会から会長名で、令和６年度寒

河江市市政に関する要望書が令和６年１月10日

に寒河江市議会議長宛てに提出されました。 

  議長宛ての内容につきましては、全議員に情

報共有となっているため、私も内容を読ませて

いただきました。 

  市長におかれましては、商工会主催の新春交

流会の挨拶で、商工会より要望が出ている旨の

お話をしておりましたので、要望内容について

は把握しているものと思います。 

  そこで、商工会から要望された内容について、

令和６年度の当初予算にどのように反映されて

いるのかをお聞きしたいと思います。 

  猛威を振るった新型コロナ感染症は、５月か

ら第５類に分類されたとはいえ、以前の状態に

は戻っておらず、物価高騰や未曽有の円安の影

響により、輸入品価格の上昇、無利子・無担保

融資のゼロゼロ融資の返済も加わり、コロナ禍

の影響からようやく立ち上がろうとしている地

方経済は依然として厳しい状態に立たされてい

ます。 

  そのような中、商工会の商業関係、観光サー

ビス業関係者から要望のある消費喚起策のプレ

ミアム商品券発行事業の継続実施を要望してお

りますが、市長におかれましては、プレミアム

商品券の発行事業による経済喚起策はもう必要

ないとの認識なのでしょうか。御見解をお伺い

いたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 安孫子議員からプレミアム商品

券についての御質問をいただきましたが、この

商品券の事業については、新型コロナウイルス

感染症の拡大が始まった令和２年から、経済活

動への様々な制限による影響、さらにはエネル

ギーほか物価高騰の影響などを踏まえて、消費

喚起による市内経済の循環や生活支援などを目

的にして、緊急経済対策として実施をしてまい

りました。 

  その内容に関しましては、市緊急経済対策事

業の実行委員会と協議を重ねて、その時々の状

況に応じて実施をしてきたところでございます。 

  現在の経済動向を見てみますと、直近２月発

表の日本銀行山形事務所の金融経済概況により

ますと、「一部に弱さが見られるものの、緩や

かに持ち直しており、個人消費も回復傾向にあ

る」とされているところであります。 

  しかしながら、エネルギーほか物価高騰によ

る影響、さらには人材不足や人件費の負担増な

ど利益の確保には厳しい要因もあって、市内の

中小事業者の一部の方々からは景気回復を実感

するにはまだまだ至っていないとお聞きをして

いるところでありまして、業況については今後

も注意深く見守っていく必要があると認識をし

ているところであります。 

  プレミアム商品券事業の実施についてであり

ますけれども、令和５年度におきましても、第

２弾として、この２月15日に発行させていただ

き、20日には完売をしたということであります。

大変好評であったというふうに認識をしている

ところでありますが、今後についてであります

けれども、６年度の当初予算には盛り込んでい

ないわけでありますが、先ほど申し上げました

けれども、現在の経済の状況、それから今後の

見通しなどを踏まえ、これまで同様に国や県の

施策の動向とか、さらに関係団体及び市緊急経
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済対策事業実行委員会の御意見なども十分お聞

きしながら、その必要性、タイミングを判断し、

検討を進めていくべきものというふうに考えて

おりますので、もう発行しないとしているわけ

ではありませんので、その点御理解をいただき

たいというふうに思います。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 今市長からもありましたけれ

ども、２月15日の発売、チェリンＰａｙ、大変

好評だったということで、朝、発売日、アクセ

スができない状態だったんですね。もういろん

な方から朝電話来て、アクセスできないんだけ

れども、どういうことだと。私に言われても分

かりませんという言葉しかなくて、アクセスで

きないんだったら、販売している場所があるの

で、そこにお並びいただいて買っていただける

のが一番ではないかということで、自分が自分

で言っておきながら、私は一龍にすぐ飛んで行

って買わせていただいたという状況があります。 

  やはりこれだけ皆さん、チェリンＰａｙに対

してすごく欲しいという方がたくさんいらっし

ゃる。ということは、消費喚起につながる。い

ろんな事業者が大変助かっていると思うんです。

これからも、やはり８月お盆商戦とか、年末年

始とか、そういう時期を見計らって、このプレ

ミアム商品券の実施をお願いできればと思って

おります。 

  続いて、当初予算における観光事業インバウ

ンド促進対策による商業活発化についてお伺い

します。 

  商工関係要望事業のインバウンド促進対策実

施による商業活動の活発化という要望がござい

ますが、令和５年度に寒河江市観光振興計画が

策定されました。 

  観光ビジョンの１つ目は、さくらんぼを核と

したフルーツによる誘客事業の展開、２つ目が

体験・テーマ型観光誘客の促進がうたわれてお

り、コロナ禍が落ち着けば外国人観光客がさく

らんぼ狩りやフルーツもぎ取りなどの体験観光

として、多くの外国人が本市に訪れることが想

定されます。 

  特に、台湾から観光客数がこれまでの統計

データを見ても約６割を占めており、今般台湾

の斗南鎮との友好都市協定を上げている寒河江

市としては、台湾からの多くの観光客が訪れる

ことが予想されます。 

  そこで質問ですが、インバウンド対策をいか

に進めていくのか、その対策は当初予算の中で

手当てされているのかをお聞きいたしたいと思

います。 

  １つ目は、現在はホテルや旅館、施設内での

案内板は日本語表記であり、外国の看板の書き

換えに要する経費の補助をする考えはないのか、

お伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 インバウンドの状況であります

けれども、国全体としては、日本政府観光局の

発表によりますと、令和５年の年間の訪日外国

人観光客数は2,500万人を突破し、コロナ禍前

の令和元年との比較で78.6％と、８割程度まで

回復が進んでいる状況のようでございます。 

  本市においても、コロナ禍前の令和元年の年

間外国人観光客数は5,678人でございましたが、

令和５年の年間外国人観光客数は、コロナ禍前

と比べて3,021人増の8,699人ということで、コ

ロナ禍前に比べて大分増えているということで、

インバウンドが大分拡大をしている状況になっ

ているというふうに認識をしております。 

  御案内かと思いますけれども、山形県におい

ては、台湾から山形への国際チャーター便、令

和５年６月から11月までで32便運航され、また

今年の１月から３月までの期間で、チャーター

便が62便運航されるということで、県において

もインバウンド拡大の取組が進められてきてい

るところであります。 

  こうした状況から寒河江市におきましても、
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先ほどありましたけれども、市の観光振興計画

の基本施策の一つとして位置づけているインバ

ウンド対策に重点を置いて、観光関連の施設で

の受入れ体制整備でありますとか、ＳＮＳなど

を活用した情報発信に力を入れてまいりたいと

いうふうに考えているところであります。 

  そういった意味で、６年度の当初予算におき

ましても、インバウンド受入れ体制の強化を図

るために、外国人観光客の増加や市内における

消費拡大を促進する積極的な取組を支援する補

助金を予算化したところでございます。 

  具体的に申し上げますと、事業者が行う外国

人観光客を受け入れるための施設整備、さらに

は議員からも御提案ありました外国語の表記の

看板設置なども含めて、外国人観光客の利便性、

それから満足度向上に資するための施設整備な

どに対して支援をして、本市への誘客を促進し

ていくということにしているところであります。

大いに活用していただきたいなというふうに思

います。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 関連しておりますので、次の

質問をさせていただきます。 

  ホテルフロントで外国人に対応するための対

話型の通訳機器購入への補助があれば大変あり

がたいというお話を聞いております。機器購入

の補助をお願いしたいと思いますが、補助のお

考えはないのかお聞きいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 インバウンドの対応ということ

で、外国人を接客する際、なかなか言葉が不自

由するという場面が多々あるわけでありましょ

うから、そういう意味で、事業者の方から通訳

機器の購入に対する支援などがないのかという

声も、私も聞いているところでございます。そ

ういった意味で、先ほど申し上げました施設整

備等に対する補助制度を設けているわけであり

ますので、そういうことの、その制度の中で対

応できればなというふうに思っているところで

あります。 

  今後、具体的にその補助金の交付要綱などを

定めていくことになるわけでありますけれども、

事業者の皆さんからの要望なども十分お聞きし

しながら、具体的な補助内容、補助対象などに

ついて検討を進めていきたいというふうに考え

ております。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 その予算の中でやっていただ

けるというお話ですので、次の質問はどうかな

と思いますけれども、関連しておりますので、

従業員の外国語会話研修等、何かお考えはない

のかお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほども申し上げましたけれど

も、やっぱり英語ばかりというわけにはいかな

い場合も多々あるわけでありますので、そうい

った意味で、ちょっとした会話、基本的な会話

なども勉強して身につけていただくということ

になれば、おもてなしにとっては大変いいのか

なというふうに思います。そういう意味で、来

年度予算においても、おもてなし研修、外国人

観光客受入れのためのおもてなし研修の開催な

どを予定しているところであります。 

  この研修会については、御提案ありました外

国語会話研修なども含めていくということで考

えておりますので、要望などを十分お聞きしな

がら、効果的な研修会が開催できるように今後

協議してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 先ほども申し上げましたよう

に、約６割の方が台湾からお越しいただけると

いうことで、ほとんどこれ中国語なんですね。

中国語で分かるのは私ニーハオぐらいしか分か

らないということで、ある程度ちょっとした中

国語の会話なんか分かれば、すごくスムーズに
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ホテルとか観光施設なんかで役に立つものだと

思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思

います。 

  続きまして、企業の人材育成に係る支援につ

いてお伺いいたします。 

  工業関係要望事項のリスキリングに関する支

援措置の実施の項目があります。企業側では相

次ぐ諸経費高騰の影響を受けており、さらなる

生産性向上に向けた取組を行うため、多能工化

に向けた教育などを行っています。１人が単一

の仕事ではなく、あらゆる仕事ができるように、

人材教育への投資が将来的に企業経営継続につ

ながっていくと考えます。人材育成に係る経費

助成として、各種研修経費助成や専門家派遣指

導費の一部助成制度をお願いしたいと要望を出

されております。 

  そこで、現在のさがえ未来人材育成支援事業

補助金の利用状況についてお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市におきましては、市内

の企業の皆さんが社会構造の変化や社会課題な

どの解決に対応していくために、新しい分野や

技術に挑戦する産業人材を育成する事業に取り

組む場合の支援として、先ほど御指摘ありまし

たさがえ未来人材育成支援事業補助金というも

のを令和４年度から新設をして運用していると

ころでございます。 

  この補助制度の内容について若干申し上げま

すと、自社の正規従業員を企業や大学、職業訓

練機関などに３か月以上派遣をして、新しい分

野、もしくは技術に挑戦する人材の育成などを

対象とする派遣事業と、自社の経営力や技術力

の向上を図るための人材育成を目的とした社内

外で研修を行う研修事業の２つのタイプがあり

ます。 

  これまでの実績としては、経営やマネジメン

トに係る研修事業について３件の利用がござい

ました。 

  現在、来年度の募集をしているところであり

ますけれども、１年間通しての長期研修につい

ての問合せが２件ほどございます。 

  今後は、制度がある程度浸透して活用が促進

されていくのではないか、市内企業において活

発な人材育成のために活用していただけるもの

ではないかというふうに我々も期待していると

ころでございます。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 これ長いスパンで１年間、ま

たは３か月間、このぐらい勉強しないと、なか

なか今からこのＤＸ時代についていけないとい

うことで、１年間とか３か月ぐらいの要するに

講習についてということだったんですけれども、

やはり短いスパンでもあると思いますので、そ

の辺にも補助対象にしていただければと思って

おります。 

  この頃よくリスキリングと耳にするようにな

ったんですけれども、これもＤＸ、先ほども申

しましたように、もう時代がＤＸ時代に、それ

についていくような勉強をしていかなきゃいけ

ないということで、2020年に開催された世界経

済フォーラム年次総会、ダボス会議において、

リスキリング革命と題し、2030年までに地球人

口の10億人をリスキリングすると発表している

んですね。この10億人には私絶対入っていない

なとは思うんですけれども、また日本において

も2020年の10月の衆議院本会議で、所信表明演

説で岸田首相がリスキリングの支援に５年間で

１兆円を投じると表明しています。 

  技術の進歩など変化が早く、予測が難しい今

の時代、幅広い知識とスキルを身につけておく

ことで、様々な変化に柔軟かつ早く対応するこ

とができる、このリスキリング支援をお願いし

たいと思います。 

  続きまして、通告番号13、ＡＥＤ（自動体外

式除細動器）を夜間も使用可能について、ＡＥ

Ｄを24時間使用可能についてをお伺いいたしま
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す。 

  日本では、心臓が原因で突然心停止となる人

は約９万1,000人、１日に約200人、７分に１人

が心臓突然死で亡くなっています。その原因の

多くは、心室細動と呼ばれる重篤な不整脈で、

心室細動になると心臓は震えるのみで血液を送

り出せなくなり、いわゆる心停止の状態になり、

数秒で意識を失い、数分で脳をはじめとした全

身の細胞が死んでしまいます。そのため、心室

細動からの救命には迅速な心肺蘇生と電気ショ

ックが必要になります。 

  そのことから、ＡＥＤが優れた効果を発揮で

きる医療従事者以外でも使用可能な医療器具と

して多くの施設に設置されているものだと思っ

ています。 

  このＡＥＤについては、平成28年第４回定例

会において伊藤議員が質問を行っておりますし、

また常任委員会におきましても、ＡＥＤの各イ

ベント等の貸出しについてや講習会の質疑等も

行っており、また一般の方においても広く認識

されており、詳細は省略させていただきたいと

思いますが、現在寒河江市には、公共施設は公

民館、また民間ではスポーツクラブやスーパー、

医院、ドラッグストアや各民間事業に100か所

以上にも及ぶＡＥＤが設置されており、また各

建設現場等で対応できるよう、車両に積載して

いる業者も増えているようです。 

  心肺停止に陥った人に胸骨圧迫をする理由は、

止まっている心臓の代わりに外から手で力を加

える胸骨圧迫により、脳をはじめとした体全体

に少しでも血液を送る手助けをするためです。 

  ただ、救命救急士など医療従事者が胸骨圧迫

を行っても、本来の心臓の働きに比べ、送り出

す血液量は30％にとどまると言われています。 

  心肺停止に陥ると、心臓が異常なけいれん状

態に陥り、通常のポンプの働きを果たせなくな

ることから、ＡＥＤによる電気ショックによっ

て心臓の異常な働きをリセットすることで、元

の正常なポンプの動きに戻すことを促します。 

  このように、ＡＥＤによる電気ショックは有

効とされていますが、多くのＡＥＤはその施設

内で起こる事故や事件を想定して設置されてい

るもので、施設が閉館した夜間にＡＥＤが使用

できないのではという声を多く聞いております。

いざというときに使用できないのでは、ＡＥＤ

の効果もありません。 

  そこで、24時間営業しているコンビニへ設置

すれば、誰でもいつでも使用可能と思いますが、

市長の御見解を伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御指摘のとおり、ＡＥＤの使用

というのは、心停止の状態の方が社会復帰率を

高めるためには大変有効であるというふうに聞

いています。 

  特に、夜間のお話がありましたが、一般の家

庭でそうした状況が発生した場合などは、救急

車を呼んで心肺蘇生をしながら、近くにＡＥＤ

を活用できる環境が整備されているということ

になりますと、いざというときの安心感を市民

の皆さんに大いに与えていくものというふうに

思っているところであります。 

  寒河江市内のＡＥＤの登録設置箇所数は、公

共的な学校とか公共的な施設などでは67か所と

いうふうになっております。先ほど安孫子議員

からは民間のほうでもいろんなところに設置を

されていて、100か所以上になっているのでは

ないかということでありますが、その公共施設

の67か所のうち、24時間対応というのは寒河江

警察署のみというふうになっています。それ以

外のところは、夜間などはすぐには使用できな

いケースが多々あるわけでございます。 

  一方、市内には一般住宅近くで24時間営業し

ているコンビニエンスストア、店舗数は17か所

ほどあるというふうに聞いております。そこに

ＡＥＤが設置されるということになれば、大変

有効なのではないかというふうに考えておりま
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す。今後、その実現可能性について研究してい

きたいというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 もう一点お聞きしたいことが

ありますので、もう一点お聞きいたしたいと思

います。 

  これは教育長のほうにはちょっと質問ないん

ですけれども、教育長にも参考になると思いま

すので、ひとつお聞きしていただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

  中山間地では、救急車の到着まで20分も要す

るところがあります。そして、先ほど申し上げ

ましたが、夜間ＡＥＤが設置されている施設も

閉館しているため、使用不可能です。 

  １つ事例を申し上げます。宮崎県の延岡市北

浦町に住む方で、中学生と大学生の２人の子供

を持つ46歳の父親が突然亡くなりました。９月

の夜の10時過ぎ、テレビドラマを見終えたとこ

ろ、何か気分がちょっと変だわと言って倒れ込

み、しばらくすると、まぶたがけいれんし、呼

吸も浅くなっていきました。すぐに近所にいる

元消防団の人に助けを求め、心臓マッサージを

してもらって、みんなで近くのＡＥＤはどこだ

ということになり、集落の30世帯余りの住民総

出で近くのＡＥＤを探しました。その中で、車

で５分ほど離れた学校に置いてあることが分か

り、近所に住む女性がＡＥＤを取りに駆けつけ、

学校に到着すると、玄関には鍵がかかっていて、

自分の車にあった緊急脱出用のハンマーを使い

何度も割ろうとしましたが、強化ガラスは割れ

ず、ＡＥＤは取り出せませんでした。ＡＥＤを

取りに行った女性は、自分がＡＥＤを取り出す

ことができれば結果は変わっていたのではない

か。当時を振り返ると、心が引き裂かれる思い

がする。その思いが今も遺族や地域の人たちを

苦しめています。家族の方も、ＡＥＤがあれば

助かっていたかもしれないという気持ちは今で

もあります。使ったけれども間に合わなかった

ということであれば、少しは納得できて今みた

いな気持ちもなかったのかもしれません。先ほ

どの学校では、この一件の後、玄関のガラスを

あえて割れやすいものに変更し、緊急時には取

り出せるようにしたそうです。また、宮崎市の

中学校では、設置場所を校舎の外に移したとの

ことです。 

  このように、夜間ＡＥＤが使用できないので

は、効果が発揮できませんし、守れる命もある

のではないかと思います。 

  そこで、救急車の到着に時間を要するところ

にＡＥＤ屋外ボックス設置の一部補助等の考え

がないのかお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど宮崎県の北浦町のお話を

いただきましたが、身近なところに24時間使用

できるＡＥＤがあるというのは、本当に大変大

事なことだというふうに思っております。 

  特に、救急車の到着に時間を要する中山間な

どにおいては、公民館や公共的な施設の中でな

くて外にＡＥＤの保管ボックスなどを設置して

いくということになれば、いざというときの有

効利用というのが格段に図られるというふうに

思っています。 

  実際、そういうときに誤ってボックスを開け

たりする、あるいは悪さをして開けたりするな

どということになると、何か非常に大きな警告

音が発生するということであります。 

  また、止めるために誰かが対応しなきゃなら

んということもあって、こういうケースなども

含めて、今後地域住民の皆さんの意向確認など

を行いながら、ＡＥＤの24時間使用の方策につ

いて、屋外保管ボックスなどの設置も含めて検

討していきたいというふうに考えているところ

であります。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 日本では、倒れた人を見かけ

た際にどれぐらいの人が胸骨圧迫などの心肺蘇
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生をしているかというデータですが、毎年

57.9％の人が胸骨圧迫などの心肺蘇生を開始し

ているというデータがあります。２人に１人が

実施をしているということです。ほぼこっちか

らこっちの人は、倒れた人がいれば、即胸骨圧

迫などをしてそれに備えているということがあ

るようです。 

  現在、日本には62万台のＡＥＤが設置されて

いると推定されているわけですが、世界でも有

数のＡＥＤ保有国と言われています。病院の外

で倒れた際に、たまたま周りの人に目撃された

心肺停止傷病者のうち、ＡＥＤで電気ショック

まで受けた割合は僅か5.1％です。 

  胸骨圧迫は、先ほど市長もおっしゃったとお

り、その場に居合わせた人が、まず119番をし

て、心肺停止があったら心肺蘇生をして、救急

車を呼んで、通信指令員の方がそこで丁寧に教

えてくれる。私、昨年１年で４回119番してお

りますので、大変丁寧に、どういう状態かとい

うのを電話越しに言っていただけますので、私

のところには七、八分で間違いなく救急車が来

るものですからあまり焦ってはいないんですが、

先ほど言いましたように心肺蘇生を試みる人が

57.9％もいるにもかかわらず、ＡＥＤのショッ

クを実施するのは5.1％にとどまっているとい

うのが現実であります。 

  その原因として、すぐに使用できる場所にＡ

ＥＤがなかった。また、先ほど言いましたよう

に、時間で閉まって持ち出すことができなかっ

た。これではやっぱり何の効果もないのではと

いうことです。 

  ぜひ、地域に開かれたＡＥＤを実現していた

だきたいと思っております。 

  これで私の一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

 

荒木春吉議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号14番について、15番荒

木春吉議員。 

○荒木春吉議員 本日最後の一般質問をします。 

  壮風会の一員として、通告14番の学校教育に

ついて質問します。佐藤教育長の答弁をよろし

くお願いします。 

  本市内の小中学校において、コミュニティ・

スクールの活動が開始されて４年が経過してい

ます。最初は５校だったのが、現在は全12校に

及んでいます。地区内の小中学校の学校だより

等を通じて、その活動の一端をかいま見ること

ができます。 

  そこで、まず最初のコミュニティ・スクール

の活動内容について伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 コミュニティ・スクールと

いうのは、学校と地域住民等が力を合わせて学

校の運営に取り組む、いわゆる地域と共にある

学校ということで、学校運営協議会を設置して

いる学校のことをいいます。 

  学校運営協議会というのは、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律に基づいて、教育委

員会より任命された委員が一定の権限を持って

学校の運営とそのために必要な支援について協

議する合議制の機関です。 

  学校運営協議会の主な役割としましては、校

長が作成する学校運営の基本方針を承認するこ

と。学校運営に関する意見を教育委員会または

校長に述べることができること。教職員の任用

に関して、教育委員会規則に定める事項につい

て教育委員会に意見を述べることができること。

この３つが挙げられています。 

  寒河江市学校運営協議会規則では、委員は20

名以内で、対象学校に在籍する児童生徒の保護

者、地域住民、校長や教職員、学識経験者、地

域学校協働活動推進員等、さらには関係行政機

関の職員等の中から、校長の意見に基づき、教

育委員会が任命し、任期は２年というふうに定
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めております。 

  令和２年度より、学校の実態に合わせてコミ

ュニティ・スクールを導入しておりまして、現

在では小中学校が独自性を持った取組を行って

おります。 

  例えば陵南中学校においては、学校運営協議

会の委員の中に中学校区の３つの小学校の地域

協働活動推進員が入っています。このことによ

って、陵南中学校の教育活動において、例えば

スクールボランティアを募集する際には３つの

小学校区から幅広く集めることができています。 

  事例としては、１年生の家庭科の裁縫のス

クールボランティアとして、令和４年度は10月

から12月に14名の方から、今年度は９月から１

月に11名の方から御協力いただいて、生徒への

学習支援に当たっていただきました。 

  また、コミュニティ・スクールの導入により、

学校の教育活動に地域住民が参加することで、

学校だけでなく地域の活性化を図ろうというふ

うにしている学校もあります。 

  南部小学校では、学校運営協議会において、

南部フェスタという文化祭の在り方について熟

議を重ねてきました。令和５年10月28日の土曜

日に開催された南部フェスタは、実行委員長で

あるぎぼうし落語の会の会長の高橋さんの開会

の挨拶に始まり、各学年の学習発表に加えて、

詩吟とか、南部学区特有の寒南音頭、落語、ト

ランペットとサックスの演奏、芝居などの発表、

さらには絵画や生け花、手芸、工芸品の展示会

などが開催されました。 

  この南部フェスタは、南部小のコミュニティ

・スクールが目指す地域の皆さんと共にある学

校づくり、これを具現化したものであります。 

  教育委員会としましては、市内小中学校のコ

ミュニティ・スクールの推進を支えるべく、令

和４年度よりコミュニティ・スクール推進事業

を立ち上げ、各学校に補助金を交付しておりま

す。 

  また、地域学校協働活動推進員の連絡協議会

を年に５回開催しまして、各学校の活動状況の

共有を図っています。 

  今後も、各学校が独自性のある活動を展開し

ながら、学校と地域の連携・協働を一層推進さ

せていくことができるよう、適切な働きかけと

支援を行ってまいりたいというふうに思います。 

○柏倉信一議長 荒木議員。 

○荒木春吉議員 次に、来年度予算に計上されて

いる学力向上支援員と特別支援教育支援員につ

いて伺います。 

  教育では、学力向上と特支教育は両輪であり、

ともに大切、大事なものであります。 

  特別支援教育は、2019年から文科省の財政措

置も始まり、対象児童生徒も増えつつあります。

授業に加えて生活面と安全面及び心理的安定に

も配慮が必要であり、教員の研修も必須となっ

ています。 

  そこで、本市内小中学校においての学力向上

支援員と特別支援教育支援員の活動状況につい

て伺います。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５７分  

 再 開 午後 １時００分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 寒河江市では、令和２年度

より、学力向上支援員、そして特別支援教育補

助員を市内小中学校に配置しております。 

  文部科学省では特別支援教育支援員というふ

うな職名で呼んでおりますが、寒河江市では、

令和２・３年度は特別支援教育補助員、令和４

年度より特別教育支援員としております。 

  配置の目的につきましては、学力向上支援員

は、通常学級において学級担任の学習指導の補

助を行っております。具体的には、授業中に児
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童生徒への個別指導を行ったり、児童生徒が取

り組んだ学習プリントやテストなどの採点業務

を行ったりしております。 

  一方、特別教育支援員は、特別支援学級や通

常学級において、学級担任と連携しながら、特

別な配慮を必要とする児童生徒の学習や生活の

支援を行っております。 

  配置の人数につきましては、今年度、学力向

上支援員を11名、特別教育支援員を16名、小中

学校に配置しております。 

  各学校への配置の要件としましては、学力向

上支援員は、児童生徒が32・33名の通常学級に

配置をして、特別教育支援員は、児童生徒が４

から６名の特別支援学級に配置しています。 

  いずれも、国が定めている公立義務教育諸学

校の学級編制及び教職員の定数の標準に関する

法律、そして山形県が推進している「さんさ

ん」プランの支援に加えて、市として支援員を

配置している状況であります。 

  また、令和２年度は、学力向上支援員19名、

特別教育支援員６名でしたが、令和６年度には、

学力向上支援員８名、特別教育支援員19名を予

定しています。 

  その理由としましては、ここ数年、全国学力

・学習状況調査の平均正答率の上昇等もあり、

学力向上に一定の成果が見られた一方、小中学

校における特別支援学級の児童生徒が令和元年

度から６年度にかけて1.5倍に増えているとい

うふうな状況のためであります。 

  議員御指摘のとおり、学力向上と特別支援教

育は学校教育の両輪です。今後も、児童生徒の

状況や各学校の状況の把握に努め、適切な配置

を行ってまいりたいというふうに思っておりま

す。 

○柏倉信一議長 荒木議員。 

○荒木春吉議員 最後に、本市内小中学校の不登

校児童生徒への対策について伺います。 

  ２月下旬の毎日新聞「田原総一朗 日本の教

育 問題は何だ！？」では、ＮＰＯ法人あなた

のいばしょ理事長の大空幸星さんのインタビ

ューが掲載されています。 

  全国で30万人に迫って10年連続で増加してい

る不登校児童生徒ですが、本人が不登校経験者

であり、年中無休・無料のインターネットを利

用したチャット相談は、約90万件の相談があっ

たそうです。 

  彼の主張は、学校という学びの場の重要性と

公教育にフリースクール的機能を持たせるべき

との２点です。 

  そこで、本市内小中学校の不登校児童生徒へ

の対策状況について伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 市内小中学校の不登校児童

生徒への対策につきましては、10月と２月の年

２回、寒河江市不登校予防担当者会を開催しま

して、各学校の不登校予防対策について実際に

やっている実践事例を共有して、効果のある事

例についてそれぞれ自分の学校の対策に生かせ

るようにしております。 

  具体的には、不登校予防の取組、不登校児童

生徒並びに不登校傾向の児童生徒への対応、不

登校の未然防止のための魅力ある集団づくり・

授業づくりの工夫、不登校対応における成功事

例や教訓とすべき事例、この４点につきまして

情報交換を行っているところです。 

  効果のある事例として、定期的な学校生活ア

ンケートや全員対象の教育相談期間を設定する

など、小さなことでも相談しやすい雰囲気づく

りを行っている事例や、子どもを語る会や校務

支援ソフトを活用した情報共有を適宜行い、組

織的に不登校傾向の児童生徒の対応に当たって

いる事例があります。 

  また、子育て推進課や西村山基幹相談支援セ

ンターかぼちゃの職員も交えた拡大ケース会議

の開催や、適応指導教室、寒陵スクールの教育

相談員やスクールカウンセラー、子どもふれあ
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いサポーターを活用したチーム学校としての外

部機関と連携した対応を行っている事例もあり

ます。 

  また、日々の学校生活におきましても、自己

決定を尊重した毎日の授業づくりや、児童会、

生徒会が中心となった学校行事の運営、そして

校則の見直しなど、自己決定の機会を保障して

自己肯定感の涵養を図っているところです。 

  そのほかにも、授業以外の場面でも、例えば

帰りの会の中で仲間の頑張りやよさを認め合う

時間をつくったり、児童生徒の絆づくり、居場

所づくりを通して、魅力ある学校づくり、学級

づくりを組織的に行っている事例が報告されて

います。 

  教育委員会としましても、教育相談体制の充

実を図るために、これまでも行っております寒

陵スクールの運営や児童生徒、保護者への教育

相談を担当する教育相談員の配置に加え、令和

６年度からは市内の３つの中学校に、学校には

登校できるんだけれども、なかなかそこから教

室に行けないというふうな、いわゆる別室登校

の生徒の指導や支援を行う教育相談員を新たに

配置しまして、教育相談機能の強化を図ること

を予定しています。 

  さらには、寒陵スクールと中学校の教育相談

員の連絡協議会を開催するなど連携を推進しな

がら、全ての児童生徒の学びの場の保障と居場

所の確保に努めてまいりたいというふうに思っ

ております。 

○柏倉信一議長 荒木議員。 

○荒木春吉議員 答弁ありがとうございました。 

  ３つほどしゃべります。 

  １つ、週刊新潮にコラムを持っている里見清

一さんという医者がいます。彼は、肺がん専門

医であります。医療と教育というのは多分似た

ようなものなのだなと私は思っています。医療

は患者の病気を治す、教育は小学生、中学生の

成長を充実させるという目的があります。彼の

モットーは、１つ、医療には金がかかる。同じ

く教育にも金がかかる。２番目、予算というか

銭は無限大ではない。要するに有限だというこ

とですね。３番目、生き物、人間というのは寿

命があるということであります。学校にも、小

学校でいえば１年生から６年生まで、中学校は

１年から３年生まで時間が限られています。そ

の中で成果を出すということはすごく大変なこ

とだなと思っています。 

  ちなみに、彼のモットーは、モットープラス

もう一つ、看護学校で教えている生徒さんには

必ずこう言うそうであります。患者からのちょ

っとしたお礼の品、寸志ですね、それはもらっ

ておけと言うそうであります。対償を頂くと賄

賂になりますので、寸志なら頂いていいという

教えであります。医療には金がかかりますが、

里見さんは、できるだけお金をかけない医療を

目指して政府の何か委員会の委員にも任命され

たということでありますので、少し参考になる

のかなと思っています。 

  ２つ目、私が好きなゴリラ学者の山極壽一さ

んの最新刊を見ていたら、昨日までは「シンク

・グローバリー、アクト・ローカリー」という

言葉がモットーでありましたが、今日からは

「シンク・ローカリー、アクト・グローカ

リー」というんだそうであります。ぜひ、我々

の活動というか、市の政策を実施するに当たっ

ても、そういう視点でぜひ取り組んでいただき

たいと思っています。 

  あと３つ目、今回の不登校の問題が出たとき、

運よく毎日新聞に、２月の下旬と、あと３月４

日に田原総一朗さんと先ほど紹介した若い人の

対談が載っていました。不登校というのは、多

分、要は恵まれている国だから不登校生徒が増

えているのかなと私は思っています。戦争のあ

る国には不登校生はいませんから、日本はやっ

ぱり冷暖房完備、給食も完備していて、恵まれ

過ぎているから増えているのかなというのが私
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の考えであります。 

  でも、せっかく来年度に向けて予算を組んで

いただいたわけですから、脳みそを十分に使っ

て、せっかく組んだ予算でありますので、強力

な政策を実行するために頑張っていただきたい

なと思っています。質問を終わります。 

 

   散    会    午後１時１２分 

 

○柏倉信一議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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令和６年３月８日（金曜日）第１回定例会 

 

○出席議員（１６名） 

   １番  柏  倉  信  一  議員     ２番  佐  藤  政  人  議員 
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   議事日程第４号      第１回定例会 

   令和６年３月８日（金）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 議第 ３号 令和５年度寒河江市一般会計補正予算（第９号） 

 〃  ２ 議第 ４号 令和５年度寒河江市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 〃  ３ 議第 ５号 令和５年度寒河江市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 〃  ４ 議第 ６号 令和５年度寒河江市水道事業会計補正予算（第２号） 

 〃  ５ 質疑 

 〃  ６ 予算特別委員会設置 

 〃  ７ 委員会付託 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第４号に同じ 

 

 

 

   再    開    午前９時３０分 

 

○柏倉信一議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第４号によって進め

てまいります。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 日程第１、議第３号令和５年度

寒河江市一般会計補正予算（第９号）から日程

第４、議第６号令和５年度寒河江市水道事業会

計補正予算（第２号）までの４案件を一括議題

といたします。 

 

質     疑 

 

○柏倉信一議長 日程第５、これより質疑に入り

ますが、所属する委員会の審査案件に関する質

疑は極力控えるとともに、概括的な質疑にとど

めていただくようお願いいたします。 

  初めに、議第３号令和５年度寒河江市一般会

計補正予算（第９号）に対する質疑はありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第４号令和５年度寒河江市国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）に対する質疑

はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第５号令和５年度寒河江市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）に対する質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第６号令和５年度寒河江市水道事業
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会計補正予算（第２号）に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

予算特別委員会設置 

 

○柏倉信一議長 日程第６、予算特別委員会の設

置についてお諮りいたします。 

  議第３号令和５年度寒河江市一般会計補正予

算（第９号）については、議長を除く15人を委

員に選任して構成する予算特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することにしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり)  

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第３号令和５年度寒河江市一般会

計補正予算（第９号）については、予算特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査すること

に決しました。 

 

委 員 会 付 託 

 

○柏倉信一議長 日程第７、委員会付託でありま

す。 

  このことにつきましては、お示ししておりま

す委員会付託案件表のとおりそれぞれ所管の委

員会に付託いたします。 

 

 委員会付託案件表 

委 員 会 付 託 案 件  

総務産業常任委員会 議第６号 

厚生文教常任委員会 議第４号、議第５号 

予算特別委員会 議第３号 

 

 

   散    会    午前９時３３分 

 

○柏倉信一議長 以上で本日の日程は終了いたし

ました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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   議事日程第５号       第１回定例会 

   令和６年３月１２日（火）  予算特別委員会終了後開議 

 

   再  開 

  （予算特別委員会付託関係） 

日程第 １ 議第 ３号 令和５年度寒河江市一般会計補正予算（第９号） 

 〃  ２ 予算特別委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃  ３ 質疑・討論・採決 

 

  （総務産業常任委員会付託関係） 

日程第 ４ 議第 ６号 令和５年度寒河江市水道事業会計補正予算（第２号） 

 〃  ５ 総務産業常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃  ６ 質疑・討論・採決 

 

  （厚生文教常任委員会付託関係） 

日程第 ７ 議第 ４号 令和５年度寒河江市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 〃  ８ 議第 ５号 令和５年度寒河江市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 〃  ９ 厚生文教常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 １０ 質疑・討論・採決 

 

日程第１１ 議第 ７号 令和６年度寒河江市一般会計予算 

 〃 １２ 議第 ８号 令和６年度寒河江市国民健康保険特別会計予算 

 〃 １３ 議第 ９号 令和６年度寒河江市後期高齢者医療特別会計予算 

 〃 １４ 議第１０号 令和６年度寒河江市介護保険特別会計予算 

 〃 １５ 議第１１号 令和６年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計予算 

 〃 １６ 議第１２号 令和６年度寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）予算 

 〃 １７ 議第１３号 令和６年度寒河江市下水道事業会計予算 

 〃 １８ 議第１４号 令和６年度寒河江市立病院事業会計予算 

 〃 １９ 議第１５号 令和６年度寒河江市水道事業会計予算 

 〃 ２０ 議第１６号 寒河江市立病院事業の設置等に関する条例及び寒河江市監査委員条例の一部

改正について 

 〃 ２１ 議第１７号 寒河江市課制条例の一部改正について 

 〃 ２２ 議第１８号 寒河江市情報公開条例の一部改正について 

 〃 ２３ 議第１９号 寒河江市行政手続における個人番号の利用に関する条例の一部改正について 

 〃 ２４ 議第２０号 寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 〃 ２５ 議第２１号 寒河江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び寒河江市職

員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 〃 ２６ 議第２２号 佐藤文庫図書購入基金条例等の廃止について 
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日程第２７ 議第２３号 寒河江市都市計画税条例の一部改正について 

 〃 ２８ 議第２４号 寒河江市高齢者寿賀祝品等支給条例の一部改正について 

 〃 ２９ 議第２５号 寒河江市医療費支給に関する条例の一部改正について 

 〃 ３０ 議第２６号 寒河江市市民浴場に関する条例の一部改正について 

 〃 ３１ 議第２７号 寒河江市介護保険条例の一部改正について 

 〃 ３２ 議第２８号 寒河江市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部改正について 

 〃 ３３ 議第２９号 寒河江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 〃 ３４ 議第３０号 寒河江市水道給水条例及び寒河江市水道事業に係る布設工事監督者の配置基

準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正に

ついて 

 〃 ３５ 議第３１号 屋内型児童遊戯施設、キャンプ場、グランピング場、ＲＶパーク及び国際チ

ェリーパークに係る指定管理者の指定について 

 〃 ３６ 議第３２号 寒河江市立にしね保育所に係る指定管理者の指定について 

 〃 ３７ 議第３３号 寒河江市いこいの森に係る指定管理者の指定について 

 〃 ３８ 議第３４号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一部変更について 

 〃 ３９ 議第３５号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一部変更について 

 〃 ４０ 請願第１号 健康保険証を廃止せず存続を求める意見書の提出に関する請願 

 〃 ４１ 質疑 

 〃 ４２ 予算特別委員会設置 

 〃 ４３ 委員会付託 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第５号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時４５分 

 

○柏倉信一議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第５号によって進め

てまいります。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 日程第１、議第３号令和５年度

寒河江市一般会計補正予算（第９号）を議題と

いたします。 

 

予算特別委員会の審査の 
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経過並びに結果報告 

 

○柏倉信一議長 日程第２、予算特別委員会の審

査の経過並びに結果報告であります。 

  予算特別委員長報告を求めます。古沢予算特

別委員長。 

   〔古沢清志予算特別委員長 登壇〕 

○古沢清志予算特別委員長 予算特別委員会にお

ける審査の経過と結果について御報告申し上げ

ます。 

  本委員会に付託になりました案件は、議第３

号令和５年度寒河江市一般会計補正予算（第９

号）であります。 

  ３月８日、委員15名全員出席、当局からは市

長はじめ関係課長等出席の下、委員会を開会し、

議第３号を議題とし、質疑の後、各分科会に分

担付託し、審査することといたしました。 

  各分科会の審査の経過につきましては、本日

再開されました委員会で詳しく報告されており

ますので省略させていただきますが、各分科会

とも原案を了とすることと決した旨の報告があ

りました。 

  各分科会委員長報告の後、委員長報告に対す

る質疑を行い、討論を終結し、採決に入りまし

た。 

  議第３号を採決の結果、賛成多数をもって原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で、予算特別委員会における審査の経過

と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第３、これより質疑・討論

・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第３号令和５年度寒河江市一般会

計補正予算（第９号）を採決いたします。 

  本案に対する委員長報告は可決であります。 

  本案は委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第３号は原案のとおり可決されま

した。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 次に、日程第４、議第６号令和

５年度寒河江市水道事業会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

 

総務産業常任委員会の 

審査の経過並びに結果報告 

 

○柏倉信一議長 日程第５、総務産業常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  総務産業常任委員長報告を求めます。安孫子

総務産業常任委員長。 

   〔安孫子義徳総務産業常任委員長 登壇〕 

○安孫子義徳総務産業常任委員長 総務産業常任

委員会における審査の経過と結果について御報

告申し上げます。 

  本委員会は、３月８日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第６号の１案件で

あります。 

  順を追って審査の内容を申し上げます。 

  議第６号令和５年度寒河江市水道事業会計補

正予算（第２号）を議題とし、当局の説明を求
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め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「建設改良費が１億2,000万円とあ

るが、財源の詳細は」との問いがあり、当局よ

り「１億2,000万円のうち1,485万円は今回内示

された交付金を充当します。残りは、建設改良

積立金などから支出する予定です」との答弁が

ありました。 

  委員より「今回の補正予算による耐震化工事

の延長は、どのくらいを見込んでいるのか」と

の問いがあり、当局より「工事の延長はおよそ

330メートルを予定しています。また、更新に

かかる費用には、新しく布設するものに加え、

もともとあった管の撤去も含まれます」との答

弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で、総務産業常任委員会における審査の

経過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第６、これより質疑・討論

・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第６号令和５年度寒河江市水道事

業会計補正予算（第２号）を採決いたします。 

  本案に対する委員長報告は可決であります。 

  本案は委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第６号は原案のとおり可決されま

した。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 次に、日程第７、議第４号令和

５年度寒河江市国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）及び日程第８、議第５号令和５年度

寒河江市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）の２案件を一括議題といたします。 

 

厚生文教常任委員会の 

審査の経過並びに結果報告 

 

○柏倉信一議長 日程第９、厚生文教常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  厚生文教常任委員長報告を求めます。月光厚

生文教常任委員長。 

   〔月光裕晶厚生文教常任委員長 登壇〕 

○月光裕晶厚生文教常任委員長 厚生文教常任委

員会における審査の経過と結果について御報告

申し上げます。 

  本委員会は、３月８日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第４号及び議第５

号の２案件であります。 

  順を追って審査の内容を申し上げます。 

  初めに、議第４号令和５年度寒河江市国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）を議題とし、

当局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑

もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数

をもって原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次に、議第５号令和５年度寒河江市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）を議題とし、

当局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑

もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数
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をもって原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  以上で、厚生文教常任委員会における審査の

経過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第10、これより質疑・討論

・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第４号令和５年度寒河江市国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）及び議第５号令和５

年度寒河江市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）の２案件を一括して採決いたします。 

  ただいまの２案件に対する委員長報告はいず

れも可決であります。 

  ２案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第４号及び議第５号の２案件は原

案のとおり可決されました。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 次に、日程第11、議第７号令和

６年度寒河江市一般会計予算から日程第40、請

願第１号健康保険証を廃止せず存続を求める意

見書の提出に関する請願までの30案件を一括議

題といたします。 

 

質     疑 

 

○柏倉信一議長 日程第41、これより質疑に入り

ますが、所属する委員会の審査案件に関する質

疑は極力控えるとともに、概括的な質疑にとど

めていただくようお願いいたします。 

  初めに、議第７号令和６年度寒河江市一般会

計予算に対する質疑はありませんか。渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ２点御質問させていただきます。 

  １点目。一般会計当初予算の39ページ、Pay 

For Success、全国初の試みであるＰＦＳ、成

果連動型の婚活事業、結婚支援対策事業につい

てでございます。一般質問の関連質問で、過去

にこの全国初の試みについて実施回数19回、延

べ100人を予定しているというふうなことで、

今年度の事業が行われていると思うんですけれ

ども、これの現在の実績、委託料。今年度は

711万円というふうなことだったと思いますけ

れども、新年度予算534万6,000円。この関連、

まだ引き続くんでしょうけれども、成果と課題

などについて、しっかりとお考えがあるかお尋

ねしたいと思います。 

○柏倉信一議長 東海林企画創成課長。 

○東海林 恒企画創成課長 それではＰＦＳ事業

についてお答えを申し上げます。 

  まず、初めの実施状況でありますが、今年度、

先月２月までになりますが、まずセミナーのほ

うを４回開催しておりまして、約70名の方が参

加いただいております。また、婚活のイベント

でありますが、こちらにつきましては１月末現

在というふうなことになりますが、延べ８回開

催し、114名の方から参加をいただいておると

ころであります。 

  なお、来年度の事業費ということであります

が、こちら御案内のとおり、成果連動型という

ふうなことでありまして、基本額に、まず連動

型の支払いでありますが、イベント等の啓発事
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業の参加者数、２番目が婚活サービス事業者へ

の登録者数、最後になりますが、成婚数、こち

らの３項目につきまして、参加者数、また成婚

数に応じて金額を加算してお支払いをするとい

った内容になっております。なお、今年度につ

きましては、現段階において事業者のほうから、

今年度の成婚された方はまだ報告は受けていな

い状況になっております。以上です。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 成婚までなかなか大変だという

ふうなことも伺っているわけですけれども、引

き続き、ここについては進めていただけるよう

にお願いをしたいと思います。 

  続いて、10款の教育費、87ページ、10款１項

２目教育総務費の事務局費ということで、今回、

委託料5,200万円。学校統廃合の調査設計費と

いうことだと思うんですけれども、これについ

ては一応構想基本計画、基本設計というふうな

ことで理由づけがあるわけですけれども、どの

ような入札方法をお考えなのか。一般的に、コ

ンペ方式とかプロポーザル方式、あと総合評価

など、現在、多様な入札が行われていると思い

ますけれども、どういうことをお考えなのか。 

  特に、校舎、グラウンド、あと外構とかフェ

ンス、その他教育施設の基本構想、基本計画と

なると、かなり膨大になると思うんですけれど

も、この件について、どのような構想、デザイ

ンでこの競争入札などをされるのか。これにつ

いてもお聞きしたいと思います。 

○柏倉信一議長 今野課長。 

○今野育男学校教育課長 お答えいたします。 

                      

                     

       内容等についてはこれから内容

を検討しまして、仕様書等を作成     し

ようと考えているところでございます。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員               

            

○柏倉信一議長               

                     

                     

   

○渡邉賢一議員 詳細は予算特別委員会でお伺い

しますけれども、この5,200万円というふうな

ところが妥当かどうかというふうなことで、ど

のように内部で検討されたか。また、今後、み

らい協働課のほうで調整されていくんだろうと

いうふうに思うんですけれども、今、学校教育

課のほうで、どこまでそこをつくっていくのか、

それについてもお聞きしたいと思います。 

○柏倉信一議長 今野学校教育課長。 

○今野育男学校教育課長 どこまでといいますと、

すみません。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員             その

基本構想、デザインなどについてです。 

○柏倉信一議長 今野学校教育課長。 

○今野育男学校教育課長 基本構想、基本方針に

ついて全て委託して、業者のほうで作成しても

らうことを考えております。 

○柏倉信一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第８号令和６年度寒河江市国民健康

保険特別会計予算に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第９号令和６年度寒河江市後期高齢

者医療特別会計予算に対する質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第10号寒河江市介護保険特別会計予

算に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第11号令和６年度寒河江市介護認定

審査会共同設置特別会計予算に対する質疑はあ

りませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第12号令和６年度寒河江市財産区特

別会計（高松、醍醐、三泉）予算に対する質疑

はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第13号令和６年度寒河江市下水道事

業会計予算に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第14号令和６年度寒河江市立病院事

業会計予算に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第15号令和６年度寒河江市水道事業

会計予算に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第16号寒河江市立病院事業の設置等

に関する条例及び寒河江市監査委員条例の一部

改正についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第17号寒河江市課制条例の一部改正

についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第18号寒河江市情報公開条例の一部

改正についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第19号寒河江市行政手続における個

人番号の利用に関する条例の一部改正について

に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第20号寒河江市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部改正についてに対する

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第21号寒河江市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例及び寒河江市職

員の育児休業等に関する条例の一部改正につい

てに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第22号佐藤文庫図書購入基金条例等

の廃止についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり) 

  次に、議第23号寒河江市都市計画税条例の一

部改正についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり) 

  次に、議第24号寒河江市高齢者寿賀祝品等支

給条例の一部改正についてに対する質疑はあり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり) 

  次に、議第25号寒河江市医療費支給に関する

条例の一部改正についてに対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり) 

  次に、議第26号寒河江市市民浴場に関する条

例の一部改正についてに対する質疑はありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり) 

  次に、議第27号寒河江市介護保険条例の一部

改正についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり) 

  次に、議第28号寒河江市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部改正についてに対する質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり) 

  次に、議第29号寒河江市水道事業及び下水道

事業の設置等に関する条例の一部改正について

に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり) 

  次に、議第30号寒河江市水道給水条例及び寒

河江市水道事業に係る布設工事監督者の配置基

準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基

準に関する条例の一部改正についてに対する質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり) 

  次に、議第31号屋内型児童遊戯施設、キャン

プ場、グランピング場、ＲＶパーク及び国際チ

ェリーパークに係る指定管理者の指定について
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に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり) 

  次に、議第32号寒河江市立にしね保育所に係

る指定管理者の指定についてに対する質疑はあ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり) 

  次に、議第33号寒河江市いこいの森に係る指

定管理者の指定についてに対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり) 

  次に、議第34号辺地に係る公共的施設の総合

整備計画の一部変更についてに対する質疑はあ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり) 

  次に、議第35号辺地に係る公共的施設の総合

整備計画の一部変更についてに対する質疑はあ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり) 

  次に、請願第１号健康保険証を廃止せず存続

を求める意見書の提出に関する請願に対する質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

予算特別委員会設置 

 

○柏倉信一議長 日程第42、予算特別委員会の設

置についてお諮りいたします。 

  議第７号令和６年度寒河江市一般会計予算か

ら議第15号令和６年度寒河江市水道事業会計予

算までの９案件については、議長を除く15人を

委員に選任して構成する予算特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査することにしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第７号令和６年度寒河江市一般会

計予算から議第15号令和６年度寒河江市水道事

業会計予算までの９案件については、予算特別

委員会を設置し、これに付託の上、審査するこ

とに決しました。 

 

委 員 会 付 託 

 

○柏倉信一議長 日程第43、委員会付託でありま

す。 

  このことにつきましては、お示ししておりま

す委員会付託案件表のとおりそれぞれ所管の委

員会に付託いたします。 

 

 委員会付託案件表  

委 員 会 付 託 案 件 

総務産業常任委員会 

議第１６号、議第１７号、

議第１８号、議第１９号、

議第２０号、議第２１号、

議第２３号、議第２９号、

議第３０号、議第３３号、

議第３４号、議第３５号 

厚生文教常任委員会 

議第２２号、議第２４号、

議第２５号、議第２６号、

議第２７号、議第２８号、

議第３１号、議第３２号、

請願第１号 

予算特別委員会 

議第 ７号、議第 ８号、

議第 ９号、議第１０号、

議第１１号、議第１２号、

議第１３号、議第１４号、

議第１５号 

 

 

   散    会    午前１０時１２分 

 

○柏倉信一議長 以上で本日の日程は終了いたし

ます。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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令和６年３月２２日（金曜日）第１回定例会 

 

○出席議員（１６名） 

   １番  柏  倉  信  一  議員     ２番  佐  藤  政  人  議員 

   ３番  野  口  康 一 郎  議員     ４番  児  玉     崇  議員 

   ５番  月  光  裕  晶  議員     ６番  安 孫 子  義  徳  議員 

   ７番  太  田  陽  子  議員     ８番  佐  藤  耕  治  議員 

   ９番  後  藤  健 一 郎  議員    １０番  渡  邉  賢  一  議員 

  １１番  伊  藤  正  彦  議員    １２番  古  沢  清  志  議員 

  １３番  太  田  芳  彦  議員    １４番  沖  津  一  博  議員 

  １５番  荒  木  春  吉  議員    １６番  阿  部     清  議員 

○欠席議員（なし） 

○遅刻議員（なし） 

○早退議員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  齋 藤 真 朗  副 市 長 

佐 藤 志津男  教 育 長  久保田 洋 子  病院事業管理者 

髙 橋 達 也  
選挙管理委員会 
委 員 長  木 村 三 紀  農業委員会会長 

鈴 木   隆  
総務課長（併） 
選挙管理委員会 
事 務 局 長 

 東海林   恒  企画創成課長 

石 橋 慶 幸  
デジタル戦略 
課 長  小 泉   尚  財 政 課 長 

安 彦 絵 美  税 務 課 長  大 江 幸 範  市民生活課長 

菊 地 正 博  
防災危機管理 
課 長  武 田 新 二  建設管理課長 

伊 藤   孝  上下水道課長  猪 倉 秀 行  
農林課長（併） 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

白 田 純 一  商工推進課長  山 田 良 一  
さくらんぼ観光 
課 長 

小 林 弘 之  福祉国保課長  寺 西 里 衣  健康増進課長 

志 鎌 重 美  子育て推進課長  柏 倉 信 一  
会計管理者(兼) 
会 計 課 長 

小 林 博 之  病 院 事 務 長  今 野 育 男  学校教育課長 

渡 邉 健 一  生涯学習課長  渡 辺 智 昭  
スポーツ振興 
課 長 

大 沼   勇  監 査 委 員  渡 邉   昭  
監 査 委 員 
事 務 局 長 

○事務局職員出席者 

東海林 茂 美  事 務 局 長  柏 倉 勝 郎  局 長 補 佐 

堀   和 敏  総 務 係 主 任  古 谷 駿 幸  総 務 係 主 事 
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   議事日程第６号       第１回定例会 

   令和６年３月２２日（金）  予算特別委員会終了後開議 

 

   再  開 

  （予算特別委員会付託関係） 

日程第 １ 議第 ７号 令和６年度寒河江市一般会計予算 

 〃  ２ 議第 ８号 令和６年度寒河江市国民健康保険特別会計予算 

 〃  ３ 議第 ９号 令和６年度寒河江市後期高齢者医療特別会計予算 

 〃  ４ 議第１０号 令和６年度寒河江市介護保険特別会計予算 

 〃  ５ 議第１１号 令和６年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計予算 

 〃  ６ 議第１２号 令和６年度寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）予算 

 〃  ７ 議第１３号 令和６年度寒河江市下水道事業会計予算 

 〃  ８ 議第１４号 令和６年度寒河江市立病院事業会計予算 

 〃  ９ 議第１５号 令和６年度寒河江市水道事業会計予算 

 〃 １０ 予算特別委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 １１ 質疑・討論・採決 

 

  （総務産業常任委員会付託関係） 

日程第１２ 議第１６号 寒河江市立病院事業の設置等に関する条例及び寒河江市監査委員条例の一部

改正について 

 〃 １３ 議第１７号 寒河江市課制条例の一部改正について 

 〃 １４ 議第１８号 寒河江市情報公開条例の一部改正について 

 〃 １５ 議第１９号 寒河江市行政手続における個人番号の利用に関する条例の一部改正について 

 〃 １６ 議第２０号 寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 〃 １７ 議第２１号 寒河江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び寒河江市職

員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 〃 １８ 議第２３号 寒河江市都市計画税条例の一部改正について 

 〃 １９ 議第２９号 寒河江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 〃 ２０ 議第３０号 寒河江市水道給水条例及び寒河江市水道事業に係る布設工事監督者の配置基

準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正に

ついて 

 〃 ２１ 議第３３号 寒河江市いこいの森に係る指定管理者の指定について 

 〃 ２２ 議第３４号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一部変更について 

 〃 ２３ 議第３５号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一部変更について 

 〃 ２４ 総務産業常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 ２５ 質疑・討論・採決 
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  （厚生文教常任委員会付託関係） 

日程第２６ 議第２２号 佐藤文庫図書購入基金条例等の廃止について 

 〃 ２７ 議第２４号 寒河江市高齢者寿賀祝品等支給条例の一部改正について 

 〃 ２８ 議第２５号 寒河江市医療費支給に関する条例の一部改正について 

 〃 ２９ 議第２６号 寒河江市市民浴場に関する条例の一部改正について 

 〃 ３０ 議第２７号 寒河江市介護保険条例の一部改正について 

 〃 ３１ 議第２８号 寒河江市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部改正について 

 〃 ３２ 議第３１号 屋内型児童遊戯施設、キャンプ場、グランピング場、ＲＶパーク及び国際チ

ェリーパークに係る指定管理者の指定について 

 〃 ３３ 議第３２号 寒河江市立にしね保育所に係る指定管理者の指定について 

 〃 ３４ 請願第１号 健康保険証を廃止せず存続を求める意見書の提出に関する請願 

 〃 ３５ 厚生文教常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 ３６ 質疑・討論・採決 

 

日程第３７ 議第３６号 令和５年度寒河江市一般会計補正予算（第１０号） 

 〃 ３８ 議案説明 

 〃 ３９ 委員会付託 

 〃 ４０ 質疑・討論・採決 

 〃 ４１ 議会案第１号 寒河江市議会委員会条例の一部改正について 

 〃 ４２ 議案説明 

 〃 ４３ 質疑・討論・採決 

 〃 ４４ 議員派遣の件 

 〃 ４５ 常任委員会及び議会運営委員会の閉会中における委員会調査申出並びに委員派遣承認要求 

      について 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第６号に同じ 

 

 

 

   再    開    午前１０時２５分 

 

○柏倉信一議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  この際、お諮りいたします。 

  今野学校教育課長から、3月12日の会議での
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発言について、お示しのとおり、その一部を取

り消したい旨の申出がありました。この発言取

消しの申出を許可することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

  御異議なしと認めます。 

  よって、今野学校教育課長からの発言取消し

の申出を許可することに決しました。 

  ただいまの発言取消しの許可に伴い、これに

関連する以降の発言についても、配付用の会議

録から削除することといたします。 

  ここで、本日の会議運営について、議会運営

委員長の報告を求めます。荒木議会運営委員長。 

   〔荒木春吉議会運営委員長 登壇〕 

○荒木春吉議会運営委員長 おはようございます。 

  本日の会議運営につきましては、３月11日、

委員６名全員出席並びに関係者出席の下、議会

運営委員会を開催し、協議いたしましたので、

その結果について御報告申し上げます。 

  初めに、本日追加されます案件について申し

上げます。 

  追加案件は、議第36号令和５年度寒河江市一

般会計補正予算（第10号）、議会案第１号寒河

江市議会委員会条例の一部改正について、議員

派遣の件及び常任委員会及び議会運営委員会の

閉会中における委員会調査申出並びに委員派遣

承認要求についての４案件であります。 

  このことにより、議事日程の一部変更が必要

となります。日程変更の詳細につきましては、

お示ししております日程表のとおり、変更とな

ります。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、報告といたします。 

○柏倉信一議長 お諮りいたします。 

  本日の会議運営は、議会運営委員長報告のと

おり決定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議運営は議会運営委員長報

告のとおり決定いたしました。 

  本日の会議は、議事日程第６号によって進め

てまいります。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 日程第１、議第７号令和６年度

寒河江市一般会計予算から日程第９、議第15号

令和６年度寒河江市水道事業会計予算までの９

案件を一括議題といたします。 

 

予算特別委員会の審査の 

経過並びに結果報告 

 

○柏倉信一議長 日程第10、予算特別委員会の審

査の経過並びに結果報告であります。 

  予算特別委員長報告を求めます。古沢予算特

別委員長。 

   〔古沢清志予算特別委員長 登壇〕 

○古沢清志予算特別委員長 予算特別委員会にお

ける審査の経過と結果について御報告申し上げ

ます。 

  本委員会に付託になりました案件は、議第７

号令和６年度寒河江市一般会計予算、議第８号

令和６年度寒河江市国民健康保険特別会計予算、

議第９号令和６年度寒河江市後期高齢者医療特

別会計予算、議第10号令和６年度寒河江市介護

保険特別会計予算、議第11号令和６年度寒河江

市介護認定審査会共同設置特別会計予算、議第

12号令和６年度寒河江市財産区特別会計（高松、

醍醐、三泉）予算、議第13号令和６年度寒河江

市下水道事業会計予算、議第14号令和６年度寒

河江市立病院事業会計予算及び議第15号令和６

年度寒河江市水道事業会計予算であります。 

  ３月12日、委員15名全員出席、当局からは市

長はじめ関係課長等出席の下、委員会を開会し、

９案件を一括議題とし、質疑の後、各分科会に
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分担付託し、審査することといたしました。 

  各分科会の審査の経過につきましては、本日

再開されました委員会で詳しく報告されており

ますので省略させていただきますが、各分科会

とも原案を了とすることと決した旨の報告があ

りました。 

  各分科会委員長報告の後、委員長報告に対す

る質疑を行い、討論を終結し、採決に入りまし

た。 

  議第７号、議第８号、議第９号、議第10号、

議第11号、議第12号、議第13号、議第14号及び

議第15号の９案件を一括して採決した結果、賛

成多数をもって原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

  以上で、予算特別委員会における審査の経過

と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第11、これより質疑・討論

・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第７号令和６年度寒河江市一般会計予算、

議第８号令和６年度寒河江市国民健康保険特別

会計予算、議第９号令和６年度寒河江市後期高

齢者医療特別会計予算、議第10号令和６年度寒

河江市介護保険特別会計予算、議第11号令和６

年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計

予算、議第12号令和６年度寒河江市財産区特別

会計（高松、醍醐、三泉）予算、議第13号令和

６年度寒河江市下水道事業会計予算、議第14号

令和６年度寒河江市立病院事業会計予算及び議

第15号令和６年度寒河江市水道事業会計予算の

９案件を一括して採決いたします。 

  ただいまの９案件に対する委員長報告はいず

れも可決であります。 

  ９案件は委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第７号、議第８号、議第９号、議

第10号、議第11号、議第12号、議第13号、議第

14号及び議第15号の９案件は原案のとおり可決

されました。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 次に、日程第12、議第16号寒河

江市立病院事業の設置等に関する条例及び寒河

江市監査委員条例の一部改正についてから、日

程第23、議第35号辺地に係る公共的施設の総合

整備計画の一部変更についてまでの12案件を一

括議題といたします。 

 

総務産業常任委員会の 

審査の経過並びに結果報告 

 

○柏倉信一議長 日程第24、総務産業常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  総務産業常任委員長報告を求めます。安孫子

総務産業常任委員長。 

   〔安孫子義徳総務産業常任委員長 登壇〕 

○安孫子義徳総務産業常任委員長 総務産業常任

委員会における審査の経過と結果について御報

告申し上げます。 

  本委員会は、３月12日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第16号から議第21

号まで、議第23号、議第29号、議第30号及び議
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第33号から議第35号までの12案件であります。 

  順を追って審査の内容を申し上げます。 

  初めに、議第16号寒河江市立病院事業の設置

等に関する条例及び寒河江市監査委員条例の一

部改正についてを議題とし、当局の説明を求め、

質疑に入りましたが、質疑もなく、討論を終結

し、採決の結果、賛成多数をもって原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議第17号寒河江市課制条例の一部改正

についてを議題とし、当局の説明を求め、質疑

に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「今回の条例改正によりみらい協働

課が新設されるが、人員の配置についてはどの

ように考えているのか」との問いがあり、当局

より「正確な人数等は、本条例改正可決後に行

われる人事により決まりますが、現時点では、

課全体として６名程度の配置を考えています。

内訳としては、企画創成課及び建設管理課から

の異動に加え、ほかの課からも一、二名程度の

人員の異動を想定しています」との答弁があり

ました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第18号寒河江市情報公開条例の一部

改正についてを議題とし、当局の説明を求め、

質疑に入りましたが、質疑もなく、討論を終結

し、採決の結果、賛成多数をもって原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議第19号寒河江市行政手続における個

人番号の利用に関する条例の一部改正について

を議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りま

したが、御報告する質疑もなく、討論を終結し、

採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次に、議第20号寒河江市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部改正についてを議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「職員の夏季休暇の取得状況は」と

の問いがあり、当局より「夏季休暇は３日間取

得可能であり、職員の平均取得日数は2.95日で

す。取得状況は、おおむね３日間に近い状況で

すが、今回の制度改正により、休暇をより取得

しやすいようにするものです」との答弁があり

ました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第21号寒河江市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例及び寒河江市職

員の育児休業等に関する条例の一部改正につい

てを議題とし、当局の説明を求め、質疑に入り

ましたが、質疑もなく、討論を終結し、採決の

結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  次に、議第23号寒河江市都市計画税条例の一

部改正についてを議題とし、当局の説明を求め、

質疑に入りましたが、質疑もなく、討論を終結

し、採決の結果、賛成多数をもって原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議第29号寒河江市水道事業及び下水道

事業の設置等に関する条例の一部改正について

を議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りま

したが、質疑もなく、討論を終結し、採決の結

果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  次に、議第30号寒河江市水道給水条例及び寒

河江市水道事業に係る布設工事監督者の配置基

準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基

準に関する条例の一部改正についてを議題とし、

当局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑

もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数

をもって原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次に、議第33号寒河江市いこいの森に係る指

定管理者の指定についてを議題とし、当局の説
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明を求め、質疑に入りましたが、質疑もなく、

討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第34号辺地に係る公共的施設の総合

整備計画の一部変更についてを議題とし、当局

の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑もな

く、討論を終結し、採決の結果、賛成多数をも

って原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第35号辺地に係る公共的施設の総合

整備計画の一部変更についてを議題とし、当局

の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑もな

く、討論を終結し、採決の結果、賛成多数をも

って原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で、総務産業常任委員会における審査の

経過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第25、これより質疑・討論

・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第16号寒河江市立病院事業の設置等に関す

る条例及び寒河江市監査委員条例の一部改正に

ついて、議第17号寒河江市課制条例の一部改正

について、議第18号寒河江市情報公開条例の一

部改正について、議第19号寒河江市行政手続に

おける個人番号の利用に関する条例の一部改正

について、議第20号寒河江市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部改正について、議第

21号寒河江市会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例及び寒河江市職員の育児休業

等に関する条例の一部改正について、議第23号

寒河江市都市計画税条例の一部改正について、

議第29号寒河江市水道事業及び下水道事業の設

置等に関する条例の一部改正について、議第30

号寒河江市水道給水条例及び寒河江市水道事業

に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準

並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例

の一部改正について、議第33号寒河江市いこい

の森に係る指定管理者の指定について、議第34

号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一部

変更について及び議第35号辺地に係る公共的施

設の総合整備計画の一部変更についての12案件

を一括して採決いたします。 

  ただいまの12案件に対する委員長報告はいず

れも可決であります。 

  12案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第16号、議第17号、議第18号、議

第19号、議第20号、議第21号、議第23号、議第

29号、議第30号、議第33号、議第34号及び議第

35号の12案件は原案のとおり可決されました。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 次に、日程第26、議第22号佐藤

文庫図書購入基金条例等の廃止についてから、

日程第34、請願第１号健康保険証を廃止せず存

続を求める意見書の提出に関する請願までの９

案件を一括議題といたします。 

 

厚生文教常任委員会の 

審査の経過並びに結果報告 

 

○柏倉信一議長 日程第35、厚生文教常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  厚生文教常任委員長報告を求めます。月光厚
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生文教常任委員長。 

   〔月光裕晶厚生文教常任委員長 登壇〕 

○月光裕晶厚生文教常任委員長 厚生文教常任委

員会における審査の経過と結果について御報告

申し上げます。 

  本委員会は、３月12日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第22号、議第24号

から議第28号まで、議第31号及び議第32号並び

に請願第１号の９案件であります。 

  順を追って審査の内容を申し上げます。 

  初めに、議第22号佐藤文庫図書購入基金条例

等の廃止についてを議題とし、当局の説明を求

め、質疑に入りましたが、御報告する質疑もな

く、討論を終結し、採決の結果、賛成多数をも

って原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第24号寒河江市高齢者寿賀祝品等支

給条例の一部改正についてを議題とし、当局の

説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「このたびの改正は、数え年100歳

の方への祝い金支給について、30年以上の居住

を要件としている部分を削除するものであるが、

実際にこの要件を満たせず、祝い金支給の対象

外になった方はどの程度いるのか」との問いが

あり、当局より「当該要件を満たせず、祝い金

支給の対象外になった方は、過去３年間で４名

です。なお、令和５年度において、３名の方が

居住期間25年以上30年未満で祝い金支給の対象

外となったことをきっかけとして、このたびの

改正検討に至ったものです」との答弁がありま

した。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第25号寒河江市医療費支給に関する

条例の一部改正についてを議題とし、当局の説

明を求め質疑に入りましたが、質疑もなく、討

論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第26号寒河江市市民浴場に関する条

例の一部改正についてを議題とし、当局の説明

を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「東日本大震災の発生から今年で13

年が経過したが、本市に避難されている方は現

在どの程度いるのか」との問いがあり、当局よ

り「本市に避難されている東日本大震災の避難

者は14世帯の40名です」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第27号寒河江市介護保険条例の一部

改正についてを議題とし、当局の説明を求め、

質疑に入りましたが、御報告する質疑もなく、

討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第28号寒河江市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部改正についてを議題とし、

当局の説明を求め、質疑に入りましたが、御報

告する質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、

賛成多数をもって原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

  次に、議第31号屋内型児童遊戯施設、キャン

プ場、グランピング場、ＲＶパーク及び国際チ

ェリーパークに係る指定管理者の指定について

を議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りま

した。 

  質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「選定結果の類似施設等の管理実績

の項目について、類似しない施設の管理実績が

あることを理由に、評価を８点としているが、

これはどのような理由によるものか。また、基

準点の２点と評価されるのはどのような場合な

のか」との問いがあり、当局より「類似する施

設の管理実績がある場合は10点、類似しない施

設の管理実績がある場合は８点としております。
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また、指定管理及び業務委託の実績がない場合、

基準点の２点となります」との答弁がありまし

た。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第32号寒河江市立にしね保育所に係

る指定管理者の指定についてを議題とし、当局

の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「現在、世界的にはコロナ禍からの

復興、そして日本においては大地震の発生を理

由として、電線が不足している。今回はこの影

響を受けて、保育所新設の工期が延長されたこ

とに伴い、指定期間を１年間延長するものだと

思うが、当該工事は１年以内で終わる見込みな

のか」との問いがあり、当局より「建築資材が

想定よりも早期に入る見込みである旨を、業者

より報告を受けており、１年間の延長で間に合

うものと考えております」との答弁がありまし

た。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、請願第１号健康保険証を廃止せず存続

を求める意見書の提出に関する請願を議題とし、

担当書記による請願文書朗読の後、審査に入り

ました。 

  主な意見の内容を申し上げます。 

  委員より「この請願は、マイナ保険証の廃止

を求めるものではなく、現行の健康保険証の発

行を継続してほしいという趣旨のものである。

マイナ保険証を使用しているのは国民の４％に

すぎない現状がある中、現行の健康保険証を今

年の12月に廃止するのは時期尚早である。高齢

の方がマイナ保険証を使用しているようである

が、トラブルが発生しているとの話も聞く。ま

た、高齢者福祉施設では、入所者の健康保険証

及びマイナンバーカードを預かっている現状が

あるが、現行の保険証廃止後に資格確認書が交

付されるのであれば、入所者の所持品管理面で

の施設の負担軽減は期待できない。国が、マイ

ナンバーカードを健康保険証として確実に使用

できるようなシステムを構築するまで、現行の

健康保険証も並行して使用できるものとするよ

う国に対し訴えていくべきである」との意見が

ありました。 

  委員より「先ほど、ほかの委員より、高齢者

施設における所持品管理の面での負担に関する

話があったが、まさしくそのような負担を軽減

するために、国では様々なものをマイナンバー

カードに統一しようとしているのだと思う。ま

た、請願の趣旨について、マイナ保険証の運用

においてトラブルが起こらないシステムを構築

するべきという点については同意する。一方で、

この件については、ある程度期限を定めないと

進まない話であると思うので、現行の健康保険

証を存続すべきという点については賛成できな

い」との意見がありました。 

  次に、自由討議に入りましたが、自由討議の

申出はなく、討論に入りました。 

  討論の内容を申し上げます。 

  委員より「マイナンバーカードにより、様々

なことが便利になるということで、健康保険証

とのひもづけも行われてきたところであるが、

マイナ保険証への移行については過渡期であり、

現状、マイナ保険証を利用しているのは国民の

４％程度にすぎないことも踏まえれば、今年の

12月に現行の健康保険証を廃止するのは、時期

尚早である。また、マイナ保険証を持っていて

も、システムエラー等により使用できない場合

は、資格確認書を提示しなければならず、二度

手間になるという懸念もある。期限を設けるこ

との必要性も理解はするが、この件に関しては

もう少し余裕を持った計画とすべきである。こ

の請願をぜひ採択していただきたい」との討論

がありました。 

  委員より「マイナ保険証の運用において、ト
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ラブルが起こらないシステムを構築するべきと

いう点については同意するところである。一方

で、様々な種類の健康保険証が統一されること

や、転職時等に健康保険証の再発行が不要とな

ることなど、マイナ保険証への移行には確実に

メリットがある。この件については、着実に前

進させるべきものであると考えるため、私はこ

のたびの請願には反対である」との討論があり

ました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成少数をもっ

て不採択とすべきものと決しました。 

  以上で、厚生文教常任委員会における審査の

経過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第36、これより質疑・討論

・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

  太田議員に申し上げます。第何号議案に対す

る討論ですか。（「請願第１号に対する討論で

す」の声あり）反対ですか、賛成ですか。（「賛

成です」の声あり） 

  ほかに討論はありませんか。 

  後藤健一郎議員。（「同じく請願第１号に対す

る討論でございます」の声あり）賛成討論です

か、反対討論ですか。（「反対の立場での討論に

なります」の声あり） 

  ほかに討論はありませんか。 

  渡邉議員に申し上げます。何号議案に対する

討論ですか。（「同じく請願第１号に対する討論

です」の声あり）賛成討論ですか、反対討論で

すか。（「賛成討論です」の声あり） 

  そのほかに討論はありませんか。 

  では、請願第１号賛成討論について、太田陽

子議員の発言を許します。太田議員。 

   〔太田陽子議員 登壇〕 

○太田陽子議員 請願第１号について賛成の立場

から討論を行います。 

  この請願は、山形県社会保障推進協議会が行

った医療機関へのアンケートなどにより、マイ

ナカード保険証の一本化を12月２日より実施し

ますが、軌道に乗るまでの間だけでも現行の保

険証を併用できるよう、政府に意見書の提出を

してほしいという請願です。 

  このアンケートは、山形市や米沢市、長井西

置賜、上山、新庄最上、北村山、天童東村山、

寒河江西村山など８地区の病院、医院、歯科医

院など839の施設を対象にアンケートを実施し

ております。270か所より答えをいただきまし

た。回答率は32.2％です。 

  マイナ保険証の一本化、従来の保険証の廃止

について自由な御意見を書いてほしいという欄

には、172件の意見がありました。賛成、もろ

手を挙げて賛成だという意見など、20件ほどで

した。進めなければならないと思うが、まだ時

期尚早だという意見なども多くありました。窓

口業務の煩雑さや、高齢者への配慮、マイナカ

ードの危険性など、現場の声が寄せられていま

す。人手不足の解消など役に立つと思うが、今

現在の段階では、時期尚早ではないか。マイナ

カードの必要性は分かるが、併用できないかな

ど現場の複雑な状況も書かれておりました。こ

れ以上、機器などの負担は困難であり、今後、

システムの変更などあれば、廃業を考えている

などのお声もありました。高齢者の患者の多い

医院など、今まで１件の利用もないという声も

寄せられていました。 

  高齢者が使えない。訪問診療などカードリー

ダーを持ち運べないなど、また、発熱外来など

車で待ってもらうときに、どのように顔認証す

るのかなど、疑問も寄せられています。医療か
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ら遠ざかってしまう人を生むような現場もある

ようです。国民皆保険の根幹を揺さぶるもので

はないかという意見もありました。知的障がい

者や高齢者の施設など、そもそもマイナカード

がつくれない問題などの指摘もありました。 

  各種保険証の問題、結局、確認が必要なわけ

です。小児科では、１人で３人の子供を通院さ

れる方など、保険証や医療証であれば窓口に出

せばよいだけですが、３人分のマイナカードを

読み込ませるのに時間がかかり、子供から目を

離す時間があり、子供の安全面での心配がある

などの御意見もありました。特に現在の保険証

で問題ないなどの意見も多数寄せられています。 

  このように現場での不安が多い中、12月２日

から、マイナ保険証を持っていない方以外は、

保険証が使えないようになります。今、少し使

う人が多くなって4.99％、約５％の利用がある

ということですが、寒河江市に換算すると、現

在では2,000人ぐらいの方が利用しているとい

う計算になります。他の方は、現行の保険証を

利用しています。 

  この中で、約50％の方がトラブルに遭ったと

いうことなので、1,000件の方がトラブルにな

っているという現状があります。これが、今、

マイナカード保険証を持っている70％の市民の

方が利用するようになったら、２万8,000人。

まだ完璧なシステムになっていない状況であれ

ば、トラブルの頻度は同じと考えれば、１万

4,000件のトラブルが発生するのではないでし

ょうか。これでは、医療機関の窓口はパニック

になってしまいます。 

  患者も、保険証の情報がなければ、窓口10割

負担が求められることもあるそうです。現在で

も、１％ぐらいの方が10割負担しているという

現状があるそうです。１％でありませんでした。

１人、２人の方が10割負担したというアンケー

トの報告がありました。 

  試用期間という割には、利用率はほとんど上

がりません。逆に、昨年12月ぐらいまでは利用

率が下がっている現状がありました。推進して

いる国家公務員の利用率は4.36％で、一般国民

よりも低い現状です。そんなに便利だったら、

まず隗より始めよ、国家公務員が100％になる

のではないでしょうか。 

  マイナカードに保険証をひもづけた方たちは、

全員、マイナカードが12月２日から利用になり

ます。本当にこのままでよいのでしょうか。政

府が推進していることだからやるべきだという

意見もありますが、アンケートで示されている

ように、現場では大きな矛盾と問題点が指摘さ

れています。その声に耳を傾け、国民のために

改善をしていくのが必要ではないでしょうか。

この12月に保険証を廃止して一番困るのは、高

齢者、障がい者など弱者と言われている方々と、

昼夜を問わず頑張っておられる医療従事者の

方々ではないでしょうか。もう少し猶予を設け

てほしいというのが、この請願の願意です。 

  医療機関の多くは、12月以降、大変な状況に

なると書いておられる方もおります。システム

の充実を図り、マイナカードが通らなければ保

険証を見せるなど、少しの間、併用していくた

め、この意見書を国に提出してほしいと思いま

す。 

  ぜひ、皆さん賛成していただき、この意見書

を通していただきますようお願い申し上げます。 

  これで賛成討論といたします。どうかよろし

くお願いいたします。 

○柏倉信一議長 次に、請願第１号反対討論につ

いて、後藤健一郎議員の発言を許します。後藤

議員。 

   〔後藤健一郎議員 登壇〕 

○後藤健一郎議員 私は、請願第１号健康保険証

を廃止せず存続を求める意見書の提出に関する

請願に関して、採択に反対の立場で討論をいた

します。 

  現在、日本を含めた世界各国が国を挙げてデ
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ジタル化を推進しております。国連経済社会局

による電子政府調査を見ますと、日本は2018年

に10位でしたが、2020年版では14位、2022年版

でも14位となっており、トップテン圏外に追い

やられております。特に、コロナ禍で感じた方

も多いと思いますが、給付金や支援金の給付遅

れ、感染者情報のファクス集計による保健所業

務の逼迫、ワクチン接種システムの混乱など、

欧米諸国や台湾、シンガポールで行われたスム

ーズな行政サービスが我が国では実現できなか

ったため、現在、デジタル化を急いでいるのだ

と思います。 

  世界デジタル政府ランキングを発表している

早稲田大学電子政府自治体研究所の岩崎教授は、 

日経エックステックの取材に、「日本の課題は

官庁の縦割り行政の弊害に加え、官庁と自治体

におけるデジタル化の遅れや、スピード感の欠

如が挙げられる。マイナンバーカードの活用に

は大きな可能性があり、マイナンバーカードに

ひもづいた行政サービスをどれだけ増やすか、

どれだけ便利にするかが課題だ。多くの人たち

がデジタル行政サービスに触れ、その体験を通

じて、利便性を実感するような機会を増やす必

要がある」と語っておりました。 

  マイナ保険証のメリットを無所属の一市議会

議員の私が説明するのもおこがましいのですが、

簡単に申し上げますと、例えば、患者さんの過

去の薬剤情報や特定健診結果を共有することが

可能になるため、旅行先や初めてかかる医療機

関でも、過去の医療情報等を活用して、より適

切な医療を受けられるようになります。また、

マイナポータルで過去の薬剤情報や特定健診の

情報を自分で見ることができますので、自分自

身の健康管理を確認することも可能です。その

ほか、マイナポータルを通じた医療費通知情報

の自動入力で、領収書を保管、提出する必要が

なく、確定申告の医療費控除が簡単になります

し、先日の令和６年度国民健康保険特別会計の

予算審議でも高額療養費制度の説明がありまし

たが、マイナ保険証だと、前もって用意する限

度額適用認定証が不要になり、高額療養費制度

の限度額を超える支払いは、その場で不要とな

ります。 

  また、私自身が一番メリットだと思っている

のですが、転職や離職時に毎回、保険証を再発

行しなくてもいいというのもあります。 

  請願審査時に、追加の資料として提出いただ

いた寒河江西村山地区の医療機関の方々からの

アンケートの自由意見にも、古い保険証を出し

てくる患者さんがいるので、マイナ保険証は有

用だと思う、たくさん種類がある保険証、その

煩雑さや、ほかの保険証への変更手続が複雑、

高齢化や人口減少等、これからの社会を考えた

ときの対策の一つだと思うと、先ほど私が挙げ

た点と似たようなメリットを回答された医療機

関の方もいらっしゃいました。 

  さて、ここで世界的な流れや日本としての取

組、少子高齢化の人手不足を考慮してのデジタ

ル化のメリットをこれまで申し上げましたが、

マイナンバーの資格情報とのひもづけエラーが

明るみとなり、国民の不安が増している、導入

したばかりで、機器がうまく接続できないとい

うのが、本請願の背景だと思われます。 

  機器のトラブルは、一度つながってしまえば、

そう大きな問題にはならないと思います。また、

マイナンバーと資格情報とのひもづけエラーは、

入力作業でのヒューマンエラーが主な原因であ

ります。これについては、総点検の実施及び再

発防止策が現在取られているかと思います。 

  では、資格確認にマイナンバーを用いない、

すなわち、現行の紙の保険証での資格確認にエ

ラーがないのかというと、そうではありません。

厚生労働省の報告書によりますと、資格喪失後

の受診や、医療機関等での転記ミスといった資

格過誤に起因する保険者の事務負担は、年間約

30億円程度。医療機関や薬局等、保険医療機関
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の事務負担は年間約50億円程度あり、合わせて

年間約80億円程度の事務負担があると試算され

ております。また、2016年度に支払基金に請求

されたレセプトのうち、資格過誤によって返戻

されたレセプトは147万6,000件、384億7,000万

円というデータも示されており、保険証の回収

の徹底が困難な保険者では、未収金も発生して

おりますが、事務コストをかけて資格を追跡し

ても、不明なケースが少なくないとのことでし

た。 

  これらの問題は、一度修正すれば直る機器や

ひもづけエラーと異なり、使い続ける限り、今

後も発生し続けるものです。これらの手間やコ

ストをできるだけ削減しようと進めているのが、

このマイナ保険証の大きな目的かと思います。 

  確かに、マイナ保険証と現行の健康保険証を

並行して使うのは、現在と同じですので、不安

はないかと思います。しかし、その行く末は、

ほかの事例で多々私たちが目にしてきたかと思

いますが、結局デジタル化が進まず、並行利用

なので、人の手も時間もコストもかさむ結果に

なることは、想像に難くありません。 

  今回の請願内容にあるマイナ保険証の運用に

ついて、トラブルが起こらないシステムにする

ことについては、もちろん私も賛成です。しか

し、さきに申し上げたとおり、数々のメリット

に加え、現行の保険証のエラー削減を図ること

ができるマイナ保険証は、我が国の医療ＤＸを

進める上での基盤であると思いますので、私は、

国民の不安を払拭するための措置完了が大前提

ではありますが、このまま期限を設けずに、現

行の保険証を使い続けるようにするこの請願の

採択には反対いたします。 

○柏倉信一議長 次に、請願第１号賛成討論につ

いて渡邉賢一議員の発言を許します。 

   〔渡邉賢一議員 登壇〕 

○渡邉賢一議員 請願第１号健康保険証廃止反対

の請願に、賛成の立場で討論をさせていただき

ます。私がこれから述べる３つの論点及び理由

から、願意妥当として賛成の討論でございます。 

  まず冒頭、高齢者、退職者でつくる年金生活

者の団体より、発言の要請を受けてきたことを

申し上げます。また、昨日の隣町の天童市市議

会において同様の、この請願が採択されたとい

うふうなことが、今朝の山形新聞にも出ており

ました。様々な論点から、天童市でも議論され

たと思いますけれども、やはり、今ほど、反対

討論された後藤議員のことよりも、むしろやっ

ぱり請願について賛成をされた極めて賢明な御

判断だったというふうに、私は思っております。 

  さて、まず１点目です。いまだに市民7,000

人以上がマイナンバーカードを取得していない

状況、また、取得していても保険証とひもづけ

していない市民が2,000人以上というふうに多

数に上ることです。 

  本市のマイナンバーカードの普及率ですが、

２月29日現在81.91％で、市民の約２割に当た

る7,000人以上の方が、取得の意思もなく、取

得されておりません。また、国民健康保険証に

ひもづけしておられる方は１月15日現在、被保

険者7,060人中4,953人で、2,000人以上の方が

ひもづけされていないという状況でございます。

特に、高齢者が多い地区別では、高齢化が進む

地区が取得率に影響しているというふうにお聞

きしています。つまり、地区ごとの本市の高齢

化ベストファイブとなる白岩地区、これは48％、

醍醐地区45％、三泉地区45％、高松地区43％、

そして柴橋地区38％ですので、これらの地域に

お住まいの高齢者の方々にとって、健康保険証

が廃止されれば、一々資格確認証の発行で困る

方がたくさんいらっしゃるというふうなことで

ございます。 

  次に、２点目。各種アンケート調査から、廃

止反対の首長、市民が多数を占めているという

ことでございます。まず、共同通信が全国の市

区町村長に実施したアンケート結果でございま
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す。これは、昨年７月に実施し、全1,741市区

町村長のうち79％の1,720人が回答した。回答

した首長のうち、廃止時期について予定どおり

廃止すべきだというふうな方は29％、廃止を延

期するべきだが41％、廃止を撤回すべきだとの

答えも２％あったということでございます。

28％はその他というふうに回答された。つまり、

現行の健康保険証を廃止する政府方針には、４

割超が延期を求めているということでございま

す。予定どおりの廃止を求めたのは、３割弱。 

  マイナンバーカードに健康保険証機能を持た

せるマイナ保険証への一本化は、他人の個人情

報とひもづけされるなど、トラブルが相次いで

きたこと、そして市民には不安が高まっている

こと、こういったものが影響しているというふ

うに思いますし、政府は総点検本部を設置して、

この問題の確認をしてきましたけれども、野党

だけでなく、自民党からも廃止時期の見直しを

求める声が上がっているということです。行政

の現場を担う自治体トップの懸念が強まる中、

対応を迫られているのが現状です。 

  さらに、昨年12月の毎日新聞世論調査では、

政府がマイナンバー制度の総点検の結果を踏ま

え、現在使われている健康保険証が予定どおり、

今年秋に廃止される方針を決めたことについて

の賛否も、反対が57％で賛成は29％にとどまっ

た。分からないが13％だと報道されています。 

  さて、最後に３点目、マイナンバーカードを

扱う医療機関側の問題でございます。御案内の

とおり、３月19日の山形新聞にも掲載されまし

たけれども、先ほど太田議員からも発言が、討

論の中でございました。県内の医療機関の約半

数で、マイナンバーカードが読み込めないなど

のトラブルが発生している。廃止すべきでない、

延期すべきという回答が８割近かったというふ

うなことです。また、能登半島地震で浮き彫り

となった災害時の停電では、医療機関では全く

使用不可能となる脆弱なシステムでございます。

災害時には、万一、このカード紛失によってプ

ライバシーが守れなくなるという高いリスクが

あるということです。特に、プライバシー保護

対策が十分でないことは、市民が不安に思い、

申請をためらい、取得しても使用を控えてしま

う原因なのではないでしょうか。 

  マイナ保険証の進め方について、立憲民主党

をはじめとする野党チームから政府に申入れを

していますが、政府の対応は十分講じられてい

ない状況でございます。具体的には８つの問題

でございます。 

  １つ目は、様々なトラブルの原因把握と対応

策が不十分なこと。廃止の延期についても検討

されていないこと。マイナ保険証を利用しない

と不利になることは行われないように、担保す

るものがないこと。高齢者や障がい者など医療

ニーズが高い方に、排除されないようにする対

策がまだまだ不十分なこと。ＤＶ、ストーカー、

虐待等、被害者がマイナ保険証でプライバシー

が守れない、そういった対策が必要なこと。廃

止賛成が３割以下と少数で、十分納得できるセ

キュリティー対策が不十分であること。カード

を取得していない人でも、保険診療が受けられ

る、本人からの申請に基づく資格確認書を発行

する制度で、施行後も最長１年間は現行の健康

保険証が使える特例措置を設けたわけですけれ

ども、こういったものも不十分であり、多くの

首長から延期を求められていること。そしてマ

イナ保険証は、患者が同意すれば、医師や薬剤

師が過去の診療情報を見られるため、患者の不

利益になる場合があること。以上８点。こうし

たことが問題だというふうに思います。 

  つまり結論を申し上げますと、今申し上げた

３つの理由から、保険証を廃止することは、不

利益かつ不便になる、多くの市民の反対意見を

切り捨てるべきではないということでございま

す。 

  もっと簡単に言うと、本市のマイナンバーカ
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ードの未取得者は7,000人であって、スマート

フォンの普及からチェリンＰａｙが使えないの

と同じように、紙ベースでしっかりとフォロー

すべきであるというふうに思います。 

  そして、使えない高齢者の割合が多く今後予

想されるのは、ハートフルセンターでの資格確

認書の交付事務担当の業務量の増大、医療機関

のトラブルで、保険証が確認できないことから

10割負担を求められたなんていうふうな場合が、

また起きかねません。そしてさらに言うと、以

前登録したパスワードを忘れて、５回入力を誤

ると使用不可能となり、再登録しなければなら

ない面倒なカードでもあるからでございます。 

  先ほど申し上げたように、本市及び県内の医

療機関のマイナカードに対する機器整備率も万

全ではないというふうに指摘されておりますし、

ほとんどあっても、トラブルが多いので使用し

ていないところもあるわけでございます。今後

定着するまでの猶予期間が必要であることは

明々白々ではないでしょうか。 

  最後に、いわゆる政治と金の問題、派閥の政

治資金をめぐるキックバック裏金問題で、岸田

政権は、最近の内閣支持率は２割を切ったとま

で、あるマスコミが報道しています。国民の信

頼を得ていない中でデジタル化を強引に進めて

いくことは、ますます不信につながっていくの

ではないでしょうか。新自由主義の典型的な弱

者切捨て、高齢者と障がい者に冷た過ぎる政策

にほかなりません。国が進める政策であるから

こそ、あえてこのことを申し上げたいというふ

うに思います。 

  そして、この間、コロナ禍や自然災害などを

経験し、多くの市民の皆さんは安全安心に対す

るニーズや意識が高まっております。どうか、

この請願の願意をしっかり受け止めて賛成して

いただくことを申し上げ、私の賛成討論を終わ

ります。 

○柏倉信一議長 ほかに討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  請願第１号を除く議第22号佐藤文庫図書購入

基金条例等の廃止について、議第24号寒河江市

高齢者寿賀祝品等支給条例の一部改正について、

議第25号寒河江市医療費支給に関する条例の一

部改正について、議第26号寒河江市市民浴場に

関する条例の一部改正について、議第27号寒河

江市介護保険条例の一部改正について、議第28

号寒河江市指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例等

の一部改正について、議第31号屋内型児童遊戯

施設、キャンプ場、グランピング場、ＲＶパー

ク及び国際チェリーパークに係る指定管理者の

指定について及び議第32号寒河江市立にしね保

育所に係る指定管理者の指定についての８案件

を一括して採決いたします。 

  ただいまの８案件に対する委員長報告はいず

れも可決であります。 

  ８案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第22号、議第24号、議第25号、議

第26号、議第27号、議第28号、議第31号及び議

第32号の８案件は原案のとおり可決されました。 

  次に、請願第１号健康保険証を廃止せず存続

を求める意見書の提出に関する請願を起立によ

り採決いたします。 

  本案に対する委員長報告は不採択であります。

本案は原案について採決いたします。 

  本案は原案を採択することに賛成の議員の起

立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  賛成少数であります。 

  よって、請願第１号は不採択とすることに決

しました。 
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議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 次に、日程第37、議第36号令和

５年度寒河江市一般会計補正予算（第10号）を

議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○柏倉信一議長 日程第38、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 私から、議第36号令和５年度寒

河江市一般会計補正予算（第10号）について御

説明を申し上げます。 

  このたびの補正予算は、デジタル田園都市国

家構想交付金を活用し、トイレ機能に加え地域

道路情報の掲示スペースなどを有する多機能型

休憩スポットの整備を行うものでございます。 

  その結果、歳入歳出それぞれ３億4,995万

3,000円を追加し、予算総額を249億9,386万

9,000円とするものでございます。 

  以上、御説明申し上げましたが、詳細につき

ましては財政課長から説明させていただきます

ので、御審議の上、御可決くださいますようよ

ろしくお願い申し上げる次第であります。 

○柏倉信一議長 小泉財政課長。 

   〔小泉 尚財政課長 登壇〕 

○小泉 尚財政課長 それでは、私から詳細につ

いて説明させていただきます。 

  初めに、第１表歳入歳出予算補正について説

明いたします。 

  このたびの補正は、令和２年２月に策定いた

しましたチェリーランド再整備計画に基づく整

備に係る補正となります。 

  チェリーランド再整備計画においては、道の

駅が持つ多様な機能や効果が十分に発揮される

よう留意しつつ、地域観光拠点施設の強化、増

強及び再構築を目指して取り組んでいくとして

おり、その中で公衆トイレの新築や急速充電器

の更新について検討した結果、コロナ禍を経て、

社会情勢の変化等に対応するため、トイレを含

む多機能型休憩スポットをギャザリングスポッ

トと命名し、整備することといたしました。 

  整備の内容ですが、国道112号線通行者が利

用するトイレの機能に加えて、二輪ユーザーの

休憩スペース、コインシャワー、電動モビリテ

ィー充電スポット、地域道路情報掲示スペース、

授乳調乳等乳幼児スペース、多目的トイレ、子

供専用トイレなど様々な機能を有する施設で、

バイクや自転車、また障がいを持つ方や乳幼児

を連れている方まで、112号線を通行する全て

の皆さんが使いやすく、そして滞留することか

ら始まる地域活性化を目的とするものでござい

ます。 

  このたび、国の令和５年度補正予算の交付金

に当該事業が採択されたことから、追加議案と

して上程させていただくものでございます。 

  歳入について御説明いたしますので、６ペー

ジの事項別明細書を御覧ください。 

  14款国庫支出金は、デジタル田園都市国家構

想交付金でありますが、地方創生推進タイプと

地方創生拠点整備タイプがあり、それぞれに採

択されました。地方創生推進タイプは備品整備

に係るものでございます。一方、地方創生拠点

整備タイプは、設計、工事監理、用地造成、建

築等に係るもので、両タイプとも対象経費の２

分の１が国から交付されます。 

  18款繰入金は、財政調整基金から繰り入れる

ものでございます。これにより、財政調整基金

残高は約20億3,631万6,000円となります。 

  21款市債は、このたびについては、国の交付

金の対象経費のうち、交付金を除いた全額を起

債することができるため、１億5,690万円を計

上しております。 
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  歳入は以上でございます。 

  続いて、歳出について申し上げます。 

  ７ページを御覧ください。 

  ８款４項２目の公園費でございます。12節委

託料は、施設整備に係る実施設計や工事管理に

要する経費でございます。14節工事請負費は、

建物本体工事、電気工事、機械設備工事、受電

設備や急速充電器工事、外構工事に要する経費

でございます。17節備品購入費は、施設に設置

するディスプレーや、授乳ソファー、おむつ替

え台、テーブル、ベンチ等を購入する経費でご

ざいます。 

  続きまして、第２表繰越明許費補正について

御説明申し上げます。 

  ４ページを御覧ください。 

  令和６年度に繰り越す理由でありますけれど

も、２款１項の総務管理事業は、ふるさと納税

に係る不祥事に対する再発防止対策の内容につ

いて外部検証を受けるため、令和５年第４回定

例会において補正予算の可決をいただいたもの

でありますけれども、内部での検証に時間を要

し、年度内完了が困難となったためでございま

す。 

  ８款４項のチェリーランドギャザリングスポ

ット整備事業につきましては、ただいま御説明

申し上げましたとおり、令和５年度の国補正予

算を活用し、このたびの歳出予算に追加した事

業であることから、年度内の完了が困難なため

でございます。 

  続きまして、第３表地方債について御説明い

たします。 

  ５ページを御覧ください。 

  先ほど歳入の21款での市債で御説明申し上げ

ました事業について、起債の限度額を設定する

ものでございます。 

  説明は以上となります。よろしく御審議いた

だきますようお願い申し上げます。 

 

委 員 会 付 託 

 

○柏倉信一議長 日程第39、委員会付託でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第36号につ

いては、会議規則第37条第３項の規定により委

員会付託を省略したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しま

した。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第40、これより質疑・討論

・採決に入ります。 

  議第36号について質疑はありませんか。後藤

議員。 

○後藤健一郎議員 １点だけお伺いしたいと思い

ます。今回このデジ田都市交付金を受けての整

備、非常にすばらしいと思うんですけれども、

今年４月にＣＬＡＡＰＩＮ ＳＡＧＡＥが出来

上がるわけですが、できるだけ早くやっぱり利

用してもらいたいと思いつつも、今回このにし

ね保育所の件で、世界的な資材の高騰ですとか

電線不足があって、なかなか工事うまく、思う

ようにいかないというところがあったと思うん

ですが、今回このギャザリングスポットの整備

に関して、どれぐらいの完成予定を見込まれて

いるのかを伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 武田建設管理課長。 

○武田新二建設管理課長 それではお答えをいた

します。 

  先ほど説明がありましたけれども、実施設計

を今から起こしまして、工事にかかって６年度

内に完成をしたいということで、現在考えてお
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ります。 

  以上でございます。 

○柏倉信一議長 ほかに質疑はありませんか。月

光議員。 

○月光裕晶議員 ギャザリングスポットについて

お聞きしますが、場所的にはどこになるのかと。

それと、ＣＬＡＡＰＩＮ ＳＡＧＡＥができて

子供の往来が多くなるわけなので、その子供た

ちに対して工事中ですとか、あとはこの施設が

できたことによって交通量が増える、そういっ

た危険性なども考慮していらっしゃるのかお聞

きします。 

○柏倉信一議長 武田建設管理課長。 

○武田新二建設管理課長 それではお答えのほう

をいたしたいと思います。 

  場所につきましては、議第36号の資料、事業

概要も見ていただきたいというふうに思います

けれども、現在のチェリーランド内のトイレの

西側部分に整備をしてまいります。このギャザ

リングスポットが完成した後、現在のトイレを

解体をして、通路の整備をしたいというふうに

考えてございます。 

  通行面というふうなところになりますけれど

も、交通量というふうなことにもなりますけれ

ども、建築工事を行うため、ストックヤード、

工事をするヤードを全部囲って、安全には十分

注意していきたいというふうに考えてございま

す。 

  以上でございます。 

○柏倉信一議長 月光議員。 

○月光裕晶議員 すみません、今、事業概要を見

まして、申し訳ございませんでした。かなり往

来が激しくなりそうな感じがしますので、ぜひ

子供の安全面だけ考慮して進めていただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 

○柏倉信一議長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第36号令和５年度寒河江市一般会

計補正予算（第10号）を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  賛成多数であります。 

  よって、議第36号は原案のとおり可決されま

した。 

 

議 案 上 程 

 

○柏倉信一議長 日程第41、議会案第１号寒河江

市議会委員会条例の一部改正についてを議題と

いたします。 

 

議 案 説 明 

 

○柏倉信一議長 日程第42、議案説明であります。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第１号

については、会議規則第37条第３項の規定によ

り提案理由の説明を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、提案理由の説明を省略することに決

しました。 

 

質疑・討論・採決 

 

○柏倉信一議長 日程第43、質疑・討論・採決に

入ります。 

  初めに、議会案第１号について質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議会案第１号寒河江市議会委員会条

例の一部改正についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議会案第１号は原案のとおり可決さ

れました。 

 

議員派遣の件 

 

○柏倉信一議長 日程第44、議員派遣の件を議題

といたします。 

  このことにつきましては、お示ししておりま

す文書のとおり派遣することにいたしたいと思

います。 

  お諮りいたします。 

  議員派遣の件については、原案のとおり派遣

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議員派遣の件については原案のとお

り派遣することに決しました。 

 

常任委員会及び議会運営委員会の 

閉会中における委員会調査申出 

並びに委員派遣承認要求について 

 

○柏倉信一議長 日程第45、常任委員会及び議会

運営委員会の閉会中における委員会調査申出並

びに委員派遣承認要求についてであります。 

  このことにつきましては、お示ししておりま

す文書のとおり各委員長より申出があります。 

  お諮りいたします。 

  各委員長の申出のとおり決することに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、各委員長の申出のとおり決しました。 

 

   閉    会    午前１１時４５分 

 

○柏倉信一議長 これにて令和６年第１回寒河江

市議会定例会を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 



- 138 - 

 

 

 

 

 

    寒河江市議会議長   柏  倉  信  一 

 

 

    会議録署名議員   野  口  康 一 郎 

 

 

    会議録署名議員   佐  藤  耕  治 

 

 

    会議録署名議員   太  田  芳  彦 



 - 139 - 

令和６年３月８日（金曜日）予算特別委員会① 

 

○出席委員（１５名） 

   ２番  佐  藤  政  人  委員     ３番  野  口  康 一 郎  委員 

   ４番  児  玉     崇  委員     ５番  月  光  裕  晶  委員 

   ６番  安 孫 子  義  徳  委員     ７番  太  田  陽  子  委員 

   ８番  佐  藤  耕  治  委員     ９番  後  藤  健 一 郎  委員 

  １０番  渡  邉  賢  一  委員    １１番  伊  藤  正  彦  委員 

  １２番  古  沢  清  志  委員    １３番  太  田  芳  彦  委員 

  １４番  沖  津  一  博  委員    １５番  荒  木  春  吉  委員 

  １６番  阿  部     清  委員 

○欠席委員（なし） 

○遅刻委員（なし） 

○早退委員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  齋 藤 真 朗  副 市 長 

佐 藤 志津男  教 育 長  東海林   恒  企画創成課長 

小 泉   尚  財 政 課 長  安 彦 絵 美  税 務 課 長 

大 江 幸 範  市民生活課長  菊 地 正 博  
防災危機管理 
課 長 

猪 倉 秀 行  
農林課長（併） 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

 山 田 良 一  
さくらんぼ観光 
課 長 

小 林 弘 之  福祉国保課長  寺 西 里 衣  健康増進課長 

志 鎌 重 美  子育て推進課長  今 野 育 男  学校教育課長 

○事務局職員出席者 

東海林 茂 美  事 務 局 長  柏 倉 勝 郎  局 長 補 佐 

堀   和 敏  総 務 係 主 任  古 谷 駿 幸  総 務 係 主 事 
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   予算特別委員会議事日程第１号  第１回定例会 

   令和６年３月８日（金）     本会議終了後開議 

 

   開  会 

日程第 １ 議第 ３号 令和５年度寒河江市一般会計補正予算（第９号） 

 〃  ２ 議案説明 

 〃  ３ 質疑 

 〃  ４ 分科会分担付託 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第１号に同じ 

 

 

 

   開    会    午前９時３６分 

 

○古沢清志委員長 おはようございます。 

  ただいまから予算特別委員会を開会いたしま

す。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

議 案 上 程 

 

○古沢清志委員長 日程第１、議第３号令和５年

度寒河江市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○古沢清志委員長 日程第２、議案説明でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  議案説明は本会議において受けておりますの

で、この際省略することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明は省略することに決しまし

た。 

 

質     疑 

 

○古沢清志委員長 日程第３、これより質疑に入

りますが、各委員の所属する分科会の審査案件

に関する質疑は極力控えるとともに、直接予算

に関わる部分に絞って発言され、また、執行部

におきましても、質問者の意をよく捉えられ、

簡潔にして適切に答弁されますよう御協力願い

ます。 

  初めに、議第３号第１表中歳入全部について

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第２款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第３款について質疑はありません

か。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第４款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第６款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第９款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第10款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第12款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第３号第２表、第３表について質疑

はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

分科会分担付託 

 

○古沢清志委員長 日程第４、分科会分担付託で

あります。 

  このことにつきましては、お示ししておりま

す分科会分担付託案件表のとおり、それぞれの

分科会に分担付託いたします。 

 

分科会分担付託案件表 

分 科 会 分担付託案件 

総務産業分科会 

議第３号第１表中歳入全

部、歳出第２款の一部、歳

出第６款、歳出第９款、歳

出第１２款、第２表、第３

表 

厚生文教分科会 

議第３号第１表中歳出第２

款の一部、歳出第３款、歳

出第４款、歳出第１０款 

 

 

   散    会    午前９時３８分 

 

○古沢清志委員長 本日はこれにて散会いたしま

す。 

  御苦労さまでした。 
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令和６年３月１２日（火曜日）予算特別委員会① 

 

○出席委員（１５名） 

   ２番  佐  藤  政  人  委員     ３番  野  口  康 一 郎  委員 

   ４番  児  玉     崇  委員     ５番  月  光  裕  晶  委員 

   ６番  安 孫 子  義  徳  委員     ７番  太  田  陽  子  委員 

   ８番  佐  藤  耕  治  委員     ９番  後  藤  健 一 郎  委員 

  １０番  渡  邉  賢  一  委員    １１番  伊  藤  正  彦  委員 

  １２番  古  沢  清  志  委員    １３番  太  田  芳  彦  委員 

  １４番  沖  津  一  博  委員    １５番  荒  木  春  吉  委員 

  １６番  阿  部     清  委員 

○欠席委員（なし） 

○遅刻委員（１名） 

  １５番  荒  木  春  吉  委員 

○早退委員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  齋 藤 真 朗  副 市 長 

佐 藤 志津男  教 育 長  東海林   恒  企画創成課長 

小 泉   尚  財 政 課 長  安 彦 絵 美  税 務 課 長 

大 江 幸 範  市民生活課長  菊 地 正 博  
防災危機管理 
課 長 

猪 倉 秀 行  
農林課長（併） 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

 山 田 良 一  
さくらんぼ観光 
課 長 

小 林 弘 之  福祉国保課長  寺 西 里 衣  健康増進課長 

志 鎌 重 美  子育て推進課長  今 野 育 男  学校教育課長 

○事務局職員出席者 

東海林 茂 美  事 務 局 長  柏 倉 勝 郎  局 長 補 佐 

堀   和 敏  総 務 係 主 任  古 谷 駿 幸  総 務 係 主 事 
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   予算特別委員会議事日程第２号  第１回定例会 

   令和６年３月１２日（火）    午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 議第 ３号 令和５年度寒河江市一般会計補正予算（第９号） 

 〃  ２ 分科会審査の経過並びに結果報告 

      （１）総務産業分科会委員長報告 

      （２）厚生文教分科会委員長報告 

 〃  ３ 質疑・討論・採決 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○古沢清志委員長 おはようございます。 

  ただいまから予算特別委員会を再開いたしま

す。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

議 案 上 程 

 

○古沢清志委員長 日程第１、議第３号令和５年

度寒河江市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

 

分科会審査の経過並びに結果報告 

 

○古沢清志委員長 日程第２、分科会審査の経過

並びに結果報告であります。 

 

総務産業分科会委員長報告 

 

○古沢清志委員長 初めに、総務産業分科会委員

長報告を求めます。安孫子総務産業分科会委員

長。 

  〔安孫子義徳総務産業分科会委員長 登壇〕 

○安孫子義徳総務産業分科会委員長 総務産業分

科会における審査の経過と結果について御報告

申し上げます。 

  本分科会は、３月８日及び12日、委員全員出

席し開会いたしました。 

  分担付託されました案件は、議第３号第１表

中歳入全部、歳出第２款の一部、歳出第６款、

歳出第９款及び第12款並びに第２表並びに第３

表であります。 

  順を追って審査の内容を申し上げます。 

  初めに、議第３号令和５年度寒河江市一般会

計補正予算（第９号）第１表中歳入全部を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

御報告する質疑もなく、討論を終結し、採決の

結果、賛成多数をもって原案を了とすることに

決しました。 
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  次に、議第３号第１表中歳出第２款の一部を

議題とし、当局の説明を求め質疑に入りました

が、質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、

賛成多数をもって、原案を了とすることに決し

ました。 

  次に、議第３号第１表中歳出第６款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多

数をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第３号第１表中歳出第９款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多

数をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第３号第１表中歳出第12款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多

数をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第３号第２表を議題とし、当局の説

明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「交付金の道路新設改良事業につい

て、予算額の半分以上が繰越しとなったが、そ

の要因はどのように考えているか」との問いが

あり、当局より「用地買収や地元との調整など

は、相手方があることのため、丁寧に行った結

果、お示しした繰越額となりました。今後は、

担当課と協力し、なるべく時間を要さないよう

進めたいと思います」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て、原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第３号第３表を議題とし、当局の説

明を求め質疑に入りましたが、質疑もなく、討

論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって原

案を了とすることに決しました。 

  以上で、総務産業分科会における審査の経過

と結果について御報告を終わります。 

 

厚生文教分科会委員長報告 

 

○古沢清志委員長 次に、厚生文教分科会委員長

報告を求めます。月光厚生文教分科会委員長。 

  〔月光裕晶厚生文教分科会委員長 登壇〕 

○月光裕晶厚生文教分科会委員長 厚生文教分科

会における審査の経過と結果について御報告申

し上げます。 

  本分科会は、３月８日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  分担付託されました案件は、議第２号第１表

中歳出第２款の一部、歳出第３款、歳出第４款

及び歳出第10款であります。 

  順を追って審査の内容を申し上げます。 

  初めに、議第３号令和５年度寒河江市一般会

計補正予算（第９号）第１表中歳出第２款の一

部を議題とし、当局の説明を求め質疑に入りま

したが、質疑もなく、討論を終結し、採決の結

果、賛成多数をもって原案を了とすることに決

しました。 

  次に、第１表中歳出第３款を議題とし、当局

の説明を求め質疑に入りましたが、御報告する

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、第１表中歳出第４款を議題とし、当局

の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「４款１項２目の予防接種事業につ

いて、増額となった主な要因は」との問いがあ

り、当局より「ＨＰＶワクチンの勧奨等により、

接種者数が増加したこと及び単価の高い９価Ｈ

ＰＶワクチンが新たに追加されたことが主な原

因です」との答弁がありました。 

  委員より「４款１項２目新型コロナウイルス

ワクチン接種事業について、これは国庫への返

納のための経費とのことだが、返納が発生する

こととなった主な要因は」との問いがあり、当

局より「今年度から、接種体制が集団接種から

個別接種に変更となったこと。また、接種対象
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者は努力義務の接種対象者に限定されたことな

どにより、接種者数が想定を下回ったことが主

な要因です」との答弁がありました。 

  委員より「４款２項１目寒河江地区クリーン

センター分担金について、減額となった主な要

因は」との問いがあり、当局より「電気料金に

おける燃料費調整額が減額になったことが主な

要因です」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、第１表中歳出第10款を議題とし、当局

の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「10款１項３目スクールバス運行事

業について、熱中症及び熊等出没への対策とし

て、運行ルートを追加したとのことだが、ふだ

んスクールバスの対象となっていない地区も、

対象として追加したのか」との問いがあり、当

局より「このたびの運行ルート追加は、熊が出

没した留場周辺を中心として実施したものです。

なお、留場はふだんスクールバスの対象とはな

っていない地区となります」との答弁がありま

した。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  以上で、厚生文教分科会における審査の経過

と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○古沢清志委員長 日程第３、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  初めに、総務産業分科会委員長報告に対する

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、厚生文教分科会委員長報告に対する質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第３号令和５年度寒河江市一般会

計補正予算（第９号）を採決いたします。 

  本案に対する各分科会委員長報告は、いずれ

も原案を了とするものであります。 

  本案は原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第３号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

   閉    会     午前９時４０分 

 

○古沢清志委員長 以上をもって予算特別委員会

を閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

 

 以上会議の結果を記載し、相違ないことを証す

るために署名する。 

 

予算特別委員会委員長  古 沢 清 志 
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令和６年３月１２日（火曜日）予算特別委員会② 

 

○出席委員（１５名） 

   ２番  佐  藤  政  人  委員     ３番  野  口  康 一 郎  委員 

   ４番  児  玉     崇  委員     ５番  月  光  裕  晶  委員 

   ６番  安 孫 子  義  徳  委員     ７番  太  田  陽  子  委員 

   ８番  佐  藤  耕  治  委員     ９番  後  藤  健 一 郎  委員 

  １０番  渡  邉  賢  一  委員    １１番  伊  藤  正  彦  委員 

  １２番  古  沢  清  志  委員    １３番  太  田  芳  彦  委員 

  １４番  沖  津  一  博  委員    １５番  荒  木  春  吉  委員 

  １６番  阿  部     清  委員 

○欠席委員（なし） 

○遅刻委員（なし） 

○早退委員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  齋 藤 真 朗  副 市 長 

佐 藤 志津男  教 育 長  久保田 洋 子  病院事業管理者 

鈴 木   隆  
総務課長（併） 
選挙管理委員会 
事 務 局 長 

 東海林   恒  企画創成課長 

石 橋 慶 幸  
デジタル戦略 
課 長  小 泉   尚  財 政 課 長 

安 彦 絵 美  税 務 課 長  大 江 幸 範  市民生活課長 

菊 地 正 博  
防災危機管理 
課 長  武 田 新 二  建設管理課長 

伊 藤   孝  上下水道課長  猪 倉 秀 行  
農林課長（併） 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

白 田 純 一  商工推進課長  山 田 良 一  
さくらんぼ観光 
課 長 

小 林 弘 之  福祉国保課長  寺 西 里 衣  健康増進課長 

志 鎌 重 美  子育て推進課長  柏 倉 信 一  
会計管理者(兼) 
会 計 課 長 

小 林 博 之  病 院 事 務 長  今 野 育 男  学校教育課長 

渡 邉 健 一  生涯学習課長  渡 辺 智 昭  
スポーツ振興 
課 長 

渡 邉   昭  
監 査 委 員 
事 務 局 長     

○事務局職員出席者 

東海林 茂 美  事 務 局 長  柏 倉 勝 郎  局 長 補 佐 

堀   和 敏  総 務 係 主 任  古 谷 駿 幸  総 務 係 主 事 
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   予算特別委員会議事日程第３号  第１回定例会 

   令和６年３月１２日（火）    本会議終了後開議 

 

   開  会 

日程第 １ 議第 ７号 令和６年度寒河江市一般会計予算 

 〃  ２ 議第 ８号 令和６年度寒河江市国民健康保険特別会計予算 

 〃  ３ 議第 ９号 令和６年度寒河江市後期高齢者医療特別会計予算 

 〃  ４ 議第１０号 令和６年度寒河江市介護保険特別会計予算 

 〃  ５ 議第１１号 令和６年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計予算 

 〃  ６ 議第１２号 令和６年度寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）予算 

 〃  ７ 議第１３号 令和６年度寒河江市下水道事業会計予算 

 〃  ８ 議第１４号 令和６年度寒河江市立病院事業会計予算 

 〃  ９ 議第１５号 令和６年度寒河江市水道事業会計予算 

 〃 １０ 議案説明 

 〃 １１ 質疑 

 〃 １２ 分科会分担付託 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第３号に同じ 

 

 

 

   開    会    午前１０時１６分 

 

○古沢清志委員長 ただいまから予算特別委員会

を開会いたします。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより会議を開きます。 

 

議 案 上 程 

 

○古沢清志委員長 日程第１、議第７号令和６年

度寒河江市一般会計予算から日程第９、議第15

号令和６年度寒河江市水道事業会計予算までの

９案件を一括議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○古沢清志委員長 日程第10、議案説明でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  議案説明は本会議において受けておりますの

で、この際省略することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明は省略することに決しまし

た。 

 

質     疑 
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○古沢清志委員長 日程第11、これより質疑に入

りますが、各委員の所属する分科会の審査案件

に関する質疑は極力控えるとともに、直接予算

に関わる部分に絞って発言され、また、執行部

におきましても、質問者の意をよく捉えられ、

簡潔にして適切に答弁されますよう御協力願い

ます。 

  初めに、議第７号令和６年度寒河江市一般会

計予算の質疑に入ります。 

  議第７号第１表中歳入全部について質疑はあ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第１款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第２款について質疑はありません

か。後藤委員。 

○後藤健一郎委員 第２款について、３つほどご

ざいますが、担当課違うと思いますので、１つ

ずつお伺いさせていただきたいと思います。 

  まず、31ページ、２款１項５目基金管理事業

の積立金についてお伺いいたします。 

  これは、さきの令和５年度補正予算で２億

4,868万円が計上されておりましたけれども、

国のほうでいろんな補助メニューを出している

ようですが、これから学校とか施設再整備を進

める上で、この市有施設整備基金が非常に大事

になってくるかと思います。 

  そこで、質問させていただきますが、今回、

７億5,250万円積み立てる予算になっておりま

すが、この中で、市有施設整備基金にはどれぐ

らい含まれているのか。そして、今回のこの補

正予算で上がったとおり、ちょっと年度末にな

ると分からないかと思いますが、令和６年度末

でこの７億5,250万円から整備基金を積んだ状

態で幾らぐらいになるのか、予定をお伺いした

いと思います。 

○古沢清志委員長 小泉財政課長。 

○小泉 尚財政課長 お答えいたします。 

  このたびの当初予算には、施設整備基金の積

立金としては計上しておりません。このたびの

当初予算は、ふるさと納税関連のまちづくり基

金に７億5,000万円、それから各基金の利子を

利子積立分として50万円、国債による利息とし

て200万円というふうな内訳となっております。 

  なお、市有施設整備基金につきましてですが、

今年度につきましても、このたびの補正予算で

１億6,500万円の積立てを御可決いただきまし

たので、年度末で約16億3,500万円の積立てと

なる予定でございます。 

  新たな中学校整備等に係る経費につきまして

は、用地買収など、補助金や戻りのある有利な

起債で対応できない経費については、おおよそ

現在のこの積立てで賄えるものというふうに考

えております。 

  しかしながら、中学校以外にも、今後、大規

模な施設整備、それから改修などが続きますの

で、引き続き積立ては行いながら整備に備えて

まいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○古沢清志委員長 後藤委員。 

○後藤健一郎委員 分かりました。幾ら有利な補

助メニューがあっても、やっぱりここがないと

進められないと思いますので、積み立てていた

だくようお願いいたします。 

  次に、34ページ、２款１項６目のところで、

今回、70周年記念事業の新規事業として、若者

の回帰を促すための新たなスタイルの働き場を

市内に確保していくと、そしてスタートアップ

やリスキリングへの支援、オフィスの誘致等を

展開するということで、若者の創造性育成事業

として1,000万円の委託となっておりますが、

こちらは具体的にどこまでこの1,000万円で見

ているのかをお伺いしたいと思います。 

○古沢清志委員長 東海林企画創成課長。 
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○東海林 恒企画創成課長 それでは、1,000万

円の委託料について御質問がありましたので、

お答えさせていただきます。 

  まず、この予算でございますが、中心市街地

の空きスペースなどに若者の創造性を育む拠点

づくりを進めるとともに、若者の回帰を促す新

たなスタイルの働く場を確保していくため、ス

タートアップやリスキリングへの支援、オフィ

ス誘致等を展開することを目的としております。 

  なお、令和６年度につきましては、この事業

に係ります年度ごとのまず目標を設定させてい

ただきまして、その達成に向けた事業企画の提

案をいただくための委託料を計上しております。 

  なお、具体的な委託の方法、また事業の進め

方につきましては、現在、検討を行っていると

ころであります。 

  以上です。 

○古沢清志委員長 後藤委員。 

○後藤健一郎委員 分かりました。今回について

は、まず、事業企画等の本当に骨組みの部分を

つくるということだとお伺いいたしました。 

  サテライトオフィスとかを誘致されるという

と、一番有名なのが徳島県の神山町とかになる

と思うんですが、ぜひ東京よりも仕事しやすい

という環境でどんどん来ていただくような、特

に光回線の太さとかをこだわってつくっていた

だきたいなと思っております。 

  続きまして、同じく２款ですけれども、35ペ

ージの２款１項７目のところで、住民情報電算

処理事業で、今回、こちらも当初予算の説明の

ときにありました、書かない窓口を今回導入す

るということでございました。 

  国、デジタル庁が進めています、「書かない、

待たない、回らない、ワンストップ窓口」とい

うのを国のほうでも今進めているわけですけれ

ども、これもいろいろやり方もありますし、

様々なレベルがあると思います。今回、当市で

はどこまでを見込んでいるのか、具体的にこん

な機能を見込んでいるというようなことがあれ

ば教えていただければと思います。 

○古沢清志委員長 石橋デジタル戦略課長。 

○石橋慶幸デジタル戦略課長 お答えいたします。 

  現在、住民票等の各種証明書の交付を受ける

際には、窓口に来庁した上で、申請書に手書き

で記載しまして、これを窓口に提出して交付を

受けるというような手順になっておりますけれ

ども、書かない窓口のシステムにおきましては、

この手書きの申請書を、マイナンバーカードに

記載された４情報、氏名等の４情報を転記する

ような形で情報を取得しまして申請書を印刷す

ると、そして印刷した申請書を窓口のほうに提

出するというようなことを想定しております。 

  また、そのほかにも転入・転出等の申請届出

などについても、これを手書きではなくてタブ

レット上で情報を入力する、異動情報を入力し

て、これをそのまま基幹システムのほうに取り

込んで異動届を行うというような機能なども想

定しております。 

  申請書を記載するときに、どういった証明書

を必要とするのか、これをモニター上で選択し

ながら必要な書類を記載するというような仕組

みを導入してまいりたいというふうに思ってお

ります。 

  現在のところ、こういった機能でありますけ

れども、こういった仕組みはすぐ新しい機能が

追加されたりとかいうことも想定されますので、

今後、どういった機能が拡充されていくのか、

されているのか、そういったところを勘案しな

がら、よりよいものを導入してまいりたいとい

うふうに考えております。 

  以上です。 

○古沢清志委員長 後藤委員。 

○後藤健一郎委員 分かりました。今、この真上

だと思いますけれども、自分、何を申請すると

きにどの紙に書いたらいいかよく分からない、

多分あそこにたくさん並んでいてですね、その
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中から、それを別々に書かなくて、もうそれだ

けやれば全て申請できるというのは非常に市民

にとっても便利だと思いますので、ぜひ、こう

いうことができるんだよということを市民の皆

さんに伝えていただいて、市役所側と市民の側

の理解が両方進めば非常に便利なシステムとし

て使えると思いますので、ぜひそちらの広報の

ほうもお願いしたいところであります。 

  ちょっと、進める上で１点、私懸念している

のは、やっぱり１つの端末でいろいろなことが

できる分、対応される職員の方が、例えばまず

窓口に今出しているのをやるということであれ

ば、今の業務でもそんなに大きく変わらず、た

だ不慣れな方にお教えするぐらいだとは思うん

ですけれども、例えば転入・転出までできるよ

うになるとか、いろんな機能が加わってくると、

幅広い業務知識を持っている方というのが必要

になってくるかと思います。 

  不案内な方に教えるためにはやっぱり機械の

知識も必要で、いろんなことを今度、今後でき

ていくということであれば、ほかの課の仕事と

かもだんだん把握していかなくちゃいけないと

いうことで、協力体制とか人員体制、そして育

成のための研修体制というのが必要になってく

るかと思うんですが、そういった点については

いかがお考えでしょうか。 

○古沢清志委員長 石橋デジタル戦略課長。 

○石橋慶幸デジタル戦略課長 このシステムを導

入するに当たりましては、まず最初に、申請書

を印刷する機能を先行させて機能提供を図って

いって、段階を経てタブレットでの申請を補助

するような機能、段階を経て導入してまいりた

いというふうに思っております。 

  当然のことながら、新しいシステムを導入す

るに当たってはいろんな知識が必要になってま

いります。導入するに当たっては、このシステ

ムの操作研修でありますとかを充実してまいり

たいというふうに考えております。 

  以上です。 

○古沢清志委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第３款について質疑はありません

か。渡邉委員。 

○渡邉賢一委員 じゃあ私からは、52ページのと

ころが１点と、あと54ページ２点、３点質問さ

せていただきます。 

  ３款２項１目の、まず、52ページの放課後児

童クラブの健全育成事業２億8,694万5,000円、

説明では南部小の空き教室を利用した放課後児

童クラブをつくっていくんだというふうな、そ

こについても記載がありました。これまで空き

教室というのはなかなか、財産管理の関係で難

しかったと思うんですけれども、その点はクリ

アできたんでしょうか、伺います。 

○古沢清志委員長 志鎌子育て推進課長。 

○志鎌重美子育て推進課長 お答えいたします。 

  今回の南部小の件につきましては、学校側の

ほうから申出がございまして、それで検討した

結果、決まったことでございますので、理解は

得ているものと思っております。 

  よろしくお願いいたします。 

○古沢清志委員長 渡邉委員。 

○渡邉賢一委員 つまり、学校側から、ここは使

って大丈夫ですよと言われたら、一応、放課後

児童クラブはつくれるというふうに、どこの学

校もそういうふうなことで理解してよろしいん

ですね。 

○古沢清志委員長 志鎌子育て推進課長。 

○志鎌重美子育て推進課長 学校側から申出があ

っただけではなくて、やはり申出を受けて、あ

とクラブのほうの代表の方とかとも相談した上

で決めてまいりましたので、今後もそのような

対応をしてまいりたいと思っております。 

○古沢清志委員長 渡邉委員。 

○渡邉賢一委員 分かりました。非常に学校から

の移動が、にしねっこのところもそうなんです
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けれども、ほかの小学校でも移動するのがなか

なか大変だというふうなことなどで、空き教室

は以前からちょっと要望なども受けていたもの

ですから、御質問させていただきました。 

  次、54ページ、３款２項１目の同じく児童福

祉総務費のうちのこども家庭センター新設の運

営事業についてでございます。 

  これも新規事業ということであるわけですけ

れども、これはどこに、どのような形態でお造

りになるのか、お伺いします。 

○古沢清志委員長 志鎌子育て推進課長。 

○志鎌重美子育て推進課長 お答えいたします。 

  こちらにつきましては、令和６年度から子育

て推進課内に、子ども家庭総合支援拠点、これ

は児童福祉の部門になりますが、こちらと、子

育て世代包括支援センター、こちらは母子保健

になります、こちらの機能を一体化したこども

家庭センターを設置いたしまして、対応してま

いりたいと思っております。 

  対象者につきましては、主にリスクのある方、

そちらの方をメインに対応するような形になり

ます。 

  よろしくお願いいたします。 

○古沢清志委員長 渡邉委員。 

○渡邉賢一委員 私の質問がちょっとよく分から

なかったのか分かりませんけれども、どこにと

いうのは、ハートフルセンターの子育て推進課

のところに、その窓口、専用窓口をつくって、

それぞれ相談を受けるような運営を進めていく

という理解でよろしいんでしょうか。 

○古沢清志委員長 志鎌子育て推進課長。 

○志鎌重美子育て推進課長 おっしゃるとおりで

す。子育て推進課内に係を設けまして、対応し

てまいります。 

  よろしくお願いいたします。 

○古沢清志委員長 渡邉委員。 

○渡邉賢一委員 最後に、３点目、同じく54ペー

ジの次世代子育てステーション運営事業です。 

  これは、屋内型児童遊戯施設「さくらんぼこ

どもキャンパス ＣＬＡＡＰＩＮ ＳＡＧＡ

Ｅ」の運営についての予算だというふうに思う

んですけれども、そういうことでよろしいんで

すか。 

○古沢清志委員長 志鎌子育て推進課長。 

○志鎌重美子育て推進課長 はい、おっしゃると

おりであります。委託料が主なものであります。 

○古沢清志委員長 渡邉委員。 

○渡邉賢一委員 ありがとうございます。 

  そこでなんですけれども、子供だけでなく、

保護者の利用もぜひ進めていくんだというふう

なお考えのようでしたけれども、保護者の利用

プログラムとか、あとはじじ・ばば向け、高齢

者向けのメニューなどもどのようにお考え――

その運営の中で委託をする際に、こちら側で

「こういうのもしてくれ」というふうにおっし

ゃっているのか、その辺の考えをお伺いします。 

○古沢清志委員長 志鎌子育て推進課長。 

○志鎌重美子育て推進課長 施設につきましては、

まだ検討段階でございますので、中身について

はこれから詰めてまいりますが、道の駅という

場所にありますので、例えばチェリーランドで

行われるイベントですとか、あと周辺にある慈

恩寺テラス、ゆめはーと寒河江などとも連携し

て、相乗効果を狙った運営をしてまいりたいと

思っております。 

  また、高校生などとも連携して、そういった

様々なイベントについても検討しておりますの

で、決まったらまた御提示できるかと思ってお

ります。 

  よろしくお願いいたします。 

○古沢清志委員長 渡邉委員。 

○渡邉賢一委員 来月オープンと、その前にプレ

オープンというような日程で伺っているところ

です。 

  近隣自治体についても、いろんな特殊な、何

ていうか、目玉なども出しながら好評なわけで
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すので、ぜひ、ＣＬＡＡＰＩＮ ＳＡＧＡＥの

これというものもつくっていただけるように、

そして寒河江の子育てがさらに進むように願っ

ているところです。 

  以上でございます。 

○古沢清志委員長 ほかに質疑はありませんか。

沖津委員。 

○沖津一博委員 先ほど、渡邉議員のほうからも

ありましたけれども、放課後児童クラブのこと

でちょっとお伺いしたいと思います。52ページ

ですね。 

  南部小学校は、なかよしクラブはこれまでに

２か所ということで、大変不便な思いをさせて

いただいておりましたが、小学校に移るという

ことで大変ありがたいなというふうに思ってい

るところでありますが、工事期間と供用開始が

いつ頃になるのか、教えていただきたいと思い

ます。 

○古沢清志委員長 志鎌子育て推進課長。 

○志鎌重美子育て推進課長 お答えいたします。 

  工事につきましては、学校の授業の関係もご

ざいますので、夏休みを予定しておりまして、

その後、開始という方向で考えております。 

  よろしくお願いいたします。 

○古沢清志委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第４款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第５款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第６款について質疑はありません

か。後藤委員。 

○後藤健一郎委員 それでは、69ページ、６款１

項３目の部分についてであります。６次産業化

推進事業のほうについてであります。 

  今回、子姫芋のＧＩ取得を目指すということ

で、私も個人的にずっと子姫芋を応援してきた

ものですから、非常にうれしく思っております。 

  ただ、この子姫芋、非常に地域の制約という

のがあるために、非常にいいかとは思うんです

けれども、歴史的に見て対岸の中山町の小塩地

区もこの子姫芋の産地になるかと思います。産

地が、この市と、ほかの市というか町にまたが

る場合に、こういったＧＩ取得について懸念点

とかないのか、お伺いしたいと思います。 

○古沢清志委員長 猪倉農林課長。 

○猪倉秀行農林課長（併）農業委員会事務局長  

  お答えいたします。 

  子姫芋のＧＩの生産地のエリアということで

の御質問だと思います。 

  まず、名称につきましては、今のところ「さ

がえ子姫芋」という登録名での申請を行ってお

りまして、寒河江を前面に出していきたいとい

うふうな狙いがございますが、生産者が、おっ

しゃるとおり、寒河江市外、中山町のほうにも

いらっしゃるということで、昨年一度、生産者

を皆さん集めまして、エリアをどこにしようと

いうようなことの会議を進めたところでござい

ます。 

  ＧＩの登録については、１つの自治体に限ら

ず、複数の自治体にもまたがって差し支えない

というようなことで、今のところ寒河江市内全

域と中山町の一部、今おっしゃったような小塩

地区の部分についても検討させていただいたん

ですけれども、結局、中山町の一部についてで

すね、最上川の北側、山形自動車道付近も中山

町のエリアということで、そこで栽培していら

っしゃる方がほとんどだというようなことで、

中山町の生産者からも了解をいただきましたし、

中山町の役場のほうからも了解をもらっており

ますので、そのエリアで進めていきたいという

ふうに考えております。 

  以上でございます。 

○古沢清志委員長 後藤委員。 
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○後藤健一郎委員 分かりました。事前にお話し

されて了解を取っているということで、ちょっ

と以前、名称とかについて、私も特許庁とかい

ろいろ調べたような経緯がございまして、やっ

ぱりこういったものに関しては非常に、権利と

か絡むものに関してはいろいろ、しっかりと石

橋をたたきながら進めていかなくてはいけない

と思っているので、御質問させていただいた次

第です。 

  ６款については、もう１点、69ページになり

ます。６款１項３目の有害鳥獣防止対策事業に

ついてお伺いさせていただきます。 

  こちらは以前、議員の懇談会のほうで、鳥獣

防止計画で今後どのようにするのかということ

で、鳥獣被害対策の普及啓発をして、毎年５％

ずつ被害を減少させるという計画とお伺いいた

しました。 

  しかしながら、やっぱりこれだけ、特に白岩

地区はそうですけれども、被害が間近にあって

人々も不安がっている中でございますので、普

及啓発というよりは抜本的な鳥獣捕獲強化対策

を行わなければならないと思っているんですけ

れども、その点について、今回の予算では検討

されているのか、お伺いいたします。 

○古沢清志委員長 猪倉農林課長。 

○猪倉秀行農林課長（併）農業委員会事務局長  

  お答えいたします。 

  ツキノワグマとかイノシシ等の生息数につき

ましては、有害鳥獣という面と、もう一つ、野

生動物の保護という観点の両面を持っておりま

す。 

  現在、県の保護の計画しております生息頭数

の管理調査を行っておりますので、現在は市の

ほうでは有害鳥獣の捕獲、それから県が行って

いる管理調査並びに猟友会による狩猟期に行う

狩猟が行われておりまして、これによって県全

体の頭数、生息数が保たれているというふうに

認識しております。 

  来年度策定します市の鳥獣被害防止計画にお

きましては、イノシシ等の捕獲頭数については

今年度より目標数値を上げてはおりますけれど

も、この辺につきましては捕獲頭数を強化させ

ていただいているところでもございますし、ま

た、実施隊の能力といいますか、部分について

もどこまで可能かということも調べながら、捕

獲可能数については進めていきたいというふう

には考えているところでございます。 

  よろしくお願いします。 

○古沢清志委員長 後藤委員。 

○後藤健一郎委員 分かりました。さきの予算の

委員会の中でも、熊の警報が出たのでスクール

バスを増やしたというところもありましたので、

やはり住民の方にとっても安心できるような体

制というのも含めて、今後、計画のほうを進め

ていただければと思います。 

  そして、もう１点、73ページの６款３項１目

の内水面水産振興事業にも関連することではあ

るんですけれども、今のようにやっぱり熊とか

イノシシとか、どうしても大きい動物ですとニ

ュースなどで報道されて、皆様も怖いというこ

とで印象は深いわけなんですけれども、先日の

鳥獣被害防止計画を見ますと、被害額が一番大

きいのはカワウでございました。 

  私も令和２年度の予算委員会の中でカワウ対

策について質問しておりまして、当時、門口課

長だったかと思うんですけれども、その答弁の

中では、カワウに対しては竹や花火による追い

払いを実施しており、令和２年度においては試

験的に水糸を張って追い払いを行うというよう

な御答弁でございました。 

  カワウに対する、一番被害額が大きいわけで

すので、このカワウに対しての次年度の取組と、

あと、内水面水産振興事業の予算を見ますと昨

年度より若干減っているようですので、やはり

これだけ被害が出ていますと、アユの放流量を

増やすなどの対策が必要かと思うんですけれど
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も、この点についてはいかがでしょうか。 

○古沢清志委員長 猪倉農林課長。 

○猪倉秀行農林課長（併）農業委員会事務局長  

  お答えいたします。 

  今回の有害鳥獣被害防止計画の策定するに当

たりまして、最上川の第一、第二の両漁協に対

して状況のほうを聴取させていただいておりま

す。その結果、今現在も漁協自ら花火を使った

追い払いを実施しておりまして、地元の猟友会

とか、市のほうについてもそうですが、依頼は

していないというような実情でございます。 

  その背景については、実施隊の隊員といいま

すか、猟友会の会員の中にも、カワウを追い払

う、いわゆるカワウを捕獲する技術力のある会

員がほとんどいないというような内情もござい

ますし、なおかつ、河川付近での銃の使用につ

いても、周辺への配慮が必要であるということ

から、もう数十年やっていないというような内

情もございます。 

  また、県のみどり自然課におきましては、今

後策定しますカワウの管理指針のために今情報

を集めている段階とお聞きしております。市の

ほうでもこれに沿って対策を検討していきたい

と思っておりますけれども、当然、活動に従事

する実施隊の皆さんからも、技術力の向上、対

応可能かどうかというところも含めて、今後検

討していきたいというふうに考えております。 

  それから、内水面の部分の予算につきまして、

今回、若干減額されているということではあり

ますけれども、これについては、これまで水産

多面ということで、何年前でしたか、数年前、

寒河江川の濁りが発生しておりまして、これを

改善するための予算ということで寒河江市から

も負担しておった分が来年度からなくなるとい

うことで、若干予算のほうは減にはなりました

けれども、アユやサケの放流については従来ど

おりというふうに予定しているところでござい

ます。 

  以上です。 

○古沢清志委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第７款について質疑はありません

か。後藤委員。 

○後藤健一郎委員 すみません、７款については、

77ページの７款１項６目の企業誘致推進のとこ

ろについてお伺いしたいと思います。 

  現在の寒河江の中央工業団地が残すところあ

と６ヘクタール弱というところで、新たな工業

団地取得に向けて具体的に動いていかなくては

いけない時期に入ったかと思いますが、今回の

予算というのはそういったものを見込んでいる

のかどうか、お伺いしたいと思います。 

○古沢清志委員長 白田商工推進課長。 

○白田純一商工推進課長 中央工業団地の造成に

ついてお答えいたします。 

  中央工業団地につきましては、農村地域への

産業導入の促進等に関する法律、いわゆる農産

法に基づく実施計画に沿って整備されることと

なっておりまして、第５次の拡張造成に進むに

当たりましては、現在の分譲区画が完売の見通

しとなることが要件の一つとなっております。 

  令和６年度中に残りの区画完売の見通しがつ

くことを想定した場合、第５次造成に向けた手

続の予算措置として、農産法の実施計画の策定

業務委託料ということで、令和６年度当初予算

の企業誘致推進事業の委託料の中に495万円ほ

ど見込んでいるところでございます。 

  以上でございます。 

○古沢清志委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第８款について質疑はありません

か。後藤委員。 

○後藤健一郎委員 すみません、８款、79ページ

になります。８款２項２目の除雪事業について

お伺いいたします。 

  ３月に入ってから雪降りましたけれども、今
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シーズンは現時点で一斉除雪４回とお伺いして

おりまして、非常に出動回数が少ない年になっ

たかと思います。 

  今年だけ見れば、除雪費用が少なくて済んだ

ねというようなお話になるかと思いますけれど

も、これが続けば、やはり市がお願いしている

機械とか人を確保している除雪協力会の方々か

ら、ちょっとこれでは請け負えないというよう

なお話が出てくるのではというのが懸念されて

いるところであります。 

  特に最近、除雪をされているオペレーターの

方の高齢化ですとか機械の老朽化もあって、人

を含めて新しい設備投資についてちゅうちょさ

れる会社さんもいらっしゃると聞いております。 

  もちろん、来年どっと降るというようなこと

も考えられますので何とも、今年だけの状況を

見てどうだと言うことはできないと思いますが、

市の待機補償料とか設備投資への補助などにつ

いて、除雪協力会の方から御意見等が出ていな

いのか、お伺いいたします。 

○古沢清志委員長 武田建設管理課長。 

○武田新二建設管理課長 それでは、お答えいた

します。 

  ３月に入りまして、除雪協力会より、待機補

償料について質問がありましたけれども、本市

の待機補償料について説明をいたしまして、一

定の理解をいただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○古沢清志委員長 後藤委員。 

○後藤健一郎委員 分かりました。そういったこ

とであればいいんですけれども、いざ雪が降っ

たときにやっぱり除雪できないというふうにな

らないように、ぜひ除雪協力会の方とは連携を

取っていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○古沢清志委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第９款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第10款について質疑はありません

か。渡邉委員。 

○渡邉賢一委員 本会議のほうでも御質問させて

いただきましたが、            

         何点か質問させていただき

ます。 

                      

                     

      87ページ、10款１項２目教育総務

費、事務局費、この中の学校再編整備事業費の

委託料5,200万円について御質問させていただ

きます。 

  まず、本会議での話に戻りますけれども、 

                     

      何を発注するんだといったら、構

想とかデザインについても考えていないと、業

者に考えてもらうんだというふうな、ちょっと

大ざっぱに言うとそんな御答弁だったと思うん

ですけれども、今、常識的に考えると、プロポ

ーザル方式、総合評価方式として、業者の皆さ

んから事前に、こういう学校のビジョンを持っ

て、そして子供たちの教育のためにこういうい

いものができるんだよというふうなことなどを

競い合わせて、設計競争などによって総合評価

をするというふうな形に多分いろんな自治体は

なっているんだと思いますけれども、    

                     

その積算根拠です。5,200万円というふうに出

した理由がおありかと思います。その業務の内

容、そしてコンサルタント会社には成果品を求

めるんだと思いますけれども、そうした成果品

を何を求めて発注するのか、ここがちょっと分

かりません。構想もデザインも業者任せという

ふうなことはちょっと考えられないんですけれ

ども、その辺も含めて御答弁をお願いしたいと

思います。 
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○古沢清志委員長 今野学校教育課長。 

○今野育男学校教育課長 お答えいたします。 

  まず、内容の関係ですけれども、基本構想、

基本計画につきましては、施設の配置のゾーニ

ングの検討とか、あとは土地利用計画図の作成、

また、敷地造成等の概略図の検討等をしてもら

いたいと思っております。 

  先ほどもお答えしましたけれども、基本方針

や基本構想について、業者のほうから大枠、基

本構想を考えてもらって、それについていろい

ろ市のほうでも意見は出しますけれども、基本

的に内容等については委託したいと考えており

ます。 

                      

                     

                     

                     

                     

                   

○古沢清志委員長 渡邉委員。 

○渡邉賢一委員               

                     

        今回、中学校が２つだったら

まだいろんなバリエーションがあったと思うん

ですけれども、１校というふうになったがゆえ

に、ここは非常に重要だと思います。その構想

とかデザインというものがある程度こっちでも

考えがないと、業者は困るんじゃないですか。 

  しかも、これまで学校統廃合に関して、いろ

んな市民からの御意見、説明会やパブリックコ

メントなどでも多く出ているわけで、そういう

問題、問題というか不安やそういう懸念などを

払拭するような、こういう学校だったら大丈夫

だよと、いじめもなくなるし、不登校も減るし、

すごく生き生きと学べる学校にしていくんだと

いうふうなことなどを言えると思うんですけれ

ども、その核となるものがなければ、どのよう

にして業者に発注するんですか。まず、そこを

ちょっと、明確な御答弁をお願いしたいと思い

ます。教育長、いかがですか。 

○古沢清志委員長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 これまで説明会等でいろん

な御意見をいただいております。今、議員から

ありましたように、不登校の問題やいじめの問

題等、いろいろありました。 

  それで、当然、どのような校舎というふうな

ことで、渡邉議員からもこれまでもいろんな御

指摘がありましたように、やっぱり子供たちの

ストレスというふうなことがいろんなところに

影響していると思うんですね。ですから、校舎

の中でも、一つはストレスがあまりかからない

ような、また、いじめの問題等からいえば死角

がなるべくないような、そういった校舎であっ

たり、また、今学校で求められているのは、個

別最適な学びと協働的な学びを一体的に進めて

いくというようなことでございます。 

  ですから、これまでの学校というのは教室が

あって廊下があってというふうな決まったよう

な形だったわけですけれども、そういった校舎

ではなくて、例えば一斉授業をするとき、そし

てグループ活動をするときということなどもあ

ると思うんですね。ですから、そういった形で、

教室だけでなくて廊下やホール的なスペースな

どもいろいろ活用して学びが進められるという

ふうな、そうした学びのある学校、そしてまた

子供たちが居心地がいいというんですかね、居

場所が見つけられるような、そうした学校にし

ていきたいというふうに考えております。 

  当然、業者のほうに基本構想とかをお願いす

るときにも、そうしたこういった学校というこ

とは当然、今言ったようなこと、それからこれ

までもいろいろ説明会等で不安な点とか、ここ

はぜひ解消してほしいというようなことがあり

ましたので、そうしたことをこちらのほうから

も示しながらつくっていきたいというふうに考

えているところです。 
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○古沢清志委員長 渡邉委員。 

○渡邉賢一委員 普通、発注する側が、こういう

基本構想、全体のグランドデザインというもの

を考えて発注するんだというふうに思っており

ます。そして、今、教育長が御答弁いただいた

そういうものは、各業者からいろんな提案をい

ただいて、これだというふうなものを総合評価

で選ぶのが今となっては通例になっています。 

  5,200万円というふうな高額の予算ですけれ

ども、今野課長、さっき積算根拠というふうに、

私、申し上げたんですけれども、業務の内容と

成果品について具体的にお示しいただけないで

しょうか。 

○古沢清志委員長 今野学校教育課長。 

○今野育男学校教育課長 成果品につきましては、

先ほども申し上げましたけれども、施設配置の

ゾーニングの検討とか、土地利用計画図の作成

とか、敷地造成等の概略図の検討が成果品の一

部になっております。 

  委託料、今、5,200万円になっておりますが、

中学校のほうの用地選定基本構想、基本計画の

策定の業務については3,000万円の業務、残り

の分につきましては土地収用法に基づく事業認

定の申請書の支援業務が2,200万円で、合計

5,200万円となっているところでございます。 

○古沢清志委員長 渡邉委員。 

○渡邉賢一委員 用地選定に3,000万円、あと土

地収用法関連で2,200万円というふうな具体的

なお話でした。 

  用地選定になりますと、今度、ボーリング調

査、地盤調査などである程度サンプルを得て、

その結果で、どの程度の軟弱地盤なのか、ある

いはこれぐらいの、何トンの、何百トンの建物

を建てると沈まないのか、パイルといって地下

に打つ支柱がどの程度必要なのかなども具体的

に出て、それが業者に発注するものだというふ

うに私は理解するんですけれども、その地盤調

査など用地選定に係るところということですが、

逆に、この3,000万円というのはどういう根拠

なんでしょうか。 

○古沢清志委員長 今野学校教育課長。 

○今野育男学校教育課長 主立った業者から参考

見積りをもらっております。それを基にして設

定しております。 

○古沢清志委員長 渡邉委員。 

○渡邉賢一委員 主立った業者というのは、市内

の業者なども       入るという理解で

よろしいんですね。 

○古沢清志委員長 今野学校教育課長。 

○今野育男学校教育課長 実際もらった業者につ

いては、市内の業者からはもらっておりません。

大手から取りあえずもらっております。 

○古沢清志委員長 渡邉委員。 

○渡邉賢一委員 そういったものも、これから入

札審査会とか、みらい協働課あたりで具体的に

していかなきゃならないんだと思うんですけれ

ども、今現在、どういうふうな考えなのかとい

うものがちょっと分かりません。 

  特に、この基本計画の中で、用地買収、そう

いう面積がどの程度になるか、あと国や県に対

する申請の書類ですね、そういったものが成果

品に上がってくるんだと思いますけれども、そ

ういった申請書類、また基本設計を組む際の具

体的な課題、その周辺の整備する設計なども含

めて具体的なものがないと、ただその業者から

見積りもらったんだ、だけではちょっと、納得

できるんでしょうか。私はちょっと理解不能な

んですけれども、そこはいかがですか。 

○古沢清志委員長 今野学校教育課長。 

○今野育男学校教育課長 学校教育課のほうで、

いろいろ資料等を整備して、参考見積りももら

いながら検討した結果、このような金額を出し

たというふうになっております。 

○古沢清志委員長 渡邉委員。 

○渡邉賢一委員 その参考見積りが、どの程度妥

当性があるかというふうなことが、ちょっと理



 - 159 - 

解できないということを私は申し上げておりま

す。 

  そして、用地選定についても何か所か、さっ

き言ったような調査、地盤調査をはじめ環境調

査、そこをある程度把握しておかないと、簡単

にあそこがいいとかここがいいなんていうふう

にならないんじゃないですか。そのための発注

だと私は理解するんですけれども、その点はい

かがですか。 

○古沢清志委員長 今野学校教育課長。 

○今野育男学校教育課長 用地選定につきまして

は、議員おっしゃるとおり、用地についての調

査、評価はしていただきまして、その中から最

終的な候補地を検討していきたいと思っており

ます。 

○古沢清志委員長 渡邉委員。 

○渡邉賢一委員 中学校は１校というふうなこと

で、実際問題、どこにするか、どんなものを造

るか、そういうことを市民は分からない中でい

ろんな意見が交錯しているということで、最後

に申し上げますけれども、山形ニュース解説、

寒河江支社の三沢支社長が新聞に書かれていま

すけれども、（資料を示す）統合の具体像明示

がなければ、どうやって造るの、何を、どんな

ものを造りたいの、どこに造るの、そういった

ものが全く明確にされない、いわゆる白紙委任

的な計画では、また業者任せの、あと、ある業

者ありきみたいなそうしたものでは、私は、い

い学校が造れないし、この5,200万円の根拠が

きちんと市民に理解してもらえないというふう

に思います。 

  以上で私の質問を終わります。 

○古沢清志委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第11款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第12款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第13款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第７号第２表について質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第７号第３表について質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第８号令和６年度寒河江市国民健康

保険特別会計予算について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第９号令和６年度寒河江市後期高齢

者医療特別会計予算について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第10号令和６年度寒河江市介護保険

特別会計予算について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第11号令和６年度寒河江市介護認定

審査会共同設置特別会計予算について質疑はあ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第12号令和６年度寒河江市財産区特

別会計（高松、醍醐、三泉）予算について質疑

はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第13号令和６年度寒河江市下水道事

業会計予算について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第14号令和６年度寒河江市立病院事

業会計予算について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第15号令和６年度寒河江市水道事業

会計予算について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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  これにて質疑を終結いたします。 

 

分科会分担付託 

 

○古沢清志委員長 日程第12、分科会分担付託で

あります。 

  このことにつきましては、お示ししておりま

す分科会分担付託案件表のとおり、それぞれの

分科会に分担付託いたします。 

 

 分科会分担付託案件表 

分 科 会 分担付託案件 

総務産業分科会 

議第７号第１表中歳入全

部、歳出第１款、歳出第２

款の一部、歳出第３款の一

部、歳出第５款、歳出第６

款、歳出第７款、歳出第８

款、歳出第９款、歳出第１

１款、歳出第１２款、歳出

第１３款、第２表、第３

表、議第１２号、議第１３

号、議第１５号 

厚生文教分科会 

議第７号第１表中歳出第２

款の一部、歳出第３款の一

部、歳出第４款、歳出第１

０款、議第８号、議第９

号、議第１０号、議第１１

号、議第１４号 

 

 

   散    会    午前１１時０９分 

 

○古沢清志委員長 本日はこれにて散会いたしま

す。 

  御苦労さまでした。 
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令和６年３月２２日（金曜日）予算特別委員会② 

 

○出席委員（１５名） 

   ２番  佐  藤  政  人  委員     ３番  野  口  康 一 郎  委員 

   ４番  児  玉     崇  委員     ５番  月  光  裕  晶  委員 

   ６番  安 孫 子  義  徳  委員     ７番  太  田  陽  子  委員 

   ８番  佐  藤  耕  治  委員     ９番  後  藤  健 一 郎  委員 

  １０番  渡  邉  賢  一  委員    １１番  伊  藤  正  彦  委員 

  １２番  古  沢  清  志  委員    １３番  太  田  芳  彦  委員 

  １４番  沖  津  一  博  委員    １５番  荒  木  春  吉  委員 

  １６番  阿  部     清  委員 

○欠席委員（なし） 

○遅刻委員（なし） 

○早退委員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  齋 藤 真 朗  副 市 長 

佐 藤 志津男  教 育 長  久保田 洋 子  病院事業管理者 

鈴 木   隆  
総務課長（併） 
選挙管理委員会 
事 務 局 長 

 東海林   恒  企画創成課長 

石 橋 慶 幸  
デジタル戦略 
課 長  小 泉   尚  財 政 課 長 

安 彦 絵 美  税 務 課 長  大 江 幸 範  市民生活課長 

菊 地 正 博  
防災危機管理 
課 長  武 田 新 二  建設管理課長 

伊 藤   孝  上下水道課長  猪 倉 秀 行  
農林課長（併） 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

白 田 純 一  商工推進課長  山 田 良 一  
さくらんぼ観光 
課 長 

小 林 弘 之  福祉国保課長  寺 西 里 衣  健康増進課長 

志 鎌 重 美  子育て推進課長  柏 倉 信 一  
会計管理者(兼) 
会 計 課 長 

小 林 博 之  病 院 事 務 長  今 野 育 男  学校教育課長 
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   予算特別委員会議事日程第４号  第１回定例会 

   令和６年３月２２日（金）    午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 議第 ７号 令和６年度寒河江市一般会計予算 

 〃  ２ 議第 ８号 令和６年度寒河江市国民健康保険特別会計予算 

 〃  ３ 議第 ９号 令和６年度寒河江市後期高齢者医療特別会計予算 

 〃  ４ 議第１０号 令和６年度寒河江市介護保険特別会計予算 

 〃  ５ 議第１１号 令和６年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計予算 

 〃  ６ 議第１２号 令和６年度寒河江市財産区特別会計（高松、醍醐、三泉）予算 

 〃  ７ 議第１３号 令和６年度寒河江市下水道事業会計予算 

 〃  ８ 議第１４号 令和６年度寒河江市立病院事業会計予算 

 〃  ９ 議第１５号 令和６年度寒河江市水道事業会計予算 

 〃 １０ 分科会審査の経過並びに結果報告 

      （１）総務産業分科会委員長報告 

      （２）厚生文教分科会委員長報告 

 〃 １１ 質疑・討論・採決 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第４号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○古沢清志委員長 おはようございます。 

  ただいまから予算特別委員会を再開いたしま

す。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  この際、お諮りいたします。 

  10番渡邉賢一委員から、３月12日の本委員会

での発言について、お示しのとおり、会議規則

第123条の規定により、その一部を取り消した

い旨の申出がありました。この発言取消しの申

出を許可することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、渡邉賢一委員からの発言取消しの申

出を許可することに決しました。 

  ただいまの発言取消しの許可に伴い、これに

関連する以降の発言についても、配付用の会議

録から削除することといたします。 

  ここで、発言訂正について申し上げます。 

  今野学校教育課長から、３月12日の本委員会

での発言について、お示しのとおり、その一部

を訂正したい旨の申出があり、委員長において

これを許可しておりますので、御報告いたしま
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す。 

 

議 案 上 程 

 

○古沢清志委員長 日程第１、議第７号令和６年

度寒河江市一般会計予算から日程第９、議第15

号令和６年度寒河江市水道事業会計予算までの

９案件を一括議題といたします。 

 

分科会審査の経過並びに結果報告 

 

○古沢清志委員長 日程第10、分科会審査の経過

並びに結果報告であります。 

 

総務産業分科会委員長報告 

 

○古沢清志委員長 初めに、総務産業分科会委員

長報告を求めます。安孫子総務産業分科会委員

長。 

  〔安孫子義徳総務産業分科会委員長 登壇〕 

○安孫子義徳総務産業分科会委員長 総務産業分

科会における審査の経過と結果について御報告

申し上げます。 

  本分科会は、３月12日及び13日、委員全員出

席し開会いたしました。 

  分担付託されました案件は、議第７号第１表

中歳入全部、歳出第１款、歳出第２款の一部、

歳出第３款の一部、歳出第５款から歳出第９款

まで及び歳出第11款から歳出第13款まで並びに

第２表及び第３表並びに議第12号、議第13号及

び議第15号であります。 

  審査に入る前に、審査の都合上、議第７号に

ついては、初めに第１表中歳入全部の審査を行

い、次に、歳出第１款、歳出第２款の一部、歳

出第３款の一部、歳出第９款、歳出第５款、歳

出第７款、歳出第６款、歳出第11款、歳出第８

款、歳出第12款、歳出第13款、第２表、第３表

の順で審査を行うこととし、その後、議第12号、

議第13号、議第15号の順で審査することを諮り、

異議なく了承され、そのように審査することに

決しました。 

  順を追って審査の内容を申し上げます。 

  初めに、議第７号令和６年度寒河江市一般会

計予算第１表中歳入全部を議題とし、当局の説

明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「個人市民税について、約１億

9,400万円の減収を想定しているようだが、定

額減税による影響はどの程度になるのか」との

問いがあり、当局より「課税対象となる所得の

主なものである給与所得は、令和６年度も増加

を見込んでいます。しかし、定額減税による減

収は約２億円の見込みであり、給与所得の増加

分を上回るため、全体としては減収を見込んで

おります」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第７号第１表中歳出第１款を議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第７号第１表中歳出第２款の一部を

議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りまし

た。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「基金管理事業について、ふるさと

納税に係るポータルサイトの追加を検討してい

るようだが、その理由は」との問いがあり、当

局より「制度改正により、ふるさと納税の競争

も厳しくなってきていることから、寄附金をよ

り多く頂けるよう追加するものになります」と

の答弁がありました。 

  委員より「情報システム費について、デジタ

ル化を一気に進めることによって職員の負担に

なるようなことはないのか」との問いがあり、

当局より「デジタル化を進める際には、アナロ
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グ処理とデジタル化を並行して進めなくてはな

らない部分があり、その分の職員負担の増加も

見込まれます。そのため、デジタル化へのロー

ドマップを作成し、移行時における負担軽減を

図りながら進めてまいりたいと考えています。

また、デジタル化への移行が進めば、職員負担

の軽減が図られるものと考えています」との答

弁がありました。 

  委員より「電子申請システム運営事業につい

て、昨年より増額となっているが、その理由

は」との問いがあり、当局より「県の電子申請

システムについて、利用が進んできており、そ

の分、全自治体に応分の負担割で増額の依頼が

あったものです」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第７号第１表中歳出第３款の一部を

議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りまし

たが、質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、

賛成多数をもって原案を了とすることに決しま

した。 

  次に、議第７号第１表中歳出第９款を議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「消防施設整備事業について、小型

動力ポンプ付の車両の購入を予定しているよう

だが、車両についてメーカー等の指定はあるの

か」との問いがあり、当局より「車両について、

メーカー等の指定はなく、入札に当たり作成す

る仕様書に合うものを購入することになります。

購入するものには、車両のほか、改造部品、小

型ポンプも含まれます」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第７号第１表中歳出第５款を議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「雇用対策事業について、高校生の

インターンシップの実施状況はどうなっている

か」との問いがあり、当局より「令和５年度の

実績について、受入れ企業として手を挙げてい

ただいたのは53社です。そのうちの28社に対し

て、高校生は29名参加いただきました。来年度

以降につきましても、実施状況や反省点を踏ま

え、適切に行えるような形で進めてまいりま

す」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第７号第１表中歳出第７款を議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「商工振興費について、令和５年度

では計上されていた商店街等にぎわい創出支援

事業が令和６年度予算に計上されていないが、

ほかの事業に振り替えられたという認識でよい

のか。また、その場合、１件当たりの助成額の

上限は」との問いがあり、当局より「御指摘の

とおり、当該事業については、別の事業に振り

替えて令和６年度も実施します。ソフト部分は、

中小企業販売促進事業費補助金として上限25万

円、ハード部分は、中心市街地活性化整備事業

補助金として上限100万円を予定しています」

との答弁がありました。 

  委員より「新型コロナウイルス感染症対策資

金利子助成金について、利子の助成は何社へ行

っているのか。また、令和５年度に比べ予算が

減額されているが、その理由は」との問いがあ

り、当局より「令和５年度の利子の助成につい

ては、金融機関への助成が54件、事業者への助

成が19件ありました。また、減額の理由として

は、借入額の減少に伴う支払利息が減少したた

めです」との答弁がありました。 

  委員より「観光物産振興事業について、イン

バウンドを含めた今後の観光需要の増加に対し、

この予算で対応可能なのか」との問いがあり、

当局より「令和６年度予算では、今年度に策定
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した観光振興計画にのっとり、インバウンド需

要なども考慮して予算を計上させていただきま

した。その中では、体験観光や周遊促進など新

たな事業も計画しているところです」との答弁

がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第７号第１表中歳出第６款を議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「スマート農業推進事業費補助金に

ついて、ドローンの整備支援も対象に加えると

のことだが、ドローンの用途は決まっているの

か。また、補助率は」との問いがあり、当局よ

り「ドローンの用途としては、水田等への薬剤

の散布を想定していますが、農業全般というこ

とであれば細かく用途を制限しておりません。

また、ドローンの価格はおおむね１台当たり90

万円程度のものを見込んでおり、補助率は３分

の１で、上限が30万円としております」との答

弁がありました。 

  委員より「有害鳥獣被害対策推進事業費補助

金は、電気柵への補助とのことだが、補助率

は」との問いがあり、当局より「補助率は２分

の１で、その内訳としては、県が４分の１、市

が４分の１となります」との答弁がありました。 

  委員より「地域おこし推進員活動費交付金に

ついて、推進員の活動に必要な経費とのことだ

が、具体的にどのような活動に対しての交付金

なのか」との問いがあり、当局より「農林課所

属の推進員の主な活動内容としては、地域農業

のＰＲや様々なイベントへの参加、自身のＳＮ

Ｓを利用した情報発信などがあります。交付金

の内容としては、自動車の借り上げ、燃料費、

簡易な農作業に対する農業用の道具や消耗品な

どについてを活動経費として交付しています」

との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第７号第１表中歳出第11款を議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第７号第１表中歳出第８款を議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「橋りょう整備事業について、平塩

橋の橋梁予備設計業務も含まれているとのこと

だが、架け替える場所などの詳細は決まってい

るのか」との問いがあり、当局より「平塩橋の

架け替えを検討する上での重要な条件として、

健診センター前の丁字路と国道458号線に接す

る十字路は変更できないということ、また、既

存の橋の下流側に村山広域水道の水道橋がある

ことなどが考えられます。それらの条件を踏ま

えた結果、現時点では既存の橋の上流側に架け

ることを想定しています。しかし、最上川に架

かる橋のため、河川管理者の諸元などもあり、

それらを整理した上で詳細については今後決め

ていくことになります」との答弁がありました。 

  委員より「街路樹管理事業について、剪定箇

所は市内全域となるのか。また、電線等に接触

しているなどの市民からの情報提供があった場

合、どのように対応するのか」との問いがあり、

当局より「今回の予算では、工業団地内の剪定

を計画しています。しかし、市民から緊急を要

する情報提供があった場合は、速やかに対応し

たいと考えています」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第７号第１表中歳出第12款を議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第７号第１表中歳出第13款を議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りましたが、
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質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第７号第２表を議題とし、当局の説

明を求め、質疑に入りましたが、質疑もなく、

討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって

原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第７号第３表を議題とし、当局の説

明を求め、質疑に入りましたが、質疑もなく、

討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって

原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第12号令和６年度寒河江市財産区特

別会計（高松、醍醐、三泉）予算を議題とし、

当局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑

もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数

をもって原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第13号令和６年度寒河江市下水道事

業会計予算を議題とし、当局の説明を求め、質

疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「下水道本管に接続していない家庭

等に対しての普及促進に関する活動はどのよう

に行っているのか」との問いがあり、当局より

「ダイレクトメールと訪問による普及促進を行

っていますが、コロナ禍により訪問は停止して

いる状況でした。しかし、新型コロナウイルス

感染症も落ち着いてきたことから、訪問を再開

したいと考えています」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第15号令和６年度寒河江市水道事業

会計予算を議題とし、当局の説明を求め、質疑

に入りましたが、質疑もなく、討論を終結し、

採決の結果、賛成多数をもって原案を了とする

ことに決しました。 

  以上で、総務産業分科会における審査の経過

と結果について御報告を終わります。 

 

厚生文教分科会委員長報告 

 

○古沢清志委員長 次に、厚生文教分科会委員長

報告を求めます。月光厚生文教分科会委員長。 

  〔月光裕晶厚生文教分科会委員長 登壇〕 

○月光裕晶厚生文教分科会委員長 厚生文教分科

会における審査の経過と結果について御報告申

し上げます。 

  本分科会は、３月12日及び13日、委員全員出

席し開会いたしました。 

  分担付託されました案件は、議第７号第１表

中歳出第２款の一部、歳出第３款の一部、歳出

第４款及び歳出第10款並びに議第８号から議第

11号まで及び議第14号であります。 

  審査に入る前に、審査の都合上、初めに議第

14号の審査を行った後、議第７号から議第11号

までの順に審査を行うこととし、また、議第７

号については、第１表中歳出第２款の一部の審

査終了後に歳出第４款の審査を行い、その後、

歳出第３款の一部、歳出第10款の順で審査を行

うことを諮り、異議なく了承されました。 

  順を追って審査の内容を申し上げます。 

  初めに、議第14号令和６年度寒河江市立病院

事業会計予算を議題とし、当局の説明を求め、

質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「収益的収入の入院収益について、

前年度の当初予算と比較し増額となっているが、

その要因は」との問いがあり、当局より「療養

病床の入院単価を昨年度と比較し、2,000円増

額の３万3,000円としていることが主な要因で

あり、入院収益全体としても増加を見込んでい

るものです」との答弁がありました。 

  委員より「資本的支出の施設整備費について、

市立病院の築年数等を考えると修繕等を必要と

する箇所が様々出てきていると思うが、このた

び計上されている予算額で十分なのか。また、

市立病院の修繕等については、県立河北病院と

の統合の可能性も考慮し実施していくべきと思
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うが、このたび計上されている金額はそのよう

な点も踏まえたものなのか」との問いがあり、

当局より「施設の修繕等については、昨年度に

実施した劣化度調査に基づき、優先順位を検討

した上で進めているところです。病院という施

設の性質上、患者の安全性を最優先に考えてお

り、そのような部分に関わる修繕等については、

県立河北病院との統合の可能性も踏まえながら

実施していきたいと考えております。今後、突

発的に修繕等の必要が生じる可能性についても

考慮し、このたびの金額を計上させていただい

たところです」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第７号令和６年度寒河江市一般会計

予算第１表中歳出第２款の一部を議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「２款１項９目の高齢者運転免許証

自主返納支援事業について、高齢化により高齢

者の数が増加していることを踏まえると、運転

免許証の自主返納者も増加するものと思うが、

予算額を昨年度と同額とした根拠は」との問い

があり、当局より「令和３年度は162人、令和

４年度は166人、令和５年度は２月29日現在で

144人の自主返納者があり、ここ数年では150人

前後で推移しております。このたびは、200人

分を見込み、前年度と同額としたものです」と

の答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第７号第１表中歳出第４款を議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「４款１項１目の自殺対策事業につ

いて、計上されている予算額は前年と同程度だ

が、内容に関してはどのようなことを検討して

いるのか」との問いがあり、当局より「最近で

は、子供の自殺者数が増加傾向にあり、子供に

ＳＯＳの出し方を教えたり、そのＳＯＳを受け

止めるということが全国的にも注目されていま

す。具体的な事業としては、ＳＯＳの出し方に

関する講習を昨年度実施していない学校に講師

を派遣することを予定しております」との答弁

がありました。 

  委員より「４款１項１目の母子保健指導事業

について、令和６年度から５歳児発達相談事業

を開始し、就学に向けて支援していくとのこと

だが、具体的にはどのような内容を考えている

のか」との問いがあり、当局より「５歳児健診

においては、３歳６か月の健診において発達に

問題が確認されなかった子供の中から新たに該

当者を発見し、就学時健診へつないでいく体制

を学校教育課とも連携しながら構築したいと考

えております。詳細については、今後、国から

指針等が示された後、検討を行います」との答

弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第７号第１表中歳出第３款の一部を

議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りまし

た。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「３款２項１目の放課後児童健全育

成事業について、中部小学区については、今後、

児童が増加し教室が足りなくなるといった話を

聞いているが、学童保育については現在の体制

で問題はないのか」との問いがあり、当局より

「中部小学校の放課後児童クラブについては、

昨年度、新たに２つ整備したこともあり、不足

はないものと考えておりますが、現在、同学区

内に新たに宅地が造成されているため、今後に

ついては検討が必要なものと考えております」

との答弁がありました。 

  委員より「３款２項２目の母子・父子及び寡

婦福祉事業について、子供の学習支援として大
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学の受験費用等も支援するということであるが、

具体的には受験費用のどの部分を支援するの

か」との問いがあり、当局より「大学や専門学

校等を受験する際にかかる受験料の助成を予定

しております。助成額については、国からの補

助金額の上限である５万3,000円を上限として

考えております」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第７号第１表中歳出第10款を議題と

し、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申し上げます。 

  委員より「10款１項２目の学校再編整備事業

について、今後、学校施設整備に関する基本構

想及び基本計画を策定した上で、その後の整備

に進んでいくものであるという理解でよいか」

との問いがあり、当局より「はい、そのとおり

です。なお、基本構想と基本計画については、

学校施設整備計画（改定版）に基づいた原案の

作成をコンサルに委託する予定です」との答弁

がありました。 

  委員より「10款１項３目の学力向上推進事業

について、読み書き力向上アプリ及びリーディ

ングスキルテストの対象範囲を拡大するとのこ

とだが、この事業の具体的な目的は」との問い

があり、当局より「本市の児童生徒については、

読解力の不足が課題と考えており、読み書き力

向上アプリについては、小学校低学年のうちか

らその向上を図ることを目的に対象範囲を拡大

するものです。リーディングスキルテストにつ

いては、その対象範囲を中学２年生まで拡大す

ることで、自身の成長度合いを確認する機会を

提供すると同時に、次の段階への足がかりとし、

読解力の育成を目指すものです」との答弁があ

りました。 

  委員より「10款１項３目の教育支援推進事業

について、別室登校の生徒を担当するための教

育相談員を増員し、各中学校へ配置するとのこ

とだが、具体的にどのような形で配置すること

を考えているのか」との問いがあり、当局より

「教室に入ることは難しいが学校に来ることは

できる生徒に対し、拠点となる場所を用意し、

そこに教育相談員を配置する予定です。当該教

育相談員が、当該生徒と学級担任やほかの生徒、

あるいは寒陵スクールとのつながりの可能性を

探るといったことを想定しています。その業務

量の多さから学級担任が担うことが困難な部分

を教育相談員が担当するものです」との答弁が

ありました。 

  委員より「10款５項１目の体育施設整備事業

について、市民体育館や市民プールなど施設の

老朽化が大分進行しているが、今後の修繕につ

いてはどのように考えているか」との問いがあ

り、当局より「令和６年度については、80万円

の修繕費を計上しているところですが、大規模

な修繕に関しては個別施設計画等を考慮に入れ

ながら、今後検討が必要なものと考えておりま

す」との答弁がありました。 

  委員より「10款４項３目の芸術文化振興事業

について、若者活性化ライブの内容は」との問

いがあり、当局より「若者活性化ライブについ

ては、ライブの企画、運営等を若い方からの意

見を取り入れながら実施することを想定してお

り、鑑賞するだけではなく、主体的に体験して

もらえる事業として考えております」との答弁

がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第８号令和６年度寒河江市国民健康

保険特別会計予算を議題とし、当局の説明を求

め、質疑に入りましたが、御報告する質疑もな

く、討論を終結し、採決の結果、賛成多数をも

って原案を了とすることに決しました。 

  次に、議第９号令和６年度寒河江市後期高齢

者医療特別会計予算を議題とし、当局の説明を

求め、質疑に入りましたが、質疑もなく、討論
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を終結し、採決の結果、賛成多数をもって原案

を了とすることに決しました。 

  次に、議第10号令和６年度寒河江市介護保険

特別会計予算を議題とし、当局の説明を求め、

質疑に入りましたが、質疑もなく、討論を終結

し、採決の結果、賛成多数をもって原案を了と

することに決しました。 

  次に、議第11号令和６年度寒河江市介護認定

審査会共同設置特別会計予算を議題とし、当局

の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑もな

く、討論を終結し、採決の結果、賛成多数をも

って原案を了とすることに決しました。 

  以上で、厚生文教分科会における審査の経過

と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○古沢清志委員長 日程第11、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  初めに、総務産業分科会委員長報告に対する

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、厚生文教分科会委員長報告に対する質

疑はありませんか。渡邉委員。 

○渡邉賢一委員 先ほどの委員長報告の中の１点

だけ、ちょっと確認をさせていただき、委員長

の答弁を求めたいと思いますが、10款１項２目

学校再編整備事業費のコンサルへの委託料

5,200万円ということで、この予算特別委員会

の中で私が御質問させていただいた中身です。 

  主な質疑の中でも御報告をいただいたわけで

すけれども、一番重要な入札方式の指名競争入

札というものを、取り消すというふうなことを

前提に分科会で審議されたというふうなことを

聞いていますけれども、質問している私は、そ

のことも了解していないし、聞いてもおりませ

んでした。 

  また、この予算特別委員会の委員長が付託し

たわけですけれども、分科会委員長のほうでそ

れをうのみというか、それを進めていったとい

うことで、議会運営委員会のほうにも諮らずに、

事後の報告というふうなことで、分科会運営、

委員会運営に関して、委員長のその進め方につ

いては非常に私は問題があるというふうに思っ

ていますけれども、そういった点についていか

がお考えか、お伺いします。 

○古沢清志委員長 月光委員長。 

○月光裕晶厚生文教分科会委員長 私の今回の議

事進行については、的確に進められたものだと

私は考えております。 

○古沢清志委員長 渡邉委員。 

○渡邉賢一委員 古沢委員長、ぜひ委員長のお考

えもお聞きしたいんですけれども、分科会委員

長が適切にというふうなことでお話、今ありま

したけれども、質問者の問題点について、取り

消すというふうなことの了解もなく、分科会で

勝手にそれを進めるということは、この予算特

別委員会のほうで付託した古沢委員長の責任で

もあるというふうに思うんですけれども、そこ

は、議会全体としてそうしたことはあってはな

らないというふうに私は思っておりますけれど

も、いかがでしょうか。 

○古沢清志委員長 しばらく休憩いたします。 

 休 憩 午前１０時０５分  

 再 開 午前１０時１１分  

○古沢清志委員長 では、休憩を解いて再開いた

します。 

  分科会においては、過ちがあったという事実、

それをお伝えして、審査をしていただき、特段

問題があったとは認識しておりませんが、今後

は、慎重に対応して、当局と話をして進めてま

いりたいと思っております。 

  渡邉委員。 

○渡邉賢一委員 まず、厚生文教分科会委員長の

適切に進めてきたというふうなところは、やは

り違うと思います。 
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  それで、今、古沢委員長がおっしゃったとお

り、まずきちんと丁寧に進めるということが大

前提でありますし、執行部においても、そんな

簡単に答弁をころころ変えるなんていうことは

あってはならないと思いますので、しっかりと

答弁を準備していただき、御回答いただきたい。 

  また、委員会を進める上でも、きちんとイニ

シアチブというか、取っていただき、必要なと

きは議運で諮っていただきたいということを申

し入れ、発言を終わります。 

○古沢清志委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第７号令和６年度寒河江市一般会計予算、

議第８号令和６年度寒河江市国民健康保険特別

会計予算、議第９号令和６年度寒河江市後期高

齢者医療特別会計予算、議第10号令和６年度寒

河江市介護保険特別会計予算、議第11号令和６

年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計

予算、議第12号令和６年度寒河江市財産区特別

会計（高松、醍醐、三泉）予算、議第13号令和

６年度寒河江市下水道事業会計予算、議第14号

令和６年度寒河江市立病院事業会計予算及び議

第15号令和６年度寒河江市水道事業会計予算の

９案件を一括して採決いたします。 

  ただいまの９案件に対する各分科会委員長報

告は、いずれも原案を了とするものであります。 

  ９案件は原案のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第７号、議第８号、議第９号、議

第10号、議第11号、議第12号、議第13号、議第

14号及び議第15号の９案件は原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 

   閉    会    午前１０時１５分 

 

○古沢清志委員長  以上をもって予算特別委員

会を閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

 

 以上会議の結果を記載し、相違ないことを証す

るために署名する。 

 

予算特別委員会委員長  古 沢 清 志 

 


